
九
四
二

附
属
書
三－

Ａ

品
目
別
原
産
地
規
則
の
注
釈

注
釈
一

一
般
原
則

１

こ
の
附
属
書
は
、
第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
附
属
書
三－

Ｂ
に
定
め
る
関
連
す
る
要
件
に
関
す
る
通
則
を
定
め
る
。

(c)

２

こ
の
附
属
書
及
び
附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
の
適
用
上
、
産
品
を
第
三
・
二
条
１

の
規
定
に
基
づ
く
原
産
品
と
す
る
た
め

(c)

の
要
件
は
、
関
税
分
類
の
変
更
、
生
産
工
程
、
非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
、
最
小
限
の
域
内

原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
又
は
こ
の
附
属
書
及
び
附
属
書
三－

Ｂ
に
定
め
る
他
の
要
件
と
す
る
。

３

品
目
別
原
産
地
規
則
に
お
け
る
重
量
と
は
、
材
料
又
は
産
品
の
正
味
重
量
を
い
い
、
包
装
の
重
量
を
含
ま
な
い
。

４

こ
の
附
属
書
、
附
属
書
三－

Ｂ
及
び
附
属
書
三－

Ｃ
に
お
け
る
記
載
は
、
二
千
十
七
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ

ス
テ
ム
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

注
釈
二

附
属
書
三－

Ｂ
の
構
成

１

部
又
は
類
の
注
は
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
関
連
す
る
部
、
類
、
項
又
は
号
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に
照
ら
し
て
解
釈

さ
れ
る
。

２

附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
各
品
目
別
原
産
地
規
則
は
、
同
表
一
欄
に
掲
げ
る
対
応
す
る
産
品
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

３

一
の
産
品
は
、
二
以
上
の
選
択
的
な
品
目
別
原
産
地
規
則
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
品
目
別
原

産
地
規
則
を
満
た
す
と
き
は
、
原
産
品
と
す
る
。
一
の
産
品
は
、
複
数
の
要
件
を
含
む
品
目
別
原
産
地
規
則
の
対
象
と
な
る

場
合
に
は
、
当
該
複
数
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
の
み
原
産
品
と
す
る
。

４

こ
の
附
属
書
及
び
附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
の
適
用
上
、

「
類
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
二
桁
を
い
う
。

(a)

「
項
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
四
桁
を
い
う
。

(b)

「
部
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
部
を
い
う
。

(c)

「
号
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
六
桁
を
い
う
。

(d)
５

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、
次
の
略
号
を
適
用
す
る
。(

注
）

注

関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
が
特
定
の
複
数
の
類
、
項
又
は
号
か
ら
の
変
更
に
つ
い
て
除
外
を
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
類
、
項
又
は
号
の
非
原
産
材

料
は
、
単
独
又
は
共
同
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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三

附
属
書
三－

Ａ

品
目
別
原
産
地
規
則
の
注
釈

注
釈
一

一
般
原
則

１

こ
の
附
属
書
は
、
第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
附
属
書
三－

Ｂ
に
定
め
る
関
連
す
る
要
件
に
関
す
る
通
則
を
定
め
る
。

(c)

２

こ
の
附
属
書
及
び
附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
の
適
用
上
、
産
品
を
第
三
・
二
条
１

の
規
定
に
基
づ
く
原
産
品
と
す
る
た
め

(c)

の
要
件
は
、
関
税
分
類
の
変
更
、
生
産
工
程
、
非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
、
最
小
限
の
域
内

原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
又
は
こ
の
附
属
書
及
び
附
属
書
三－

Ｂ
に
定
め
る
他
の
要
件
と
す
る
。

３

品
目
別
原
産
地
規
則
に
お
け
る
重
量
と
は
、
材
料
又
は
産
品
の
正
味
重
量
を
い
い
、
包
装
の
重
量
を
含
ま
な
い
。

４

こ
の
附
属
書
、
附
属
書
三－

Ｂ
及
び
附
属
書
三－

Ｃ
に
お
け
る
記
載
は
、
二
千
十
七
年
一
月
一
日
に
改
正
さ
れ
た
統
一
シ

ス
テ
ム
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

注
釈
二

附
属
書
三－

Ｂ
の
構
成

１

部
又
は
類
の
注
は
、
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
関
連
す
る
部
、
類
、
項
又
は
号
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に
照
ら
し
て
解
釈

さ
れ
る
。

２

附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
各
品
目
別
原
産
地
規
則
は
、
同
表
一
欄
に
掲
げ
る
対
応
す
る
産
品
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

３

一
の
産
品
は
、
二
以
上
の
選
択
的
な
品
目
別
原
産
地
規
則
の
対
象
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
品
目
別
原

産
地
規
則
を
満
た
す
と
き
は
、
原
産
品
と
す
る
。
一
の
産
品
は
、
複
数
の
要
件
を
含
む
品
目
別
原
産
地
規
則
の
対
象
と
な
る

場
合
に
は
、
当
該
複
数
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
き
に
の
み
原
産
品
と
す
る
。

４

こ
の
附
属
書
及
び
附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
の
適
用
上
、

「
類
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
二
桁
を
い
う
。

(a)

「
項
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
四
桁
を
い
う
。

(b)

「
部
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
部
を
い
う
。

(c)

「
号
」
と
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
番
号
の
最
初
の
六
桁
を
い
う
。

(d)
５

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、
次
の
略
号
を
適
用
す
る
。(

注
）

注

関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
が
特
定
の
複
数
の
類
、
項
又
は
号
か
ら
の
変
更
に
つ
い
て
除
外
を
定
め
る
場
合
に
は
、
当
該
類
、
項
又
は
号
の
非
原
産
材

料
は
、
単
独
又
は
共
同
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
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四

「
Ｃ
Ｃ
」
と
は
、
い
ず
れ
か
の
類
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
当
該
類
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
か
ら
生

(a)
産
さ
れ
た
産
品
が
該
当
す
る
類
を
含
ま
な
い
。
）
又
は
当
該
産
品
が
該
当
す
る
類
、
項
若
し
く
は
号
へ
の
当
該
非
原
産
材

料
が
該
当
す
る
他
の
類
か
ら
の
変
更
を
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産

材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
二
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
変
更
（
す
な
わ
ち
、
類
の
変
更
）
が
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
Ｃ
Ｔ
Ｈ
」
と
は
、
い
ず
れ
か
の
項
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
当
該
項
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
か
ら

(b)
生
産
さ
れ
た
産
品
が
該
当
す
る
項
を
含
ま
な
い
。
）
又
は
当
該
産
品
が
該
当
す
る
類
、
項
若
し
く
は
号
へ
の
当
該
非
原
産

材
料
が
該
当
す
る
他
の
項
か
ら
の
変
更
を
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原

産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
四
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
変
更
（
す
な
わ
ち
、
項
の
変
更
）
が
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
」
と
は
、
い
ず
れ
か
の
号
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
当
該
号
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
か

(c)
ら
生
産
さ
れ
た
産
品
が
該
当
す
る
号
を
含
ま
な
い
。
）
又
は
当
該
産
品
が
該
当
す
る
類
、
項
若
し
く
は
号
へ
の
当
該
非
原

産
材
料
が
該
当
す
る
他
の
号
か
ら
の
変
更
を
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非

原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
六
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
変
更
（
す
な
わ
ち
、
号
の
変
更
）
が

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

注
釈
三

附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
の
適
用

１

原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
取
得
し
た
産
品
で
あ
っ
て
、
他
の
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
に
関
す
る
第
三
・

二
条
３
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
格
を
取
得
し
た
産
品
が
使
用
さ
れ
る
締
約
国
に
お
け
る
同
一
の
工
場
内
で
当
該
資
格

を
取
得
し
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
適
用
す
る
。

２

一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
特
定
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め
る
場
合
又
は
特
定
の
非
原
産
材

料
の
価
額
若
し
く
は
重
量
が
特
定
の
閾
値
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
統
一
シ

い
き

ス
テ
ム
の
他
の
番
号
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
産
品
が
特
定
の
材
料
か
ら
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
場
合
に
は
、
こ
の

要
件
は
、
固
有
の
性
質
上
の
理
由
か
ら
こ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
他
の
材
料
の
使
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

４

完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
に
関
し
、
第
三
・
五
条
２
の
規
定
の
適
用
上
、
同
条
６
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と

し
て
、
一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
産
品
が
完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
か
ら
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
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五

「
Ｃ
Ｃ
」
と
は
、
い
ず
れ
か
の
類
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
当
該
類
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
か
ら
生

(a)
産
さ
れ
た
産
品
が
該
当
す
る
類
を
含
ま
な
い
。
）
又
は
当
該
産
品
が
該
当
す
る
類
、
項
若
し
く
は
号
へ
の
当
該
非
原
産
材

料
が
該
当
す
る
他
の
類
か
ら
の
変
更
を
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産

材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
二
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
変
更
（
す
な
わ
ち
、
類
の
変
更
）
が
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
Ｃ
Ｔ
Ｈ
」
と
は
、
い
ず
れ
か
の
項
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
当
該
項
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
か
ら

(b)
生
産
さ
れ
た
産
品
が
該
当
す
る
項
を
含
ま
な
い
。
）
又
は
当
該
産
品
が
該
当
す
る
類
、
項
若
し
く
は
号
へ
の
当
該
非
原
産

材
料
が
該
当
す
る
他
の
項
か
ら
の
変
更
を
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原

産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
四
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
変
更
（
す
な
わ
ち
、
項
の
変
更
）
が
行

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
」
と
は
、
い
ず
れ
か
の
号
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
当
該
号
に
は
、
当
該
非
原
産
材
料
か

(c)
ら
生
産
さ
れ
た
産
品
が
該
当
す
る
号
を
含
ま
な
い
。
）
又
は
当
該
産
品
が
該
当
す
る
類
、
項
若
し
く
は
号
へ
の
当
該
非
原

産
材
料
が
該
当
す
る
他
の
号
か
ら
の
変
更
を
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非

原
産
材
料
に
つ
い
て
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分
類
の
六
桁
番
号
の
水
準
に
お
け
る
変
更
（
す
な
わ
ち
、
号
の
変
更
）
が

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

注
釈
三

附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
の
適
用

１

原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
取
得
し
た
産
品
で
あ
っ
て
、
他
の
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
に
関
す
る
第
三
・

二
条
３
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
資
格
を
取
得
し
た
産
品
が
使
用
さ
れ
る
締
約
国
に
お
け
る
同
一
の
工
場
内
で
当
該
資
格

を
取
得
し
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
適
用
す
る
。

２

一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
特
定
の
非
原
産
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め
る
場
合
又
は
特
定
の
非
原
産
材

料
の
価
額
若
し
く
は
重
量
が
特
定
の
閾
値
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
統
一
シ

い
き

ス
テ
ム
の
他
の
番
号
を
掲
げ
る
品
目
に
分
類
さ
れ
る
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
産
品
が
特
定
の
材
料
か
ら
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
場
合
に
は
、
こ
の

要
件
は
、
固
有
の
性
質
上
の
理
由
か
ら
こ
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
他
の
材
料
の
使
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

４

完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
に
関
し
、
第
三
・
五
条
２
の
規
定
の
適
用
上
、
同
条
６
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と

し
て
、
一
の
品
目
別
原
産
地
規
則
が
産
品
が
完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
か
ら
生
産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
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九
四
六

場
合
に
お
い
て
、
欧
州
連
合
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
は
、
附
属
書
三－

Ｃ
に
特
定
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
類
及
び

項
に
分
類
さ
れ
る
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
と
き
は
、
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
と
み
な
す
。
こ

の
４
の
規
定
の
適
用
上
、
材
料
が
欧
州
連
合
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
第
三
・
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

注
釈
四

非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
及
び
最
小
限
の
域
内
原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ

く
も
の
）
の
算
定

定
義

１

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、

「
課
税
価
額
」
と
は
、
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
第
七
条
の
実
施
に
関
す
る
協
定
に

(a)
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
価
額
を
い
う
。

「
Ｅ
Ｘ
Ｗ
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
を
い
う
。

(b)

最
後
の
作
業
又
は
加
工
を
行
っ
た
製
造
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
又
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
産
品
の
工
場
渡
し
の
価

(i)
額
。
た
だ
し
、
当
該
価
額
に
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
材
料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全

て
の
費
用
か
ら
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
得
る
内
国
税
を
減
じ
た
額
を
含
む
。

支
払
わ
れ
た
若
し
く
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
価
額
が
な
い
場
合
又
は
実
際
に
支
払
わ
れ
た
価
額
が
産
品
の
生
産
に
関
連

(ii)
す
る
全
て
の
費
用
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
実
際
に
要
し
た
も
の
を
反
映
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
輸

出
締
約
国
に
お
け
る
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
材
料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
て
の
費
用
。

当
該
費
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

販
売
費
、
一
般
管
理
費
及
び
当
該
産
品
に
合
理
的
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
を
含
む
。

(A)

当
該
産
品
を
輸
送
す
る
た
め
に
要
し
た
運
賃
、
保
険
料
及
び
他
の
全
て
の
費
用
並
び
に
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る

(B)
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
得
る
輸
出
締
約
国
の
内
国
税
を
除
く
。

「
Ｆ
Ｏ
Ｂ
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
を
い
う
。

(c)

産
品
の
売
手
に
支
払
わ
れ
た
又
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
当
該
産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
（
輸
送
の
方
法
を
問
わ
な

(i)
い
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
価
額
に
は
、
当
該
産
品
の
生
産
及
び
締
約
国
の
輸
出
港
へ
の
輸
送
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全

て
の
材
料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
て
の
費
用
か
ら
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ

れ
得
る
内
国
税
を
減
じ
た
額
を
含
む
。
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九
四
七

場
合
に
お
い
て
、
欧
州
連
合
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
は
、
附
属
書
三－

Ｃ
に
特
定
す
る
統
一
シ
ス
テ
ム
の
類
及
び

項
に
分
類
さ
れ
る
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
と
き
は
、
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
材
料
と
み
な
す
。
こ

の
４
の
規
定
の
適
用
上
、
材
料
が
欧
州
連
合
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
第
三
・
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

注
釈
四

非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
及
び
最
小
限
の
域
内
原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ

く
も
の
）
の
算
定

定
義

１

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、

「
課
税
価
額
」
と
は
、
千
九
百
九
十
四
年
の
関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
第
七
条
の
実
施
に
関
す
る
協
定
に

(a)
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
価
額
を
い
う
。

「
Ｅ
Ｘ
Ｗ
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
を
い
う
。

(b)

最
後
の
作
業
又
は
加
工
を
行
っ
た
製
造
者
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
又
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
産
品
の
工
場
渡
し
の
価

(i)
額
。
た
だ
し
、
当
該
価
額
に
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
材
料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全

て
の
費
用
か
ら
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
得
る
内
国
税
を
減
じ
た
額
を
含
む
。

支
払
わ
れ
た
若
し
く
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
価
額
が
な
い
場
合
又
は
実
際
に
支
払
わ
れ
た
価
額
が
産
品
の
生
産
に
関
連

(ii)
す
る
全
て
の
費
用
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
実
際
に
要
し
た
も
の
を
反
映
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
輸

出
締
約
国
に
お
け
る
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
材
料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
て
の
費
用
。

当
該
費
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

販
売
費
、
一
般
管
理
費
及
び
当
該
産
品
に
合
理
的
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
を
含
む
。

(A)

当
該
産
品
を
輸
送
す
る
た
め
に
要
し
た
運
賃
、
保
険
料
及
び
他
の
全
て
の
費
用
並
び
に
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る

(B)
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
得
る
輸
出
締
約
国
の
内
国
税
を
除
く
。

「
Ｆ
Ｏ
Ｂ
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
を
い
う
。

(c)

産
品
の
売
手
に
支
払
わ
れ
た
又
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
当
該
産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
（
輸
送
の
方
法
を
問
わ
な

(i)
い
。
）
。
た
だ
し
、
当
該
価
額
に
は
、
当
該
産
品
の
生
産
及
び
締
約
国
の
輸
出
港
へ
の
輸
送
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全

て
の
材
料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
て
の
費
用
か
ら
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ

れ
得
る
内
国
税
を
減
じ
た
額
を
含
む
。
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九
四
八

支
払
わ
れ
た
若
し
く
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
価
額
が
な
い
場
合
又
は
実
際
に
支
払
わ
れ
た
価
額
が
産
品
の
生
産
に
関
連

(ii)
す
る
全
て
の
費
用
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
実
際
に
要
し
た
も
の
を
反
映
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
輸

出
締
約
国
に
お
け
る
当
該
産
品
の
生
産
及
び
当
該
輸
出
締
約
国
の
輸
出
港
へ
の
輸
送
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
材

料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
て
の
費
用
。
当
該
費
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

販
売
費
、
一
般
管
理
費
、
当
該
産
品
に
合
理
的
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
、
運
賃
及
び
保
険
料
を
含

(A)
む
。当

該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
得
る
輸
出
締
約
国
の
内
国
税
を
除
く
。

(B)「
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
」
と
は
、
百
分
率
で
表
示
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
を
い

(d)
う
。「

Ｒ
Ｖ
Ｃ
」
と
は
、
百
分
率
で
表
示
さ
れ
る
産
品
の
最
小
限
の
域
内
原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
を
い
う
。

(e)

「
Ｖ
Ｎ
Ｍ
」
と
は
、
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
の
価
額
（
輸
入
の
時
の
当
該
非
原
産
材
料
の
課

(f)
税
価
額
）
を
い
い
、
当
該
産
品
の
生
産
者
が
所
在
す
る
締
約
国
の
輸
入
港
へ
の
輸
送
に
お
い
て
要
し
た
運
賃
、
適
当
な
場

合
に
は
保
険
料
、
こ
ん
包
費
及
び
他
の
全
て
の
費
用
を
含
む
。
当
該
価
額
が
不
明
で
あ
り
、
か
つ
、
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
当
該
非
原
産
材
料
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
最
初
に
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
価
額
を
用
い
る
。

２

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
式
を
適
用
す
る
。

Ｖ
Ｎ
Ｍ

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ

（％

）
＝

×
１
０
０

(a)

Ｅ
Ｘ
Ｗ

Ｆ
Ｏ
Ｂ
－
Ｖ
Ｎ
Ｍ

Ｒ
Ｖ
Ｃ

（％

）
＝

×
１
０
０

(b)

Ｆ
Ｏ
Ｂ

注
釈
五

附
属
書
三－

Ｂ
第
五
部
か
ら
第
七
部
ま
で
に
規
定
す
る
工
程
の
定
義

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、

「
生
物
工
学
的
工
程
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(a)

微
生
物
（
細
菌
、
ウ
イ
ル
ス
（
フ
ァ
ー
ジ
を
含
む
。
）
等
）
又
は
人
、
動
物
若
し
く
は
植
物
の
細
胞
の
生
物
学
的
又

(i)
は
生
物
工
学
的
な
培
養
（
細
胞
培
養
を
含
む
。
）
、
交
配
又
は
遺
伝
子
の
改
変
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九
四
九

支
払
わ
れ
た
若
し
く
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
価
額
が
な
い
場
合
又
は
実
際
に
支
払
わ
れ
た
価
額
が
産
品
の
生
産
に
関
連

(ii)
す
る
全
て
の
費
用
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
実
際
に
要
し
た
も
の
を
反
映
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
輸

出
締
約
国
に
お
け
る
当
該
産
品
の
生
産
及
び
当
該
輸
出
締
約
国
の
輸
出
港
へ
の
輸
送
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
材

料
の
価
額
及
び
要
し
た
他
の
全
て
の
費
用
。
当
該
費
用
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

販
売
費
、
一
般
管
理
費
、
当
該
産
品
に
合
理
的
に
割
り
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
、
運
賃
及
び
保
険
料
を
含

(A)
む
。当

該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
払
い
戻
さ
れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
得
る
輸
出
締
約
国
の
内
国
税
を
除
く
。

(B)「
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
」
と
は
、
百
分
率
で
表
示
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
を
い

(d)
う
。「

Ｒ
Ｖ
Ｃ
」
と
は
、
百
分
率
で
表
示
さ
れ
る
産
品
の
最
小
限
の
域
内
原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
を
い
う
。

(e)

「
Ｖ
Ｎ
Ｍ
」
と
は
、
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
の
価
額
（
輸
入
の
時
の
当
該
非
原
産
材
料
の
課

(f)
税
価
額
）
を
い
い
、
当
該
産
品
の
生
産
者
が
所
在
す
る
締
約
国
の
輸
入
港
へ
の
輸
送
に
お
い
て
要
し
た
運
賃
、
適
当
な
場

合
に
は
保
険
料
、
こ
ん
包
費
及
び
他
の
全
て
の
費
用
を
含
む
。
当
該
価
額
が
不
明
で
あ
り
、
か
つ
、
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
当
該
非
原
産
材
料
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
最
初
に
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
価
額
を
用
い
る
。

２

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
式
を
適
用
す
る
。

Ｖ
Ｎ
Ｍ

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ

（％

）
＝

×
１
０
０

(a)

Ｅ
Ｘ
Ｗ

Ｆ
Ｏ
Ｂ
－
Ｖ
Ｎ
Ｍ

Ｒ
Ｖ
Ｃ

（％

）
＝

×
１
０
０

(b)

Ｆ
Ｏ
Ｂ

注
釈
五

附
属
書
三－

Ｂ
第
五
部
か
ら
第
七
部
ま
で
に
規
定
す
る
工
程
の
定
義

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、

「
生
物
工
学
的
工
程
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(a)

微
生
物
（
細
菌
、
ウ
イ
ル
ス
（
フ
ァ
ー
ジ
を
含
む
。
）
等
）
又
は
人
、
動
物
若
し
く
は
植
物
の
細
胞
の
生
物
学
的
又

(i)
は
生
物
工
学
的
な
培
養
（
細
胞
培
養
を
含
む
。
）
、
交
配
又
は
遺
伝
子
の
改
変
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九
五
〇

細
胞
構
造
若
し
く
は
細
胞
間
構
造
の
生
成
、
単
離
若
し
く
は
精
製
（
例
え
ば
、
単
離
さ
れ
た
遺
伝
子
、
遺
伝
子
断
片

(ii)
及
び
プ
ラ
ス
ミ
ド
）
又
は
発
酵

「
粒
径
の
変
更
」
と
は
、
産
品
の
粒
径
の
意
図
的
な
か
つ
制
御
さ
れ
た
改
変
（
破
砕
又
は
圧
縮
の
み
に
よ
る
も
の
を
除

(b)
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
産
品
の
用
途
に
関
係
す
る
特
定
の
粒
径
、
粒
径
分
布
又
は
表
面
積

を
有
し
、
及
び
投
入
さ
れ
た
材
料
と
異
な
る
物
理
的
又
は
化
学
的
特
徴
を
有
す
る
産
品
を
生
ず
る
も
の
を
い
う
。

「
化
学
反
応
」
と
は
、
分
子
内
の
結
合
を
切
断
し
、
か
つ
、
新
た
な
分
子
内
の
結
合
を
形
成
す
る
こ
と
又
は
分
子
内
の

(c)
原
子
の
空
間
的
配
列
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
構
造
を
有
す
る
分
子
を
生
ず
る
工
程
（
生
化
学
的
な
も
の
を
含

む
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
定
義
の
適
用
上
、
次
の
工
程
は
、
化
学
反
応
と
は
み
な
さ
な
い
。

水
そ
の
他
の
溶
媒
へ
の
溶
解

(i)

溶
媒
（
溶
媒
水
を
含
む
。
）
の
除
去

(ii)

結
晶
水
の
追
加
又
は
除
去

(iii)
「
蒸
留
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(d)

常
圧
蒸
留
（
蒸
留
塔
に
お
い
て
石
油
を
石
油
留
分
に
分
離
す
る
工
程
で
あ
っ
て
、
沸
点
に
応
じ
て
異
な
る
石
油
留
分

(i)
に
分
離
液
化
す
る
も
の
）
。
石
油
の
蒸
留
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
産
品
に
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
、
ナ
フ
サ
、
ガ
ソ
リ
ン
、

灯
油
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
油
又
は
暖
房
油
、
軽
質
の
軽
油
及
び
潤
滑
油
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

減
圧
蒸
留
（
常
圧
よ
り
も
低
い
気
圧
で
行
わ
れ
る
蒸
留
（
分
子
蒸
留
に
分
類
さ
れ
る
低
圧
で
行
わ
れ
る
も
の
を
除

(ii)
く
。
）
）
。
減
圧
蒸
留
は
、
軽
質
か
ら
重
質
ま
で
の
減
圧
軽
油
及
び
残
渣
油
を
生
産
す
る
た
め
、
沸
点
が
高
く
、
か

さ

つ
、
熱
に
反
応
し
や
す
い
材
料
（
石
油
に
含
ま
れ
る
重
質
留
分
等
）
の
蒸
留
に
使
用
さ
れ
る
。

「
異
性
体
分
離
」
と
は
、
異
性
体
の
混
合
物
か
ら
の
異
性
体
の
単
離
又
は
分
離
を
い
う
。

(e)

「
混
合
及
び
調
合
」
と
は
、
専
ら
所
定
の
仕
様
と
合
致
さ
せ
る
た
め
の
材
料
の
意
図
的
な
か
つ
比
例
し
て
制
御
さ
れ
た

(f)
混
合
又
は
調
合
（
分
散
を
含
み
、
希
釈
剤
の
添
加
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
産
品
の
用
途
に
関
係

し
、
及
び
投
入
さ
れ
た
材
料
と
異
な
る
物
理
的
又
は
化
学
的
特
徴
を
有
す
る
産
品
の
生
産
が
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。

「
標
準
物
質
の
生
産
」
（
標
準
溶
液
の
生
産
を
含
む
。
）
と
は
、
分
析
、
校
正
又
は
参
照
の
た
め
の
使
用
に
適
す
る
調

(g)
製
品
で
あ
っ
て
、
正
確
な
純
度
又
は
比
率
を
有
す
る
も
の
と
し
て
製
造
者
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
も
の
の
生
産
を
い
う
。

「
精
製
」
と
は
、
存
在
す
る
不
純
物
の
含
有
量
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
除
去
を
も
た
ら
す
工
程
を
い
う
。

(h)

注
釈
六

附
属
書
三－

Ｂ
第
十
一
部
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
定
義
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九
五
一

細
胞
構
造
若
し
く
は
細
胞
間
構
造
の
生
成
、
単
離
若
し
く
は
精
製
（
例
え
ば
、
単
離
さ
れ
た
遺
伝
子
、
遺
伝
子
断
片

(ii)
及
び
プ
ラ
ス
ミ
ド
）
又
は
発
酵

「
粒
径
の
変
更
」
と
は
、
産
品
の
粒
径
の
意
図
的
な
か
つ
制
御
さ
れ
た
改
変
（
破
砕
又
は
圧
縮
の
み
に
よ
る
も
の
を
除

(b)
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
産
品
の
用
途
に
関
係
す
る
特
定
の
粒
径
、
粒
径
分
布
又
は
表
面
積

を
有
し
、
及
び
投
入
さ
れ
た
材
料
と
異
な
る
物
理
的
又
は
化
学
的
特
徴
を
有
す
る
産
品
を
生
ず
る
も
の
を
い
う
。

「
化
学
反
応
」
と
は
、
分
子
内
の
結
合
を
切
断
し
、
か
つ
、
新
た
な
分
子
内
の
結
合
を
形
成
す
る
こ
と
又
は
分
子
内
の

(c)
原
子
の
空
間
的
配
列
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
構
造
を
有
す
る
分
子
を
生
ず
る
工
程
（
生
化
学
的
な
も
の
を
含

む
。
）
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ
の
定
義
の
適
用
上
、
次
の
工
程
は
、
化
学
反
応
と
は
み
な
さ
な
い
。

水
そ
の
他
の
溶
媒
へ
の
溶
解

(i)

溶
媒
（
溶
媒
水
を
含
む
。
）
の
除
去

(ii)

結
晶
水
の
追
加
又
は
除
去

(iii)
「
蒸
留
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(d)

常
圧
蒸
留
（
蒸
留
塔
に
お
い
て
石
油
を
石
油
留
分
に
分
離
す
る
工
程
で
あ
っ
て
、
沸
点
に
応
じ
て
異
な
る
石
油
留
分

(i)
に
分
離
液
化
す
る
も
の
）
。
石
油
の
蒸
留
に
よ
り
生
産
さ
れ
る
産
品
に
は
、
液
化
石
油
ガ
ス
、
ナ
フ
サ
、
ガ
ソ
リ
ン
、

灯
油
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
油
又
は
暖
房
油
、
軽
質
の
軽
油
及
び
潤
滑
油
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

減
圧
蒸
留
（
常
圧
よ
り
も
低
い
気
圧
で
行
わ
れ
る
蒸
留
（
分
子
蒸
留
に
分
類
さ
れ
る
低
圧
で
行
わ
れ
る
も
の
を
除

(ii)
く
。
）
）
。
減
圧
蒸
留
は
、
軽
質
か
ら
重
質
ま
で
の
減
圧
軽
油
及
び
残
渣
油
を
生
産
す
る
た
め
、
沸
点
が
高
く
、
か

さ

つ
、
熱
に
反
応
し
や
す
い
材
料
（
石
油
に
含
ま
れ
る
重
質
留
分
等
）
の
蒸
留
に
使
用
さ
れ
る
。

「
異
性
体
分
離
」
と
は
、
異
性
体
の
混
合
物
か
ら
の
異
性
体
の
単
離
又
は
分
離
を
い
う
。

(e)

「
混
合
及
び
調
合
」
と
は
、
専
ら
所
定
の
仕
様
と
合
致
さ
せ
る
た
め
の
材
料
の
意
図
的
な
か
つ
比
例
し
て
制
御
さ
れ
た

(f)
混
合
又
は
調
合
（
分
散
を
含
み
、
希
釈
剤
の
添
加
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
産
品
の
用
途
に
関
係

し
、
及
び
投
入
さ
れ
た
材
料
と
異
な
る
物
理
的
又
は
化
学
的
特
徴
を
有
す
る
産
品
の
生
産
が
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。

「
標
準
物
質
の
生
産
」
（
標
準
溶
液
の
生
産
を
含
む
。
）
と
は
、
分
析
、
校
正
又
は
参
照
の
た
め
の
使
用
に
適
す
る
調

(g)
製
品
で
あ
っ
て
、
正
確
な
純
度
又
は
比
率
を
有
す
る
も
の
と
し
て
製
造
者
に
よ
り
証
明
さ
れ
る
も
の
の
生
産
を
い
う
。

「
精
製
」
と
は
、
存
在
す
る
不
純
物
の
含
有
量
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
除
去
を
も
た
ら
す
工
程
を
い
う
。

(h)

注
釈
六

附
属
書
三－

Ｂ
第
十
一
部
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
定
義
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九
五
二

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、

「
人
造
繊
維
の
短
繊
維
」
と
は
、
第
五
五
・
〇
一
項
か
ら
第
五
五
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
合
成
繊
維
又
は
再
生
繊
維

(a)
若
し
く
は
半
合
成
繊
維
の
長
繊
維
の
ト
ウ
、
短
繊
維
又
は
く
ず
を
い
う
。

「
天
然
繊
維
」
と
は
、
合
成
繊
維
並
び
に
再
生
繊
維
及
び
半
合
成
繊
維
以
外
の
繊
維
を
い
う
。
天
然
繊
維
（
そ
の
く
ず

(b)
を
含
む
。
）
の
使
用
は
、
紡
績
を
行
う
前
の
段
階
に
限
る
も
の
と
し
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
カ
ー

ド
、
コ
ー
ム
そ
の
他
の
加
工
を
し
た
繊
維
で
あ
っ
て
紡
績
を
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。

「
天
然
繊
維
」
に
は
、
第
〇
五
・
一
一
項
の
馬
毛
、
第
五
〇
・
〇
二
項
及
び
第
五
〇
・
〇
三
項
の
絹
、
第
五
一
・
〇
一

項
か
ら
第
五
一
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
羊
毛
の
繊
維
及
び
繊
獣
毛
又
は
粗
獣
毛
、
第
五
二
・
〇
一
項
か
ら
第
五
二
・
〇

三
項
ま
で
の
各
項
の
綿
の
繊
維
並
び
に
第
五
三
・
〇
一
項
か
ら
第
五
三
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
そ
の
他
の
植
物
性
繊
維

を
含
む
。

「
な
せ
ん
」
と
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
、
ロ
ー
ラ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
又
は
転
写
の
技
術
を
用
い
て
、
紡
織
用
繊
維
の
基
材
に
対

(c)
し
て
客
観
的
に
評
価
さ
れ
る
機
能
（
色
、
デ
ザ
イ
ン
、
技
術
的
性
能
等
）
を
恒
久
的
性
質
と
し
て
与
え
る
技
術
を
い
う
。

「
な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
」
と
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
、
ロ
ー
ラ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
又
は
転
写
の
技
術
を
少
な
く
と
も
二
の

(d)
準
備
又
は
仕
上
げ
の
工
程
（
精
練
、
漂
白
、
マ
ー
セ
ラ
イ
ズ
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
起
毛
、
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、
防

縮
加
工
、
永
久
加
工
、
デ
カ
タ
イ
ジ
ン
グ
（
蒸
じ
ゅ
う
）
、
染
み
込
ま
せ
、
補
修
、
シ
ャ
リ
ン
グ
（
剪
毛
）
、
毛
焼
き
、

せ
ん

エ
ア
ー
・
タ
ン
ブ
ラ
ー
加
工
、
乾
燥
幅
出
し
機
に
よ
る
加
工
、
縮
じ
ゅ
う
、
蒸
気
に
よ
る
収
縮
加
工
、
ウ
ェ
ッ
ト
デ
カ
タ

イ
ジ
ン
グ
（
煮
じ
ゅ
う
）
等
）
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
て
、
紡
織
用
繊
維
の
基
材
に
対
し
て
客
観
的
に
評
価
さ
れ
る
機
能

（
色
、
デ
ザ
イ
ン
、
技
術
的
性
能
等
）
を
恒
久
的
性
質
と
し
て
与
え
る
技
術
を
い
う
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ

れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

注
釈
七

二
以
上
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
を
含
む
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
許
容
限
度

１

こ
の
注
釈
の
適
用
上
、
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

絹

(a)

羊
毛

(b)

粗
獣
毛

(c)

繊
獣
毛

(d)
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九
五
三

品
目
別
原
産
地
規
則
の
適
用
上
、

「
人
造
繊
維
の
短
繊
維
」
と
は
、
第
五
五
・
〇
一
項
か
ら
第
五
五
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
合
成
繊
維
又
は
再
生
繊
維

(a)
若
し
く
は
半
合
成
繊
維
の
長
繊
維
の
ト
ウ
、
短
繊
維
又
は
く
ず
を
い
う
。

「
天
然
繊
維
」
と
は
、
合
成
繊
維
並
び
に
再
生
繊
維
及
び
半
合
成
繊
維
以
外
の
繊
維
を
い
う
。
天
然
繊
維
（
そ
の
く
ず

(b)
を
含
む
。
）
の
使
用
は
、
紡
績
を
行
う
前
の
段
階
に
限
る
も
の
と
し
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
カ
ー

ド
、
コ
ー
ム
そ
の
他
の
加
工
を
し
た
繊
維
で
あ
っ
て
紡
績
を
し
て
い
な
い
も
の
を
含
む
。

「
天
然
繊
維
」
に
は
、
第
〇
五
・
一
一
項
の
馬
毛
、
第
五
〇
・
〇
二
項
及
び
第
五
〇
・
〇
三
項
の
絹
、
第
五
一
・
〇
一

項
か
ら
第
五
一
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
羊
毛
の
繊
維
及
び
繊
獣
毛
又
は
粗
獣
毛
、
第
五
二
・
〇
一
項
か
ら
第
五
二
・
〇

三
項
ま
で
の
各
項
の
綿
の
繊
維
並
び
に
第
五
三
・
〇
一
項
か
ら
第
五
三
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
そ
の
他
の
植
物
性
繊
維

を
含
む
。

「
な
せ
ん
」
と
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
、
ロ
ー
ラ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
又
は
転
写
の
技
術
を
用
い
て
、
紡
織
用
繊
維
の
基
材
に
対

(c)
し
て
客
観
的
に
評
価
さ
れ
る
機
能
（
色
、
デ
ザ
イ
ン
、
技
術
的
性
能
等
）
を
恒
久
的
性
質
と
し
て
与
え
る
技
術
を
い
う
。

「
な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
」
と
は
、
ス
ク
リ
ー
ン
、
ロ
ー
ラ
ー
、
デ
ジ
タ
ル
又
は
転
写
の
技
術
を
少
な
く
と
も
二
の

(d)
準
備
又
は
仕
上
げ
の
工
程
（
精
練
、
漂
白
、
マ
ー
セ
ラ
イ
ズ
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
起
毛
、
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、
防

縮
加
工
、
永
久
加
工
、
デ
カ
タ
イ
ジ
ン
グ
（
蒸
じ
ゅ
う
）
、
染
み
込
ま
せ
、
補
修
、
シ
ャ
リ
ン
グ
（
剪
毛
）
、
毛
焼
き
、

せ
ん

エ
ア
ー
・
タ
ン
ブ
ラ
ー
加
工
、
乾
燥
幅
出
し
機
に
よ
る
加
工
、
縮
じ
ゅ
う
、
蒸
気
に
よ
る
収
縮
加
工
、
ウ
ェ
ッ
ト
デ
カ
タ

イ
ジ
ン
グ
（
煮
じ
ゅ
う
）
等
）
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
て
、
紡
織
用
繊
維
の
基
材
に
対
し
て
客
観
的
に
評
価
さ
れ
る
機
能

（
色
、
デ
ザ
イ
ン
、
技
術
的
性
能
等
）
を
恒
久
的
性
質
と
し
て
与
え
る
技
術
を
い
う
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ

れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

注
釈
七

二
以
上
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
を
含
む
産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
許
容
限
度

１

こ
の
注
釈
の
適
用
上
、
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

絹

(a)

羊
毛

(b)

粗
獣
毛

(c)

繊
獣
毛

(d)
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九
五
四

馬
毛

(e)

綿

(f)

製
紙
用
原
料
及
び
紙

(g)

亜
麻

(h)

大
麻

(i)

ジ
ュ
ー
ト
そ
の
他
の
紡
織
用
靱
皮
繊
維

じ
ん

(j)

サ
イ
ザ
ル
そ
の
他
の
ア
ゲ
ー
ブ
属
の
紡
織
用
繊
維

(k)

コ
コ
や
し
、
ア
バ
カ
、
ラ
ミ
ー
そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維

(l)

人
造
繊
維
の
長
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(m)

人
造
繊
維
の
長
繊
維
（
再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(n)

導
電
性
の
長
繊
維

(o)

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(p)

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(q)

ポ
リ
ア
ミ
ド
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(r)

ポ
リ
ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(s)

ポ
リ
イ
ミ
ド
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(t)

ポ
リ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(u)

ポ
リ
フ
ェ
ニ
レ
ン
硫
化
物
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(v)

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(w)

そ
の
他
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(x)

ビ
ス
コ
ー
ス
レ
ー
ヨ
ン
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(y)

そ
の
他
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(z)

ポ
リ
エ
ー
テ
ル
の
柔
軟
な
セ
グ
メ
ン
ト
に
よ
り
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
に
よ
り
製
造
し
た
糸
（
ジ
ン
プ

(aa)
ヤ
ー
ン
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
柔
軟
な
セ
グ
メ
ン
ト
に
よ
り
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
に
よ
り
製
造
し
た
糸
（
ジ
ン
プ

(bb)
ヤ
ー
ン
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
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九
五
五

馬
毛

(e)

綿

(f)

製
紙
用
原
料
及
び
紙

(g)

亜
麻

(h)

大
麻

(i)

ジ
ュ
ー
ト
そ
の
他
の
紡
織
用
靱
皮
繊
維

じ
ん

(j)

サ
イ
ザ
ル
そ
の
他
の
ア
ゲ
ー
ブ
属
の
紡
織
用
繊
維

(k)

コ
コ
や
し
、
ア
バ
カ
、
ラ
ミ
ー
そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維

(l)

人
造
繊
維
の
長
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(m)

人
造
繊
維
の
長
繊
維
（
再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(n)

導
電
性
の
長
繊
維

(o)

ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(p)

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(q)

ポ
リ
ア
ミ
ド
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(r)

ポ
リ
ア
ク
リ
ロ
ニ
ト
リ
ル
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(s)

ポ
リ
イ
ミ
ド
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(t)

ポ
リ
テ
ト
ラ
フ
ル
オ
ロ
エ
チ
レ
ン
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(u)

ポ
リ
フ
ェ
ニ
レ
ン
硫
化
物
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(v)

ポ
リ
塩
化
ビ
ニ
ル
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(w)

そ
の
他
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(x)

ビ
ス
コ
ー
ス
レ
ー
ヨ
ン
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(y)

そ
の
他
の
人
造
繊
維
の
短
繊
維
（
再
生
繊
維
又
は
半
合
成
繊
維
の
も
の
に
限
る
。
）

(z)

ポ
リ
エ
ー
テ
ル
の
柔
軟
な
セ
グ
メ
ン
ト
に
よ
り
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
に
よ
り
製
造
し
た
糸
（
ジ
ン
プ

(aa)
ヤ
ー
ン
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）

ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
柔
軟
な
セ
グ
メ
ン
ト
に
よ
り
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン
に
よ
り
製
造
し
た
糸
（
ジ
ン
プ

(bb)
ヤ
ー
ン
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
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九
五
六

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
は
く
の
芯
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
芯
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
粉
を
塗
布
し
た
も
の
で
あ
る
か

(cc)
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
か
ら
成
る
ス
ト
リ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
幅
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
透
明
な
又

は
着
色
し
た
接
着
剤
を
用
い
て
二
層
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
間
に
挟
ま
れ
た
も
の
を
組
み
込
ん
だ
第
五
六
・
〇
五

項
（
金
属
を
交
え
た
糸
）
の
産
品

第
五
六
・
〇
五
項
の
そ
の
他
の
産
品

(dd)

ガ
ラ
ス
繊
維

(ee)

金
属
繊
維

(ff)
２

産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
で
あ
る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ｂ
に
お
い
て
こ

の
注
釈
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
同
附
属
書
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
は
、
許
容
限
度
と
し
て
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
次

の

及
び

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

(a)

(b)

産
品
が
二
以
上
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
を
含
む
こ
と
。

(a)

非
原
産
で
あ
る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
の
総
重
量
が
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
の
重

(b)
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

例
え
ば
、
第
五
一
・
〇
七
項
の
羊
毛
製
の
毛
糸
、
第
五
五
・
〇
九
項
の
合
成
繊
維
の
短
繊
維
の
糸
及
び
基
本
的
な
紡
織
用
繊

維
以
外
の
材
料
を
含
む
第
五
一
・
一
二
項
の
羊
毛
製
の
毛
織
物
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
を
満

た
さ
な
い
非
原
産
で
あ
る
羊
毛
製
の
毛
糸
若
し
く
は
合
成
繊
維
の
短
繊
維
の
糸
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
を
、
こ
れ
ら
の
総
重

量
が
全
て
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
の
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

２

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
ポ
リ
エ
ー
テ
ル
の
柔
軟
な
セ
グ
メ
ン
ト
に
よ
り
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

(b)

に
よ
り
製
造
し
た
糸
（
ジ
ン
プ
ヤ
ー
ン
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
」
を
含
む
産
品
に
つ
い
て
は
、
許
容
限
度
の
最

大
限
の
割
合
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
非
原
産
で
あ
る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
は
、
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４

２

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
は
く
の
芯
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
芯
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の

(b)

粉
を
塗
布
し
た
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
か
ら
成
る
ス
ト
リ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
幅
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
の
う
ち
、
透
明
な
又
は
着
色
し
た
接
着
剤
を
用
い
て
二
層
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
間
に
挟
ま
れ
た
も
の
」
を

含
む
産
品
に
つ
い
て
は
、
許
容
限
度
の
最
大
限
の
割
合
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
非
原
産
で
あ
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九
五
七

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
は
く
の
芯
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
芯
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
粉
を
塗
布
し
た
も
の
で
あ
る
か

(cc)
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
か
ら
成
る
ス
ト
リ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
幅
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
透
明
な
又

は
着
色
し
た
接
着
剤
を
用
い
て
二
層
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
間
に
挟
ま
れ
た
も
の
を
組
み
込
ん
だ
第
五
六
・
〇
五

項
（
金
属
を
交
え
た
糸
）
の
産
品

第
五
六
・
〇
五
項
の
そ
の
他
の
産
品

(dd)

ガ
ラ
ス
繊
維

(ee)

金
属
繊
維

(ff)
２

産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
で
あ
る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ｂ
に
お
い
て
こ

の
注
釈
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
同
附
属
書
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
は
、
許
容
限
度
と
し
て
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
次

の

及
び

の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

(a)

(b)

産
品
が
二
以
上
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
を
含
む
こ
と
。

(a)

非
原
産
で
あ
る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
の
総
重
量
が
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
の
重

(b)
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

例
え
ば
、
第
五
一
・
〇
七
項
の
羊
毛
製
の
毛
糸
、
第
五
五
・
〇
九
項
の
合
成
繊
維
の
短
繊
維
の
糸
及
び
基
本
的
な
紡
織
用
繊

維
以
外
の
材
料
を
含
む
第
五
一
・
一
二
項
の
羊
毛
製
の
毛
織
物
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
を
満

た
さ
な
い
非
原
産
で
あ
る
羊
毛
製
の
毛
糸
若
し
く
は
合
成
繊
維
の
短
繊
維
の
糸
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ
を
、
こ
れ
ら
の
総
重

量
が
全
て
の
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
の
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

２

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
ポ
リ
エ
ー
テ
ル
の
柔
軟
な
セ
グ
メ
ン
ト
に
よ
り
セ
グ
メ
ン
ト
化
さ
れ
た
ポ
リ
ウ
レ
タ
ン

(b)

に
よ
り
製
造
し
た
糸
（
ジ
ン
プ
ヤ
ー
ン
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
」
を
含
む
産
品
に
つ
い
て
は
、
許
容
限
度
の
最

大
限
の
割
合
は
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
非
原
産
で
あ
る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
は
、
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

４

２

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
「
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
は
く
の
芯
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
芯
（
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の

(b)

粉
を
塗
布
し
た
も
の
で
あ
る
か
な
い
か
を
問
わ
な
い
。
）
か
ら
成
る
ス
ト
リ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
幅
が
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下

の
も
の
の
う
ち
、
透
明
な
又
は
着
色
し
た
接
着
剤
を
用
い
て
二
層
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
フ
ィ
ル
ム
の
間
に
挟
ま
れ
た
も
の
」
を

含
む
産
品
に
つ
い
て
は
、
許
容
限
度
の
最
大
限
の
割
合
は
、
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
非
原
産
で
あ
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九
五
八

る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

５

第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
及
び
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
に
つ

い
て
は
、
非
原
産
で
あ
る
人
造
繊
維
を
天
然
繊
維
の
紡
績
の
工
程
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
人

造
繊
維
の
総
重
量
が
産
品
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

注
釈
八

特
定
の
紡
織
用
繊
維
を
用
い
た
産
品
に
適
用
さ
れ
る
他
の
許
容
限
度

１

紡
織
用
繊
維
を
用
い
た
産
品
の
製
造
に
当
た
り
、
附
属
書
三－

Ｂ
に
お
い
て
こ
の
注
釈
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
同
附
属

書
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
非
原
産
で
あ
る
紡
織
用
繊
維
（
裏
地
及
び
芯
地
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
非
原
産
で
あ
る
紡
織
用
繊
維
が
当
該
産
品
が
該
当
す
る
項
以
外
の
項
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
及
び
当

該
非
原
産
で
あ
る
紡
織
用
繊
維
の
価
額
の
総
額
が
当
該
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を

条
件
と
す
る
。

２

第
六
一
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該

産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す

る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該
構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に

定
め
る
生
産
工
程
の
要
件
又
は
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
が
非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
か
ら
成
る
場
合
に

は
、
非
原
産
材
料
の
価
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
な
い
非
原
産
材
料

の
価
額
を
考
慮
す
る
。
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九
五
九

る
基
本
的
な
紡
織
用
繊
維
は
、
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

５

第
五
一
・
〇
六
項
か
ら
第
五
一
・
一
〇
項
ま
で
及
び
第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
に
つ

い
て
は
、
非
原
産
で
あ
る
人
造
繊
維
を
天
然
繊
維
の
紡
績
の
工
程
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
人

造
繊
維
の
総
重
量
が
産
品
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

注
釈
八

特
定
の
紡
織
用
繊
維
を
用
い
た
産
品
に
適
用
さ
れ
る
他
の
許
容
限
度

１

紡
織
用
繊
維
を
用
い
た
産
品
の
製
造
に
当
た
り
、
附
属
書
三－

Ｂ
に
お
い
て
こ
の
注
釈
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
同
附
属

書
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
非
原
産
で
あ
る
紡
織
用
繊
維
（
裏
地
及
び
芯
地
を
除
く
。
）
を
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
非
原
産
で
あ
る
紡
織
用
繊
維
が
当
該
産
品
が
該
当
す
る
項
以
外
の
項
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
及
び
当

該
非
原
産
で
あ
る
紡
織
用
繊
維
の
価
額
の
総
額
が
当
該
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を

条
件
と
す
る
。

２

第
六
一
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該

産
品
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
は
、
当
該
産
品
の
関
税
分
類
を
決
定
す

る
構
成
部
分
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該
構
成
部
分
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に

定
め
る
生
産
工
程
の
要
件
又
は
関
税
分
類
の
変
更
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
要
件
が
非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
か
ら
成
る
場
合
に

は
、
非
原
産
材
料
の
価
額
の
算
出
に
当
た
っ
て
は
、
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
な
い
非
原
産
材
料

の
価
額
を
考
慮
す
る
。
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九
六
〇

附
属
書
三－

Ｂ

品
目
別
原
産
地
規
則

一
欄

二
欄

二
千
十
七
年
に
改
正
さ
れ
た

統
一
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
分
類

品
目
別
原
産
地
規
則

（
特
定
の
品
名
の
記
載
を
含
む
。
）

第
一
部

動
物
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
動
物
性
生
産
品

第
一
類

動
物
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

〇
一
・
〇
一－

〇
一
・
〇
六

第
一
類
の
全
て
の
動
物
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
類

肉
及
び
食
用
の
く
ず
肉

〇
二
・
〇
一－

〇
二
・
一
〇

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
類
及
び
第
二
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
類

魚
並
び
に
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
及
び
そ
の
他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物

せ
い

大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
ト
ゥ
ヌ
ス
・
テ
ィ

全
て
の
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
ト
ゥ
ヌ
ス
・
テ
ィ
ヌ
ス
）
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の

ヌ
ス
）

で
あ
る
こ
と
又
は

大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
ト
ゥ
ヌ
ス
・
テ
ィ
ヌ
ス
）
が
、
締
約
国
に
お
い
て
少
な
く
と
も
三
箇
月
間
、
養

殖
場
の
い
け
す
で
給
餌
さ
れ
、
及
び
肥
育
さ
れ
、
若
し
く
は
飼
養
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
生
産
で
あ

る
こ
と
。
肥
育
又
は
飼
養
の
期
間
は
、
大
西
洋
ま
ぐ
ろ
類
保
存
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｔ
）
の
く
ろ
ま

ぐ
ろ
電
子
漁
獲
証
明
書
（
ｅ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
）
に
記
録
さ
れ
た
い
け
す
に
放
養
し
た
日
及
び
収
獲
し
た
日
に
基
づ

い
て
確
定
す
る
。

そ
の
他
の
産
品

全
て
の
魚
並
び
に
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
及
び
そ
の
他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に

せ
い

得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
類

酪
農
品
、
鳥
卵
、
天
然
蜂
蜜
及
び
他
の
類
に
該
当
し
な
い
食
用
の
動
物
性
生
産
品

〇
四
・
〇
一

－

〇
四
・
一
○

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
五
類

動
物
性
生
産
品
（
他
の
類
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
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九
六
一

附
属
書
三－

Ｂ

品
目
別
原
産
地
規
則

一
欄

二
欄

二
千
十
七
年
に
改
正
さ
れ
た

統
一
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
分
類

品
目
別
原
産
地
規
則

（
特
定
の
品
名
の
記
載
を
含
む
。
）

第
一
部

動
物
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
動
物
性
生
産
品

第
一
類

動
物
（
生
き
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

〇
一
・
〇
一－

〇
一
・
〇
六

第
一
類
の
全
て
の
動
物
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
類

肉
及
び
食
用
の
く
ず
肉

〇
二
・
〇
一－

〇
二
・
一
〇

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
類
及
び
第
二
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
類

魚
並
び
に
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
及
び
そ
の
他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物

せ
い

大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
ト
ゥ
ヌ
ス
・
テ
ィ

全
て
の
大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
ト
ゥ
ヌ
ス
・
テ
ィ
ヌ
ス
）
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の

ヌ
ス
）

で
あ
る
こ
と
又
は

大
西
洋
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
ト
ゥ
ヌ
ス
・
テ
ィ
ヌ
ス
）
が
、
締
約
国
に
お
い
て
少
な
く
と
も
三
箇
月
間
、
養

殖
場
の
い
け
す
で
給
餌
さ
れ
、
及
び
肥
育
さ
れ
、
若
し
く
は
飼
養
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
生
産
で
あ

る
こ
と
。
肥
育
又
は
飼
養
の
期
間
は
、
大
西
洋
ま
ぐ
ろ
類
保
存
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ａ
Ｔ
）
の
く
ろ
ま

ぐ
ろ
電
子
漁
獲
証
明
書
（
ｅ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
）
に
記
録
さ
れ
た
い
け
す
に
放
養
し
た
日
及
び
収
獲
し
た
日
に
基
づ

い
て
確
定
す
る
。

そ
の
他
の
産
品

全
て
の
魚
並
び
に
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
及
び
そ
の
他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に

せ
い

得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
四
類

酪
農
品
、
鳥
卵
、
天
然
蜂
蜜
及
び
他
の
類
に
該
当
し
な
い
食
用
の
動
物
性
生
産
品

〇
四
・
〇
一

－

〇
四
・
一
○

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
五
類

動
物
性
生
産
品
（
他
の
類
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

和文【本文】附属書（２）.indd   961 2020/10/26   8:15:04



九
六
二

〇
五
・
〇
一－

〇
五
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
二
部

植
物
性
生
産
品

第
六
類

生
き
て
い
る
樹
木
そ
の
他
の
植
物
及
び
り
ん
茎
、
根
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
並
び
に
切
花
及
び
装
飾
用
の

葉

〇
六
・
〇
一－

〇
六
・
〇
四

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
六
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
七
類

食
用
の
野
菜
、
根
及
び
塊
茎

〇
七
・
〇
一－

〇
七
・
一
四

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
七
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
八
類

食
用
の
果
実
及
び
ナ
ッ
ト
、
か
ん
き
つ
類
の
果
皮
並
び
に
メ
ロ
ン
の
皮

〇
八
・
○
一－

〇
八
・
一
四

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
八
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
九
類

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
、
マ
テ
及
び
香
辛
料

〇
九
・
○
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

配
合

〇
九
〇
二
・
一
○－

〇
九
〇
二
・
二
〇

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
〇
九
〇
二
・
一
〇
号
及
び
第
〇
九
〇
二
・
二
〇
号
の
全
て
の
材
料
が
締

約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

〇
九
〇
二
・
三
〇－

〇
九
〇
三
・
○
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

配
合

〇
九
・
〇
四

－

〇
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

配
合
、
破
砕
若
し
く
は
粉
砕

第
一
〇
類

穀
物

一
〇
・
〇
一

－

一
〇
・
〇
八

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
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九
六
三

〇
五
・
〇
一－

〇
五
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
二
部

植
物
性
生
産
品

第
六
類

生
き
て
い
る
樹
木
そ
の
他
の
植
物
及
び
り
ん
茎
、
根
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
並
び
に
切
花
及
び
装
飾
用
の

葉

〇
六
・
〇
一－

〇
六
・
〇
四

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
六
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
七
類

食
用
の
野
菜
、
根
及
び
塊
茎

〇
七
・
〇
一－

〇
七
・
一
四

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
七
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
八
類

食
用
の
果
実
及
び
ナ
ッ
ト
、
か
ん
き
つ
類
の
果
皮
並
び
に
メ
ロ
ン
の
皮

〇
八
・
○
一－

〇
八
・
一
四

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
八
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

第
九
類

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
、
マ
テ
及
び
香
辛
料

〇
九
・
○
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

配
合

〇
九
〇
二
・
一
○－

〇
九
〇
二
・
二
〇

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
〇
九
〇
二
・
一
〇
号
及
び
第
〇
九
〇
二
・
二
〇
号
の
全
て
の
材
料
が
締

約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

〇
九
〇
二
・
三
〇－

〇
九
〇
三
・
○
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

配
合

〇
九
・
〇
四

－

〇
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

配
合
、
破
砕
若
し
く
は
粉
砕

第
一
〇
類

穀
物

一
〇
・
〇
一

－

一
〇
・
〇
八

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。
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九
六
四

第
一
一
類

穀
粉
、
加
工
穀
物
、
麦
芽
、
で
ん
粉
、
イ
ヌ
リ
ン
及
び
小
麦
グ
ル
テ
ン

一
一
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

一
一
・
〇
二－
一
一
・
〇
三

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
類
、
第
一
一
類
、
第
〇
七
・
〇
一
項
、
第
〇
七
・
一
三
項
、
第
〇

七
・
一
四
項
、
第
二
三
・
〇
三
項
及
び
第
〇
七
一
〇
・
一
〇
号
の
全
て
の
材
料
並
び
に
第
〇
七
一
二
・
九

〇
号
の
乾
燥
ば
れ
い
し
ょ
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
一
・
〇
四

Ｃ
Ｃ

一
一
・
〇
五－

一
一
・
〇
九

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
類
、
第
一
一
類
、
第
〇
七
・
〇
一
項
、
第
〇
七
・
一
三
項
、
第
〇

七
・
一
四
項
、
第
二
三
・
〇
三
項
及
び
第
〇
七
一
〇
・
一
〇
号
の
全
て
の
材
料
並
び
に
第
〇
七
一
二
・
九

〇
号
の
乾
燥
ば
れ
い
し
ょ
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
二
類

採
油
用
の
種
及
び
果
実
、
各
種
の
種
及
び
果
実
、
工
業
用
又
は
医
薬
用
の
植
物
並
び
に
わ
ら
及
び
飼
料
用
植
物

一
二
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
二
・
〇
二－

一
二
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
二
・
〇
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
一
三
類

ラ
ッ
ク
並
び
に
ガ
ム
、
樹
脂
そ
の
他
の
植
物
性
の
液
汁
及
び
エ
キ
ス

一
三
〇
一
・
二
○－

一
三
○
二
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
三
〇
二
・
二
○

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
ペ
ク
チ
ン
質
は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

一
三
〇
二
・
三
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
三
〇
二
・
三
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
（
た
だ
し
、
ロ
ー
カ
ス
ト
ビ
ー
ン
か
ら
得
た
非
原
産
で
あ
る
粘
質
物
及
び
シ
ッ
ク
ナ
ー
は
、

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

一
三
〇
二
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
四
類

植
物
性
の
組
物
材
料
及
び
他
の
類
に
該
当
し
な
い
植
物
性
生
産
品

一
四
・
〇
一

－

一
四
・
〇
四

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
四
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

第
三
部

動
物
性
又
は
植
物
性
の
油
脂
及
び
そ
の
分
解
生
産
物
、
調
製
食
用
脂
並
び
に
動
物
性
又
は
植
物
性
の
ろ
う

第
一
五
類

動
物
性
又
は
植
物
性
の
油
脂
及
び
そ
の
分
解
生
産
物
、
調
製
食
用
脂
並
び
に
動
物
性
又
は
植
物
性
の
ろ
う

一
五
・
〇
一

－

一
五
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
〇
七

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
二
・
〇
一
項
及
び
第
一
五
・
〇
七
項
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
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九
六
五

第
一
一
類

穀
粉
、
加
工
穀
物
、
麦
芽
、
で
ん
粉
、
イ
ヌ
リ
ン
及
び
小
麦
グ
ル
テ
ン

一
一
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

一
一
・
〇
二－

一
一
・
〇
三

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
類
、
第
一
一
類
、
第
〇
七
・
〇
一
項
、
第
〇
七
・
一
三
項
、
第
〇

七
・
一
四
項
、
第
二
三
・
〇
三
項
及
び
第
〇
七
一
〇
・
一
〇
号
の
全
て
の
材
料
並
び
に
第
〇
七
一
二
・
九

〇
号
の
乾
燥
ば
れ
い
し
ょ
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
一
・
〇
四

Ｃ
Ｃ

一
一
・
〇
五－

一
一
・
〇
九

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
類
、
第
一
一
類
、
第
〇
七
・
〇
一
項
、
第
〇
七
・
一
三
項
、
第
〇

七
・
一
四
項
、
第
二
三
・
〇
三
項
及
び
第
〇
七
一
〇
・
一
〇
号
の
全
て
の
材
料
並
び
に
第
〇
七
一
二
・
九

〇
号
の
乾
燥
ば
れ
い
し
ょ
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
二
類

採
油
用
の
種
及
び
果
実
、
各
種
の
種
及
び
果
実
、
工
業
用
又
は
医
薬
用
の
植
物
並
び
に
わ
ら
及
び
飼
料
用
植
物

一
二
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
二
・
〇
二－

一
二
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
二
・
〇
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
一
三
類

ラ
ッ
ク
並
び
に
ガ
ム
、
樹
脂
そ
の
他
の
植
物
性
の
液
汁
及
び
エ
キ
ス

一
三
〇
一
・
二
○－

一
三
○
二
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
三
〇
二
・
二
○

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
ペ
ク
チ
ン
質
は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

一
三
〇
二
・
三
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
三
〇
二
・
三
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
（
た
だ
し
、
ロ
ー
カ
ス
ト
ビ
ー
ン
か
ら
得
た
非
原
産
で
あ
る
粘
質
物
及
び
シ
ッ
ク
ナ
ー
は
、

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

一
三
〇
二
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
四
類

植
物
性
の
組
物
材
料
及
び
他
の
類
に
該
当
し
な
い
植
物
性
生
産
品

一
四
・
〇
一

－

一
四
・
〇
四

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
四
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

第
三
部

動
物
性
又
は
植
物
性
の
油
脂
及
び
そ
の
分
解
生
産
物
、
調
製
食
用
脂
並
び
に
動
物
性
又
は
植
物
性
の
ろ
う

第
一
五
類

動
物
性
又
は
植
物
性
の
油
脂
及
び
そ
の
分
解
生
産
物
、
調
製
食
用
脂
並
び
に
動
物
性
又
は
植
物
性
の
ろ
う

一
五
・
〇
一

－

一
五
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
〇
七

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
二
・
〇
一
項
及
び
第
一
五
・
〇
七
項
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
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九
六
六

い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
五
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
〇
九－
一
五
・
一
〇

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
植
物
性
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

一
五
・
一
一－

一
五
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
一
四

菜
種
油
及
び
そ
の
分
別
物

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
二
・
〇
五
項
及
び
第
一
五
・
一
四
項
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お

い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

か
ら
し
油
及
び
そ
の
分
別
物

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
一
五

米
油
及
び
そ
の
分
別
物

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
及
び
第
一
五
・
一
五
項
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お

い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
一
六
・
一
〇－

一
五
一
七
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
一
七
・
九
〇

混
合
植
物
性
油
（
更
に
加
工
さ
れ
た
も
の

Ｃ
Ｃ

を
除
く
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
一
八－

一
五
・
二
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
四
部

調
製
食
料
品
、
飲
料
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
食
酢
、
た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用
品

第
一
六
類

肉
、
魚
又
は
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
若
し
く
は
そ
の
他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物
の
調
製
品

せ
い

一
六
・
〇
一

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
類
、
第
三
類
、
第
一
六
類
及
び
第
一
〇
・
〇
六
項
の
全
て
の
材
料
が

締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
六
〇
二
・
一
〇－

一
六
〇
二
・
三
一

Ｃ
Ｃ

一
六
〇
二
・
三
二

Ｃ
Ｃ
（
第
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

一
六
〇
二
・
三
九

Ｃ
Ｃ

一
六
〇
二
・
四
一－

一
六
〇
二
・
五
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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九
六
七

い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
五
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
〇
九－

一
五
・
一
〇

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
植
物
性
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

一
五
・
一
一－

一
五
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
一
四

菜
種
油
及
び
そ
の
分
別
物

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
二
・
〇
五
項
及
び
第
一
五
・
一
四
項
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お

い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

か
ら
し
油
及
び
そ
の
分
別
物

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
一
五

米
油
及
び
そ
の
分
別
物

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
及
び
第
一
五
・
一
五
項
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お

い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
一
六
・
一
〇－

一
五
一
七
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
一
七
・
九
〇

混
合
植
物
性
油
（
更
に
加
工
さ
れ
た
も
の

Ｃ
Ｃ

を
除
く
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
五
・
一
八－
一
五
・
二
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
四
部

調
製
食
料
品
、
飲
料
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
食
酢
、
た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用
品

第
一
六
類

肉
、
魚
又
は
甲
殻
類
、
軟
体
動
物
若
し
く
は
そ
の
他
の
水
棲
無
脊
椎
動
物
の
調
製
品

せ
い

一
六
・
〇
一

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
類
、
第
三
類
、
第
一
六
類
及
び
第
一
〇
・
〇
六
項
の
全
て
の
材
料
が

締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
六
〇
二
・
一
〇－

一
六
〇
二
・
三
一

Ｃ
Ｃ

一
六
〇
二
・
三
二

Ｃ
Ｃ
（
第
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

一
六
〇
二
・
三
九

Ｃ
Ｃ

一
六
〇
二
・
四
一－

一
六
〇
二
・
五
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
二
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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九
六
八

一
六
〇
二
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

一
六
・
〇
三

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
類
、
第
三
類
及
び
第
一
六
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完

全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
六
・
〇
四－

一
六
・
〇
五

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
類
、
第
三
類
、
第
一
六
類
及
び
第
一
〇
・
〇
六
項
の
全
て
の
材
料
が

締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
七
類

糖
類
及
び
砂
糖
菓
子

一
七
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
七
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
〇
四
・
〇
四
項
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
一
・
〇
一
項
か
ら
第
一
一
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料

の
総
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
三
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

一
七
・
〇
三－

一
七
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
八
類

コ
コ
ア
及
び
そ
の
調
製
品

一
八
・
〇
一－

一
八
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
八
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
及
び
第
一
九
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重

量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

第
一
九
類

穀
物
、
穀
粉
、
で
ん
粉
又
は
ミ
ル
ク
の
調
製
品
及
び
ベ
ー
カ
リ
ー
製
品

一
九
〇
一
・
一
〇

乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産

品そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｃ

一
九
〇
一
・
二
〇

バ
タ
ー
脂
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
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九
六
九

一
六
〇
二
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

一
六
・
〇
三

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
類
、
第
三
類
及
び
第
一
六
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完

全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

一
六
・
〇
四－

一
六
・
〇
五

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
類
、
第
三
類
、
第
一
六
類
及
び
第
一
〇
・
〇
六
項
の
全
て
の
材
料
が

締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
一
七
類

糖
類
及
び
砂
糖
菓
子

一
七
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
七
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
〇
四
・
〇
四
項
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
一
・
〇
一
項
か
ら
第
一
一
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料

の
総
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
三
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

一
七
・
〇
三－

一
七
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
八
類

コ
コ
ア
及
び
そ
の
調
製
品

一
八
・
〇
一－

一
八
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

一
八
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
及
び
第
一
九
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重

量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

第
一
九
類

穀
物
、
穀
粉
、
で
ん
粉
又
は
ミ
ル
ク
の
調
製
品
及
び
ベ
ー
カ
リ
ー
製
品

一
九
〇
一
・
一
〇

乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産

品そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｃ

一
九
〇
一
・
二
〇

バ
タ
ー
脂
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
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九
七
〇

て
全
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
の
米
粉
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

る
産
品
で
、
小
売
用
で
な
い
も
の
の
う

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

ち
、
米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

件
と
す
る
。

て
全
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る

も
の

バ
タ
ー
脂
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

て
全
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

る
産
品
で
、
小
売
用
で
な
い
も
の
の
う

ち
、
米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

て
全
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
も
の

米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

Ｃ
Ｃ
。
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
の
米
粉
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ

重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産

れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

品
。
た
だ
し
、
バ
タ
ー
脂
の
含
有
量
が
乾

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
二
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
る
産
品
で
、
小
売
用
で
な

い
も
の
を
除
く
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｃ

一
九
〇
一
・
九
〇

乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た

て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産

だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
の
米
粉
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

品
で
、
米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

い
て
全
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

件
と
す
る
。

る
も
の

乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産

品
で
、
米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お

い
て
全
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
も
の

米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

Ｃ
Ｃ
。
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
の
米
粉
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ

重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産
品

れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

で
、
乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

お
い
て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
も
の

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｃ

一
九
・
〇
二

Ｃ
Ｃ

一
九
・
〇
三

Ｃ
Ｃ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
及
び
第
一
一
・
〇
一
項
か
ら
第
一

一
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と

を
条
件
と
す
る
。

一
九
・
〇
四

Ｃ
Ｃ

一
九
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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九
七
一

て
全
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
の
米
粉
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

る
産
品
で
、
小
売
用
で
な
い
も
の
の
う

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

ち
、
米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

件
と
す
る
。

て
全
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る

も
の

バ
タ
ー
脂
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

て
全
重
量
の
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

る
産
品
で
、
小
売
用
で
な
い
も
の
の
う

ち
、
米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

て
全
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
も
の

米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

Ｃ
Ｃ
。
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
の
米
粉
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ

重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産

れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

品
。
た
だ
し
、
バ
タ
ー
脂
の
含
有
量
が
乾

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
二
十
五
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
る
産
品
で
、
小
売
用
で
な

い
も
の
を
除
く
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｃ

一
九
〇
一
・
九
〇

乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た

て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産

だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
の
米
粉
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

品
で
、
米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

い
て
全
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

件
と
す
る
。

る
も
の

乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産

品
で
、
米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お

い
て
全
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
も
の

米
粉
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

Ｃ
Ｃ
。
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
第
一
一
〇
二
・
九
〇
号
の
米
粉
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ

重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
産
品

れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

で
、
乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

お
い
て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
も
の

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｃ

一
九
・
〇
二

Ｃ
Ｃ

一
九
・
〇
三

Ｃ
Ｃ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
及
び
第
一
一
・
〇
一
項
か
ら
第
一

一
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と

を
条
件
と
す
る
。

一
九
・
〇
四

Ｃ
Ｃ

一
九
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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九
七
二

第
二
〇
類

野
菜
、
果
実
、
ナ
ッ
ト
そ
の
他
植
物
の
部
分
の
調
製
品

二
〇
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

二
〇
・
〇
二－

二
〇
・
〇
三

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
七
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
〇
・
〇
四－

二
〇
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
さ
さ
げ
属
又
は
い
ん
げ
ん
ま
め
属
の
豆
、
え
ん
ど
う

（
ピ
ス
ム
・
サ
テ
ィ
ヴ
ム
）
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
オ
レ
ン
ジ
、
ば
れ
い
し
ょ
及
び
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
が
締
約

国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

二
〇
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
オ
レ
ン
ジ
、
ト
マ
ト
、
り
ん
ご
及

び
ぶ
ど
う
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
二
一
類

各
種
の
調
製
食
料
品

二
一
〇
一
・
一
一－

二
一
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｃ

二
一
〇
一
・
三
〇

麦
茶

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
・
〇
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｃ

二
一
〇
二
・
一
〇－

二
一
〇
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
一
〇
三
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
七
・
〇
二
項
及
び
第
二
〇
・
〇
二
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
三
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
。
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
マ
ス
タ
ー
ド
の
粉
は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
一
〇
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
一
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
一
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
及
び
第
一
九
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重

量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
一
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
二
一
二
・
九
九
号
の
こ
ん
に
ゃ
く
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完

全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
及
び
第
一
九
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重

量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
三
十
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
三
項
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。
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九
七
三

第
二
〇
類

野
菜
、
果
実
、
ナ
ッ
ト
そ
の
他
植
物
の
部
分
の
調
製
品

二
〇
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

二
〇
・
〇
二－

二
〇
・
〇
三

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
七
類
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

二
〇
・
〇
四－

二
〇
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
さ
さ
げ
属
又
は
い
ん
げ
ん
ま
め
属
の
豆
、
え
ん
ど
う

（
ピ
ス
ム
・
サ
テ
ィ
ヴ
ム
）
、
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
オ
レ
ン
ジ
、
ば
れ
い
し
ょ
及
び
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
が
締
約

国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

二
〇
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
、
オ
レ
ン
ジ
、
ト
マ
ト
、
り
ん
ご
及

び
ぶ
ど
う
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
二
一
類

各
種
の
調
製
食
料
品

二
一
〇
一
・
一
一－

二
一
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｃ

二
一
〇
一
・
三
〇

麦
茶

Ｃ
Ｃ
（
第
一
〇
・
〇
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｃ

二
一
〇
二
・
一
〇－

二
一
〇
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
一
〇
三
・
二
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
〇
七
・
〇
二
項
及
び
第
二
〇
・
〇
二
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
一
〇
三
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
。
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
マ
ス
タ
ー
ド
の
粉
は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
一
〇
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
一
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
一
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
及
び
第
一
九
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重

量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
一
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
二
一
二
・
九
九
号
の
こ
ん
に
ゃ
く
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完

全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
及
び
第
一
九
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重

量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
三
十
パ
ー

セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
三
項
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。
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九
七
四

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

第
二
二
類

飲
料
、
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
食
酢

二
二
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
二
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
及
び
第
一
九
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重

量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
二
・
〇
三－

二
二
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
及
び
第
二
二
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
次

の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
〇
八
〇
六
・
一
〇
号
、
第
二
〇
〇
九
・
六
一
号
及
び
第
二
〇
〇
九
・

六
九
号
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を

超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
二
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
及
び
第
二
二
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
生

産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
、
第
〇
八
〇
六
・
一
〇
号
、
第
二
〇
〇
九
・
六
一
号
及
び
第

二
〇
〇
九
・
六
九
号
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と

す
る
。

第
二
三
類

食
品
工
業
に
お
い
て
生
ず
る
残
留
物
及
び
く
ず
並
び
に
調
製
飼
料

二
三
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
三
・
〇
二

－

二
三
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
類
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

二
三
・
〇
四－

二
三
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
三
〇
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
三
〇
九
・
九
〇

飼
料
用
に
供
す
る
種
類
の
調
製
品
で
乳
固

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
又
は
第
一
九
〇
一
・
九
〇
号

形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

の
酪
農
調
製
品
（
乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も

重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
の

の
）
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
の
非
原
産
材

う
ち
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
以
外
の
調
製
品
で

料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と

米
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重

を
条
件
と
す
る
。

量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

飼
料
用
に
供
す
る
種
類
の
調
製
品
で
乳
固

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
又
は
第
一
九
〇
一
・
九
〇
号
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九
七
五

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
十
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

第
二
二
類

飲
料
、
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
食
酢

二
二
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
二
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
及
び
第
一
九
・
〇
一
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が
産
品
の
重

量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
二
・
〇
三－

二
二
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
及
び
第
二
二
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
次

の
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
〇
八
〇
六
・
一
〇
号
、
第
二
〇
〇
九
・
六
一
号
及
び
第
二
〇
〇
九
・

六
九
号
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
四
類
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を

超
え
な
い
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
七
・
〇
一
項
及
び
第
一
七
・
〇
二
項
の
非
原
産
材
料
の
総
重
量
が

産
品
の
重
量
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
二
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
二
二
・
〇
七
項
及
び
第
二
二
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
生

産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
、
第
〇
八
〇
六
・
一
〇
号
、
第
二
〇
〇
九
・
六
一
号
及
び
第

二
〇
〇
九
・
六
九
号
の
全
て
の
材
料
が
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と

す
る
。

第
二
三
類

食
品
工
業
に
お
い
て
生
ず
る
残
留
物
及
び
く
ず
並
び
に
調
製
飼
料

二
三
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
三
・
〇
二

－

二
三
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
類
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の

二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

二
三
・
〇
四－

二
三
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
三
〇
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
三
〇
九
・
九
〇

飼
料
用
に
供
す
る
種
類
の
調
製
品
で
乳
固

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
又
は
第
一
九
〇
一
・
九
〇
号

形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

の
酪
農
調
製
品
（
乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も

重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
の

の
）
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
の
非
原
産
材

う
ち
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
以
外
の
調
製
品
で

料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と

米
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重

を
条
件
と
す
る
。

量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

飼
料
用
に
供
す
る
種
類
の
調
製
品
で
乳
固

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
〇
四
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
四
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
又
は
第
一
九
〇
一
・
九
〇
号
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九
七
六

形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

の
酪
農
調
製
品
（
乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も

重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
の

の
）
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

う
ち
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
以
外
の
調
製
品
で

米
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重

量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で

な
い
も
の

ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
以
外
の
調
製
品
で
米
の
含

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
の
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の

有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
三

Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、

飼
料
用
に
供
す
る
種
類
の
調
製
品
で
乳
固

形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で

な
い
も
の

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
二
四
類

た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用
品

二
四
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

二
四
〇
二
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
四
類
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の

三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

二
四
〇
二
・
二
〇

－

二
四
〇
三
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
五
部

鉱
物
性
生
産
品

部
注

こ
の
部
に
お
け
る
加
工
に
つ
い
て
の
各
規
則
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ａ
注
釈
五
を
参
照

す
る
こ
と
。

第
二
五
類

塩
、
硫
黄
、
土
石
類
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
石
灰
及
び
セ
メ
ン
ト

二
五
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
五
・
〇
二－

二
五
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
二
六
類

鉱
石
、
ス
ラ
グ
及
び
灰

二
六
・
〇
一

－

二
六
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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九
七
七

形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

の
酪
農
調
製
品
（
乳
固
形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も

重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
の

の
）
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

う
ち
、
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
以
外
の
調
製
品
で

米
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重

量
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で

な
い
も
の

ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
以
外
の
調
製
品
で
米
の
含

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
一
〇
・
〇
六
項
の
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の

有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全
重
量
の
三

Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
の
う
ち
、

飼
料
用
に
供
す
る
種
類
の
調
製
品
で
乳
固

形
分
の
含
有
量
が
乾
燥
状
態
に
お
い
て
全

重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で

な
い
も
の

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
二
四
類

た
ば
こ
及
び
製
造
た
ば
こ
代
用
品

二
四
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

二
四
〇
二
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
四
類
の
非
原
産
材
料
の
重
量
が
産
品
の
重
量
の

三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

二
四
〇
二
・
二
〇

－

二
四
〇
三
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
五
部

鉱
物
性
生
産
品

部
注

こ
の
部
に
お
け
る
加
工
に
つ
い
て
の
各
規
則
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ａ
注
釈
五
を
参
照

す
る
こ
と
。

第
二
五
類

塩
、
硫
黄
、
土
石
類
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
石
灰
及
び
セ
メ
ン
ト

二
五
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

二
五
・
〇
二－

二
五
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
二
六
類

鉱
石
、
ス
ラ
グ
及
び
灰

二
六
・
〇
一

－

二
六
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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九
七
八

第
二
七
類

鉱
物
性
燃
料
及
び
鉱
物
油
並
び
に
こ
れ
ら
の
蒸
留
物
、
歴
青
物
質
並
び
に
鉱
物
性
ろ
う

二
七
・
〇
一

－

二
七
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
混
合
及
び
調
合
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
七
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
三
八
二
四
・
九
九
号
及
び
第
三
八
二
六
・
〇
〇
号
の
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）
又
は

蒸
留
若
し
く
は
化
学
反
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
七
・
一
〇

項
、
第
三
八
二
四
・
九
九
号
及
び
第
三
八
二
六
・
〇
〇
号
の
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
（
水
素
化
植
物
油
を
含

む
。
）
が
エ
ス
テ
ル
化
、
エ
ス
テ
ル
交
換
反
応
又
は
水
素
化
処
理
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
。
）
。

二
七
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

化
学
反
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

二
七
・
一
二

－

二
七
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
混
合
及
び
調
合
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
六
部

化
学
工
業
（
類
似
の
工
業
を
含
む
。
）
の
生
産
品

部
注

こ
の
部
に
お
け
る
加
工
に
つ
い
て
の
各
規
則
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ａ
注
釈
五
を
参
照

す
る
こ
と
。

第
二
八
類

無
機
化
学
品
及
び
貴
金
属
、
希
土
類
金
属
、
放
射
性
元
素
又
は
同
位
元
素
の
無
機
又
は
有
機
の
化
合
物

二
八
・
〇
一

－

二
八
・
五
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
若
し
く
は
異
性
体
分
離
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
二
九
類

有
機
化
学
品

二
九
〇
一
・
一
〇

－

二
九
〇
五
・
四
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
〇
五
・
四
三

－

二
九
〇
五
・
四
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
七
・
〇
二
項
及
び
第
三
八
二
四
・
六
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
〇
五
・
四
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
た
だ
し
、
第
二
九
〇
五
・
四
五
号
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
二
十

パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
）
、
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九
七
九

第
二
七
類

鉱
物
性
燃
料
及
び
鉱
物
油
並
び
に
こ
れ
ら
の
蒸
留
物
、
歴
青
物
質
並
び
に
鉱
物
性
ろ
う

二
七
・
〇
一

－

二
七
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
混
合
及
び
調
合
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
七
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
三
八
二
四
・
九
九
号
及
び
第
三
八
二
六
・
〇
〇
号
の
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）
又
は

蒸
留
若
し
く
は
化
学
反
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
第
二
七
・
一
〇

項
、
第
三
八
二
四
・
九
九
号
及
び
第
三
八
二
六
・
〇
〇
号
の
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル
（
水
素
化
植
物
油
を
含

む
。
）
が
エ
ス
テ
ル
化
、
エ
ス
テ
ル
交
換
反
応
又
は
水
素
化
処
理
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
条
件
と
す
る
。
）
。

二
七
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

化
学
反
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

二
七
・
一
二

－

二
七
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
混
合
及
び
調
合
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
六
部

化
学
工
業
（
類
似
の
工
業
を
含
む
。
）
の
生
産
品

部
注

こ
の
部
に
お
け
る
加
工
に
つ
い
て
の
各
規
則
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ａ
注
釈
五
を
参
照

す
る
こ
と
。

第
二
八
類

無
機
化
学
品
及
び
貴
金
属
、
希
土
類
金
属
、
放
射
性
元
素
又
は
同
位
元
素
の
無
機
又
は
有
機
の
化
合
物

二
八
・
〇
一

－

二
八
・
五
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
若
し
く
は
異
性
体
分
離
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
二
九
類

有
機
化
学
品

二
九
〇
一
・
一
〇

－

二
九
〇
五
・
四
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
〇
五
・
四
三

－

二
九
〇
五
・
四
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
七
・
〇
二
項
及
び
第
三
八
二
四
・
六
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

二
九
〇
五
・
四
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
た
だ
し
、
第
二
九
〇
五
・
四
五
号
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
二
十

パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
）
、
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九
八
〇

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
〇
五
・
四
九

－

二
九
〇
五
・
五
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
〇
六
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
九
〇
六
・
一
二

－

二
九
一
八
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
一
八
・
一
四－

二
九
一
八
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
九
一
八
・
一
六－

二
九
二
二
・
四
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
二
・
四
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
九
二
二
・
四
三

－

二
九
二
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
三
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
三
・
三
〇

－

二
九
二
四
・
二
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
四
・
二
五－

二
九
二
四
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
五
・
一
一

－

二
九
三
八
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
三
八
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、
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九
八
一

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
〇
五
・
四
九

－

二
九
〇
五
・
五
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
〇
六
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
九
〇
六
・
一
二

－

二
九
一
八
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
一
八
・
一
四－

二
九
一
八
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
九
一
八
・
一
六－

二
九
二
二
・
四
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
二
・
四
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
九
二
二
・
四
三

－

二
九
二
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
三
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
三
・
三
〇

－

二
九
二
四
・
二
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
四
・
二
五－

二
九
二
四
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
二
五
・
一
一

－
二
九
三
八
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
三
八
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、
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九
八
二

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
九
・
四
一

－

二
九
・
四
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
〇
類

医
療
用
品

三
〇
・
〇
一

－
三
〇
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
標
準
物
質
の
生
産
、
粒
径
の
変
更
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生

物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
一
類

肥
料

三
一
・
〇
一－

三
一
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
一
・
〇
五

硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

カ
ル
シ
ウ
ム
シ
ア
ナ
ミ
ド

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

硫
酸
カ
リ
ウ
ム

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
カ
リ
ウ
ム

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
若
し
く
は
Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
（
た
だ
し
、
第
三
一
・
〇
五
項
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ

Ｗ
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
二
類

な
め
し
エ
キ
ス
、
染
色
エ
キ
ス
、
タ
ン
ニ
ン
及
び
そ
の
誘
導
体
、
染
料
、
顔
料
そ
の
他
の
着
色
料
、
ペ
イ
ン
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九
八
三

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

二
九
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

二
九
・
四
一

－

二
九
・
四
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が

行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
〇
類

医
療
用
品

三
〇
・
〇
一

－

三
〇
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
標
準
物
質
の
生
産
、
粒
径
の
変
更
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生

物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
一
類

肥
料

三
一
・
〇
一－

三
一
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
一
・
〇
五

硝
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

カ
ル
シ
ウ
ム
シ
ア
ナ
ミ
ド

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

硫
酸
カ
リ
ウ
ム

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

硫
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
カ
リ
ウ
ム

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
若
し
く
は
Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
（
た
だ
し
、
第
三
一
・
〇
五
項
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ

Ｗ
の
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
二
類

な
め
し
エ
キ
ス
、
染
色
エ
キ
ス
、
タ
ン
ニ
ン
及
び
そ
の
誘
導
体
、
染
料
、
顔
料
そ
の
他
の
着
色
料
、
ペ
イ
ン
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九
八
四

ト
、
ワ
ニ
ス
、
パ
テ
そ
の
他
の
マ
ス
チ
ッ
ク
並
び
に
イ
ン
キ

三
二
・
〇
一

－

三
二
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生

物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
二
〇
六
・
一
一

－

三
二
〇
六
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
た
だ
し
、
第
三
二
・
〇
六
項
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
二
十
パ
ー

セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
二
〇
六
・
二
〇－

三
二
一
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生

物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
三
類

精
油
、
レ
ジ
ノ
イ
ド
、
調
製
香
料
及
び
化
粧
品
類

三
三
〇
一
・
一
二

－

三
三
〇
二
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
三
〇
二
・
九
〇－

三
三
〇
三
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程

が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
三
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生

物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
三
・
〇
五－

三
三
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
四
類

せ
っ
け
ん
、
有
機
界
面
活
性
剤
、
洗
剤
、
調
製
潤
滑
剤
、
人
造
ろ
う
、
調
製
ろ
う
、
磨
き
剤
、
ろ
う
そ
く
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
、
モ
デ
リ
ン
グ
ペ
ー
ス
ト
、
歯
科
用
ワ
ッ
ク
ス
及
び
プ
ラ
ス
タ
ー
を
も
と
と
し
た
歯
科

用
の
調
製
品
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九
八
五

ト
、
ワ
ニ
ス
、
パ
テ
そ
の
他
の
マ
ス
チ
ッ
ク
並
び
に
イ
ン
キ

三
二
・
〇
一

－

三
二
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生

物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
二
〇
六
・
一
一

－

三
二
〇
六
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
た
だ
し
、
第
三
二
・
〇
六
項
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
二
十
パ
ー

セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
二
〇
六
・
二
〇－

三
二
一
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生

物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
三
類

精
油
、
レ
ジ
ノ
イ
ド
、
調
製
香
料
及
び
化
粧
品
類

三
三
〇
一
・
一
二

－

三
三
〇
二
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
三
〇
二
・
九
〇－

三
三
〇
三
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程

が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
三
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
混
合
及
び
調
合
、
粒
径
の
変
更
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生

物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
三
・
〇
五－

三
三
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
四
類

せ
っ
け
ん
、
有
機
界
面
活
性
剤
、
洗
剤
、
調
製
潤
滑
剤
、
人
造
ろ
う
、
調
製
ろ
う
、
磨
き
剤
、
ろ
う
そ
く
そ
の

他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
、
モ
デ
リ
ン
グ
ペ
ー
ス
ト
、
歯
科
用
ワ
ッ
ク
ス
及
び
プ
ラ
ス
タ
ー
を
も
と
と
し
た
歯
科

用
の
調
製
品
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九
八
六

三
四
・
〇
一－

三
四
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
若
し
く
は
異
性
体
分
離
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
五
類

た
ん
ぱ
く
系
物
質
、
変
性
で
ん
粉
、
膠
着
剤
及
び
酵
素

こ
う

三
五
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
五
〇
二
・
一
一

－

三
五
〇
二
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
〇
四
・
〇
七
項
及
び
第
〇
四
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
五
〇
二
・
二
〇

－

三
五
〇
四
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
五
・
〇
五

Ｃ
Ｃ
（
第
一
一
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
五
・
〇
六－

三
五
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
六
類

火
薬
類
、
火
工
品
、
マ
ッ
チ
、
発
火
性
合
金
及
び
調
製
燃
料

三
六
・
〇
一

－

三
六
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
標
準
物
質
の
生
産
若
し
く
は
異
性
体
分
離
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
七
類

写
真
用
又
は
映
画
用
の
材
料

三
七
・
〇
一

－

三
七
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
標
準
物
質
の
生
産
若
し
く
は
異
性
体
分
離
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
八
類

各
種
の
化
学
工
業
生
産
品

三
八
・
〇
一

－

三
八
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
〇
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
一
・
〇
八
項
及
び
第
三
五
・
〇
五
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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九
八
七

三
四
・
〇
一－

三
四
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
若
し
く
は
異
性
体
分
離
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
五
類

た
ん
ぱ
く
系
物
質
、
変
性
で
ん
粉
、
膠
着
剤
及
び
酵
素

こ
う

三
五
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
五
〇
二
・
一
一

－

三
五
〇
二
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
〇
四
・
〇
七
項
及
び
第
〇
四
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
五
〇
二
・
二
〇

－

三
五
〇
四
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

三
五
・
〇
五

Ｃ
Ｃ
（
第
一
一
・
〇
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

三
五
・
〇
六－

三
五
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
六
類

火
薬
類
、
火
工
品
、
マ
ッ
チ
、
発
火
性
合
金
及
び
調
製
燃
料

三
六
・
〇
一

－

三
六
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
標
準
物
質
の
生
産
若
し
く
は
異
性
体
分
離
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
七
類

写
真
用
又
は
映
画
用
の
材
料

三
七
・
〇
一

－

三
七
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
標
準
物
質
の
生
産
若
し
く
は
異
性
体
分
離
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
三
八
類

各
種
の
化
学
工
業
生
産
品

三
八
・
〇
一

－

三
八
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
〇
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
一
・
〇
八
項
及
び
第
三
五
・
〇
五
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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九
八
八

三
八
〇
九
・
九
一

－

三
八
二
二
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
・
二
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

三
八
二
四
・
一
〇－

三
八
二
四
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
二
四
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
七
・
〇
二
項
、
第
二
九
〇
五
・
四
三
号
及
び
第
二
九
〇
五
・
四
四
号
の
材
料
か
ら
の
変

更
を
除
く
。
）

三
八
二
四
・
七
一－

三
八
二
四
・
九
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
二
四
・
九
九

バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル

生
産
に
お
い
て
エ
ス
テ
ル
交
換
反
応
、
エ
ス
テ
ル
化
又
は
水
素
化
処
理
に
よ
っ
て
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル

が
得
ら
れ
る
こ
と
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
・
二
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
・
二
六

生
産
に
お
い
て
エ
ス
テ
ル
交
換
反
応
、
エ
ス
テ
ル
化
又
は
水
素
化
処
理
に
よ
っ
て
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル

が
得
ら
れ
る
こ
と
。

第
七
部

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
及
び
ゴ
ム
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品

部
注

こ
の
部
に
お
け
る
加
工
に
つ
い
て
の
各
規
則
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ａ
注
釈
五
を
参
照

す
る
こ
と
。

第
三
九
類

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
及
び
そ
の
製
品

三
九
・
〇
一－

三
九
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、
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九
八
九

三
八
〇
九
・
九
一

－

三
八
二
二
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
・
二
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

三
八
二
四
・
一
〇－

三
八
二
四
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
二
四
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
一
七
・
〇
二
項
、
第
二
九
〇
五
・
四
三
号
及
び
第
二
九
〇
五
・
四
四
号
の
材
料
か
ら
の
変

更
を
除
く
。
）

三
八
二
四
・
七
一－

三
八
二
四
・
九
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
二
四
・
九
九

バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル

生
産
に
お
い
て
エ
ス
テ
ル
交
換
反
応
、
エ
ス
テ
ル
化
又
は
水
素
化
処
理
に
よ
っ
て
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル

が
得
ら
れ
る
こ
と
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
・
二
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
、
精
製
、
標
準
物
質
の
生
産
、
異
性
体
分
離
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ

と
、Ｍ

ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
八
・
二
六

生
産
に
お
い
て
エ
ス
テ
ル
交
換
反
応
、
エ
ス
テ
ル
化
又
は
水
素
化
処
理
に
よ
っ
て
バ
イ
オ
デ
ィ
ー
ゼ
ル

が
得
ら
れ
る
こ
と
。

第
七
部

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
及
び
ゴ
ム
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品

部
注

こ
の
部
に
お
け
る
加
工
に
つ
い
て
の
各
規
則
に
関
す
る
定
義
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三－

Ａ
注
釈
五
を
参
照

す
る
こ
と
。

第
三
九
類

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
及
び
そ
の
製
品

三
九
・
〇
一－

三
九
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、
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九
九
〇

化
学
反
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
〇
四－
三
九
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
〇
七－

三
九
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
〇
九－

三
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
一
二－

三
九
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
一
六－

三
九
・
二
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
〇
類

ゴ
ム
及
び
そ
の
製
品

四
〇
・
〇
一－

四
〇
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
〇
一
二
・
一
一－

四
〇
一
二
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

中
古
の
タ
イ
ヤ
の
更
生
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
〇
一
二
・
二
〇－

四
〇
一
七
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
部

皮
革
及
び
毛
皮
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
動
物
用
装
着
具
並
び
に
旅
行
用
具
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
容
器
並
び
に
腸
の
製
品
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九
九
一

化
学
反
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
〇
四－

三
九
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
〇
七－

三
九
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
〇
九－

三
九
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
一
二－

三
九
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

化
学
反
応
若
し
く
は
生
物
工
学
的
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

三
九
・
一
六－

三
九
・
二
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
〇
類

ゴ
ム
及
び
そ
の
製
品

四
〇
・
〇
一－

四
〇
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
〇
一
二
・
一
一－

四
〇
一
二
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

中
古
の
タ
イ
ヤ
の
更
生
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
〇
一
二
・
二
〇－

四
〇
一
七
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
部

皮
革
及
び
毛
皮
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
動
物
用
装
着
具
並
び
に
旅
行
用
具
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
容
器
並
び
に
腸
の
製
品
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九
九
二

第
四
一
類

原
皮
（
毛
皮
を
除
く
。
）
及
び
革

四
一
・
〇
一

－

四
一
・
〇
三

Ｃ
Ｃ

四
一
〇
四
・
一
一－
四
一
〇
四
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
四
・
四
一－

四
一
〇
四
・
四
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
（
第
四
一
〇
四
・
四
一
号
か
ら
第
四
一
〇
四
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

四
一
〇
五
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
五
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

四
一
〇
六
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
六
・
二
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

四
一
〇
六
・
三
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
六
・
三
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

四
一
〇
六
・
四
〇

湿
潤
状
態
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

乾
燥
状
態
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は

湿
潤
状
態
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産

四
一
〇
六
・
九
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
六
・
九
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

四
一
・
〇
七

－

四
一
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
第
四
一
〇
四
・
四
一
号
、
第
四
一
〇
四
・
四
九
号
、
第
四
一
〇
五
・
三
〇
号
、
第

四
一
〇
六
・
二
二
号
、
第
四
一
〇
六
・
三
二
号
及
び
第
四
一
〇
六
・
九
二
号
の
非
原
産
材
料
は
、
な
め

し
、
又
は
ク
ラ
ス
ト
に
し
た
乾
燥
状
態
の
皮
に
つ
い
て
再
な
め
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
一
・
一
四－

四
一
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
四
二
類

革
製
品
及
び
動
物
用
装
着
具
並
び
に
旅
行
用
具
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
容
器
並
び
に
腸
の

製
品

四
二
・
〇
一－

四
二
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
、

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
三
類

毛
皮
及
び
人
造
毛
皮
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品

四
三
・
〇
一

Ｃ
Ｃ
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九
九
三

第
四
一
類

原
皮
（
毛
皮
を
除
く
。
）
及
び
革

四
一
・
〇
一

－

四
一
・
〇
三

Ｃ
Ｃ

四
一
〇
四
・
一
一－

四
一
〇
四
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
四
・
四
一－

四
一
〇
四
・
四
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
（
第
四
一
〇
四
・
四
一
号
か
ら
第
四
一
〇
四
・
四
九
号
ま
で
の
各
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を

除
く
。
）

四
一
〇
五
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
五
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

四
一
〇
六
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
六
・
二
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

四
一
〇
六
・
三
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
六
・
三
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

四
一
〇
六
・
四
〇

湿
潤
状
態
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

乾
燥
状
態
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は

湿
潤
状
態
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
生
産

四
一
〇
六
・
九
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

四
一
〇
六
・
九
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

四
一
・
〇
七

－

四
一
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
第
四
一
〇
四
・
四
一
号
、
第
四
一
〇
四
・
四
九
号
、
第
四
一
〇
五
・
三
〇
号
、
第

四
一
〇
六
・
二
二
号
、
第
四
一
〇
六
・
三
二
号
及
び
第
四
一
〇
六
・
九
二
号
の
非
原
産
材
料
は
、
な
め

し
、
又
は
ク
ラ
ス
ト
に
し
た
乾
燥
状
態
の
皮
に
つ
い
て
再
な
め
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
一
・
一
四－

四
一
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
四
二
類

革
製
品
及
び
動
物
用
装
着
具
並
び
に
旅
行
用
具
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
容
器
並
び
に
腸
の

製
品

四
二
・
〇
一－

四
二
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
、

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
三
類

毛
皮
及
び
人
造
毛
皮
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品

四
三
・
〇
一

Ｃ
Ｃ
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九
九
四

四
三
・
〇
二

－

四
三
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
九
部

木
材
及
び
そ
の
製
品
、
木
炭
、
コ
ル
ク
及
び
そ
の
製
品
並
び
に
わ
ら
、
エ
ス
パ
ル
ト
そ
の
他
の
組
物
材
料
の
製
品
並

び
に
籠
細
工
物
及
び
枝
条
細
工
物

第
四
四
類

木
材
及
び
そ
の
製
品
並
び
に
木
炭

四
四
・
〇
一

－

四
四
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
五
類

コ
ル
ク
及
び
そ
の
製
品

四
五
・
〇
一

－

四
五
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
六
類

わ
ら
、
エ
ス
パ
ル
ト
そ
の
他
の
組
物
材
料
の
製
品
並
び
に
籠
細
工
物
及
び
枝
条
細
工
物

四
六
〇
一
・
二
一－

四
六
〇
一
・
二
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
六
〇
一
・
二
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
六
〇
一
・
九
二－

四
六
〇
一
・
九
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
六
〇
一
・
九
四

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
六
〇
一
・
九
九－

四
六
〇
二
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
六
〇
二
・
一
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
六
〇
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
〇
部

木
材
パ
ル
プ
、
繊
維
素
繊
維
を
原
料
と
す
る
そ
の
他
の
パ
ル
プ
、
古
紙
並
び
に
紙
及
び
板
紙
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
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九
九
五

四
三
・
〇
二

－

四
三
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
九
部

木
材
及
び
そ
の
製
品
、
木
炭
、
コ
ル
ク
及
び
そ
の
製
品
並
び
に
わ
ら
、
エ
ス
パ
ル
ト
そ
の
他
の
組
物
材
料
の
製
品
並

び
に
籠
細
工
物
及
び
枝
条
細
工
物

第
四
四
類

木
材
及
び
そ
の
製
品
並
び
に
木
炭

四
四
・
〇
一

－

四
四
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
五
類

コ
ル
ク
及
び
そ
の
製
品

四
五
・
〇
一

－

四
五
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
六
類

わ
ら
、
エ
ス
パ
ル
ト
そ
の
他
の
組
物
材
料
の
製
品
並
び
に
籠
細
工
物
及
び
枝
条
細
工
物

四
六
〇
一
・
二
一－

四
六
〇
一
・
二
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
六
〇
一
・
二
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
六
〇
一
・
九
二－

四
六
〇
一
・
九
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
六
〇
一
・
九
四

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
六
〇
一
・
九
九－

四
六
〇
二
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

四
六
〇
二
・
一
九

Ｃ
Ｃ
（
第
一
四
類
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

四
六
〇
二
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
〇
部

木
材
パ
ル
プ
、
繊
維
素
繊
維
を
原
料
と
す
る
そ
の
他
の
パ
ル
プ
、
古
紙
並
び
に
紙
及
び
板
紙
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
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九
九
六

品

第
四
七
類

木
材
パ
ル
プ
、
繊
維
素
繊
維
を
原
料
と
す
る
そ
の
他
の
パ
ル
プ
及
び
古
紙

四
七
・
〇
一

－

四
七
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
八
類

紙
及
び
板
紙
並
び
に
製
紙
用
パ
ル
プ
、
紙
又
は
板
紙
の
製
品

四
八
・
〇
一

－

四
八
・
二
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
九
類

印
刷
し
た
書
籍
、
新
聞
、
絵
画
そ
の
他
の
印
刷
物
並
び
に
手
書
き
文
書
、
タ
イ
プ
文
書
、
設
計
図
及
び
図
案

四
九
・
〇
一

－
四
九
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
一
部

紡
織
用
繊
維
及
び
そ
の
製
品

部
注

紡
織
用
繊
維
か
ら
製
造
し
た
特
定
の
産
品
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
用
語
の
定
義
及
び
適
用
さ
れ
る
許
容
限

度
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三

－

Ａ
注
釈
六
か
ら
注
釈
八
ま
で
を
参
照
す
る
こ
と
。

第
五
〇
類

絹
及
び
絹
織
物

五
〇
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
〇
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
〇
・
〇
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
〇
・
〇
三

カ
ー
ド
し
又
は
コ
ー
ム
し
た
産
品

絹
の
く
ず
の
カ
ー
ド
又
は
コ
ー
ム
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
〇
・
〇
四－

五
〇
・
〇
五

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
押
出
し
と
ね
ん
糸
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
〇
・
〇
六

絹
糸
、
絹
紡
糸
及
び
絹
紡
紬
糸

天
然
繊
維
の
紡
績
、

ち
ゆ
う
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九
九
七

品

第
四
七
類

木
材
パ
ル
プ
、
繊
維
素
繊
維
を
原
料
と
す
る
そ
の
他
の
パ
ル
プ
及
び
古
紙

四
七
・
〇
一

－

四
七
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
八
類

紙
及
び
板
紙
並
び
に
製
紙
用
パ
ル
プ
、
紙
又
は
板
紙
の
製
品

四
八
・
〇
一

－

四
八
・
二
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
四
九
類

印
刷
し
た
書
籍
、
新
聞
、
絵
画
そ
の
他
の
印
刷
物
並
び
に
手
書
き
文
書
、
タ
イ
プ
文
書
、
設
計
図
及
び
図
案

四
九
・
〇
一

－

四
九
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
一
部

紡
織
用
繊
維
及
び
そ
の
製
品

部
注

紡
織
用
繊
維
か
ら
製
造
し
た
特
定
の
産
品
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
る
用
語
の
定
義
及
び
適
用
さ
れ
る
許
容
限

度
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
三

－

Ａ
注
釈
六
か
ら
注
釈
八
ま
で
を
参
照
す
る
こ
と
。

第
五
〇
類

絹
及
び
絹
織
物

五
〇
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
〇
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
五
〇
・
〇
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

五
〇
・
〇
三

カ
ー
ド
し
又
は
コ
ー
ム
し
た
産
品

絹
の
く
ず
の
カ
ー
ド
又
は
コ
ー
ム
が
行
わ
れ
る
こ
と
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
〇
・
〇
四－

五
〇
・
〇
五

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
押
出
し
と
ね
ん
糸
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
〇
・
〇
六

絹
糸
、
絹
紡
糸
及
び
絹
紡
紬
糸

天
然
繊
維
の
紡
績
、

ち
ゆ
う
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九
九
八

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
押
出
し
と
ね
ん
糸
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

天
然
て
ぐ
す

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
〇
・
〇
七

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
若
し
く
は
機
械
に
よ
る
作
業
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
一
類

羊
毛
、
繊
獣
毛
、
粗
獣
毛
及
び
馬
毛
の
糸
並
び
に
こ
れ
ら
の
織
物

五
一
・
〇
一－

五
一
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
一
・
〇
六－

五
一
・
一
〇

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
一
・
一
一－

五
一
・
一
三

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
二
類

綿
及
び
綿
織
物

五
二
・
〇
一－

五
二
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
二
・
〇
四－

五
二
・
〇
七

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
二
・
〇
八－

五
二
・
一
二

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
若
し
く
は
機
械
に
よ
る
作
業
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
三
類

そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維
及
び
そ
の
織
物
並
び
に
紙
糸
及
び
そ
の
織
物

五
三
・
〇
一－

五
三
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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九
九
九

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
押
出
し
と
ね
ん
糸
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

天
然
て
ぐ
す

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
〇
・
〇
七

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
若
し
く
は
機
械
に
よ
る
作
業
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
一
類

羊
毛
、
繊
獣
毛
、
粗
獣
毛
及
び
馬
毛
の
糸
並
び
に
こ
れ
ら
の
織
物

五
一
・
〇
一－

五
一
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
一
・
〇
六－

五
一
・
一
〇

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
一
・
一
一－

五
一
・
一
三

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
二
類

綿
及
び
綿
織
物

五
二
・
〇
一－

五
二
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
二
・
〇
四－

五
二
・
〇
七

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
二
・
〇
八－

五
二
・
一
二

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
若
し
く
は
機
械
に
よ
る
作
業
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
三
類

そ
の
他
の
植
物
性
紡
織
用
繊
維
及
び
そ
の
織
物
並
び
に
紙
糸
及
び
そ
の
織
物

五
三
・
〇
一－

五
三
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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一
〇
〇
〇

五
三
・
〇
六－

五
三
・
〇
八

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
三
・
〇
九－
五
三
・
一
一

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
四
類

人
造
繊
維
の
長
繊
維
並
び
に
人
造
繊
維
の
織
物
及
び
ス
ト
リ
ッ
プ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
人
造
繊
維
製
品

五
四
・
〇
一－

五
四
・
〇
六

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
四
・
〇
七－

五
四
・
〇
八

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
若
し
く
は
機
械
に
よ
る
作
業
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
五
類

人
造
繊
維
の
短
繊
維
及
び
そ
の
織
物

五
五
・
〇
一－

五
五
・
〇
七

人
造
繊
維
の
押
出
し

五
五
・
〇
八－

五
五
・
一
一

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
五
・
一
二－

五
五
・
一
六

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
若
し
く
は
機
械
に
よ
る
作
業
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
六
類

ウ
ォ
ッ
デ
ィ
ン
グ
、
フ
ェ
ル
ト
、
不
織
布
及
び
特
殊
糸
並
び
に
ひ
も
、
綱
及
び
ケ
ー
ブ
ル
並
び
に
こ
れ
ら
の

製
品

五
六
・
〇
一

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
、
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一
〇
〇
一

五
三
・
〇
六－

五
三
・
〇
八

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
三
・
〇
九－

五
三
・
一
一

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
四
類

人
造
繊
維
の
長
繊
維
並
び
に
人
造
繊
維
の
織
物
及
び
ス
ト
リ
ッ
プ
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
人
造
繊
維
製
品

五
四
・
〇
一－

五
四
・
〇
六

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
四
・
〇
七－

五
四
・
〇
八

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
若
し
く
は
機
械
に
よ
る
作
業
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
五
類

人
造
繊
維
の
短
繊
維
及
び
そ
の
織
物

五
五
・
〇
一－

五
五
・
〇
七

人
造
繊
維
の
押
出
し

五
五
・
〇
八－

五
五
・
一
一

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
五
・
一
二－

五
五
・
一
六

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
若
し
く
は
機
械
に
よ
る
作
業
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
六
類

ウ
ォ
ッ
デ
ィ
ン
グ
、
フ
ェ
ル
ト
、
不
織
布
及
び
特
殊
糸
並
び
に
ひ
も
、
綱
及
び
ケ
ー
ブ
ル
並
び
に
こ
れ
ら
の

製
品

五
六
・
〇
一

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
、
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一
〇
〇
二

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

塗
布
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
少
な
く
と
も
二
の
他
の
主
要
な
準
備
若

し
く
は
仕
上
げ
の
工
程
（
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、
防
縮
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
永
久
加
工
等
）
と
の
組

合
せ
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

五
六
・
〇
二

ニ
ー
ド
ル
ル
ー
ム
フ
ェ
ル
ト

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
布
の
形
成
と
の
組
合
せ
又
は

不
織
布
の
形
成
（
天
然
繊
維
か
ら
製
造
し
た
フ
ェ
ル
ト
の
場
合
に
限
る
。
）
。

た
だ
し
、
人
造
繊
維
の
押
出
し
と
布
の
形
成
と
の
組
合
せ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
種
類
の
単

一
の
長
繊
維
又
は
短
繊
維
が
九
デ
シ
テ
ッ
ク
ス
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
長
繊
維
又
は
短
繊
維
の
総
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

し
て
、
当
該
長
繊
維
又
は
短
繊
維
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
四
・
〇
二
項
の
非
原
産
で
あ
る
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
長
繊
維

第
五
五
・
〇
三
項
又
は
第
五
五
・
〇
六
項
の
非
原
産
で
あ
る
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
短
繊
維

第
五
五
・
〇
一
項
の
非
原
産
で
あ
る
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
長
繊
維
の
ト
ウ

そ
の
他
の
産
品

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
布
の
形
成
と
の
組
合
せ
又
は

不
織
布
の
形
成
（
天
然
繊
維
か
ら
製
造
し
た
そ
の
他
の
フ
ェ
ル
ト
の
場
合
に
限
る
。
）

五
六
〇
三
・
一
一－

五
六
〇
三
・
一
四

次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
か
ら
の
生
産
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
接
着
に
よ
っ
て
不
織
布
と
な
る

も
の

一
方
向
又
は
無
作
為
に
そ
ろ
え
た
長
繊
維

天
然
又
は
人
造
の
物
質
又
は
重
合
体

五
六
〇
三
・
九
一－

五
六
〇
三
・
九
四

次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
か
ら
の
生
産
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
接
着
に
よ
っ
て
不
織
布
と
な
る

も
の

一
方
向
又
は
無
作
為
に
そ
ろ
え
た
短
繊
維

天
然
又
は
人
造
の
細
片
に
し
た
糸

五
六
〇
四
・
一
〇

ゴ
ム
糸
又
は
ゴ
ム
ひ
も
（
紡
織
用
繊
維
で
被
覆
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
の
生
産

五
六
〇
四
・
九
〇

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
六
・
〇
五

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
六
・
〇
六

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
と
ジ
ン
ピ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
又
は

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
と
の
組
合
せ

五
六
・
〇
七－

五
六
・
〇
九

天
然
繊
維
の
紡
績
又
は

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ

第
五
七
類

じ
ゅ
う
た
ん
そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
の
床
用
敷
物

類
注

こ
の
類
の
産
品
に
つ
い
て
、
ジ
ュ
ー
ト
織
物
は
、
裏
張
り
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
〇
〇
三

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

塗
布
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
少
な
く
と
も
二
の
他
の
主
要
な
準
備
若

し
く
は
仕
上
げ
の
工
程
（
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、
防
縮
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
永
久
加
工
等
）
と
の
組

合
せ
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

五
六
・
〇
二

ニ
ー
ド
ル
ル
ー
ム
フ
ェ
ル
ト

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
布
の
形
成
と
の
組
合
せ
又
は

不
織
布
の
形
成
（
天
然
繊
維
か
ら
製
造
し
た
フ
ェ
ル
ト
の
場
合
に
限
る
。
）
。

た
だ
し
、
人
造
繊
維
の
押
出
し
と
布
の
形
成
と
の
組
合
せ
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
種
類
の
単

一
の
長
繊
維
又
は
短
繊
維
が
九
デ
シ
テ
ッ
ク
ス
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
長
繊
維
又
は
短
繊
維
の
総
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

し
て
、
当
該
長
繊
維
又
は
短
繊
維
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
四
・
〇
二
項
の
非
原
産
で
あ
る
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
長
繊
維

第
五
五
・
〇
三
項
又
は
第
五
五
・
〇
六
項
の
非
原
産
で
あ
る
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
短
繊
維

第
五
五
・
〇
一
項
の
非
原
産
で
あ
る
ポ
リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
長
繊
維
の
ト
ウ

そ
の
他
の
産
品

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
布
の
形
成
と
の
組
合
せ
又
は

不
織
布
の
形
成
（
天
然
繊
維
か
ら
製
造
し
た
そ
の
他
の
フ
ェ
ル
ト
の
場
合
に
限
る
。
）

五
六
〇
三
・
一
一－

五
六
〇
三
・
一
四

次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
か
ら
の
生
産
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
接
着
に
よ
っ
て
不
織
布
と
な
る

も
の

一
方
向
又
は
無
作
為
に
そ
ろ
え
た
長
繊
維

天
然
又
は
人
造
の
物
質
又
は
重
合
体

五
六
〇
三
・
九
一－

五
六
〇
三
・
九
四

次
の
い
ず
れ
か
の
も
の
か
ら
の
生
産
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
接
着
に
よ
っ
て
不
織
布
と
な
る

も
の

一
方
向
又
は
無
作
為
に
そ
ろ
え
た
短
繊
維

天
然
又
は
人
造
の
細
片
に
し
た
糸

五
六
〇
四
・
一
〇

ゴ
ム
糸
又
は
ゴ
ム
ひ
も
（
紡
織
用
繊
維
で
被
覆
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
の
生
産

五
六
〇
四
・
九
〇

天
然
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
六
・
〇
五

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
と
機
械
に
よ
る
作
業
と
の
組
合
せ

五
六
・
〇
六

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ
、

ね
ん
糸
と
ジ
ン
ピ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
又
は

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
と
の
組
合
せ

五
六
・
〇
七－

五
六
・
〇
九

天
然
繊
維
の
紡
績
又
は

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
紡
績
と
の
組
合
せ

第
五
七
類

じ
ゅ
う
た
ん
そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
の
床
用
敷
物

類
注

こ
の
類
の
産
品
に
つ
い
て
、
ジ
ュ
ー
ト
織
物
は
、
裏
張
り
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
〇
〇
四

五
七
・
〇
一－

五
七
・
〇
五

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

コ
イ
ヤ
の
糸
、
サ
イ
ザ
ル
の
糸
、
ジ
ュ
ー
ト
の
糸
若
し
く
は
伝
統
的
な
リ
ン
グ
紡
績
に
よ
る
ビ
ス
コ
ー

ス
レ
ー
ヨ
ン
の
糸
か
ら
の
生
産
、

タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
ニ
ー
ド
ル
パ
ン
チ
を
含
む
不
織
布
に
係
る
技
術
と
の
組
合
せ

第
五
八
類

特
殊
織
物
、
タ
フ
テ
ッ
ド
織
物
類
、
レ
ー
ス
、
つ
づ
れ
織
物
、
ト
リ
ミ
ン
グ
及
び
し
し
ゅ
う
布

五
八
・
〇
一－

五
八
・
〇
四

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

五
八
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
八
・
〇
六－

五
八
・
〇
九

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

五
八
・
一
〇

し
し
ゅ
う
に
使
用
す
る
い
ず
れ
か
の
項
（
産
品
の
項
を
除
く
。
）
の
非
原
産
材
料
の
価
額
が
当
該
産
品

の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

五
八
・
一
一

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
九
類

染
み
込
ま
せ
、
塗
布
し
、
被
覆
し
又
は
積
層
し
た
紡
織
用
繊
維
の
織
物
類
及
び
工
業
用
の
紡
織
用
繊
維
製
品

五
九
・
〇
一

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は

メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
又
は

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ

五
九
・
〇
二
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一
〇
〇
五

五
七
・
〇
一－

五
七
・
〇
五

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

コ
イ
ヤ
の
糸
、
サ
イ
ザ
ル
の
糸
、
ジ
ュ
ー
ト
の
糸
若
し
く
は
伝
統
的
な
リ
ン
グ
紡
績
に
よ
る
ビ
ス
コ
ー

ス
レ
ー
ヨ
ン
の
糸
か
ら
の
生
産
、

タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
ニ
ー
ド
ル
パ
ン
チ
を
含
む
不
織
布
に
係
る
技
術
と
の
組
合
せ

第
五
八
類

特
殊
織
物
、
タ
フ
テ
ッ
ド
織
物
類
、
レ
ー
ス
、
つ
づ
れ
織
物
、
ト
リ
ミ
ン
グ
及
び
し
し
ゅ
う
布

五
八
・
〇
一－

五
八
・
〇
四

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

五
八
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
八
・
〇
六－

五
八
・
〇
九

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

五
八
・
一
〇

し
し
ゅ
う
に
使
用
す
る
い
ず
れ
か
の
項
（
産
品
の
項
を
除
く
。
）
の
非
原
産
材
料
の
価
額
が
当
該
産
品

の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

五
八
・
一
一

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
若
し
く
は
タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

タ
フ
テ
ィ
ン
グ
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

第
五
九
類

染
み
込
ま
せ
、
塗
布
し
、
被
覆
し
又
は
積
層
し
た
紡
織
用
繊
維
の
織
物
類
及
び
工
業
用
の
紡
織
用
繊
維
製
品

五
九
・
〇
一

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は

メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
又
は

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ

五
九
・
〇
二
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一
〇
〇
六

紡
織
用
繊
維
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
不
織
布
の
形
成

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
産
品

そ
の
他
の
産
品

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
不
織
布
の
形
成
と
の
組
合
せ

五
九
・
〇
三

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
み
込
ま
せ
、
塗
布
、
被
覆
、
積
層
若
し
く
は
メ

タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

五
九
・
〇
四

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
塗
布
、
積
層
又
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合

せ

五
九
・
〇
五

ゴ
ム
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の
他
の
材
料
を

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
不
織
布
の
形
成
と
染
み
込
ま
せ
、
塗
布
、
被
覆
、
積
層
又
は
メ
タ
ラ
イ
ジ

染
み
込
ま
せ
、
塗
布
し
、
被
覆
し
又
は
積

ン
グ
と
の
組
合
せ

層
し
た
産
品

そ
の
他
の
産
品

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

五
九
・
〇
六

メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク
ロ
セ
編
物

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合

せ
、人

造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
、

メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
ゴ
ム
加
工
と
の
組
合
せ
又
は

ゴ
ム
加
工
と
少
な
く
と
も
二
の
他
の
主
要
な
準
備
若
し
く
は
仕
上
げ
の
工
程
（
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、

防
縮
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
永
久
加
工
等
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非

原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

合
成
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
か
ら
製
造
し
た

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ

そ
の
他
の
織
物
で
あ
っ
て
、
紡
織
用
繊
維

の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

を
超
え
る
も
の

そ
の
他
の
産
品

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
に
係
る
工
程
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
ゴ
ム
加
工
と
の
組
合

せ
、糸

の
染
色
と
製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
に
係
る
工
程
と
の
組
合
せ
又
は

ゴ
ム
加
工
と
少
な
く
と
も
二
の
他
の
主
要
な
準
備
若
し
く
は
仕
上
げ
の
工
程
（
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、

防
縮
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
永
久
加
工
等
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非

原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

五
九
・
〇
七

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
な
せ
ん
、
塗
布
、
染
み
込
ま
せ
若
し
く
は

被
覆
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
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一
〇
〇
七

紡
織
用
繊
維
の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
不
織
布
の
形
成

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
産
品

そ
の
他
の
産
品

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
不
織
布
の
形
成
と
の
組
合
せ

五
九
・
〇
三

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
み
込
ま
せ
、
塗
布
、
被
覆
、
積
層
若
し
く
は
メ

タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合
せ
、

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

五
九
・
〇
四

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
塗
布
、
積
層
又
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
の
組
合

せ

五
九
・
〇
五

ゴ
ム
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
そ
の
他
の
材
料
を

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
不
織
布
の
形
成
と
染
み
込
ま
せ
、
塗
布
、
被
覆
、
積
層
又
は
メ
タ
ラ
イ
ジ

染
み
込
ま
せ
、
塗
布
し
、
被
覆
し
又
は
積

ン
グ
と
の
組
合
せ

層
し
た
産
品

そ
の
他
の
産
品

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ
、

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
、

製
織
と
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）

五
九
・
〇
六

メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク
ロ
セ
編
物

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合

せ
、人

造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
、

メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
ゴ
ム
加
工
と
の
組
合
せ
又
は

ゴ
ム
加
工
と
少
な
く
と
も
二
の
他
の
主
要
な
準
備
若
し
く
は
仕
上
げ
の
工
程
（
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、

防
縮
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
永
久
加
工
等
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非

原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

合
成
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
か
ら
製
造
し
た

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
製
織
と
の
組
合
せ

そ
の
他
の
織
物
で
あ
っ
て
、
紡
織
用
繊
維

の
含
有
量
が
全
重
量
の
九
十
パ
ー
セ
ン
ト

を
超
え
る
も
の

そ
の
他
の
産
品

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
に
係
る
工
程
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
ゴ
ム
加
工
と
の
組
合

せ
、糸

の
染
色
と
製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
に
係
る
工
程
と
の
組
合
せ
又
は

ゴ
ム
加
工
と
少
な
く
と
も
二
の
他
の
主
要
な
準
備
若
し
く
は
仕
上
げ
の
工
程
（
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、

防
縮
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
永
久
加
工
等
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非

原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な

い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

五
九
・
〇
七

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
な
せ
ん
、
塗
布
、
染
み
込
ま
せ
若
し
く
は

被
覆
と
の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
又
は

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
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一
〇
〇
八

五
九
・
〇
八

白
熱
ガ
ス
マ
ン
ト
ル
（
染
み
込
ま
せ
て
あ

白
熱
ガ
ス
マ
ン
ト
ル
用
の
管
状
の
メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク
ロ
セ
編
物
か
ら
の
生
産

る
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
九
・
〇
九－

五
九
・
一
一

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成

と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
の
組
合
せ
、

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
又
は

塗
布
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
少
な
く
と
も
二
の
他
の
主
要
な
準
備
若

し
く
は
仕
上
げ
の
工
程
（
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、
防
縮
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
永
久
加
工
等
）
と
の
組

合
せ
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

第
六
〇
類

メ
リ
ヤ
ス
編
物
及
び
ク
ロ
セ
編
物

六
〇
・
〇
一－

六
〇
・
〇
六

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合

せ
、人

造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
、

メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は
な
せ
ん
と

の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
若
し
く
は
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
ド
加
工
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
（
た

だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
よ
っ
て
い
な
い
又
は
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
ド
加
工
し
て
い
な
い
糸
で
あ
っ
て
、
生
産
に

お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

第
六
一
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

六
一
・
〇
一－

六
一
・
一
七

裁
断
に
よ
り
形
成
し
、
又
は
直
接
に
形
成

メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
又

し
た
メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク
ロ
セ
編
物
の

は

二
以
上
を
縫
い
合
わ
せ
、
又
は
つ
な
ぎ
合

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

わ
せ
て
得
ら
れ
る
産
品

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合

せ
、人

造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
、

一
の
工
程
に
お
い
て
メ
リ
ヤ
ス
編
み
を
行
い
、
製
品
に
す
る
こ
と
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。
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一
〇
〇
九

五
九
・
〇
八

白
熱
ガ
ス
マ
ン
ト
ル
（
染
み
込
ま
せ
て
あ

白
熱
ガ
ス
マ
ン
ト
ル
用
の
管
状
の
メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク
ロ
セ
編
物
か
ら
の
生
産

る
も
の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

五
九
・
〇
九－

五
九
・
一
一

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成

と
の
組
合
せ
、

人
造
繊
維
の
押
出
し
と
製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
の
組
合
せ
、

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
不
織
布
の
形
成
と
染
色
、
塗
布
若
し
く
は
積
層
と
の
組
合
せ
又
は

塗
布
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
積
層
若
し
く
は
メ
タ
ラ
イ
ジ
ン
グ
と
少
な
く
と
も
二
の
他
の
主
要
な
準
備
若

し
く
は
仕
上
げ
の
工
程
（
カ
レ
ン
ダ
ー
仕
上
げ
、
防
縮
加
工
、
ヒ
ー
ト
セ
ッ
ト
、
永
久
加
工
等
）
と
の
組

合
せ
（
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン

ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

第
六
〇
類

メ
リ
ヤ
ス
編
物
及
び
ク
ロ
セ
編
物

六
〇
・
〇
一－

六
〇
・
〇
六

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合

せ
、人

造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
、

メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
染
色
、
フ
ロ
ッ
ク
加
工
、
塗
布
、
積
層
若
し
く
は
な
せ
ん
と

の
組
合
せ
、

フ
ロ
ッ
ク
加
工
と
染
色
若
し
く
は
な
せ
ん
と
の
組
合
せ
、

糸
の
染
色
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
又
は

ね
ん
糸
若
し
く
は
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
ド
加
工
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
（
た

だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
よ
っ
て
い
な
い
又
は
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
ド
加
工
し
て
い
な
い
糸
で
あ
っ
て
、
生
産
に

お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

第
六
一
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
に
限
る
。
）

六
一
・
〇
一－

六
一
・
一
七

裁
断
に
よ
り
形
成
し
、
又
は
直
接
に
形
成

メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
又

し
た
メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク
ロ
セ
編
物
の

は

二
以
上
を
縫
い
合
わ
せ
、
又
は
つ
な
ぎ
合

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

わ
せ
て
得
ら
れ
る
産
品

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合

せ
、人

造
繊
維
の
長
繊
維
の
糸
の
押
出
し
と
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
の
組
合
せ
、

一
の
工
程
に
お
い
て
メ
リ
ヤ
ス
編
み
を
行
い
、
製
品
に
す
る
こ
と
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。
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一
〇
一
〇

第
六
二
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
を
除
く
。
）

六
二
・
〇
一

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
二

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
三

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
四

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
五

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
六
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一
〇
一
一

第
六
二
類

衣
類
及
び
衣
類
附
属
品
（
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
の
も
の
を
除
く
。
）

六
二
・
〇
一

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
二

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
三

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
四

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
五

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
六
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一
〇
一
二

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
七－

六
二
・
〇
八

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
九

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
〇

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
蒸
着
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
は

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

く
で
被
覆
し
た
織
物
に
よ
る
耐
火
性
の
装

塗
布
若
し
く
は
積
層
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
非
原
産

具

で
あ
る
塗
布
し
て
い
な
い
又
は
積
層
し
て
い
な
い
織
物
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。
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一
〇
一
三

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
七－

六
二
・
〇
八

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
〇
九

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
〇

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
蒸
着
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
は

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

く
で
被
覆
し
た
織
物
に
よ
る
耐
火
性
の
装

塗
布
若
し
く
は
積
層
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
非
原
産

具

で
あ
る
塗
布
し
て
い
な
い
又
は
積
層
し
て
い
な
い
織
物
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。
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六
二
・
一
一

女
子
用
の
衣
類
の
う
ち
し
し
ゅ
う
し
た
産

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

品

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
二

裁
断
に
よ
り
形
成
し
、
又
は
直
接
に
形
成

メ
リ
ヤ
ス
編
み
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
た
メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク
ロ
セ
編
物
の

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

二
以
上
を
縫
い
合
わ
せ
、
又
は
つ
な
ぎ
合

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

わ
せ
て
得
ら
れ
る
メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

ロ
セ
編
物

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
三－

六
二
・
一
四

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
五

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
六
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五

六
二
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一
一

女
子
用
の
衣
類
の
う
ち
し
し
ゅ
う
し
た
産

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

品

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
二

裁
断
に
よ
り
形
成
し
、
又
は
直
接
に
形
成

メ
リ
ヤ
ス
編
み
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
た
メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク
ロ
セ
編
物
の

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

二
以
上
を
縫
い
合
わ
せ
、
又
は
つ
な
ぎ
合

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

わ
せ
て
得
ら
れ
る
メ
リ
ヤ
ス
編
物
又
は
ク

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

ロ
セ
編
物

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
三－

六
二
・
一
四

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
五

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。
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ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
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ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
は

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

く
で
被
覆
し
た
織
物
に
よ
る
耐
火
性
の
装

塗
布
若
し
く
は
積
層
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
非
原
産

具

で
あ
る
塗
布
し
て
い
な
い
又
は
積
層
し
て
い
な
い
織
物
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
七

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
蒸
着
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
は

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

く
で
被
覆
し
た
織
物
に
よ
る
耐
火
性
の
装

塗
布
若
し
く
は
積
層
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
非
原
産

具

で
あ
る
塗
布
し
て
い
な
い
又
は
積
層
し
て
い
な
い
織
物
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

取
り
外
し
た
襟
及
び
袖
口
用
の
芯
地

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

第
六
三
類

紡
織
用
繊
維
の
そ
の
他
の
製
品
、
セ
ッ
ト
、
中
古
の
衣
類
、
紡
織
用
繊
維
の
中
古
の
物
品
及
び
ぼ
ろ

六
三
・
〇
一－

六
三
・
〇
四

フ
ェ
ル
ト
の
産
品
及
び
不
織
布
の
産
品

不
織
布
の
形
成
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

そ
の
他
の
産
品

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
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一
〇
一
七

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
蒸
着
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
は

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

く
で
被
覆
し
た
織
物
に
よ
る
耐
火
性
の
装

塗
布
若
し
く
は
積
層
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
非
原
産

具

で
あ
る
塗
布
し
て
い
な
い
又
は
積
層
し
て
い
な
い
織
物
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

六
二
・
一
七

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
か
ら
の
生
産
（
た
だ
し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で

あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）
、

な
せ
ん
（
独
立
の
作
業
）
を
経
て
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
蒸
着
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
は

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
、

く
で
被
覆
し
た
織
物
に
よ
る
耐
火
性
の
装

塗
布
若
し
く
は
積
層
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
（
た
だ
し
、
非
原
産

具

で
あ
る
塗
布
し
て
い
な
い
又
は
積
層
し
て
い
な
い
織
物
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の

価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条

件
と
す
る
。
）
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

取
り
外
し
た
襟
及
び
袖
口
用
の
芯
地

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー

セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ
又
は

製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
た
だ
し
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）
。

第
六
三
類

紡
織
用
繊
維
の
そ
の
他
の
製
品
、
セ
ッ
ト
、
中
古
の
衣
類
、
紡
織
用
繊
維
の
中
古
の
物
品
及
び
ぼ
ろ

六
三
・
〇
一－

六
三
・
〇
四

フ
ェ
ル
ト
の
産
品
及
び
不
織
布
の
産
品

不
織
布
の
形
成
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

そ
の
他
の
産
品

し
し
ゅ
う
し
た
産
品

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
若
し
く
は
ク
ロ
セ
編
み
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
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一
〇
一
八

合
せ
又
は

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
（
メ
リ
ヤ
ス
編
物
及
び
ク
ロ
セ
編
物
を
除
く
。
）
か
ら
の
生
産
（
た
だ

し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

六
三
・
〇
五

人
造
繊
維
の
押
出
し
又
は
天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
又
は
メ
リ
ヤ
ス
編

み
を
行
い
、
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

六
三
・
〇
六

不
織
布
の
産
品

不
織
布
の
形
成
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

六
三
・
〇
七

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

六
三
・
〇
八

セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
は
、
当
該
品
目
が
当
該
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
な
い
場
合
に
お
い
て

当
該
品
目
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
規
則
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

非
原
産
で
あ
る
製
品
は
、
そ
の
総
額
が
当
該
セ
ッ
ト
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

六
三
・
〇
九－

六
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
二
部

履
物
、
帽
子
、
傘
、
つ
え
、
シ
ー
ト
ス
テ
ッ
キ
及
び
む
ち
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
、
調
製
羽
毛
、
羽
毛
製
品
、

造
花
並
び
に
人
髪
製
品

第
六
四
類

履
物
及
び
ゲ
ー
ト
ル
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

六
四
・
〇
一－

六
四
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
、

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
六
四
・
〇
一
項
か
ら
第
六
四
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
及
び
第
六
四
〇

六
・
九
〇
号
の
う
ち
の
組
立
て
で
あ
っ
て
中
底
に
甲
を
取
り
付
け
た
も
の
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
六
四
・
〇
一
項
か
ら
第
六
四
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
及
び
第
六
四
〇

六
・
九
〇
号
の
う
ち
の
組
立
て
で
あ
っ
て
中
底
に
甲
を
取
り
付
け
た
も
の
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
六
五
類

帽
子
及
び
そ
の
部
分
品

六
五
・
〇
一－

六
五
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
六
六
類

傘
、
つ
え
、
シ
ー
ト
ス
テ
ッ
キ
及
び
む
ち
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
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一
〇
一
九

合
せ
又
は

し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
（
メ
リ
ヤ
ス
編
物
及
び
ク
ロ
セ
編
物
を
除
く
。
）
か
ら
の
生
産
（
た
だ

し
、
非
原
産
で
あ
る
し
し
ゅ
う
し
て
い
な
い
織
物
で
あ
っ
て
、
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
の
価
額

が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

製
織
、
メ
リ
ヤ
ス
編
み
又
は
ク
ロ
セ
編
み
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

六
三
・
〇
五

人
造
繊
維
の
押
出
し
又
は
天
然
繊
維
若
し
く
は
人
造
繊
維
の
短
繊
維
の
紡
績
と
製
織
又
は
メ
リ
ヤ
ス
編

み
を
行
い
、
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

六
三
・
〇
六

不
織
布
の
産
品

不
織
布
の
形
成
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

そ
の
他
の
産
品

製
織
と
製
品
に
す
る
こ
と
（
布
の
裁
断
を
含
む
。
）
と
の
組
合
せ

六
三
・
〇
七

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

六
三
・
〇
八

セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
は
、
当
該
品
目
が
当
該
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
な
い
場
合
に
お
い
て

当
該
品
目
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
規
則
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

非
原
産
で
あ
る
製
品
は
、
そ
の
総
額
が
当
該
セ
ッ
ト
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

六
三
・
〇
九－

六
三
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
二
部

履
物
、
帽
子
、
傘
、
つ
え
、
シ
ー
ト
ス
テ
ッ
キ
及
び
む
ち
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
、
調
製
羽
毛
、
羽
毛
製
品
、

造
花
並
び
に
人
髪
製
品

第
六
四
類

履
物
及
び
ゲ
ー
ト
ル
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
物
品
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

六
四
・
〇
一－

六
四
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
、

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
六
四
・
〇
一
項
か
ら
第
六
四
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
及
び
第
六
四
〇

六
・
九
〇
号
の
う
ち
の
組
立
て
で
あ
っ
て
中
底
に
甲
を
取
り
付
け
た
も
の
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
六
四
・
〇
一
項
か
ら
第
六
四
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
及
び
第
六
四
〇

六
・
九
〇
号
の
う
ち
の
組
立
て
で
あ
っ
て
中
底
に
甲
を
取
り
付
け
た
も
の
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
及
び

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
六
五
類

帽
子
及
び
そ
の
部
分
品

六
五
・
〇
一－

六
五
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
六
六
類

傘
、
つ
え
、
シ
ー
ト
ス
テ
ッ
キ
及
び
む
ち
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
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一
〇
二
〇

六
六
・
〇
一－

六
六
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
六
七
類

調
製
羽
毛
、
羽
毛
製
品
、
造
花
及
び
人
髪
製
品

六
七
・
〇
一－

六
七
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
三
部

石
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
セ
メ
ン
ト
、
石
綿
、
雲
母
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
製
品
、
陶
磁
製
品
並
び
に
ガ
ラ

ス
及
び
そ
の
製
品

第
六
八
類

石
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
セ
メ
ン
ト
、
石
綿
、
雲
母
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
製
品

六
八
・
〇
一－

六
八
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
六
九
類

陶
磁
製
品

六
九
・
〇
一－

六
九
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
七
〇
類

ガ
ラ
ス
及
び
そ
の
製
品

七
〇
・
〇
一－

七
〇
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
〇
・
〇
六

塗
布
し
た
平
面
基
板
ガ
ラ
ス

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は

第
七
〇
・
〇
六
項
の
塗
布
し
て
い
な
い
平
面
基
板
ガ
ラ
ス
か
ら
の
生
産

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
〇
・
〇
二
項
か
ら
第
七
〇
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
〇
・
〇
七
（
注
）－

七
〇
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

注

第
七
〇
〇
七
・
一
一
号
及
び
第
七
〇

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

〇
七
・
二
一
号
の
産
品
に
つ
い
て
は
、

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ
と
。

七
〇
・
一
〇

ガ
ラ
ス
、
ガ
ラ
ス
器
具
及
び
ガ
ラ
ス
製
の

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
一
〇
項
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

容
器

の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
〇
二
一

六
六
・
〇
一－

六
六
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
六
七
類

調
製
羽
毛
、
羽
毛
製
品
、
造
花
及
び
人
髪
製
品

六
七
・
〇
一－

六
七
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
一
三
部

石
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
セ
メ
ン
ト
、
石
綿
、
雲
母
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
製
品
、
陶
磁
製
品
並
び
に
ガ
ラ

ス
及
び
そ
の
製
品

第
六
八
類

石
、
プ
ラ
ス
タ
ー
、
セ
メ
ン
ト
、
石
綿
、
雲
母
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
材
料
の
製
品

六
八
・
〇
一－

六
八
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
三
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
六
九
類

陶
磁
製
品

六
九
・
〇
一－

六
九
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
七
〇
類

ガ
ラ
ス
及
び
そ
の
製
品

七
〇
・
〇
一－

七
〇
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
〇
・
〇
六

塗
布
し
た
平
面
基
板
ガ
ラ
ス

Ｃ
Ｔ
Ｈ
又
は

第
七
〇
・
〇
六
項
の
塗
布
し
て
い
な
い
平
面
基
板
ガ
ラ
ス
か
ら
の
生
産

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
〇
・
〇
二
項
か
ら
第
七
〇
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
〇
・
〇
七
（
注
）－

七
〇
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

注

第
七
〇
〇
七
・
一
一
号
及
び
第
七
〇

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

〇
七
・
二
一
号
の
産
品
に
つ
い
て
は
、

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ
と
。

七
〇
・
一
〇

ガ
ラ
ス
、
ガ
ラ
ス
器
具
及
び
ガ
ラ
ス
製
の

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
一
〇
項
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

容
器

の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
〇
二
二

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
〇
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
○
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
一
三
項
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
〇
・
一
四－

七
〇
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
〇
一
八
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
〇
一
八
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
〇
一
八
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
〇
・
一
九－

七
〇
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
四
部

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
、
半
貴
石
、
貴
金
属
及
び
貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
身
辺

用
模
造
細
貨
類
並
び
に
貨
幣

第
七
一
類

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
、
半
貴
石
、
貴
金
属
及
び
貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
身

辺
用
模
造
細
貨
類
並
び
に
貨
幣

七
一
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

七
一
・
〇
二－

七
一
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
一
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
〇
六

加
工
し
て
な
い
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
、

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
の
電
解
分
離
、
熱
分
離
若
し

く
は
化
学
分
離
又
は

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
間
に
お
け
る
若
し
く
は
当
該

貴
金
属
と
卑
金
属
と
の
間
に
お
け
る
融
合
若
し
く
は
合
金
化
、
若
し
く
は
当
該
貴
金
属
の
精
製

一
次
製
品
又
は
粉
状
の
産
品

加
工
し
て
な
い
貴
金
属
か
ら
の
生
産
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一
〇
二
三

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
〇
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
○
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
一
三
項
の
非
原
産
材
料
は
、
そ
の
総
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ

の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

七
〇
・
一
四－

七
〇
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
〇
一
八
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
〇
一
八
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
〇
一
八
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
〇
・
一
九－

七
〇
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
四
部

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
、
半
貴
石
、
貴
金
属
及
び
貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
身
辺

用
模
造
細
貨
類
並
び
に
貨
幣

第
七
一
類

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
、
半
貴
石
、
貴
金
属
及
び
貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
身

辺
用
模
造
細
貨
類
並
び
に
貨
幣

七
一
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

七
一
・
〇
二－

七
一
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
一
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
〇
六

加
工
し
て
な
い
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
、

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
の
電
解
分
離
、
熱
分
離
若
し

く
は
化
学
分
離
又
は

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
間
に
お
け
る
若
し
く
は
当
該

貴
金
属
と
卑
金
属
と
の
間
に
お
け
る
融
合
若
し
く
は
合
金
化
、
若
し
く
は
当
該
貴
金
属
の
精
製

一
次
製
品
又
は
粉
状
の
産
品

加
工
し
て
な
い
貴
金
属
か
ら
の
生
産
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一
〇
二
四

七
一
・
〇
七

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
一
次
製
品
の
も

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
加
工
し
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
の
生
産

の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
〇
八

加
工
し
て
な
い
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
、

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
の
電
解
分
離
、
熱
分
離
若
し

く
は
化
学
分
離
又
は

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
間
に
お
け
る
若
し
く
は
当
該

貴
金
属
と
卑
金
属
と
の
間
に
お
け
る
融
合
若
し
く
は
合
金
化
、
若
し
く
は
当
該
貴
金
属
の
精
製

一
次
製
品
又
は
粉
状
の
産
品

加
工
し
て
な
い
貴
金
属
か
ら
の
生
産

七
一
・
〇
九

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
一
次
製
品
の
も

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
加
工
し
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
の
生
産

の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
一
〇

加
工
し
て
な
い
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
、

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
の
電
解
分
離
、
熱
分
離
若
し

く
は
化
学
分
離
又
は

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
間
に
お
け
る
若
し
く
は
当
該

貴
金
属
と
卑
金
属
と
の
間
に
お
け
る
融
合
若
し
く
は
合
金
化
、
若
し
く
は
当
該
貴
金
属
の
精
製

一
次
製
品
又
は
粉
状
の
産
品

加
工
し
て
な
い
貴
金
属
か
ら
の
生
産

七
一
・
一
一

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
一
次
製
品
の
も

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
加
工
し
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
の
生
産

の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
一
三－

七
一
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
か
ら
第
七
一
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
一
・
一
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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一
〇
二
五

七
一
・
〇
七

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
一
次
製
品
の
も

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
加
工
し
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
の
生
産

の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
〇
八

加
工
し
て
な
い
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
、

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
の
電
解
分
離
、
熱
分
離
若
し

く
は
化
学
分
離
又
は

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
間
に
お
け
る
若
し
く
は
当
該

貴
金
属
と
卑
金
属
と
の
間
に
お
け
る
融
合
若
し
く
は
合
金
化
、
若
し
く
は
当
該
貴
金
属
の
精
製

一
次
製
品
又
は
粉
状
の
産
品

加
工
し
て
な
い
貴
金
属
か
ら
の
生
産

七
一
・
〇
九

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
一
次
製
品
の
も

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
加
工
し
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
の
生
産

の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
一
〇

加
工
し
て
な
い
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除

く
。
）
、

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
の
電
解
分
離
、
熱
分
離
若
し

く
は
化
学
分
離
又
は

第
七
一
・
〇
六
項
、
第
七
一
・
〇
八
項
及
び
第
七
一
・
一
〇
項
の
貴
金
属
間
に
お
け
る
若
し
く
は
当
該

貴
金
属
と
卑
金
属
と
の
間
に
お
け
る
融
合
若
し
く
は
合
金
化
、
若
し
く
は
当
該
貴
金
属
の
精
製

一
次
製
品
又
は
粉
状
の
産
品

加
工
し
て
な
い
貴
金
属
か
ら
の
生
産

七
一
・
一
一

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
一
次
製
品
の
も

貴
金
属
を
貼
っ
た
金
属
（
加
工
し
て
な
い
も
の
に
限
る
。
）
か
ら
の
生
産

の
に
限
る
。
）

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
一
・
一
三－

七
一
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
一
・
一
三
項
か
ら
第
七
一
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
一
・
一
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
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一
〇
二
六

第
一
五
部

卑
金
属
及
び
そ
の
製
品

第
七
二
類

鉄
鋼

七
二
・
〇
一－

七
二
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
二
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
・
〇
八－

七
二
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
八
項
か
ら
第
七
二
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
一
八
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
二
一
八
・
九
一－

七
二
一
八
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
・
一
九－

七
二
・
二
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
一
九
項
か
ら
第
七
二
・
二
三
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
二
四
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
二
二
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
・
二
五－

七
二
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
二
五
項
か
ら
第
七
二
・
二
九
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
七
三
類

鉄
鋼
製
品

七
三
〇
一
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
二
・
〇
八
項
か
ら
第
七
二
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
三
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
・
〇
二

Ｃ
Ｃ
（
第
七
二
・
〇
八
項
か
ら
第
七
二
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
三
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
・
〇
四－

七
三
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
（
第
七
二
・
一
三
項
か
ら
第
七
二
・
一
七
項
ま
で
、
第
七
二
・
二
一
項
か
ら
第
七
二
・
二
三
項
ま

で
及
び
第
七
二
・
二
五
項
か
ら
第
七
二
・
二
九
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
三
・
〇
七

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
管
用
継
手

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
七
項
の
鍛
造
し
た
ブ
ラ
ン
ク
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
同
項
の
非

原
産
で
あ
る
鍛
造
し
た
ブ
ラ
ン
ク
は
、
そ
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の

四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
三
〇
一
・
二
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
三
〇
九
・
〇
〇－

七
三
一
五
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
一
五
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は
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一
〇
二
七

第
一
五
部

卑
金
属
及
び
そ
の
製
品

第
七
二
類

鉄
鋼

七
二
・
〇
一－

七
二
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
二
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
・
〇
八－

七
二
・
一
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
八
項
か
ら
第
七
二
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
一
八
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
二
一
八
・
九
一－

七
二
一
八
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
・
一
九－

七
二
・
二
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
一
九
項
か
ら
第
七
二
・
二
三
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
二
四
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
二
二
四
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
二
・
二
五－

七
二
・
二
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
二
五
項
か
ら
第
七
二
・
二
九
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

第
七
三
類

鉄
鋼
製
品

七
三
〇
一
・
一
〇

Ｃ
Ｃ
（
第
七
二
・
〇
八
項
か
ら
第
七
二
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
三
〇
一
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
・
〇
二

Ｃ
Ｃ
（
第
七
二
・
〇
八
項
か
ら
第
七
二
・
一
七
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
三
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
・
〇
四－

七
三
・
〇
六

Ｃ
Ｃ
（
第
七
二
・
一
三
項
か
ら
第
七
二
・
一
七
項
ま
で
、
第
七
二
・
二
一
項
か
ら
第
七
二
・
二
三
項
ま

で
及
び
第
七
二
・
二
五
項
か
ら
第
七
二
・
二
九
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
三
・
〇
七

ス
テ
ン
レ
ス
鋼
製
の
管
用
継
手

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
二
・
〇
七
項
の
鍛
造
し
た
ブ
ラ
ン
ク
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
同
項
の
非

原
産
で
あ
る
鍛
造
し
た
ブ
ラ
ン
ク
は
、
そ
の
価
額
が
産
品
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の

四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
三
〇
一
・
二
〇
号
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
三
〇
九
・
〇
〇－

七
三
一
五
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
一
五
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は
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一
〇
二
八

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
三
一
五
・
八
一－

七
三
一
九
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
二
〇
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
三
二
〇
・
二
〇－

七
三
二
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
七
四
類

銅
及
び
そ
の
製
品

七
四
・
〇
一－

七
四
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
四
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
四
・
〇
四－

七
四
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
七
五
類

ニ
ッ
ケ
ル
及
び
そ
の
製
品

七
五
・
〇
一－

七
五
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
五
・
〇
五－

七
五
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
七
六
類

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
製
品

七
六
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
六
・
〇
二－

七
六
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
六
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
六
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
六
〇
八
・
一
〇－

七
六
一
六
・
九
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
六
一
六
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
七
八
類

鉛
及
び
そ
の
製
品

七
八
〇
一
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
八
〇
一
・
九
一－

七
八
〇
一
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
八
・
〇
二
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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一
〇
二
九

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
三
一
五
・
八
一－

七
三
一
九
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
三
二
〇
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
三
二
〇
・
二
〇－

七
三
二
六
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
七
四
類

銅
及
び
そ
の
製
品

七
四
・
〇
一－

七
四
・
〇
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
四
・
〇
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
四
・
〇
四－

七
四
・
一
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
七
五
類

ニ
ッ
ケ
ル
及
び
そ
の
製
品

七
五
・
〇
一－

七
五
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
五
・
〇
五－

七
五
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
七
六
類

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
製
品

七
六
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
六
・
〇
二－

七
六
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
六
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
六
・
〇
六
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）

七
六
〇
八
・
一
〇－

七
六
一
六
・
九
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｃ
Ｔ
Ｈ
及
び
Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

七
六
一
六
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
七
八
類

鉛
及
び
そ
の
製
品

七
八
〇
一
・
一
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

七
八
〇
一
・
九
一－

七
八
〇
一
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
八
・
〇
二
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
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一
〇
三
〇

七
八
・
〇
二－

七
八
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
八
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
七
九
類

亜
鉛
及
び
そ
の
製
品

七
九
・
〇
一－

七
九
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
八
〇
類

す
ず
及
び
そ
の
製
品

八
〇
・
〇
一－

八
〇
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
八
一
類

そ
の
他
の
卑
金
属
及
び
サ
ー
メ
ッ
ト
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品

八
一
・
〇
一－

八
一
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

全
て
の
項
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
精
製
、
製
錬
若
し
く
は
熱
に
よ
る
金
属
形
成
に
よ
る
生
産

第
八
二
類

卑
金
属
製
の
工
具
、
道
具
、
刃
物
、
ス
プ
ー
ン
及
び
フ
ォ
ー
ク
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

八
二
〇
一
・
一
〇－

八
二
〇
五
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
二
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
第
八
二
・
〇
五
項
の
非
原
産
で
あ
る
工
具
は
、
そ
の
総
額
が
セ
ッ
ト
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又

は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
セ
ッ
ト
に
組
み
込
む
こ
と
が
で

き
る
。

八
二
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
二
・
〇
二
項
か
ら
第
八
二
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
項
の
非
原
産
で
あ
る
工
具
は
、
そ
の
総
額
が
セ
ッ
ト
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
セ
ッ
ト
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

八
二
・
〇
七－

八
二
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
三
類

各
種
の
卑
金
属
製
品

八
三
・
〇
一－

八
三
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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一
〇
三
一

七
八
・
〇
二－

七
八
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ

七
八
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
七
九
類

亜
鉛
及
び
そ
の
製
品

七
九
・
〇
一－

七
九
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
八
〇
類

す
ず
及
び
そ
の
製
品

八
〇
・
〇
一－

八
〇
・
〇
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ

第
八
一
類

そ
の
他
の
卑
金
属
及
び
サ
ー
メ
ッ
ト
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品

八
一
・
〇
一－

八
一
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
又
は

全
て
の
項
の
非
原
産
材
料
か
ら
の
精
製
、
製
錬
若
し
く
は
熱
に
よ
る
金
属
形
成
に
よ
る
生
産

第
八
二
類

卑
金
属
製
の
工
具
、
道
具
、
刃
物
、
ス
プ
ー
ン
及
び
フ
ォ
ー
ク
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

八
二
〇
一
・
一
〇－

八
二
〇
五
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
二
〇
五
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
第
八
二
・
〇
五
項
の
非
原
産
で
あ
る
工
具
は
、
そ
の
総
額
が
セ
ッ
ト
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又

は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
セ
ッ
ト
に
組
み
込
む
こ
と
が
で

き
る
。

八
二
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
二
・
〇
二
項
か
ら
第
八
二
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
項
の
非
原
産
で
あ
る
工
具
は
、
そ
の
総
額
が
セ
ッ
ト
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
セ
ッ
ト
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

八
二
・
〇
七－

八
二
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
三
類

各
種
の
卑
金
属
製
品

八
三
・
〇
一－

八
三
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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一
〇
三
二

第
一
六
部

機
械
類
及
び
電
気
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
並
び
に
録
音
機
、
音
声
再
生
機
並
び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
映
像

及
び
音
声
の
記
録
用
又
は
再
生
用
の
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

第
八
四
類

原
子
炉
、
ボ
イ
ラ
ー
及
び
機
械
類
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

八
四
・
〇
一－

八
四
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
〇
七－

八
四
・
〇
八
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

注

第
八
四
・
〇
七
項
及
び
第
八
四
・
〇

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
項
の
産
品
に
つ
い
て
は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ
と
。

八
四
・
〇
九－

八
四
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
一
四－

八
四
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
一
六－

八
四
・
二
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
二
五－

八
四
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
四
・
三
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
三
一－

八
四
・
四
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
四
四－

八
四
・
四
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
四
・
四
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
四
八－

八
四
・
六
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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一
〇
三
三

第
一
六
部

機
械
類
及
び
電
気
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
並
び
に
録
音
機
、
音
声
再
生
機
並
び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
映
像

及
び
音
声
の
記
録
用
又
は
再
生
用
の
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

第
八
四
類

原
子
炉
、
ボ
イ
ラ
ー
及
び
機
械
類
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

八
四
・
〇
一－

八
四
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
〇
七－

八
四
・
〇
八
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

注

第
八
四
・
〇
七
項
及
び
第
八
四
・
〇

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
項
の
産
品
に
つ
い
て
は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ
と
。

八
四
・
〇
九－

八
四
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
一
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
一
四－

八
四
・
一
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
一
六－

八
四
・
二
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
二
五－

八
四
・
三
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
四
・
三
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
三
一－

八
四
・
四
三

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
四
四－

八
四
・
四
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
四
・
四
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
四
八－

八
四
・
六
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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一
〇
三
四

八
四
・
七
〇－

八
四
・
七
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
四
・
七
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
七
三－
八
四
・
八
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
五
類

電
気
機
器
及
び
そ
の
部
分
品
並
び
に
録
音
機
、
音
声
再
生
機
並
び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
映
像
及
び
音
声
の
記
録

用
又
は
再
生
用
の
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

八
五
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
〇
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
〇
二－

八
五
・
一
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
一
九－

八
五
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
二
二
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
二
二－

八
五
・
二
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
二
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
二
九
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
二
九－

八
五
・
三
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
三
五－

八
五
・
三
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
三
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
三
八－

八
五
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
〇
・
一
一－

八
五
四
〇
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
〇
・
二
〇－

八
五
四
〇
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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一
〇
三
五

八
四
・
七
〇－

八
四
・
七
二

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
四
・
七
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
四
・
七
三－

八
四
・
八
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
五
類

電
気
機
器
及
び
そ
の
部
分
品
並
び
に
録
音
機
、
音
声
再
生
機
並
び
に
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
の
映
像
及
び
音
声
の
記
録

用
又
は
再
生
用
の
機
器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

八
五
・
〇
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
〇
三
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
〇
二－

八
五
・
一
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
一
九－

八
五
・
二
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
二
二
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
二
二－

八
五
・
二
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
二
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
二
九
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
二
九－

八
五
・
三
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
三
五－

八
五
・
三
七

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
五
・
三
八
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
三
八－

八
五
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
〇
・
一
一－

八
五
四
〇
・
一
二

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
〇
・
二
〇－

八
五
四
〇
・
九
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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一
〇
三
六

八
五
四
一
・
一
〇－

八
五
四
一
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
拡
散
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
二
・
三
一－

八
五
四
二
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
拡
散
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
二
・
九
〇－

八
五
四
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
四
・
一
一－

八
五
四
四
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
四
・
〇
八
項
、
第
七
四
・
一
三
項
、
第
七
六
・
〇
五
項
及
び
第
七
六
・
一
四
項
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
四
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
〇
・
〇
二
項
及
び
第
九
〇
・
〇
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
四
五－

八
五
・
四
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
七
部

車
両
、
航
空
機
、
船
舶
及
び
輸
送
機
器
関
連
品

第
八
六
類

鉄
道
用
又
は
軌
道
用
の
機
関
車
及
び
車
両
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
、
鉄
道
又
は
軌
道
の
線
路
用
装
備
品
及
び

そ
の
部
分
品
並
び
に
機
械
式
交
通
信
号
用
機
器
（
電
気
機
械
式
の
も
の
を
含
む
。
）

八
六
・
〇
一－

八
六
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
六
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
類

鉄
道
用
及
び
軌
道
用
以
外
の
車
両
並
び
に
そ
の
部
分
品
及
び
附
属
品

八
七
・
〇
一
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

注

第
八
七
・
〇
一
項
の
産
品
に
つ
い
て

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ

と
。

八
七
・
〇
二－

八
七
・
〇
五
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は
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一
〇
三
七

八
五
四
一
・
一
〇－

八
五
四
一
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
拡
散
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
一
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
二
・
三
一－

八
五
四
二
・
三
九

Ｃ
Ｔ
Ｓ
Ｈ
、

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
拡
散
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
二
・
九
〇－

八
五
四
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
四
・
一
一－

八
五
四
四
・
六
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
四
・
〇
八
項
、
第
七
四
・
一
三
項
、
第
七
六
・
〇
五
項
及
び
第
七
六
・
一
四
項
の
材
料

か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
四
四
・
七
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
七
〇
・
〇
二
項
及
び
第
九
〇
・
〇
一
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
五
・
四
五－

八
五
・
四
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
七
部

車
両
、
航
空
機
、
船
舶
及
び
輸
送
機
器
関
連
品

第
八
六
類

鉄
道
用
又
は
軌
道
用
の
機
関
車
及
び
車
両
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
、
鉄
道
又
は
軌
道
の
線
路
用
装
備
品
及
び

そ
の
部
分
品
並
び
に
機
械
式
交
通
信
号
用
機
器
（
電
気
機
械
式
の
も
の
を
含
む
。
）

八
六
・
〇
一－

八
六
・
〇
九

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
六
・
〇
七
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
類

鉄
道
用
及
び
軌
道
用
以
外
の
車
両
並
び
に
そ
の
部
分
品
及
び
附
属
品

八
七
・
〇
一
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

注

第
八
七
・
〇
一
項
の
産
品
に
つ
い
て

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ

と
。

八
七
・
〇
二－

八
七
・
〇
五
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は
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一
〇
三
八

注

第
八
七
・
〇
二
項
か
ら
第
八
七
・
〇

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
に
つ
い
て

は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ

と
。

八
七
・
〇
六
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

注

第
八
七
・
〇
六
項
の
産
品
に
つ
い
て

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

は
、
付
録
三－

Ｂ－
１
も
参
照
す
る
こ

と
。

八
七
・
〇
七
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

注

第
八
七
・
〇
七
項
の
産
品
に
つ
い
て

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ

と
。

八
七
・
〇
八
（
注
）－

八
七
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

注

第
八
七
・
〇
八
項
の
産
品
に
つ
い
て

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

と
。

八
七
・
一
二

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
七
・
一
三－

八
七
・
一
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
八
類

航
空
機
及
び
宇
宙
飛
行
体
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

八
八
・
〇
一－

八
八
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
九
類

船
舶
及
び
浮
き
構
造
物

八
九
・
〇
一－

八
九
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
九
・
〇
六
項
の
船
体
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
八
部

光
学
機
器
、
写
真
用
機
器
、
映
画
用
機
器
、
測
定
機
器
、
検
査
機
器
、
精
密
機
器
、
医
療
用
機
器
、
時
計
及
び
楽

器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

第
九
〇
類

光
学
機
器
、
写
真
用
機
器
、
映
画
用
機
器
、
測
定
機
器
、
検
査
機
器
、
精
密
機
器
及
び
医
療
用
機
器
並
び
に
こ

れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品
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一
〇
三
九

注

第
八
七
・
〇
二
項
か
ら
第
八
七
・
〇

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

五
項
ま
で
の
各
項
の
産
品
に
つ
い
て

は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ

と
。

八
七
・
〇
六
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

注

第
八
七
・
〇
六
項
の
産
品
に
つ
い
て

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ

と
。

八
七
・
〇
七
（
注
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

注

第
八
七
・
〇
七
項
の
産
品
に
つ
い
て

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ

と
。

八
七
・
〇
八
（
注
）－

八
七
・
一
一

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

注

第
八
七
・
〇
八
項
の
産
品
に
つ
い
て

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

は
、
付
録
三－

Ｂ－

１
も
参
照
す
る
こ

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

と
。

八
七
・
一
二

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

八
七
・
一
三－

八
七
・
一
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
八
類

航
空
機
及
び
宇
宙
飛
行
体
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品

八
八
・
〇
一－
八
八
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
九
類

船
舶
及
び
浮
き
構
造
物

八
九
・
〇
一－

八
九
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
八
九
・
〇
六
項
の
船
体
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
八
部

光
学
機
器
、
写
真
用
機
器
、
映
画
用
機
器
、
測
定
機
器
、
検
査
機
器
、
精
密
機
器
、
医
療
用
機
器
、
時
計
及
び
楽

器
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

第
九
〇
類

光
学
機
器
、
写
真
用
機
器
、
映
画
用
機
器
、
測
定
機
器
、
検
査
機
器
、
精
密
機
器
及
び
医
療
用
機
器
並
び
に
こ

れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品
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一
〇
四
〇

九
〇
〇
一
・
一
〇－

九
〇
〇
一
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
〇
〇
一
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

生
産
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
の
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

屈
折
補
正
用
度
数
を
有
す
る
完
成
品
で
あ
る
眼
科
用
の
レ
ン
ズ
（
眼
鏡
に
取
り
付
け
る
た
め
の
も

の
）
と
す
る
た
め
の
半
製
品
で
あ
る
レ
ン
ズ
の
研
磨
加
工

視
野
を
改
善
し
、
及
び
着
用
者
の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
処
理
を
通
じ
た
レ
ン
ズ
の
コ
ー

テ
ィ
ン
グ

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
〇
〇
一
・
九
〇－

九
〇
三
三
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
九
六
・
二
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
九
一
類

時
計
及
び
そ
の
部
分
品

九
一
〇
一
・
一
一－

九
一
一
三
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
一
一
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

九
一
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
九
二
類

楽
器
並
び
に
そ
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
二
・
〇
一－

九
二
・
〇
九

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
九
部

武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

第
九
三
類

武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
三
・
〇
一－

九
三
・
〇
七

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
二
〇
部

雑
品

第
九
四
類

家
具
、
寝
具
、
マ
ッ
ト
レ
ス
、
マ
ッ
ト
レ
ス
サ
ポ
ー
ト
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
詰
物
を
し
た
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一
〇
四
一

九
〇
〇
一
・
一
〇－

九
〇
〇
一
・
四
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
〇
〇
一
・
五
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

生
産
に
お
い
て
次
の
い
ず
れ
か
の
工
程
が
行
わ
れ
る
こ
と
、

屈
折
補
正
用
度
数
を
有
す
る
完
成
品
で
あ
る
眼
科
用
の
レ
ン
ズ
（
眼
鏡
に
取
り
付
け
る
た
め
の
も

の
）
と
す
る
た
め
の
半
製
品
で
あ
る
レ
ン
ズ
の
研
磨
加
工

視
野
を
改
善
し
、
及
び
着
用
者
の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
処
理
を
通
じ
た
レ
ン
ズ
の
コ
ー

テ
ィ
ン
グ

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
〇
〇
一
・
九
〇－

九
〇
三
三
・
〇
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
（
第
九
六
・
二
〇
項
の
材
料
か
ら
の
変
更
を
除
く
。
）
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
九
一
類

時
計
及
び
そ
の
部
分
品

九
一
〇
一
・
一
一－

九
一
一
三
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
一
一
三
・
九
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ

九
一
・
一
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
九
二
類

楽
器
並
び
に
そ
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
二
・
〇
一－

九
二
・
〇
九

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
一
九
部

武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

第
九
三
類

武
器
及
び
銃
砲
弾
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
三
・
〇
一－

九
三
・
〇
七

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
二
〇
部

雑
品

第
九
四
類

家
具
、
寝
具
、
マ
ッ
ト
レ
ス
、
マ
ッ
ト
レ
ス
サ
ポ
ー
ト
、
ク
ッ
シ
ョ
ン
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
詰
物
を
し
た
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一
〇
四
二

物
品
並
び
に
ラ
ン
プ
そ
の
他
の
照
明
器
具
（
他
の
類
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

サ
イ
ン
、
発
光
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
並
び
に
プ
レ
ハ
ブ
建
築
物

九
四
〇
一
・
一
〇－
九
四
〇
一
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
四
〇
一
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

九
四
・
〇
二－

九
四
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
九
五
類

玩
具
、
遊
戯
用
具
及
び
運
動
用
具
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
五
・
〇
三－

九
五
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
五
・
〇
六

ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
及
び
そ
の
部
分
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
ヘ
ッ
ド
の
製
造
用
の
非
原
産
で
あ
る
粗
く
成
形
し
た
ブ
ロ
ッ
ク

は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
五
・
〇
七－

九
五
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
九
六
類

雑
品

九
六
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

九
六
・
〇
二－

九
六
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
六
・
〇
五

セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
は
、
当
該
品
目
が
当
該
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
な
い
場
合
に
お
い
て

当
該
品
目
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
規
則
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

非
原
産
で
あ
る
製
品
は
、
そ
の
総
額
が
当
該
セ
ッ
ト
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

九
六
・
〇
六－

九
六
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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一
〇
四
三

物
品
並
び
に
ラ
ン
プ
そ
の
他
の
照
明
器
具
（
他
の
類
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

サ
イ
ン
、
発
光
ネ
ー
ム
プ
レ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
並
び
に
プ
レ
ハ
ブ
建
築
物

九
四
〇
一
・
一
〇－

九
四
〇
一
・
八
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
四
〇
一
・
九
〇

Ｃ
Ｃ

九
四
・
〇
二－

九
四
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
九
五
類

玩
具
、
遊
戯
用
具
及
び
運
動
用
具
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

九
五
・
〇
三－

九
五
・
〇
五

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
五
・
〇
六

ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
及
び
そ
の
部
分
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
。
た
だ
し
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
ヘ
ッ
ド
の
製
造
用
の
非
原
産
で
あ
る
粗
く
成
形
し
た
ブ
ロ
ッ
ク

は
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
の
産
品

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
五
・
〇
七－
九
五
・
〇
八

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
九
六
類

雑
品

九
六
・
〇
一

Ｃ
Ｃ

九
六
・
〇
二－

九
六
・
〇
四

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

九
六
・
〇
五

セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
は
、
当
該
品
目
が
当
該
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
な
い
場
合
に
お
い
て

当
該
品
目
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
規
則
に
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

非
原
産
で
あ
る
製
品
は
、
そ
の
総
額
が
当
該
セ
ッ
ト
の
Ｅ
Ｘ
Ｗ
又
は
Ｆ
Ｏ
Ｂ
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え

な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。

九
六
・
〇
六－

九
六
・
二
〇

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
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一
〇
四
四

第
二
一
部

美
術
品
、
収
集
品
及
び
こ
っ
と
う

第
九
七
類

美
術
品
、
収
集
品
及
び
こ
っ
と
う

九
七
・
〇
一－

九
七
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ

付
録
三－

Ｂ－

１

特
定
の
車
両
及
び
車
両
の
部
品
に
関
す
る
規
定

第
一
節

供
給
者
に
よ
る
宣
誓

日
本
国
に
お
け
る
供
給
者
は
、
第
八
四
・
〇
七
項
、
第
八
四
・
〇
八
項
及
び
第
八
七
・
〇
一
項
か
ら
第
八
七
・
〇
八
項
ま
で

の
各
項
の
産
品
の
日
本
国
に
お
け
る
生
産
者
に
対
し
当
該
産
品
の
原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

提
供
す
る
場
合
に
は
、
供
給
者
に
よ
る
宣
誓
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

車
両
及
び
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に
関
す
る
暫
定
的
な
閾
値

い
き

１

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
上
、
「
年
」
と
は
、
一
年
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
そ
の
後
の
最
初
の

一
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
い
、
そ
の
後
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
年
の
二
月
一
日
に
開
始
す
る
十
二
箇
月
の
期

間
を
い
う
。

２

第
八
七
・
〇
三
項
の
車
両
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

一
年
目
か
ら
二
年
目
の
末
日
ま
で

三
年
目
か
ら
五
年
目
の
末
日
ま
で

六
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
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一
〇
四
五

第
二
一
部

美
術
品
、
収
集
品
及
び
こ
っ
と
う

第
九
七
類

美
術
品
、
収
集
品
及
び
こ
っ
と
う

九
七
・
〇
一－

九
七
・
〇
六

Ｃ
Ｔ
Ｈ

付
録
三－

Ｂ－

１

特
定
の
車
両
及
び
車
両
の
部
品
に
関
す
る
規
定

第
一
節

供
給
者
に
よ
る
宣
誓

日
本
国
に
お
け
る
供
給
者
は
、
第
八
四
・
〇
七
項
、
第
八
四
・
〇
八
項
及
び
第
八
七
・
〇
一
項
か
ら
第
八
七
・
〇
八
項
ま
で

の
各
項
の
産
品
の
日
本
国
に
お
け
る
生
産
者
に
対
し
当
該
産
品
の
原
産
品
と
し
て
の
資
格
を
決
定
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を

提
供
す
る
場
合
に
は
、
供
給
者
に
よ
る
宣
誓
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節

車
両
及
び
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
の
品
目
別
原
産
地
規
則
に
関
す
る
暫
定
的
な
閾
値

い
き

１

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
上
、
「
年
」
と
は
、
一
年
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
そ
の
後
の
最
初
の

一
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
を
い
い
、
そ
の
後
の
各
年
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
年
の
二
月
一
日
に
開
始
す
る
十
二
箇
月
の
期

間
を
い
う
。

２

第
八
七
・
〇
三
項
の
車
両
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

一
年
目
か
ら
二
年
目
の
末
日
ま
で

三
年
目
か
ら
五
年
目
の
末
日
ま
で

六
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
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一
〇
四
六

Ｗ
）
又
は

又
は

Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

３

か
ら

ま
で
の
表
に
定
め
る
暫
定
的
な
閾
値
は
、
一
方
の
締
約
国
か
ら
他
方
の
締
約
国
に
直
接
輸
出
さ
れ
る
産
品
に
つ

い
き

(a)

(d)

い
て
適
用
す
る
も
の
と
し
、
輸
出
締
約
国
に
お
い
て
完
成
品
で
あ
る
車
両
に
材
料
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
産
品
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

第
八
四
・
〇
七
項
及
び
第
八
四
・
〇
八
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(a)

一
年
目
か
ら
二
年
目
の
末
日
ま
で

三
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
・
〇
六
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(b)

一
年
目
か
ら
四
年
目
の
末
日
ま
で

五
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
・
〇
七
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(c)

一
年
目
か
ら
四
年
目
の
末
日
ま
で

五
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
・
〇
八
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(d)

一
年
目
か
ら
二
年
目
の
末
日
ま
で

三
年
目
の
初
日
か
ら

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

４

１
か
ら
３
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
協
定
が
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
後
の
い
ず
れ
か
の
日
に
効
力
を
生
ず
る

場
合
に
は
、
両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
が
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
も
の
と
し
て
当
該
い
ず
れ
か
の
日
か
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一
〇
四
七

Ｗ
）
又
は

又
は

Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

３

か
ら

ま
で
の
表
に
定
め
る
暫
定
的
な
閾
値
は
、
一
方
の
締
約
国
か
ら
他
方
の
締
約
国
に
直
接
輸
出
さ
れ
る
産
品
に
つ

い
き

(a)

(d)

い
て
適
用
す
る
も
の
と
し
、
輸
出
締
約
国
に
お
い
て
完
成
品
で
あ
る
車
両
に
材
料
と
し
て
組
み
込
ま
れ
た
産
品
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

第
八
四
・
〇
七
項
及
び
第
八
四
・
〇
八
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(a)

一
年
目
か
ら
二
年
目
の
末
日
ま
で

三
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
・
〇
六
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(b)

一
年
目
か
ら
四
年
目
の
末
日
ま
で

五
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
・
〇
七
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(c)

一
年
目
か
ら
四
年
目
の
末
日
ま
で

五
年
目
の
初
日
か
ら

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

第
八
七
・
〇
八
項
の
車
両
の
部
品
に
つ
い
て
、
各
締
約
国
は
、
次
の
規
則
を
適
用
す
る
。

(d)

一
年
目
か
ら
二
年
目
の
末
日
ま
で

三
年
目
の
初
日
か
ら

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｃ
Ｔ
Ｈ
、

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｍ
ａ
ｘ
Ｎ
Ｏ
Ｍ
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｅ
Ｘ
Ｗ
）
又
は

Ｒ
Ｖ
Ｃ
四
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

Ｒ
Ｖ
Ｃ
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）

４

１
か
ら
３
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
協
定
が
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
後
の
い
ず
れ
か
の
日
に
効
力
を
生
ず
る

場
合
に
は
、
両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
が
二
千
二
十
一
年
一
月
一
日
に
効
力
を
生
じ
た
も
の
と
し
て
当
該
い
ず
れ
か
の
日
か
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一
〇
四
八

ら
こ
の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
節

特
定
の
部
品
に
関
連
す
る
生
産
工
程
が
行
わ
れ
た
特
定
の
自
動
車
に
つ
い
て
の
品
目
別
原
産
地
規
則
の
適

用

１

第
八
七
〇
三
・
二
一
号
か
ら
第
八
七
〇
三
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
自
動
車
に
適
用
さ
れ
る
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定

め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
の
要
件
を
満
た
す
に
当
た
り
、
当
該
自
動
車
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
次
の
表

欄
に
掲
げ

(i)

る
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
締
約
国
の
原
産
材
料
と
み
な
す
。

当
該
材
料
に
適
用
さ
れ
る
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

(a)

次
の
表

欄
に
定
め
る
生
産
工
程
（
当
該
材
料
に
関
連
す
る
も
の
）
が
当
該
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
。

(b)

(ii)

表

欄

欄

(i)

(ii)

二
千
十
七
年
に
改
正
さ
れ
た

統
一
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
分
類

（
特
定
の
品
名
の
記
載
を
含
む
。
）
（
注
）

注

こ
の

欄
に
お
い
て
材
料
に
つ
い
て

(i)

の
特
定
の
品
名
の
記
載
を
含
む
場
合
に

関
連
す
る
生
産
工
程

は
、

欄
に
定
め
る
関
連
す
る
生
産
工

(ii)

程
は
、
当
該
材
料
に
つ
い
て
の
み
適
用

す
る
。

七
〇
〇
七
・
一
一

非
原
産
材
料
の
焼
戻
し
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
〇
七
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
し
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。

七
〇
〇
七
・
二
一

非
原
産
材
料
の
焼
戻
し
又
は
積
層
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
〇
七
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
し
な
い
こ
と

を
条
件
と
す
る
。

八
七
〇
七
・
一
〇

第
八
七
〇
三
・
二
一
号
か
ら
第
八
七
〇

第
七
二
・
〇
七
項
、
第
七
二
・
一
八
項
及
び
第
七
二
・
二
四
項
の
非
原
産
で
あ
る
鉄
鋼
製
の
半
製
品
の

三
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
自
動
車
用
の

産
品
か
ら
の
生
産
（
注
）

鉄
鋼
製
ホ
ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
（
注
）

注

関
連
す
る
生
産
工
程
の
基
準
を
適
用
す
る
た
め
、

注

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
上
、
「
ホ

次
に
掲
げ
る
ホ
ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
の
部
品
は
、
当
該
ホ
ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
の
一
部
を
構
成
す
る
場
合

(a)

ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
」
と
は
、
金
属
部
品

に
は
、
鉄
鋼
製
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
溶
接
さ
れ
た
塗
装
前
の
車
体
を
い

Ａ
ピ
ラ
ー
、
Ｂ
ピ
ラ
ー
及
び
Ｃ
ピ
ラ
ー
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
品

い
、
フ
レ
ー
ム
及
び
車
体
部
品
の
組

サ
イ
ド
メ
ン
バ
ー
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

立
て
を
含
み
、
次
の
も
の
の
枠
組
構

ク
ロ
ス
メ
ン
バ
ー
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

造
の
中
の
組
立
て
を
除
く
。

フ
ロ
ア
サ
イ
ド
レ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

エ
ン
ジ
ン

サ
イ
ド
パ
ネ
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

シ
ャ
シ
の
部
分
組
立
品
及
び
ト

ル
ー
フ
サ
イ
ド
レ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

リ
ム
（
ガ
ラ
ス
、
腰
掛
け
、
椅
子

ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

張
り
用
品
、
電
子
部
品
等
）

ル
ー
フ
サ
ポ
ー
ト
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

可
動
部
品
（
ド
ア
、
ト
ラ
ン

リ
ア
ウ
ォ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

ク
、
ボ
ン
ネ
ッ
ト
及
び
フ
ェ
ン

フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

ダ
ー
）

バ
ン
パ
ー
ビ
ー
ム
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品
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一
〇
四
九

ら
こ
の
節
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
三
節

特
定
の
部
品
に
関
連
す
る
生
産
工
程
が
行
わ
れ
た
特
定
の
自
動
車
に
つ
い
て
の
品
目
別
原
産
地
規
則
の
適

用

１

第
八
七
〇
三
・
二
一
号
か
ら
第
八
七
〇
三
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
自
動
車
に
適
用
さ
れ
る
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定

め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
の
要
件
を
満
た
す
に
当
た
り
、
当
該
自
動
車
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
次
の
表

欄
に
掲
げ

(i)

る
材
料
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
締
約
国
の
原
産
材
料
と
み
な
す
。

当
該
材
料
に
適
用
さ
れ
る
附
属
書
三－

Ｂ
表
二
欄
に
定
め
る
品
目
別
原
産
地
規
則
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
。

(a)

次
の
表

欄
に
定
め
る
生
産
工
程
（
当
該
材
料
に
関
連
す
る
も
の
）
が
当
該
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
。

(b)

(ii)

表

欄

欄

(i)

(ii)

二
千
十
七
年
に
改
正
さ
れ
た

統
一
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
分
類

（
特
定
の
品
名
の
記
載
を
含
む
。
）
（
注
）

注

こ
の

欄
に
お
い
て
材
料
に
つ
い
て

(i)

の
特
定
の
品
名
の
記
載
を
含
む
場
合
に

関
連
す
る
生
産
工
程

は
、

欄
に
定
め
る
関
連
す
る
生
産
工

(ii)

程
は
、
当
該
材
料
に
つ
い
て
の
み
適
用

す
る
。

七
〇
〇
七
・
一
一

非
原
産
材
料
の
焼
戻
し
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
〇
七
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
し
な
い
こ
と
を
条
件
と

す
る
。

七
〇
〇
七
・
二
一

非
原
産
材
料
の
焼
戻
し
又
は
積
層
。
た
だ
し
、
第
七
〇
・
〇
七
項
の
非
原
産
材
料
を
使
用
し
な
い
こ
と

を
条
件
と
す
る
。

八
七
〇
七
・
一
〇

第
八
七
〇
三
・
二
一
号
か
ら
第
八
七
〇

第
七
二
・
〇
七
項
、
第
七
二
・
一
八
項
及
び
第
七
二
・
二
四
項
の
非
原
産
で
あ
る
鉄
鋼
製
の
半
製
品
の

三
・
九
〇
号
ま
で
の
各
号
の
自
動
車
用
の

産
品
か
ら
の
生
産
（
注
）

鉄
鋼
製
ホ
ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
（
注
）

注

関
連
す
る
生
産
工
程
の
基
準
を
適
用
す
る
た
め
、

注

こ
の
節
の
規
定
の
適
用
上
、
「
ホ

次
に
掲
げ
る
ホ
ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
の
部
品
は
、
当
該
ホ
ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
の
一
部
を
構
成
す
る
場
合

(a)

ワ
イ
ト
ボ
デ
ィ
」
と
は
、
金
属
部
品

に
は
、
鉄
鋼
製
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
溶
接
さ
れ
た
塗
装
前
の
車
体
を
い

Ａ
ピ
ラ
ー
、
Ｂ
ピ
ラ
ー
及
び
Ｃ
ピ
ラ
ー
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
品

い
、
フ
レ
ー
ム
及
び
車
体
部
品
の
組

サ
イ
ド
メ
ン
バ
ー
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

立
て
を
含
み
、
次
の
も
の
の
枠
組
構

ク
ロ
ス
メ
ン
バ
ー
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

造
の
中
の
組
立
て
を
除
く
。

フ
ロ
ア
サ
イ
ド
レ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

エ
ン
ジ
ン

サ
イ
ド
パ
ネ
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

シ
ャ
シ
の
部
分
組
立
品
及
び
ト

ル
ー
フ
サ
イ
ド
レ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

リ
ム
（
ガ
ラ
ス
、
腰
掛
け
、
椅
子

ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
サ
ポ
ー
ト
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

張
り
用
品
、
電
子
部
品
等
）

ル
ー
フ
サ
ポ
ー
ト
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

可
動
部
品
（
ド
ア
、
ト
ラ
ン

リ
ア
ウ
ォ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

ク
、
ボ
ン
ネ
ッ
ト
及
び
フ
ェ
ン

フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

ダ
ー
）

バ
ン
パ
ー
ビ
ー
ム
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品
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一
〇
五
〇

フ
ロ
ア
パ
ン
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

部
品
又
は
部
品
の
組
合
せ
は
、
そ
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、

に
掲
げ
る
部
品
と
同
一
の
機
能

(b)

(a)

を
果
た
す
場
合
に
は
、
同
様
に
鉄
鋼
製
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
七
〇
八
・
一
〇

バ
ン
パ
ー
（
そ
の
部
分
品
を
除
く
。
）

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
で
あ
る
ポ
リ
マ
ー
製
品
及
び
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
製
品
が
鋳

造
さ
れ
、
又
は
プ
レ
ス
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

八
七
〇
八
・
二
九

車
体
用
プ
レ
ス
部
品
（
そ
の
部
分
品
を
除

全
て
の
非
原
産
材
料
が
鋳
造
さ
れ
、
又
は
プ
レ
ス
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

く
。
）

扉
組
立
て
（
そ
の
部
分
品
を
除
く
。
）

ド
ア
ス
キ
ン
又
は
イ
ン
ソ
ー
ル
パ
ネ
ル
を
製
造
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
材
料
が
鋳
造

さ
れ
、
又
は
プ
レ
ス
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
で
あ
る
ド
ア
の
部
品
が
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
第
八
七
・
〇
八
項
の
非
原
産
材
料
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

八
七
〇
八
・
五
〇

駆
動
軸
（
差
動
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限

ド
ラ
イ
ブ
シ
ャ
フ
ト
及
び
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
ギ
ヤ
が
非
原
産
で
あ
る
金
属
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
か
ら

る
も
の
と
し
、
伝
動
装
置
の
そ
の
他
の
構

生
産
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
八
七
・
〇
八
項
の
非
原
産
材
料
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

成
部
品
を
有
す
る
か
有
し
な
い
か
を
問
わ

な
い
。
）

非
駆
動
軸
（
そ
の
部
分
品
を
除
く
。
）

非
駆
動
軸
が
非
原
産
で
あ
る
金
属
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
か
ら
生
産
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
八
七
・
〇

八
項
の
非
原
産
材
料
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

１
の
規
定
の
適
用
は
、
第
三
章
第
Ａ
節
及
び
附
属
書
三－

Ａ
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
四
節

前
節
の
規
定
の
実
施
に
つ
い
て
の
見
直
し
及
び
協
議

１

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
七
年
を
経
過
し
た
後
、
利
用
可
能
な
情
報
に
基
づ
い
て
い
ず
れ
か
の
締

約
国
に
よ
る
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
節
の
規
定
の
実
施
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
共
同
で
行
う
。

２

一
方
の
締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
見
直
し
の
開
始
の
後
、
他
方
の
締
約
国
と
の
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
の
証
拠
（
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
単
に
申
立
て
、
推
測
又
は
希
薄
な
可
能
性
に
基

づ
く
も
の
で
な
い
も
の
）
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

要
請
を
受
け
た
締
約
国
か
ら
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
へ
の
第
八
七
〇
三
・
二
一
号
か
ら
第
八
七
〇
三
・
九
〇
号
ま
で
の

(a)
各
号
の
産
品
の
輸
入
が
、
前
節
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
絶
対
量
に
お
い
て
又
は
国
内
生
産
量
に
比
較
し
て
の
相
対
量
に

お
い
て
著
し
く
増
加
し
た
こ
と
。

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
後
、
調
達
態
様
の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
（
当
該
変
更
が
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
に
お
け
る
直

(b)
接
に
競
合
す
る
産
品
の
国
内
生
産
者
に
対
し
て
競
争
上
の
悪
影
響
を
与
え
た
場
合
に
限
る
。
）
。

３

両
締
約
国
は
、
事
実
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
、
及
び
前
節
の
規
定
の
実
施
に
関
連
す
る
適
当
な
措
置
を
特
定
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
協
議
す
る
。
当
該
措
置
は
、
同
節
の
規
定
の
適
用
を
拡
大
す
る
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
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一
〇
五
一

フ
ロ
ア
パ
ン
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
部
品

部
品
又
は
部
品
の
組
合
せ
は
、
そ
の
名
称
に
か
か
わ
ら
ず
、

に
掲
げ
る
部
品
と
同
一
の
機
能

(b)

(a)

を
果
た
す
場
合
に
は
、
同
様
に
鉄
鋼
製
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
七
〇
八
・
一
〇

バ
ン
パ
ー
（
そ
の
部
分
品
を
除
く
。
）

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
で
あ
る
ポ
リ
マ
ー
製
品
及
び
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
製
品
が
鋳

造
さ
れ
、
又
は
プ
レ
ス
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

八
七
〇
八
・
二
九

車
体
用
プ
レ
ス
部
品
（
そ
の
部
分
品
を
除

全
て
の
非
原
産
材
料
が
鋳
造
さ
れ
、
又
は
プ
レ
ス
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

く
。
）

扉
組
立
て
（
そ
の
部
分
品
を
除
く
。
）

ド
ア
ス
キ
ン
又
は
イ
ン
ソ
ー
ル
パ
ネ
ル
を
製
造
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
材
料
が
鋳
造

さ
れ
、
又
は
プ
レ
ス
加
工
さ
れ
る
こ
と
。

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
で
あ
る
ド
ア
の
部
品
が
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
。
た
だ

し
、
第
八
七
・
〇
八
項
の
非
原
産
材
料
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

八
七
〇
八
・
五
〇

駆
動
軸
（
差
動
装
置
を
有
す
る
も
の
に
限

ド
ラ
イ
ブ
シ
ャ
フ
ト
及
び
デ
ィ
フ
ァ
レ
ン
シ
ャ
ル
ギ
ヤ
が
非
原
産
で
あ
る
金
属
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
か
ら

る
も
の
と
し
、
伝
動
装
置
の
そ
の
他
の
構

生
産
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
八
七
・
〇
八
項
の
非
原
産
材
料
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

成
部
品
を
有
す
る
か
有
し
な
い
か
を
問
わ

な
い
。
）

非
駆
動
軸
（
そ
の
部
分
品
を
除
く
。
）

非
駆
動
軸
が
非
原
産
で
あ
る
金
属
フ
ラ
ッ
ト
ロ
ー
ル
か
ら
生
産
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
八
七
・
〇

八
項
の
非
原
産
材
料
は
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

１
の
規
定
の
適
用
は
、
第
三
章
第
Ａ
節
及
び
附
属
書
三－

Ａ
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
四
節

前
節
の
規
定
の
実
施
に
つ
い
て
の
見
直
し
及
び
協
議

１

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
七
年
を
経
過
し
た
後
、
利
用
可
能
な
情
報
に
基
づ
い
て
い
ず
れ
か
の
締

約
国
に
よ
る
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
節
の
規
定
の
実
施
に
つ
い
て
の
見
直
し
を
共
同
で
行
う
。

２

一
方
の
締
約
国
は
、
１
に
規
定
す
る
見
直
し
の
開
始
の
後
、
他
方
の
締
約
国
と
の
協
議
を
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
の
証
拠
（
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
単
に
申
立
て
、
推
測
又
は
希
薄
な
可
能
性
に
基

づ
く
も
の
で
な
い
も
の
）
が
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

要
請
を
受
け
た
締
約
国
か
ら
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
へ
の
第
八
七
〇
三
・
二
一
号
か
ら
第
八
七
〇
三
・
九
〇
号
ま
で
の

(a)
各
号
の
産
品
の
輸
入
が
、
前
節
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
、
絶
対
量
に
お
い
て
又
は
国
内
生
産
量
に
比
較
し
て
の
相
対
量
に

お
い
て
著
し
く
増
加
し
た
こ
と
。

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
後
、
調
達
態
様
の
変
更
が
あ
っ
た
こ
と
（
当
該
変
更
が
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
に
お
け
る
直

(b)
接
に
競
合
す
る
産
品
の
国
内
生
産
者
に
対
し
て
競
争
上
の
悪
影
響
を
与
え
た
場
合
に
限
る
。
）
。

３

両
締
約
国
は
、
事
実
が
正
確
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
、
及
び
前
節
の
規
定
の
実
施
に
関
連
す
る
適
当
な
措
置
を
特
定
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
、
協
議
す
る
。
当
該
措
置
は
、
同
節
の
規
定
の
適
用
を
拡
大
す
る
も
の
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
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一
〇
五
二

４

締
約
国
は
、
両
締
約
国
間
で
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
意
見
の
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
十
二
章
の
規
定
に

よ
る
紛
争
解
決
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
属
書
三－

Ｃ

第
三
・
五
条
に
規
定
す
る
産
品

第
三
・
五
条
２
及
び
４
に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
次
の
統
一
シ
ス
テ
ム
の
類
又
は
項
に
分
類
さ
れ
る
産
品
に
限
る
。

第
二
類
か
ら
第
四
類
ま
で
の
各
類

(a)

第
〇
六
・
〇
四
項

(b)

第
七
類
及
び
第
八
類

(c)

第
〇
九
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
九
・
〇
四
項
ま
で
及
び
第
〇
九
・
〇
七
項
か
ら
第
〇
九
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項

(d)

第
一
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
一
〇
・
〇
三
項
ま
で
及
び
第
一
〇
・
〇
五
項
か
ら
第
一
〇
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項

(e)

第
一
一
・
〇
二
項
、
第
一
一
・
〇
三
項
及
び
第
一
一
・
〇
五
項
か
ら
第
一
一
・
〇
九
項
ま
で
の
各
項

(f)

第
一
二
・
〇
二
項
、
第
一
二
・
〇
八
項
及
び
第
一
二
・
一
〇
項
か
ら
第
一
二
・
一
四
項
ま
で
の
各
項

(g)

第
一
三
類
及
び
第
一
四
類

(h)

第
一
五
・
〇
一
項
、
第
一
五
・
〇
三
項
か
ら
第
一
五
・
〇
八
項
ま
で
及
び
第
一
五
・
一
一
項
か
ら
第
一
五
・
二
二
項
ま

(i)
で
の
各
項
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一
〇
五
三

４

締
約
国
は
、
両
締
約
国
間
で
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
に
関
す
る
意
見
の
相
違
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
十
二
章
の
規
定
に

よ
る
紛
争
解
決
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
属
書
三－

Ｃ

第
三
・
五
条
に
規
定
す
る
産
品

第
三
・
五
条
２
及
び
４
に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
次
の
統
一
シ
ス
テ
ム
の
類
又
は
項
に
分
類
さ
れ
る
産
品
に
限
る
。

第
二
類
か
ら
第
四
類
ま
で
の
各
類

(a)

第
〇
六
・
〇
四
項

(b)

第
七
類
及
び
第
八
類

(c)

第
〇
九
・
〇
一
項
か
ら
第
〇
九
・
〇
四
項
ま
で
及
び
第
〇
九
・
〇
七
項
か
ら
第
〇
九
・
一
〇
項
ま
で
の
各
項

(d)

第
一
〇
・
〇
一
項
か
ら
第
一
〇
・
〇
三
項
ま
で
及
び
第
一
〇
・
〇
五
項
か
ら
第
一
〇
・
〇
八
項
ま
で
の
各
項

(e)

第
一
一
・
〇
二
項
、
第
一
一
・
〇
三
項
及
び
第
一
一
・
〇
五
項
か
ら
第
一
一
・
〇
九
項
ま
で
の
各
項

(f)

第
一
二
・
〇
二
項
、
第
一
二
・
〇
八
項
及
び
第
一
二
・
一
〇
項
か
ら
第
一
二
・
一
四
項
ま
で
の
各
項

(g)

第
一
三
類
及
び
第
一
四
類

(h)

第
一
五
・
〇
一
項
、
第
一
五
・
〇
三
項
か
ら
第
一
五
・
〇
八
項
ま
で
及
び
第
一
五
・
一
一
項
か
ら
第
一
五
・
二
二
項
ま

(i)
で
の
各
項
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一
〇
五
四

第
一
六
・
〇
一
項
及
び
第
一
六
・
〇
三
項
か
ら
第
一
六
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項

(j)

第
一
七
・
〇
一
項
か
ら
第
一
七
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項

(k)

第
一
八
・
〇
三
項
、
第
一
八
・
〇
五
項
及
び
第
一
八
・
〇
六
項

(l)

第
一
九
・
〇
三
項

(m)

第
二
〇
類

(n)

第
二
一
・
〇
二
項
か
ら
第
二
一
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項

(o)

第
二
二
類

(p)

第
二
三
・
〇
一
項

(q)

第
二
四
・
〇
二
項
及
び
第
二
四
・
〇
三
項

(r)

第
二
五
類
か
ら
第
四
三
類
ま
で
の
各
類

(s)

第
四
四
・
〇
三
項
か
ら
第
四
四
・
〇
五
項
ま
で
及
び
第
四
四
・
〇
七
項
か
ら
第
四
四
・
二
一
項
ま
で
の
各
項

(t)

第
四
五
類
か
ら
第
四
九
類
ま
で
の
各
類

(u)

第
五
〇
・
〇
一
項
及
び
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項

(v)

第
五
一
・
〇
四
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項

(w)

第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項

(x)

第
五
三
・
〇
三
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項

(y)

第
五
四
類
か
ら
第
九
七
類
ま
で
の
各
類

(z)

和文【本文】附属書（２）.indd   1054 2020/10/26   8:15:24



一
〇
五
五

第
一
六
・
〇
一
項
及
び
第
一
六
・
〇
三
項
か
ら
第
一
六
・
〇
五
項
ま
で
の
各
項

(j)

第
一
七
・
〇
一
項
か
ら
第
一
七
・
〇
三
項
ま
で
の
各
項

(k)

第
一
八
・
〇
三
項
、
第
一
八
・
〇
五
項
及
び
第
一
八
・
〇
六
項

(l)

第
一
九
・
〇
三
項

(m)

第
二
〇
類

(n)

第
二
一
・
〇
二
項
か
ら
第
二
一
・
〇
六
項
ま
で
の
各
項

(o)

第
二
二
類

(p)

第
二
三
・
〇
一
項

(q)

第
二
四
・
〇
二
項
及
び
第
二
四
・
〇
三
項

(r)

第
二
五
類
か
ら
第
四
三
類
ま
で
の
各
類

(s)

第
四
四
・
〇
三
項
か
ら
第
四
四
・
〇
五
項
ま
で
及
び
第
四
四
・
〇
七
項
か
ら
第
四
四
・
二
一
項
ま
で
の
各
項

(t)

第
四
五
類
か
ら
第
四
九
類
ま
で
の
各
類

(u)

第
五
〇
・
〇
一
項
及
び
第
五
〇
・
〇
四
項
か
ら
第
五
〇
・
〇
七
項
ま
で
の
各
項

(v)

第
五
一
・
〇
四
項
か
ら
第
五
一
・
一
三
項
ま
で
の
各
項

(w)

第
五
二
・
〇
四
項
か
ら
第
五
二
・
一
二
項
ま
で
の
各
項

(x)

第
五
三
・
〇
三
項
か
ら
第
五
三
・
一
一
項
ま
で
の
各
項

(y)

第
五
四
類
か
ら
第
九
七
類
ま
で
の
各
類

(z)
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一
〇
五
六

附
属
書
三－

Ｄ

第
三
・
五
条
に
規
定
す
る
情
報

第
三
・
五
条
７
に
規
定
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
限
る
。

供
給
さ
れ
る
産
品
及
び
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
の
品
名
及
び
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分

(a)
類
番
号

価
額
方
式
が
附
属
書
三－
Ｂ
の
規
定
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
供
給
さ
れ
る
産
品
及
び
当
該
産
品
の
生
産
に

(b)
お
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
の
単
位
数
量
当
た
り
の
価
額
及
び
総
額

特
定
の
生
産
工
程
が
附
属
書
三－
Ｂ
の
規
定
に
従
っ
て
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
に
対
し
て

(c)
行
わ
れ
た
生
産
工
程
の
説
明

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
情
報
の
要
素
が
正
確
か
つ
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
供
給
者
に
よ
る
申
告
、

(d)

(a)

(c)

当
該
申
告
が
提
出
さ
れ
た
日
付
並
び
に
当
該
供
給
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
活
字
体
に
よ
る
も
の
）

附
属
書
三－

Ｅ

原
産
地
に
関
す
る
申
告
文

原
産
地
に
関
す
る
申
告
は
、
次
に
掲
げ
る
申
告
文
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
言
語
に
よ
る
も
の
を
用
い
て
、
及
び
輸
出
締
約
国
の

法
令
に
従
っ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
原
産
地
に
関
す
る
申
告
が
手
書
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
イ
ン
キ
に
よ
り
活
字
体

で
記
す
も
の
と
す
る
。
当
該
原
産
地
に
関
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
注
に
従
っ
て
作
成
す
る
。
注
は
、
再
度
記
載

す
る
必
要
は
な
い
。

日
本
語
に
よ
る
申
告
文

（期
間

.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
. か
ら

.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
. ま
で

（注
１

）
）

こ
の
文
書
の
対
象
と
な
る
産
品
の
輸
出
者

（輸
出
者
参
照
番
号

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

（注
２

）
）は

別
段
の
明
示
を
す
る
場
合
を

、

除
く
ほ
か

当
該
産
品
の
原
産
地

.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

（注
３

）が
特
恵
に
係
る
原
産
地
で
あ
る
こ
と
を
申
告
す
る

、
。

（用
い
ら
れ
た
原
産
性
の
基
準

（注
４

）
）

.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.

（場
所
及
び
日
付

（注
５

）
）
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一
〇
五
七

附
属
書
三－

Ｄ

第
三
・
五
条
に
規
定
す
る
情
報

第
三
・
五
条
７
に
規
定
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
限
る
。

供
給
さ
れ
る
産
品
及
び
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
の
品
名
及
び
統
一
シ
ス
テ
ム
の
関
税
分

(a)
類
番
号

価
額
方
式
が
附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
供
給
さ
れ
る
産
品
及
び
当
該
産
品
の
生
産
に

(b)
お
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
の
単
位
数
量
当
た
り
の
価
額
及
び
総
額

特
定
の
生
産
工
程
が
附
属
書
三－

Ｂ
の
規
定
に
従
っ
て
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
に
対
し
て

(c)
行
わ
れ
た
生
産
工
程
の
説
明

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
情
報
の
要
素
が
正
確
か
つ
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
供
給
者
に
よ
る
申
告
、

(d)

(a)

(c)

当
該
申
告
が
提
出
さ
れ
た
日
付
並
び
に
当
該
供
給
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
活
字
体
に
よ
る
も
の
）

附
属
書
三－

Ｅ

原
産
地
に
関
す
る
申
告
文

原
産
地
に
関
す
る
申
告
は
、
次
に
掲
げ
る
申
告
文
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
言
語
に
よ
る
も
の
を
用
い
て
、
及
び
輸
出
締
約
国
の

法
令
に
従
っ
て
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
原
産
地
に
関
す
る
申
告
が
手
書
き
で
あ
る
場
合
に
は
、
イ
ン
キ
に
よ
り
活
字
体

で
記
す
も
の
と
す
る
。
当
該
原
産
地
に
関
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
注
に
従
っ
て
作
成
す
る
。
注
は
、
再
度
記
載

す
る
必
要
は
な
い
。

日
本
語
に
よ
る
申
告
文

（期
間

.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
. か
ら

.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
. ま
で

（注
１

）
）

こ
の
文
書
の
対
象
と
な
る
産
品
の
輸
出
者

（輸
出
者
参
照
番
号

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

（注
２

）
）は

別
段
の
明
示
を
す
る
場
合
を

、

除
く
ほ
か

当
該
産
品
の
原
産
地

.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.

（注
３

）が
特
恵
に
係
る
原
産
地
で
あ
る
こ
と
を
申
告
す
る

、
。

（用
い
ら
れ
た
原
産
性
の
基
準

（注
４

）
）

.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
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.
..
.
.
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.
..
.
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.
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.
..
.
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.
..
.
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.
..
.
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.
..
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.
..
.
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.
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.
.
..
.
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.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.

（場
所
及
び
日
付

（注
５

）
）
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一
〇
五
八

.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
..
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.

（輸
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

（活
字
体
に
よ
る
も
の

）
）

.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

（
英
語
に
よ
る
申
告
文
は
省
略
）

注
１

原
産
地
に
関
す
る
申
告
が
第
三
・
十
七
条
５

に
規
定
す
る
同
一
の
原
産
品
の
二
回
以
上
の
輸
送
の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
申

(b)

告
が
適
用
さ
れ
る
期
間
を
記
載
す
る
。
当
該
期
間
は
、
十
二
箇
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
原
産
品
の
全
て
の
輸
入
は
、
記
載
さ
れ
た
期
間

内
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
期
間
の
適
用
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
、
空
欄
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
２

輸
出
者
が
特
定
さ
れ
る
参
照
番
号
を
記
載
す
る
。
英
国
の
輸
出
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
参
照
番
号
は
、
英
国
の
法
令
に
従
っ
て
割
り
当
て
ら
れ

る
番
号
と
す
る
。
日
本
国
の
輸
出
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
参
照
番
号
は
、
日
本
国
の
法
人
番
号
と
す
る
。
輸
出
者
が
番
号
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い

な
い
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
、
空
欄
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
３

産
品
の
原
産
地
（
英
国
又
は
日
本
国
）
を
記
載
す
る
。

注
４

場
合
に
応
じ
て
、
次
の
一
又
は
二
以
上
の
記
号
を
記
載
す
る
。

第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
「
Ａ
」

(a)

第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
「
Ｂ
」

(b)

第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
「
Ｃ
」
（
当
該
産
品
に
実
際
に
適
用
さ
れ
る
品
目
別
規
則
の
種
類
に
係
る
次
の
数
字
を

(c)

追
加
的
に
付
す
る
。
）

関
税
分
類
の
変
更
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
１
」

非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
又
は
最
小
限
の
域
内
原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
「
２
」

特
定
の
生
産
工
程
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
３
」

付
録
三－

Ｂ－

１
第
三
節
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
４
」

第
三
・
五
条
に
規
定
す
る
累
積
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
「
Ｄ
」

第
三
・
六
条
に
規
定
す
る
許
容
限
度
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
「
Ｅ
」

注
５

場
所
及
び
日
付
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
文
書
自
体
に
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

和文【本文】附属書（２）.indd   1058 2020/10/26   8:15:25



一
〇
五
九
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（輸
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

（活
字
体
に
よ
る
も
の

）
）
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.
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.
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（
英
語
に
よ
る
申
告
文
は
省
略
）

注
１

原
産
地
に
関
す
る
申
告
が
第
三
・
十
七
条
５

に
規
定
す
る
同
一
の
原
産
品
の
二
回
以
上
の
輸
送
の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
申

(b)

告
が
適
用
さ
れ
る
期
間
を
記
載
す
る
。
当
該
期
間
は
、
十
二
箇
月
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
原
産
品
の
全
て
の
輸
入
は
、
記
載
さ
れ
た
期
間

内
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
期
間
の
適
用
が
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
、
空
欄
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
２

輸
出
者
が
特
定
さ
れ
る
参
照
番
号
を
記
載
す
る
。
英
国
の
輸
出
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
参
照
番
号
は
、
英
国
の
法
令
に
従
っ
て
割
り
当
て
ら
れ

る
番
号
と
す
る
。
日
本
国
の
輸
出
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
参
照
番
号
は
、
日
本
国
の
法
人
番
号
と
す
る
。
輸
出
者
が
番
号
を
割
り
当
て
ら
れ
て
い

な
い
場
合
に
は
、
こ
の
欄
は
、
空
欄
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
３

産
品
の
原
産
地
（
英
国
又
は
日
本
国
）
を
記
載
す
る
。

注
４

場
合
に
応
じ
て
、
次
の
一
又
は
二
以
上
の
記
号
を
記
載
す
る
。

第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
「
Ａ
」

(a)

第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
「
Ｂ
」

(b)

第
三
・
二
条
１

に
規
定
す
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
「
Ｃ
」
（
当
該
産
品
に
実
際
に
適
用
さ
れ
る
品
目
別
規
則
の
種
類
に
係
る
次
の
数
字
を

(c)

追
加
的
に
付
す
る
。
）

関
税
分
類
の
変
更
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
１
」

非
原
産
材
料
の
最
大
限
の
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
又
は
最
小
限
の
域
内
原
産
割
合
（
価
額
に
基
づ
く
も
の
）
の
基
準
に
つ
い
て

は
、
「
２
」

特
定
の
生
産
工
程
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
３
」

付
録
三－

Ｂ－

１
第
三
節
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
４
」

第
三
・
五
条
に
規
定
す
る
累
積
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
「
Ｄ
」

第
三
・
六
条
に
規
定
す
る
許
容
限
度
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
「
Ｅ
」

注
５

場
所
及
び
日
付
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
が
文
書
自
体
に
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
〇
六
〇

附
属
書
六

食
品
添
加
物

両
締
約
国
は
、
第
六
章
の
規
定
を
達
成
す
る
た
め
、
食
品
添
加
物
の
申
請
及
び
承
認
手
続
に
関
す
る
透
明
性
及
び
予
見
可
能

性
の
重
要
性
を
認
識
し
、
並
び
に
次
の
事
項
を
再
確
認
し
、
及
び
約
束
す
る
。

１

両
締
約
国
は
、
食
品
添
加
物
に
つ
い
て
の
関
連
す
る
指
針
が
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
無
料
で
入
手
可
能
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
つ
つ
、
当
該
指
針
を
英
語
に
よ
り
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
奨
励
さ
れ
る
。
一
方
の
締
約
国
の
要
請
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
可
能
な
と
き
は
、
他
方
の
締
約
国
は
、
個
別
の
指
針
を
英
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

２

各
締
約
国
に
よ
る
情
報
の
要
求
は
、
食
品
添
加
物
の
承
認
の
た
め
に
必
要
な
も
の
に
限
ら
れ
る
。

３

各
締
約
国
は
、
食
品
添
加
物
、
酵
素
、
加
工
助
剤
又
は
栄
養
素
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
承
認
の
た
め
の
関
連
す
る
国
際
的
な

基
準
及
び
指
針
（
そ
の
範
囲
、
定
義
及
び
原
則
を
含
む
。
）
並
び
に
国
際
機
関
に
よ
る
危
険
性
の
評
価
を
考
慮
す
る
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
が
標
準
処
理
期
間
に
従
っ
て
承
認
手
続
を
行
う
こ
と
を
正
当
に
期
待
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
各
締
約
国
は
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。

食
品
添
加
物
の
承
認
が
不
当
に
遅
延
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
、
完
了
す
る
こ
と
。

(a)

食
品
添
加
物
の
承
認
の
た
め
の
各
手
続
の
標
準
処
理
期
間
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

(b)
５

両
締
約
国
は
、
食
品
添
加
物
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
承
認
手
続
に
重
大
な
変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
六
・
十
一
条

に
定
め
る
手
続
を
適
用
す
る
。

６

こ
の
附
属
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
両
締
約
国
が
第
六
章
の
規
定
の
趣
旨
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
承
認
手
続
の
設
定
、
維

持
、
改
正
又
は
修
正
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
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一
〇
六
一

附
属
書
六

食
品
添
加
物

両
締
約
国
は
、
第
六
章
の
規
定
を
達
成
す
る
た
め
、
食
品
添
加
物
の
申
請
及
び
承
認
手
続
に
関
す
る
透
明
性
及
び
予
見
可
能

性
の
重
要
性
を
認
識
し
、
並
び
に
次
の
事
項
を
再
確
認
し
、
及
び
約
束
す
る
。

１

両
締
約
国
は
、
食
品
添
加
物
に
つ
い
て
の
関
連
す
る
指
針
が
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
無
料
で
入
手
可
能
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
つ
つ
、
当
該
指
針
を
英
語
に
よ
り
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
奨
励
さ
れ
る
。
一
方
の
締
約
国
の
要
請
が

あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
可
能
な
と
き
は
、
他
方
の
締
約
国
は
、
個
別
の
指
針
を
英
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

２

各
締
約
国
に
よ
る
情
報
の
要
求
は
、
食
品
添
加
物
の
承
認
の
た
め
に
必
要
な
も
の
に
限
ら
れ
る
。

３

各
締
約
国
は
、
食
品
添
加
物
、
酵
素
、
加
工
助
剤
又
は
栄
養
素
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
承
認
の
た
め
の
関
連
す
る
国
際
的
な

基
準
及
び
指
針
（
そ
の
範
囲
、
定
義
及
び
原
則
を
含
む
。
）
並
び
に
国
際
機
関
に
よ
る
危
険
性
の
評
価
を
考
慮
す
る
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
が
標
準
処
理
期
間
に
従
っ
て
承
認
手
続
を
行
う
こ
と
を
正
当
に
期
待
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
各
締
約
国
は
、
次
の
こ
と
を
約
束
す
る
。

食
品
添
加
物
の
承
認
が
不
当
に
遅
延
す
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
、
完
了
す
る
こ
と
。

(a)

食
品
添
加
物
の
承
認
の
た
め
の
各
手
続
の
標
準
処
理
期
間
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
。

(b)
５

両
締
約
国
は
、
食
品
添
加
物
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
承
認
手
続
に
重
大
な
変
更
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
第
六
・
十
一
条

に
定
め
る
手
続
を
適
用
す
る
。

６

こ
の
附
属
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
両
締
約
国
が
第
六
章
の
規
定
の
趣
旨
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
承
認
手
続
の
設
定
、
維

持
、
改
正
又
は
修
正
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
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一
〇
六
二

附
属
書
八

－

Ａ

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
規
制
に
関
す
る
協
力

規
制
に
関
す
る
協
力
の
目
的

１

両
締
約
国
は
、
両
締
約
国
間
及
び
両
締
約
国
の
金
融
規
制
当
局
の
間
の
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
が
次
の
事
項
を
含
む
目
的

を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

金
融
シ
ス
テ
ム
の
強
化
及
び
金
融
の
安
定
性
の
促
進

（a）

市
場
の
健
全
性
の
改
善
及
び
望
ま
し
く
な
い
市
場
の
分
断
へ
の
対
処

(b)

公
平
か
つ
競
争
的
な
市
場
の
促
進

(c)

強
固
か
つ
効
率
的
な
機
関
、
市
場
及
び
基
盤
の
促
進

(d)

消
費
者
、
投
資
家
、
預
金
者
、
保
険
契
約
者
及
び
信
託
上
の
義
務
を
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
負
う
者
の
保
護

(e)

金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
た
め
の
透
明
性
及
び
予
見
可
能
性
の
あ
る
環
境
の
提
供

(f)

両
締
約
国
間
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資
の
強
化

(g)
２

両
締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
１
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
二
国
間
及
び
国
際
機
関
の
場
に
お
い

て
協
力
す
る
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
規
制
に
関
す
る
協
力
」
と
い
う
。
）
。

３

両
締
約
国
は
、
規
制
に
関
す
る
協
力
に
お
い
て
、
多
数
国
間
の
段
階
で
合
意
さ
れ
た
原
則
及
び
信
用
秩
序
の
維
持
に
係
る

基
準
に
立
脚
し
、
並
び
に
６
か
ら

ま
で
に
定
め
る
規
制
に
関
す
る
協
力
の
原
則
で
あ
っ
て
、

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る

14

23

25

枠
組
み
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
従
う
。

規
制
に
関
す
る
協
力
の
範
囲

４

規
制
に
関
す
る
協
力
は
、
両
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
全
て
の
分
野
（
相
互

に
関
心
を
有
す
る
新
た
な
課
題
を
含
む
。
）
を
対
象
と
す
る
。

５

こ
の
附
属
書
の
規
定
は
、
両
締
約
国
の
規
制
当
局
又
は
監
督
当
局
の
権
限
の
配
分
及
び
行
使
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は

な
い
。
両
締
約
国
は
、
両
締
約
国
の
規
制
に
関
す
る
協
力
が
両
締
約
国
間
に
存
在
す
る
こ
と
の
あ
る
市
場
の
構
造
及
び
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
の
相
違
に
つ
い
て
の
妥
当
な
考
慮
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

規
制
に
関
す
る
協
力
の
原
則

６

両
締
約
国
は
、
規
制
に
関
す
る
協
力
を
支
援
す
る
た
め
に
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
い
て
効

果
的
な
国
際
的
基
準
を
策
定
し
、
及
び
整
合
性
の
あ
る
実
施
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
国
際
基
準
設
定
機
関
に
お
い
て
協
力
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一
〇
六
三

附
属
書
八

－

Ａ

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
規
制
に
関
す
る
協
力

規
制
に
関
す
る
協
力
の
目
的

１

両
締
約
国
は
、
両
締
約
国
間
及
び
両
締
約
国
の
金
融
規
制
当
局
の
間
の
協
力
を
促
進
す
る
こ
と
が
次
の
事
項
を
含
む
目
的

を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

金
融
シ
ス
テ
ム
の
強
化
及
び
金
融
の
安
定
性
の
促
進

（a）

市
場
の
健
全
性
の
改
善
及
び
望
ま
し
く
な
い
市
場
の
分
断
へ
の
対
処

(b)

公
平
か
つ
競
争
的
な
市
場
の
促
進

(c)

強
固
か
つ
効
率
的
な
機
関
、
市
場
及
び
基
盤
の
促
進

(d)

消
費
者
、
投
資
家
、
預
金
者
、
保
険
契
約
者
及
び
信
託
上
の
義
務
を
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
負
う
者
の
保
護

(e)

金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
た
め
の
透
明
性
及
び
予
見
可
能
性
の
あ
る
環
境
の
提
供

(f)

両
締
約
国
間
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
及
び
投
資
の
強
化

(g)
２

両
締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
１
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
二
国
間
及
び
国
際
機
関
の
場
に
お
い

て
協
力
す
る
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
規
制
に
関
す
る
協
力
」
と
い
う
。
）
。

３

両
締
約
国
は
、
規
制
に
関
す
る
協
力
に
お
い
て
、
多
数
国
間
の
段
階
で
合
意
さ
れ
た
原
則
及
び
信
用
秩
序
の
維
持
に
係
る

基
準
に
立
脚
し
、
並
び
に
６
か
ら

ま
で
に
定
め
る
規
制
に
関
す
る
協
力
の
原
則
で
あ
っ
て
、

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る

14

23

25

枠
組
み
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
従
う
。

規
制
に
関
す
る
協
力
の
範
囲

４

規
制
に
関
す
る
協
力
は
、
両
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
全
て
の
分
野
（
相
互

に
関
心
を
有
す
る
新
た
な
課
題
を
含
む
。
）
を
対
象
と
す
る
。

５

こ
の
附
属
書
の
規
定
は
、
両
締
約
国
の
規
制
当
局
又
は
監
督
当
局
の
権
限
の
配
分
及
び
行
使
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は

な
い
。
両
締
約
国
は
、
両
締
約
国
の
規
制
に
関
す
る
協
力
が
両
締
約
国
間
に
存
在
す
る
こ
と
の
あ
る
市
場
の
構
造
及
び
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
の
相
違
に
つ
い
て
の
妥
当
な
考
慮
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

規
制
に
関
す
る
協
力
の
原
則

６

両
締
約
国
は
、
規
制
に
関
す
る
協
力
を
支
援
す
る
た
め
に
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
分
野
に
お
い
て
効

果
的
な
国
際
的
基
準
を
策
定
し
、
及
び
整
合
性
の
あ
る
実
施
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
国
際
基
準
設
定
機
関
に
お
い
て
協
力
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一
〇
六
四

す
る
。
各
締
約
国
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
け
る
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
基
準
が
自
国
の

領
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。
（
注
）

注

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
国
際
基
準
設
定
機
関
が
採
択
し
た
規
制
基
準
は
、
両
締
約
国
の
金
融
規
制
当
局
が
当
該
規
制
基
準
に
合
意
し
、
か

つ
、
当
該
国
際
基
準
設
定
機
関
に
参
加
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
基
準
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

７

両
締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
１
に
規
定
す
る
目
的
を
支
持
す
る
方
法
で
、
共
通
の
関
心
分
野
に
お
け
る
金
融

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
の
相
互
の
互
換
性
を
達
成
す
る
た
め
に
作
業
す
る
。
そ

の
作
業
に
は
、
効
果
に
着
目
し
た
一
貫
性
の
あ
る
規
制
上
の
取
組
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
及
び
不
必
要
に
負
担
と
な
り
、
重
複

し
、
又
は
相
違
の
あ
る
規
制
上
の
要
件
を
削
減
す
る
こ
と
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
立
法
手
続
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
け

る
規
制
に
関
す
る
予
定
さ
れ
る
取
組
で
あ
っ
て
他
方
の
締
約
国
に
関
連
し
得
る
も
の
に
関
し
、
早
期
の
通
報
を
受
け
、
か

つ
、
意
見
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

９

一
方
の
締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
に
依
拠
す
る
。
そ
の

依
拠
は
、
依
拠
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
に
基
づ
い
て
他
方

の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
（
当
該
枠
組
み
の
効
果
的
な
執
行
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
一
方

の
締
約
国
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
方
の
締
約
国
は
、
当
該
評
価
を
行
う
に
当
た
り
、
他
方
の
締
約
国
の
規
制

及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
が
自
国
の
枠
組
み
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
は
な
ら
ず
、
規
制
の
効
果
に
基
づ
い
て
評

価
を
行
う
。

一
方
の
締
約
国
が
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
に
依
拠
す
る
分
野
に
お
い
て
、
両
締
約
国
は
、
規

10
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
の
効
果
的
な
実
施
及
び
執
行
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
随
時
相
互
に
通
報

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
の
変
更
に
つ
い
て
相
互
に
協
議
し
、
並
び
に
監
督
及
び
執
行
に
関
す
る

情
報
の
交
換
の
た
め
に
適
当
な
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
が
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
に
依
拠
す
る
分
野
に
お
い
て
、
自
国
の

11
規
制
又
は
監
督
に
関
す
る
予
定
さ
れ
る
取
組
の
作
成
の
過
程
に
お
い
て
、
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組

み
へ
の
自
国
に
よ
る
依
拠
の
決
定
に
対
し
て
当
該
取
組
が
及
ぼ
す
影
響
に
妥
当
な
考
慮
を
払
う
。

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
か
ら
の
書
面
に
よ
る
特
別
の
要
請
に
よ
り
注
意
の
喚
起
を
受
け
た
措
置
で
あ
っ
て
、

12
他
方
の
締
約
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
自
国
の
領
域
に
お
い
て
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
能
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
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一
〇
六
五

す
る
。
各
締
約
国
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
け
る
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
基
準
が
自
国
の

領
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
、
か
つ
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。
（
注
）

注

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
国
際
基
準
設
定
機
関
が
採
択
し
た
規
制
基
準
は
、
両
締
約
国
の
金
融
規
制
当
局
が
当
該
規
制
基
準
に
合
意
し
、
か

つ
、
当
該
国
際
基
準
設
定
機
関
に
参
加
す
る
場
合
に
お
い
て
、
国
際
的
に
合
意
さ
れ
た
基
準
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

７

両
締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
１
に
規
定
す
る
目
的
を
支
持
す
る
方
法
で
、
共
通
の
関
心
分
野
に
お
け
る
金
融

サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
の
相
互
の
互
換
性
を
達
成
す
る
た
め
に
作
業
す
る
。
そ

の
作
業
に
は
、
効
果
に
着
目
し
た
一
貫
性
の
あ
る
規
制
上
の
取
組
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
及
び
不
必
要
に
負
担
と
な
り
、
重
複

し
、
又
は
相
違
の
あ
る
規
制
上
の
要
件
を
削
減
す
る
こ
と
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
立
法
手
続
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
け

る
規
制
に
関
す
る
予
定
さ
れ
る
取
組
で
あ
っ
て
他
方
の
締
約
国
に
関
連
し
得
る
も
の
に
関
し
、
早
期
の
通
報
を
受
け
、
か

つ
、
意
見
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
よ
う
最
善
の
努
力
を
払
う
。

９

一
方
の
締
約
国
は
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
に
依
拠
す
る
。
そ
の

依
拠
は
、
依
拠
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
一
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
に
基
づ
い
て
他
方

の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
（
当
該
枠
組
み
の
効
果
的
な
執
行
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
評
価
を
行
う
一
方

の
締
約
国
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
方
の
締
約
国
は
、
当
該
評
価
を
行
う
に
当
た
り
、
他
方
の
締
約
国
の
規
制

及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
が
自
国
の
枠
組
み
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
は
な
ら
ず
、
規
制
の
効
果
に
基
づ
い
て
評

価
を
行
う
。

一
方
の
締
約
国
が
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
に
依
拠
す
る
分
野
に
お
い
て
、
両
締
約
国
は
、
規

10
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
の
効
果
的
な
実
施
及
び
執
行
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
随
時
相
互
に
通
報

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
の
変
更
に
つ
い
て
相
互
に
協
議
し
、
並
び
に
監
督
及
び
執
行
に
関
す
る

情
報
の
交
換
の
た
め
に
適
当
な
仕
組
み
を
設
け
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
が
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
に
依
拠
す
る
分
野
に
お
い
て
、
自
国
の

11
規
制
又
は
監
督
に
関
す
る
予
定
さ
れ
る
取
組
の
作
成
の
過
程
に
お
い
て
、
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組

み
へ
の
自
国
に
よ
る
依
拠
の
決
定
に
対
し
て
当
該
取
組
が
及
ぼ
す
影
響
に
妥
当
な
考
慮
を
払
う
。

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
か
ら
の
書
面
に
よ
る
特
別
の
要
請
に
よ
り
注
意
の
喚
起
を
受
け
た
措
置
で
あ
っ
て
、

12
他
方
の
締
約
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
自
国
の
領
域
に
お
い
て
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
能
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
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一
〇
六
六

る
も
の
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
。
こ
の
見
直
し
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
影
響
が
重
要
で
あ
る
場
合
に
の
み
行
う
も
の
と

し
、
当
該
措
置
の
影
響
及
び
そ
の
重
要
性
に
関
す
る
明
確
な
説
明
を
含
む
も
の
と
す
る
。
当
該
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
当
該

措
置
の
相
互
の
互
換
性
の
有
無
及
び
程
度
を
考
慮
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
例
え
ば
次
の
場
合
に
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
特
定
の
分
野
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監

13
督
に
関
す
る
枠
組
み
へ
の
依
拠
の
決
定
を
撤
回
し
、
並
び
に
自
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
を
再
び
適
用
し
、
及

び
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
が
そ
の
効
果
に
つ
い
て
同
等
で
な
く
な
っ
た
場
合

(a)

他
方
の
締
約
国
が
そ
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
を
効
果
的
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

(b)

に
規
定
す
る
分
野
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
協
力
（
情
報
の
共
有
を
含
む
。
）
が
十
分
で
な
い
場
合

(c)

10
一
方
の
締
約
国
は
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
撤
回
の
決
定
を
行
う
前
に
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
撤
回
の
意
図
を
書
面

14

13

に
よ
り
通
報
す
る
。
両
締
約
国
は
、
そ
の
通
報
の
受
領
の
後
に
、
両
締
約
国
間
で
合
意
す
る
合
理
的
な
期
間
内
に
相
互
に
協

議
す
る
。
そ
の
協
議
に
は
、

か
ら

ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
仲
介
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

26

31

新
た
な
課
題

両
締
約
国
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
た
め
、
協
力
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お

15
け
る
知
識
、
経
験
及
び
発
展
を
共
有
し
、
並
び
に
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
国
境
を
越
え
る
発
展
を
円
滑
に
す
る
よ
う
努
め

る
。両

締
約
国
は
、
二
千
十
五
年
九
月
二
十
五
日
に
国
際
連
合
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
「
我
々
の
世
界
を
変
革
す
る
：
持

16
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
二
千
三
十
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
と
題
す
る
二
千
十
五
年
の
後
の
開
発
の
た
め
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
採
択
す

る
た
め
の
国
際
連
合
の
首
脳
会
議
の
成
果
文
書
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
及
び
気
候
変
動
対
策
の
た
め
の
行
動
を
含
む
。
）
に

適
合
す
る
持
続
可
能
か
つ
包
摂
的
な
経
済
を
構
築
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
す
る
。

日
英
合
同
金
融
規
制
フ
ォ
ー
ラ
ム

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
日
英
合
同
金
融
規
制
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
置
す
る
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お

17
い
て
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
。
）
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
両
締
約
国
間
の
規
制
に
関
す
る
協
力
の
運
営
に
責
任
を
負
う
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
特
に
、
そ
の
進
捗
状

18
況
を
検
討
し
、
及
び
規
制
に
関
す
る
協
力
の
将
来
の
計
画
を
作
成
す
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
６
か
ら

ま
で
に
定
め
る
規
制

14

に
関
す
る
協
力
の
原
則
で
あ
っ
て
、

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
枠
組
み
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
を
遵
守
す
る
。

23

25
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一
〇
六
七

る
も
の
に
つ
い
て
見
直
し
を
行
う
。
こ
の
見
直
し
の
要
請
に
つ
い
て
は
、
影
響
が
重
要
で
あ
る
場
合
に
の
み
行
う
も
の
と

し
、
当
該
措
置
の
影
響
及
び
そ
の
重
要
性
に
関
す
る
明
確
な
説
明
を
含
む
も
の
と
す
る
。
当
該
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
当
該

措
置
の
相
互
の
互
換
性
の
有
無
及
び
程
度
を
考
慮
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
例
え
ば
次
の
場
合
に
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
特
定
の
分
野
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監

13
督
に
関
す
る
枠
組
み
へ
の
依
拠
の
決
定
を
撤
回
し
、
並
び
に
自
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
を
再
び
適
用
し
、
及

び
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
の
締
約
国
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
が
そ
の
効
果
に
つ
い
て
同
等
で
な
く
な
っ
た
場
合

(a)

他
方
の
締
約
国
が
そ
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
を
効
果
的
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

(b)

に
規
定
す
る
分
野
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
協
力
（
情
報
の
共
有
を
含
む
。
）
が
十
分
で
な
い
場
合

(c)

10
一
方
の
締
約
国
は
、

の
規
定
に
基
づ
い
て
撤
回
の
決
定
を
行
う
前
に
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
撤
回
の
意
図
を
書
面

14

13

に
よ
り
通
報
す
る
。
両
締
約
国
は
、
そ
の
通
報
の
受
領
の
後
に
、
両
締
約
国
間
で
合
意
す
る
合
理
的
な
期
間
内
に
相
互
に
協

議
す
る
。
そ
の
協
議
に
は
、

か
ら

ま
で
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
仲
介
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

26

31

新
た
な
課
題

両
締
約
国
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
支
援
す
る
た
め
、
協
力
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お

15
け
る
知
識
、
経
験
及
び
発
展
を
共
有
し
、
並
び
に
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
国
境
を
越
え
る
発
展
を
円
滑
に
す
る
よ
う
努
め

る
。両

締
約
国
は
、
二
千
十
五
年
九
月
二
十
五
日
に
国
際
連
合
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
「
我
々
の
世
界
を
変
革
す
る
：
持

16
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
二
千
三
十
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
と
題
す
る
二
千
十
五
年
の
後
の
開
発
の
た
め
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
採
択
す

る
た
め
の
国
際
連
合
の
首
脳
会
議
の
成
果
文
書
（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
及
び
気
候
変
動
対
策
の
た
め
の
行
動
を
含
む
。
）
に

適
合
す
る
持
続
可
能
か
つ
包
摂
的
な
経
済
を
構
築
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
す
る
。

日
英
合
同
金
融
規
制
フ
ォ
ー
ラ
ム

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
日
英
合
同
金
融
規
制
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
設
置
す
る
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お

17
い
て
「
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
い
う
。
）
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
両
締
約
国
間
の
規
制
に
関
す
る
協
力
の
運
営
に
責
任
を
負
う
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
特
に
、
そ
の
進
捗
状

18
況
を
検
討
し
、
及
び
規
制
に
関
す
る
協
力
の
将
来
の
計
画
を
作
成
す
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
６
か
ら

ま
で
に
定
め
る
規
制

14

に
関
す
る
協
力
の
原
則
で
あ
っ
て
、

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
枠
組
み
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
を
遵
守
す
る
。

23

25
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一
〇
六
八

各
締
約
国
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
の
構
成
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、

19
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
英
国
政
府
（
財
務
省
を
含
む
。
）
並
び
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
及
び
金
融
行
為
規
制
機
構
並
び
に
こ
れ
ら

の
後
継
機
関
並
び
に
日
本
国
政
府
（
金
融
庁
及
び
そ
の
後
継
機
関
を
含
む
。
）
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
規

制
上
の
問
題
に
技
術
的
な
段
階
に
お
い
て
責
任
を
負
う
も
の
か
ら
成
る
。
一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
他

方
の
締
約
国
の
領
域
内
の
他
の
金
融
規
制
当
局
又
は
金
融
監
督
当
局
の
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
討

議
及
び
準
備
作
業
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
金
融
規
制
当
局
又
は
金
融
監
督
当
局
の
代
表
者
を
招
請
す
る
よ

う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
の
締
約
国
は
、
そ
の
要
請
に
積
極
的
な
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
合
は
、
英
国
財
務
省
及
び
日
本
国
金
融
庁
又
は
こ
れ
ら
の
後
継
機
関
の
上
級
職
員
を
そ
の
共
同
議
長
と

20
す
る
。

各
締
約
国
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
、
規
制
に
関
す
る
協
力
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
連
絡
部
局
を
指
定
す
る
。
フ
ォ
ー

21
ラ
ム
は
、
特
定
の
事
項
を
検
討
す
る
た
め
、
専
門
家
に
よ
る
作
業
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
合
は
、
少
な
く
と
も
年
一
回
及
び
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
構
成
員
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
英

22
国
及
び
日
本
国
に
お
い
て
交
互
に
開
催
す
る
。
当
該
会
合
は
、
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
両
締
約
国
が
合
意
す
る
と
き
は
、

こ
れ
に
代
え
て
ビ
デ
オ
会
議
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
制
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
枠
組
み

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
６
か
ら

ま
で
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
規
制
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
枠
組
み
を
定
め
、
及
び
適

23

16

用
す
る
。

規
制
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
枠
組
み
に
は
、
次
の
事
項
を
含
め
る
。

24

各
締
約
国
の
立
法
手
続
及
び
行
政
手
続
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
他
方
の
締
約
国
と
の
情
報
の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
適

(a)
当
な
形
態
の
仕
組
み

相
互
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
へ
の
依
拠
に
関
す
る
指
針
で
あ
っ
て
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
金
融
規
制
の

(b)
特
定
の
分
野
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
る
も
の

一
方
の
締
約
国
が
他
方
の
締
約
国
の
特
別
の
要
請
に
よ
り
注
意
の
喚
起
を
受
け
た

に
規
定
す
る
措
置
を
見
直
す
手
続

(c)

12

金
融
に
お
け
る
多
様
性
、
持
続
可
能
な
金
融
及
び
両
締
約
国
が
合
意
す
る
関
連
す
る
他
の
新
た
な
課
題
に
つ
い
て
の
経

(d)
験
及
び
最
良
の
慣
行
の
交
換

付
託
事
項
及
び
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
管
理
に
関
す
る
指
針

(e)
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一
〇
六
九

各
締
約
国
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
の
構
成
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、

19
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
英
国
政
府
（
財
務
省
を
含
む
。
）
並
び
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
及
び
金
融
行
為
規
制
機
構
並
び
に
こ
れ
ら

の
後
継
機
関
並
び
に
日
本
国
政
府
（
金
融
庁
及
び
そ
の
後
継
機
関
を
含
む
。
）
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
規

制
上
の
問
題
に
技
術
的
な
段
階
に
お
い
て
責
任
を
負
う
も
の
か
ら
成
る
。
一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
他

方
の
締
約
国
の
領
域
内
の
他
の
金
融
規
制
当
局
又
は
金
融
監
督
当
局
の
活
動
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
討

議
及
び
準
備
作
業
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
当
該
金
融
規
制
当
局
又
は
金
融
監
督
当
局
の
代
表
者
を
招
請
す
る
よ

う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
の
締
約
国
は
、
そ
の
要
請
に
積
極
的
な
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
合
は
、
英
国
財
務
省
及
び
日
本
国
金
融
庁
又
は
こ
れ
ら
の
後
継
機
関
の
上
級
職
員
を
そ
の
共
同
議
長
と

20
す
る
。

各
締
約
国
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
、
規
制
に
関
す
る
協
力
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
連
絡
部
局
を
指
定
す
る
。
フ
ォ
ー

21
ラ
ム
は
、
特
定
の
事
項
を
検
討
す
る
た
め
、
専
門
家
に
よ
る
作
業
部
会
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
会
合
は
、
少
な
く
と
も
年
一
回
及
び
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
構
成
員
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
英

22
国
及
び
日
本
国
に
お
い
て
交
互
に
開
催
す
る
。
当
該
会
合
は
、
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
両
締
約
国
が
合
意
す
る
と
き
は
、

こ
れ
に
代
え
て
ビ
デ
オ
会
議
に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
制
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
枠
組
み

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
６
か
ら

ま
で
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
規
制
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
枠
組
み
を
定
め
、
及
び
適

23

16

用
す
る
。

規
制
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
枠
組
み
に
は
、
次
の
事
項
を
含
め
る
。

24

各
締
約
国
の
立
法
手
続
及
び
行
政
手
続
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
他
方
の
締
約
国
と
の
情
報
の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
適

(a)
当
な
形
態
の
仕
組
み

相
互
の
規
制
及
び
監
督
に
関
す
る
枠
組
み
へ
の
依
拠
に
関
す
る
指
針
で
あ
っ
て
、
実
行
可
能
な
場
合
に
は
金
融
規
制
の

(b)
特
定
の
分
野
に
つ
い
て
準
用
さ
れ
る
も
の

一
方
の
締
約
国
が
他
方
の
締
約
国
の
特
別
の
要
請
に
よ
り
注
意
の
喚
起
を
受
け
た

に
規
定
す
る
措
置
を
見
直
す
手
続

(c)

12

金
融
に
お
け
る
多
様
性
、
持
続
可
能
な
金
融
及
び
両
締
約
国
が
合
意
す
る
関
連
す
る
他
の
新
た
な
課
題
に
つ
い
て
の
経

(d)
験
及
び
最
良
の
慣
行
の
交
換

付
託
事
項
及
び
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
管
理
に
関
す
る
指
針

(e)
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一
〇
七
〇

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
技
術
的
な
仲
介
の
た
め
の
手
続

(f)

26

31

両
締
約
国
が
合
意
す
る
規
制
に
関
す
る
協
力
を
促
進
す
る
た
め
の
他
の
取
決
め

(g)
規
制
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
国
境
を
越
え
て
行
わ
れ
る
監
督
及
び
執
行
に
つ
い
て
の
協
力
を
円

25
滑
に
す
る
た
め
、
具
体
的
な
取
決
め
を
定
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

技
術
的
な
仲
介

こ
の
附
属
書
の
規
定
は
、
第
二
十
二
章
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

26

一
方
の
締
約
国
は
、

の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
６
か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
規

27

26

14

制
に
関
す
る
協
力
の
原
則
に
関
す
る
技
術
的
な
仲
介
の
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
を
書
面
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

技
術
的
な
仲
介
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
両
締
約
国
が
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
当
該
手
続
を
利
用
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
後
に

お
い
て
の
み
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
手
続
を
開
始
す
る
両
締
約
国
の
合
意
に
よ
り
、
技
術
的
な
仲
介
の
た
め
の
作
業
部

28

27

会
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
作
業
部
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
作
業
部
会
は
、
各
締
約
国
の
代
表
者
（
関
連

す
る
金
融
規
制
当
局
又
は
金
融
監
督
当
局
の
代
表
者
を
含
む
。
）
か
ら
成
り
、
及
び
関
連
の
専
門
知
識
を
有
す
る
仲
介
人

（
両
締
約
国
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
か
つ
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
も
の
）
が
議
長
を
務
め
る
。

作
業
部
会
は
、
両
締
約
国
が
合
意
す
る
合
理
的
な
期
間
内
に
紛
争
の
解
決
に
合
意
す
る
た
め
に
作
業
す
る
よ
う
最
善
の
努

29
力
を
払
う
。

の
規
定
に
従
っ
て
任
命
さ
れ
た
議
長
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
共
同
議
長
に
対
し
、
技
術
的
な
仲
介
の
結
果
を
付
し
た
報
告

30

28
書
を
提
出
す
る
。

両
締
約
国
は
、
こ
の
附
属
書
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
誠
実
に
行
動
す
る
。

31
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一
〇
七
一

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
技
術
的
な
仲
介
の
た
め
の
手
続

(f)

26

31

両
締
約
国
が
合
意
す
る
規
制
に
関
す
る
協
力
を
促
進
す
る
た
め
の
他
の
取
決
め

(g)
規
制
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
国
境
を
越
え
て
行
わ
れ
る
監
督
及
び
執
行
に
つ
い
て
の
協
力
を
円

25
滑
に
す
る
た
め
、
具
体
的
な
取
決
め
を
定
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

技
術
的
な
仲
介

こ
の
附
属
書
の
規
定
は
、
第
二
十
二
章
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

26

一
方
の
締
約
国
は
、

の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
６
か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
規

27

26

14

制
に
関
す
る
協
力
の
原
則
に
関
す
る
技
術
的
な
仲
介
の
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
を
書
面
に
よ
り
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

技
術
的
な
仲
介
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
両
締
約
国
が
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
当
該
手
続
を
利
用
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
後
に

お
い
て
の
み
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、

の
規
定
に
従
っ
て
手
続
を
開
始
す
る
両
締
約
国
の
合
意
に
よ
り
、
技
術
的
な
仲
介
の
た
め
の
作
業
部

28

27

会
（
以
下
こ
の
附
属
書
に
お
い
て
「
作
業
部
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。
作
業
部
会
は
、
各
締
約
国
の
代
表
者
（
関
連

す
る
金
融
規
制
当
局
又
は
金
融
監
督
当
局
の
代
表
者
を
含
む
。
）
か
ら
成
り
、
及
び
関
連
の
専
門
知
識
を
有
す
る
仲
介
人

（
両
締
約
国
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
か
つ
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
も
の
）
が
議
長
を
務
め
る
。

作
業
部
会
は
、
両
締
約
国
が
合
意
す
る
合
理
的
な
期
間
内
に
紛
争
の
解
決
に
合
意
す
る
た
め
に
作
業
す
る
よ
う
最
善
の
努

29
力
を
払
う
。

の
規
定
に
従
っ
て
任
命
さ
れ
た
議
長
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
共
同
議
長
に
対
し
、
技
術
的
な
仲
介
の
結
果
を
付
し
た
報
告

30

28
書
を
提
出
す
る
。

両
締
約
国
は
、
こ
の
附
属
書
の
規
定
の
下
で
生
ず
る
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
誠
実
に
行
動
す
る
。

31
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一
〇
七
二

附
属
書
八

－

Ｂ

第
八
章
に
関
す
る
表

附
属
書
Ⅰ

現
行
の
措
置
に
関
す
る
留
保

（
こ
の
附
属
書
中
英
国
の
表
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

日
本
国
の
表

頭
注

１

こ
の
表
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
に
適
合
し
な
い
現
行
の
措
置
に
関
し
て
日
本
国
が
付
す
る
留

保
に
つ
い
て
、
第
八
・
十
二
条
、
第
八
・
十
八
条
及
び
第
八
・
二
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
注
）

注

透
明
性
の
観
点
か
ら
、
こ
の
表
の
留
保
に
は
、
第
一
・
五
条
又
は
第
八
・
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
が
と
る
措
置
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。

第
八
・
七
条
又
は
第
八
・
十
五
条

(a)

第
八
・
八
条
又
は
第
八
・
十
六
条

(b)

第
八
・
九
条
又
は
第
八
・
十
七
条

(c)

第
八
・
十
条

(d)

第
八
・
十
一
条

(e)
２

留
保
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

分
野
。
「
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
一
般
的
な
分
野
を
示
す
。

(a)

小
分
野
。
「
小
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
個
別
の
分
野
を
示
す
。

(b)

産
業
分
類
。
「
産
業
分
類
」
に
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
で
あ
っ
て
、
該
当
す
る
国
内
産
業

(c)
分
類
又
は
国
際
産
業
分
類
の
下
で
行
わ
れ
る
も
の
を
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
の
み
示
す
。

関
連
す
る
義
務
。
「
関
連
す
る
義
務
」
に
は
、
１
に
規
定
す
る
義
務
で
あ
っ
て
留
保
の
対
象
と
な
る
も
の
を
特
定
す

(d)
る
。政

府
の
段
階
。
「
政
府
の
段
階
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
措
置
を
維
持
す
る
政
府
の
段
階
を
示
す
。

(e)

措
置
。
「
措
置
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
現
行
の
法
令
そ
の
他
の
措
置
を
明
示
す
る
。
「
措
置
」
の
事
項
に
記
載

(f)
す
る
措
置
は
、

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
改
正
さ
れ
て
お
り
、
継
続
し
て
お
り
、
又
は
更
新
さ
れ
て
い
る
措
置
を

(i)
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一
〇
七
三

附
属
書
八

－

Ｂ

第
八
章
に
関
す
る
表

附
属
書
Ⅰ

現
行
の
措
置
に
関
す
る
留
保

（
こ
の
附
属
書
中
英
国
の
表
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

日
本
国
の
表

頭
注

１

こ
の
表
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
に
適
合
し
な
い
現
行
の
措
置
に
関
し
て
日
本
国
が
付
す
る
留

保
に
つ
い
て
、
第
八
・
十
二
条
、
第
八
・
十
八
条
及
び
第
八
・
二
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
注
）

注

透
明
性
の
観
点
か
ら
、
こ
の
表
の
留
保
に
は
、
第
一
・
五
条
又
は
第
八
・
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
が
と
る
措
置
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。

第
八
・
七
条
又
は
第
八
・
十
五
条

(a)

第
八
・
八
条
又
は
第
八
・
十
六
条

(b)

第
八
・
九
条
又
は
第
八
・
十
七
条

(c)

第
八
・
十
条

(d)

第
八
・
十
一
条

(e)
２

留
保
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

分
野
。
「
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
一
般
的
な
分
野
を
示
す
。

(a)

小
分
野
。
「
小
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
個
別
の
分
野
を
示
す
。

(b)

産
業
分
類
。
「
産
業
分
類
」
に
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
で
あ
っ
て
、
該
当
す
る
国
内
産
業

(c)
分
類
又
は
国
際
産
業
分
類
の
下
で
行
わ
れ
る
も
の
を
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
の
み
示
す
。

関
連
す
る
義
務
。
「
関
連
す
る
義
務
」
に
は
、
１
に
規
定
す
る
義
務
で
あ
っ
て
留
保
の
対
象
と
な
る
も
の
を
特
定
す

(d)
る
。政

府
の
段
階
。
「
政
府
の
段
階
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
措
置
を
維
持
す
る
政
府
の
段
階
を
示
す
。

(e)

措
置
。
「
措
置
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
現
行
の
法
令
そ
の
他
の
措
置
を
明
示
す
る
。
「
措
置
」
の
事
項
に
記
載

(f)
す
る
措
置
は
、

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
改
正
さ
れ
て
お
り
、
継
続
し
て
お
り
、
又
は
更
新
さ
れ
て
い
る
措
置
を

(i)
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一
〇
七
四

い
い
、
ま
た
、

当
該
措
置
の
委
任
を
受
け
て
採
用
さ
れ
、
又
は
維
持
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
適
合
す
る
補
助
的
な

(ii)

措
置
を
含
む
。

概
要
。
「
概
要
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
現
行
の
措
置
が
１
に
規
定
す
る
義
務
に
適
合
し
な
い
点
を
記
載
す
る
。

(g)
３

留
保
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
留
保
は
、
当
該
留
保
が
付
さ
れ
る
節
の

関
連
規
定
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
。
「
措
置
」
の
事
項
が
他
の
全
て
の
事
項
に
優
先
す
る
。

４

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、

日
本
国
は
、
第
八
・
六
十
五
条
の
文
脈
に
お
け
る
信
用
秩
序
の
維
持
を
理
由
と
し
て
、
業
務
上
の
拠
点
の
法
的
な
形
態

(a)
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
日
本
国
は
、
同
様
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
へ
の
進
出
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
（
こ
の
よ
う
な
信
用
秩
序
の
維
持
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
規
制
の
枠
組
み
に
合
致
す
る
も
の
）
を
課
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い

て
、
証
券
会
社
は
、
日
本
国
の
関
係
法
令
に
定
義
す
る
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
及
び
銀
行
は
、
当
該

関
係
法
令
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
積
極
的
な
勧
誘
を
行
う
こ
と
な
く
英
国
の
領
域
に
お
い
て
日
本
国
内
の
サ
ー
ビ
ス
消
費
者
に
提
供

(b)
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
八
・
二
条

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
認
め
る
。

(d)
(ii)

５

海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
内
航
海
運
に
係
る
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
は
、
第
八
・

六
条
２

の
規
定
に
よ
り
第
八
章
第
Ｂ
節
の
規
定
の
適
用
範
囲
か
ら
及
び
第
八
・
十
四
条
２

の
規
定
に
よ
り
同
章
第
Ｃ
節

(a)

(a)

の
規
定
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

６

第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
周
波
数
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
利
用
可
能
性
に
関

す
る
日
本
国
の
法
令
は
、
特
定
の
約
束
に
係
る
表
へ
の
記
載
の
た
め
の
指
針
（
二
千
一
年
三
月
二
十
八
日
付
け
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
文

書
Ｓ
／
Ｌ
／
第
九
十
二
号
）
の
別
添
六
を
考
慮
し
て
、
こ
の
日
本
国
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

７

こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
規
定
の
適
用
上
、
「
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
総
務
省
が
作
成
し
、
二
千
十
三
年
十
月
三
十
日

に
改
定
し
た
日
本
標
準
産
業
分
類
を
い
う
。
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一
〇
七
五

い
い
、
ま
た
、

当
該
措
置
の
委
任
を
受
け
て
採
用
さ
れ
、
又
は
維
持
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
措
置
に
適
合
す
る
補
助
的
な

(ii)

措
置
を
含
む
。

概
要
。
「
概
要
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
現
行
の
措
置
が
１
に
規
定
す
る
義
務
に
適
合
し
な
い
点
を
記
載
す
る
。

(g)
３

留
保
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
留
保
は
、
当
該
留
保
が
付
さ
れ
る
節
の

関
連
規
定
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
。
「
措
置
」
の
事
項
が
他
の
全
て
の
事
項
に
優
先
す
る
。

４

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、

日
本
国
は
、
第
八
・
六
十
五
条
の
文
脈
に
お
け
る
信
用
秩
序
の
維
持
を
理
由
と
し
て
、
業
務
上
の
拠
点
の
法
的
な
形
態

(a)
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
日
本
国
は
、
同
様
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
へ
の
進
出
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
（
こ
の
よ
う
な
信
用
秩
序
の
維
持
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
規
制
の
枠
組
み
に
合
致
す
る
も
の
）
を
課
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い

て
、
証
券
会
社
は
、
日
本
国
の
関
係
法
令
に
定
義
す
る
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
及
び
銀
行
は
、
当
該

関
係
法
令
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
積
極
的
な
勧
誘
を
行
う
こ
と
な
く
英
国
の
領
域
に
お
い
て
日
本
国
内
の
サ
ー
ビ
ス
消
費
者
に
提
供

(b)
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
八
・
二
条

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
認
め
る
。

(d)
(ii)

５

海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
内
航
海
運
に
係
る
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
は
、
第
八
・

六
条
２

の
規
定
に
よ
り
第
八
章
第
Ｂ
節
の
規
定
の
適
用
範
囲
か
ら
及
び
第
八
・
十
四
条
２

の
規
定
に
よ
り
同
章
第
Ｃ
節

(a)

(a)

の
規
定
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

６

第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
周
波
数
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
利
用
可
能
性
に
関

す
る
日
本
国
の
法
令
は
、
特
定
の
約
束
に
係
る
表
へ
の
記
載
の
た
め
の
指
針
（
二
千
一
年
三
月
二
十
八
日
付
け
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
文

書
Ｓ
／
Ｌ
／
第
九
十
二
号
）
の
別
添
六
を
考
慮
し
て
、
こ
の
日
本
国
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

７

こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
規
定
の
適
用
上
、
「
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
総
務
省
が
作
成
し
、
二
千
十
三
年
十
月
三
十
日

に
改
定
し
た
日
本
標
準
産
業
分
類
を
い
う
。

和文【本文】附属書（２）.indd   1075 2020/10/26   8:15:29



一
〇
七
六

一

分
野

農
林
水
産
業
及
び
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
で
あ
っ

て
、
附
属
書
八

－

Ｂ
附
属
書
Ⅱ
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
一
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
一

農
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
二

林
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三

漁
業
（
水
産
養
殖
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四

水
産
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
二
四

農
業
協
同
組
合

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
二
五

漁
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
七
一

農
林
水
産
業
協
同
組
合
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
農
林
水
産
業

及
び
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
で
あ
っ
て
、
附
属

書
八

－

Ｂ
附
属
書
Ⅱ
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
一
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
へ
の
投
資
を
行
お
う

と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
日
本
経
済
の
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
事
態

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
概
要
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
の
項
、
十
二
の
項
、
十
三
の
項
、
十

五
の
項
、
三
十
七
の
項
、
四
十
三
の
項
、
四
十
四
の
項
、
五
十
二
の
項
及
び
五
十
四
の
項
に
規
定
す
る

「
国
の
安
全
」
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
第
一
・
五
条
の
規
定
が
当
該
審
査
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
又
は
日
本
国
が
当
該
審
査
を
正
当
化
す
る
た
め
に
同
条
の
規
定
を
援
用
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

二

分
野

自
動
車
整
備
業

小
分
野

自
動
車
特
定
整
備
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
九

自
動
車
整
備
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

自
動
車
特
定
整
備
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
業
場
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
事
業
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一
〇
七
七

一

分
野

農
林
水
産
業
及
び
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
で
あ
っ

て
、
附
属
書
八

－

Ｂ
附
属
書
Ⅱ
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
一
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
一

農
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
二

林
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三

漁
業
（
水
産
養
殖
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四

水
産
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
二
四

農
業
協
同
組
合

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
二
五

漁
業
協
同
組
合
、
水
産
加
工
業
協
同
組
合

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
七
一

農
林
水
産
業
協
同
組
合
（
他
に
分
類
さ
れ
な
い
も
の
）

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
農
林
水
産
業

及
び
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
で
あ
っ
て
、
附
属

書
八

－

Ｂ
附
属
書
Ⅱ
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
一
の
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
へ
の
投
資
を
行
お
う

と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
日
本
経
済
の
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
事
態

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
概
要
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
の
項
、
十
二
の
項
、
十
三
の
項
、
十

五
の
項
、
三
十
七
の
項
、
四
十
三
の
項
、
四
十
四
の
項
、
五
十
二
の
項
及
び
五
十
四
の
項
に
規
定
す
る

「
国
の
安
全
」
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
第
一
・
五
条
の
規
定
が
当
該
審
査
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
又
は
日
本
国
が
当
該
審
査
を
正
当
化
す
る
た
め
に
同
条
の
規
定
を
援
用
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

二

分
野

自
動
車
整
備
業

小
分
野

自
動
車
特
定
整
備
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
九

自
動
車
整
備
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
六
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

自
動
車
特
定
整
備
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
業
場
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
事
業
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一
〇
七
八

場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

分
野

事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
一
一
一

職
業
紹
介
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
一
二
一

労
働
者
派
遣
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
章
及
び
第
三
章
の
三

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
章

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
章

船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
三
章

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
章
及
び
第
六
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
内
の
企
業
に
対
し
て
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
業
所
を
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
該
当
す
る
場
合
に
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
の
許
可
を
受
け
、
又
は
当
該
当
局
に

届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

民
間
の
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
（
建
設
業
務
有
料
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
及
び
船
員
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
を
含

(a)
む
。
）

労
働
者
派
遣
サ
ー
ビ
ス
（
港
湾
労
働
者
派
遣
サ
ー
ビ
ス
、
船
員
派
遣
サ
ー
ビ
ス
及
び
建
設
業
務
労
働
者
就

(b)
業
機
会
確
保
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）

２

職
業
安
定
法
又
は
船
員
職
業
安
定
法
に
基
づ
い
て
権
限
の
あ
る
当
局
の
許
可
を
受
け
た
労
働
組
合
の
み
が
、

労
働
者
供
給
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

分
野

回
収
代
行
の
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
六
一
九

そ
の
他
の
補
助
的
金
融
業
、
金
融
附
帯
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

法
律
事
件
に
係
る
法
律
業
務
を
構
成
す
る
回
収
代
行
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
の

法
令
に
基
づ
く
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
し
て
い
る
か
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
る
弁
護
士
法
人
で
あ
る
か
、

又
は
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、

日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

い
か
な
る
者
も
、
事
業
と
し
て
他
の
者
の
債
権
を
譲
り
受
け
て
回
収
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
債
権
管

理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
同
法
に
基
づ
い
て
債
権
を
取
り
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一
〇
七
九

場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
の
認
証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

分
野

事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
一
一
一

職
業
紹
介
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
一
二
一

労
働
者
派
遣
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
章
及
び
第
三
章
の
三

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
八

十
八
号
）
第
二
章

港
湾
労
働
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
四
章

船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
三
章

建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
五
章
及
び
第
六
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
内
の
企
業
に
対
し
て
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
業
所
を
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
該
当
す
る
場
合
に
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
の
許
可
を
受
け
、
又
は
当
該
当
局
に

届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

民
間
の
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
（
建
設
業
務
有
料
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
及
び
船
員
職
業
紹
介
サ
ー
ビ
ス
を
含

(a)
む
。
）

労
働
者
派
遣
サ
ー
ビ
ス
（
港
湾
労
働
者
派
遣
サ
ー
ビ
ス
、
船
員
派
遣
サ
ー
ビ
ス
及
び
建
設
業
務
労
働
者
就

(b)
業
機
会
確
保
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）

２

職
業
安
定
法
又
は
船
員
職
業
安
定
法
に
基
づ
い
て
権
限
の
あ
る
当
局
の
許
可
を
受
け
た
労
働
組
合
の
み
が
、

労
働
者
供
給
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

分
野

回
収
代
行
の
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
六
一
九

そ
の
他
の
補
助
的
金
融
業
、
金
融
附
帯
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

法
律
事
件
に
係
る
法
律
業
務
を
構
成
す
る
回
収
代
行
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
の

法
令
に
基
づ
く
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
し
て
い
る
か
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
る
弁
護
士
法
人
で
あ
る
か
、

又
は
債
権
管
理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、

日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

い
か
な
る
者
も
、
事
業
と
し
て
他
の
者
の
債
権
を
譲
り
受
け
て
回
収
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
債
権
管

理
回
収
業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
同
法
に
基
づ
い
て
債
権
を
取
り
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一
〇
八
〇

扱
う
も
の
を
除
く
。

五

分
野

建
設
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
六

総
合
工
事
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
七

職
別
工
事
業
（
設
備
工
事
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
八

設
備
工
事
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
章

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）
第
五
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

建
設
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
又
は

そ
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

解
体
工
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
営
業
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

分
野

流
通
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
関
連
す
る
卸
売
サ
ー
ビ
ス
、
小
売
サ
ー
ビ
ス
及
び
問
屋
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
二
二
二

酒
類
卸
売
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
八
五
一

酒
小
売
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

酒
税
の
保
全
上
酒
類
の
需
給
の
均
衡
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
小
分
野
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
者
に
付
与
す
る
免
許
の
数
は
、
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
酒
税
法
第
十
条
第
十
一
号
）
。

七

分
野

教
育
及
び
学
習
支
援
業

小
分
野

高
等
教
育
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
六

高
等
教
育
機
関

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
に
お
い
て
学
校
教
育
と
し
て
提
供
さ
れ
る
高
等
教
育
サ
ー
ビ
ス
は
、
学
校
教
育
機
関
が
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校
教
育
機
関
は
、
学
校
法
人
が
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

「
学
校
教
育
機
関
」
と
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
大
学
、
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一
〇
八
一

扱
う
も
の
を
除
く
。

五

分
野

建
設
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
六

総
合
工
事
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
七

職
別
工
事
業
（
設
備
工
事
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
八

設
備
工
事
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
章

建
設
工
事
に
係
る
資
材
の
再
資
源
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
号
）
第
五
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

建
設
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
又
は

そ
の
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

解
体
工
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
営
業
所
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

分
野

流
通
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
関
連
す
る
卸
売
サ
ー
ビ
ス
、
小
売
サ
ー
ビ
ス
及
び
問
屋
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
二
二
二

酒
類
卸
売
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
八
五
一

酒
小
売
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

酒
税
の
保
全
上
酒
類
の
需
給
の
均
衡
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
小
分
野
の
サ
ー
ビ
ス
提

供
者
に
付
与
す
る
免
許
の
数
は
、
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
酒
税
法
第
十
条
第
十
一
号
）
。

七

分
野

教
育
及
び
学
習
支
援
業

小
分
野

高
等
教
育
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
六

高
等
教
育
機
関

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
に
お
い
て
学
校
教
育
と
し
て
提
供
さ
れ
る
高
等
教
育
サ
ー
ビ
ス
は
、
学
校
教
育
機
関
が
提
供
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校
教
育
機
関
は
、
学
校
法
人
が
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

「
学
校
教
育
機
関
」
と
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
大
学
、
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一
〇
八
二

短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

３

「
学
校
法
人
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
き
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
目
的
で
設
立
さ
れ
る
法
人
で

あ
っ
て
、
営
利
目
的
で
な
い
も
の
を
い
う
。

八

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
二
二

銀
行
（
中
央
銀
行
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
一

中
小
企
業
等
金
融
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条

概
要

投
資
の
自
由
化

預
金
保
険
制
度
は
、
外
国
銀
行
の
支
店
が
受
け
入
れ
る
預
金
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
な
い
。

九

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
七
二

損
害
保
険
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
七
四
二

損
害
保
険
代
理
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
二
百
七
十
五
条
か
ら
第
二
百
七

十
七
条
ま
で
、
第
二
百
八
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
十
九
条
及
び
第
三
十
九
条
の
二

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
百
十
六
条
及
び
第
二
百
十
二
条
の
六

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
に
係
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
業
務

上
の
拠
点
が
必
要
で
あ
る
。

日
本
国
内
で
運
送
さ
れ
る
物
品

(a)

国
際
海
上
運
送
に
使
用
さ
れ
な
い
日
本
国
籍
の
船
舶

(b)

十

分
野

熱
供
給
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
五
一
一

熱
供
給
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化
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一
〇
八
三

短
期
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
特
別
支
援
学
校
、
幼
稚
園
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

３

「
学
校
法
人
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
き
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
目
的
で
設
立
さ
れ
る
法
人
で

あ
っ
て
、
営
利
目
的
で
な
い
も
の
を
い
う
。

八

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
二
二

銀
行
（
中
央
銀
行
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
三
一

中
小
企
業
等
金
融
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条

概
要

投
資
の
自
由
化

預
金
保
険
制
度
は
、
外
国
銀
行
の
支
店
が
受
け
入
れ
る
預
金
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
し
な
い
。

九

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
七
二

損
害
保
険
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
七
四
二

損
害
保
険
代
理
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
二
百
七
十
五
条
か
ら
第
二
百
七

十
七
条
ま
で
、
第
二
百
八
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
十
九
条
及
び
第
三
十
九
条
の
二

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
百
十
六
条
及
び
第
二
百
十
二
条
の
六

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

次
に
掲
げ
る
も
の
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
に
係
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
業
務

上
の
拠
点
が
必
要
で
あ
る
。

日
本
国
内
で
運
送
さ
れ
る
物
品

(a)

国
際
海
上
運
送
に
使
用
さ
れ
な
い
日
本
国
籍
の
船
舶

(b)

十

分
野

熱
供
給
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
五
一
一

熱
供
給
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化
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一
〇
八
四

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
熱
供
給
業
へ

の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

十
一

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

電
気
通
信
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
〇
〇

主
と
し
て
管
理
事
務
を
行
う
本
社
等

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
一

地
域
電
気
通
信
業
（
有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
三
一

電
気
通
信
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
六
条
及
び
第
十
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議

(a)

(c)

決
権
の
割
合
の
合
計
が
三
分
の
一
以
上
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
株
主
名

簿
に
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
政
府
又
は
そ
の
代
表
者

(b)

外
国
の
法
人
又
は
団
体

(c)
２

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
取
締
役
又
は
監
査
役
に
就
任
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
二

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

電
気
通
信
業
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
一

地
域
電
気
通
信
業
（
有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
。
）

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
二

長
距
離
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
三

有
線
放
送
電
話
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
九

そ
の
他
の
固
定
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
二
一

移
動
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
〇
一
一
＊

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
・
サ
ー
バ
運
営
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
〇
一
二
＊

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
・
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ
バ
イ
ダ

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
〇
一
三

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
（
＊
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対

象
と
な
る
活
動
が
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
義
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一
〇
八
五

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
熱
供
給
業
へ

の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

十
一

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

電
気
通
信
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
〇
〇

主
と
し
て
管
理
事
務
を
行
う
本
社
等

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
一

地
域
電
気
通
信
業
（
有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
三
一

電
気
通
信
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
六
条
及
び
第
十
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
は
、
次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
者
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
占
め
ら
れ
る
議

(a)

(c)

決
権
の
割
合
の
合
計
が
三
分
の
一
以
上
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
株
主
名

簿
に
記
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
政
府
又
は
そ
の
代
表
者

(b)

外
国
の
法
人
又
は
団
体

(c)
２

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人
は
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
取
締
役
又
は
監
査
役
に
就
任
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
二

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

電
気
通
信
業
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
一

地
域
電
気
通
信
業
（
有
線
放
送
電
話
業
を
除
く
。
）

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
二

長
距
離
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
三

有
線
放
送
電
話
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
一
九

そ
の
他
の
固
定
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
七
二
一

移
動
電
気
通
信
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
〇
一
一
＊

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
・
サ
ー
バ
運
営
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
〇
一
二
＊

ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー
ビ
ス
・
コ
ン
テ
ン
ツ
・
プ
ロ
バ
イ
ダ

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
〇
一
三

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
サ
ポ
ー
ト
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
（
＊
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対

象
と
な
る
活
動
が
電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
義
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一
〇
八
六

務
の
対
象
と
な
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
及
び

「
特
定
取
得
」
の
定
義
は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
電
気
通
信
業

及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

十
三

分
野

製
造
業
及
び
情
報
通
信
業

小
分
野

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
及
び
情
報
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
一
四

集
積
回
路
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
三
一

半
導
体
メ
モ
リ
メ
デ
ィ
ア
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
三
二

光
デ
ィ
ス
ク
・
磁
気
デ
ィ
ス
ク
・
磁
気
テ
ー
プ
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
四
二

電
子
回
路
実
装
基
板
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
一
一

有
線
通
信
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
一
二

携
帯
電
話
機
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
電
話
機
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
一
三

無
線
通
信
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
三
一

電
子
計
算
機
製
造
業
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
三
二

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
三
三

外
部
記
憶
装
置
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
一
一

受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
一
二

組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
一
三

パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
二
一

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
及
び

「
特
定
取
得
」
の
定
義
は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
電
子
部
品
・
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一
〇
八
七

務
の
対
象
と
な
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
及
び

「
特
定
取
得
」
の
定
義
は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
電
気
通
信
業

及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
付
随
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

十
三

分
野

製
造
業
及
び
情
報
通
信
業

小
分
野

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
及
び
情
報
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
一
四

集
積
回
路
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
三
一

半
導
体
メ
モ
リ
メ
デ
ィ
ア
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
三
二

光
デ
ィ
ス
ク
・
磁
気
デ
ィ
ス
ク
・
磁
気
テ
ー
プ
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
四
二

電
子
回
路
実
装
基
板
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
一
一

有
線
通
信
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
一
二

携
帯
電
話
機
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
電
話
機
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
一
三

無
線
通
信
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
三
一

電
子
計
算
機
製
造
業
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
三
二

パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
○
三
三

外
部
記
憶
装
置
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
一
一

受
託
開
発
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
一
二

組
込
み
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
一
三

パ
ッ
ケ
ー
ジ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
二
一

情
報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
及
び

「
特
定
取
得
」
の
定
義
は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
電
子
部
品
・
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一
〇
八
八

デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
及
び
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

十
四

分
野

製
造
業

小
分
野

船
舶
製
造
・
修
理
業
、
舶
用
機
関
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
三
一

船
舶
製
造
・
修
理
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

造
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
か
ら
第
三
条
の
二
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
又
は
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
の
製
造
又
は
修
理
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
ド
ッ
ク
の
設
置
又
は
拡
張
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許

可
の
発
給
は
、
経
済
上
の
需
要
を
考
慮
す
る
と
の
要
件
に
従
う
。

十
五

分
野

製
造
業

小
分
野

医
薬
品
・
医
療
機
器
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
五
＊

医
薬
品
製
造
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
五
三

生
物
学
的
製
剤
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
大
分
類
Ｅ
（
製
造
業
）
の
医
薬
品
中
間
物
製
造
業
で
あ
っ
て
、
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一
六
五
及
び
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一

六
五
三
に
関
連
す
る
も
の
。

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
七
四
＊

医
療
用
機
械
器
具
・
医
療
用
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
六
＊

電
子
応
用
装
置
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
七
三
＊

医
療
用
計
測
器
製
造
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
（
＊
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
が
対

象
と
す
る
活
動
が
病
原
生
物
に
対
す
る
医
薬
品
及
び
当
該
医
薬
品
に
係
る
医
薬
品
中
間
物
並
び
に
高
度
管
理
医

療
機
器
の
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要
（
注
）

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
生
物
学
的
薬

剤
製
造
業
、
病
原
生
物
に
対
す
る
医
薬
品
及
び
当
該
医
薬
品
に
係
る
医
薬
品
中
間
物
の
製
造
業
並
び
に
高
度
管
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一
〇
八
九

デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業
及
び
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適

用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

十
四

分
野

製
造
業

小
分
野

船
舶
製
造
・
修
理
業
、
舶
用
機
関
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
三
一

船
舶
製
造
・
修
理
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

造
船
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
か
ら
第
三
条
の
二
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

総
ト
ン
数
五
百
ト
ン
以
上
又
は
長
さ
五
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
船
舶
の
製
造
又
は
修
理
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
ド
ッ
ク
の
設
置
又
は
拡
張
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
許

可
の
発
給
は
、
経
済
上
の
需
要
を
考
慮
す
る
と
の
要
件
に
従
う
。

十
五

分
野

製
造
業

小
分
野

医
薬
品
・
医
療
機
器
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
五
＊

医
薬
品
製
造
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
五
三

生
物
学
的
製
剤
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
大
分
類
Ｅ
（
製
造
業
）
の
医
薬
品
中
間
物
製
造
業
で
あ
っ
て
、
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一
六
五
及
び
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
一

六
五
三
に
関
連
す
る
も
の
。

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
七
四
＊

医
療
用
機
械
器
具
・
医
療
用
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
六
＊

電
子
応
用
装
置
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
七
三
＊

医
療
用
計
測
器
製
造
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
（
＊
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
が
対

象
と
す
る
活
動
が
病
原
生
物
に
対
す
る
医
薬
品
及
び
当
該
医
薬
品
に
係
る
医
薬
品
中
間
物
並
び
に
高
度
管
理
医

療
機
器
の
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要
（
注
）

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
生
物
学
的
薬

剤
製
造
業
、
病
原
生
物
に
対
す
る
医
薬
品
及
び
当
該
医
薬
品
に
係
る
医
薬
品
中
間
物
の
製
造
業
並
び
に
高
度
管
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一
〇
九
〇

理
医
療
機
器
、
そ
の
附
属
品
及
び
当
該
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
附
属
品
の
部
分
品
の
製
造
業
へ
の
投
資
を
行

お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、

「
生
物
学
的
製
剤
製
造
業
」
と
は
、
ワ
ク
チ
ン
、
血
清
、
毒
素
、
抗
毒
素
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
製
剤

(a)
及
び
血
液
製
剤
を
製
造
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
経
済
活
動
を
い
う
。

「
病
原
生
物
に
対
す
る
医
薬
品
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
き
、
病
原
生
物
に
対
す
る
医
薬
品
に
分

(b)
類
さ
れ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
販
売
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。

「
高
度
管
理
医
療
機
器
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
き
、
高
度
管
理
医
療
機
器
と
し
て
販
売
の
承
認

(c)
又
は
認
証
を
受
け
て
い
る
医
療
機
器
を
い
う
。

十
六

分
野

製
造
業

小
分
野

皮
革
製
造
業
及
び
皮
革
製
品
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
一
八
九
＊
１

他
に
分
類
さ
れ
な
い
衣
服
・
繊
維
製
身
の
回
り
品
製
造
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
九
四
＊
２

ゼ
ラ
チ
ン
・
接
着
剤
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
九
二

ゴ
ム
製
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
履
物
・
同
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
一
一

な
め
し
革
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
二
一

工
業
用
革
製
品
製
造
業
（
手
袋
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
三
一

革
製
履
物
用
材
料
・
同
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
四
一

革
製
履
物
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
五
一

革
製
手
袋
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
六
一

か
ば
ん
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
七

袋
物
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
八
一

毛
皮
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
九
九

そ
の
他
の
な
め
し
革
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
二
五
三
＊
１

運
動
用
具
製
造
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
１
（
＊
１
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保

の
対
象
と
な
る
活
動
が
皮
革
製
造
業
及
び
皮
革
製
品
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
Ｊ

Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
２
（
＊
２
）
は
、
こ
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対
象
と

な
る
活
動
が
動
物
系
接
着
剤
（
に
か
わ
）
及
び
ゼ
ラ
チ
ン
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示

す
。

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

和文【本文】附属書（２）.indd   1090 2020/10/26   8:15:32



一
〇
九
一

理
医
療
機
器
、
そ
の
附
属
品
及
び
当
該
高
度
管
理
医
療
機
器
又
は
附
属
品
の
部
分
品
の
製
造
業
へ
の
投
資
を
行

お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、

「
生
物
学
的
製
剤
製
造
業
」
と
は
、
ワ
ク
チ
ン
、
血
清
、
毒
素
、
抗
毒
素
又
は
こ
れ
ら
に
類
似
す
る
製
剤

(a)
及
び
血
液
製
剤
を
製
造
す
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
経
済
活
動
を
い
う
。

「
病
原
生
物
に
対
す
る
医
薬
品
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
き
、
病
原
生
物
に
対
す
る
医
薬
品
に
分

(b)
類
さ
れ
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
販
売
の
承
認
を
受
け
て
い
る
も
の
を
い
う
。

「
高
度
管
理
医
療
機
器
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
き
、
高
度
管
理
医
療
機
器
と
し
て
販
売
の
承
認

(c)
又
は
認
証
を
受
け
て
い
る
医
療
機
器
を
い
う
。

十
六

分
野

製
造
業

小
分
野

皮
革
製
造
業
及
び
皮
革
製
品
製
造
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
一
八
九
＊
１

他
に
分
類
さ
れ
な
い
衣
服
・
繊
維
製
身
の
回
り
品
製
造
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
九
四
＊
２

ゼ
ラ
チ
ン
・
接
着
剤
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
九
二

ゴ
ム
製
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
履
物
・
同
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
一
一

な
め
し
革
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
二
一

工
業
用
革
製
品
製
造
業
（
手
袋
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
三
一

革
製
履
物
用
材
料
・
同
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
四
一

革
製
履
物
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
五
一

革
製
手
袋
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
六
一

か
ば
ん
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
七

袋
物
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
八
一

毛
皮
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
〇
九
九

そ
の
他
の
な
め
し
革
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
二
五
三
＊
１

運
動
用
具
製
造
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
１
（
＊
１
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保

の
対
象
と
な
る
活
動
が
皮
革
製
造
業
及
び
皮
革
製
品
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
Ｊ

Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
２
（
＊
２
）
は
、
こ
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対
象
と

な
る
活
動
が
動
物
系
接
着
剤
（
に
か
わ
）
及
び
ゼ
ラ
チ
ン
製
造
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示

す
。

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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一
〇
九
二

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
皮
革
製
造
業

及
び
皮
革
製
品
製
造
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
日
本
経
済
の
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
事
態

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
概
要
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
の
項
、
十
二
の
項
、
十
三
の
項
、
十

五
の
項
、
三
十
七
の
項
、
四
十
三
の
項
、
四
十
四
の
項
、
五
十
二
の
項
及
び
五
十
四
の
項
に
規
定
す
る

「
国
の
安
全
」
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
第
一
・
五
条
の
規
定
が
当
該
審
査
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
又
は
日
本
国
が
当
該
審
査
を
正
当
化
す
る
た
め
に
同
条
の
規
定
を
援
用
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

十
七

分
野

船
舶
の
国
籍
に
関
す
る
事
項

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
一
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
を
運
航
す
る
登
録
会
社
の
設
立
を
通
じ
て
国
際
海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
（
旅
客
及

び
貨
物
の
運
送
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
国
籍
要
件
を
適
用
す
る
。

２

「
国
籍
要
件
」
と
は
、
日
本
国
の
国
民
又
は
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
っ
て
、
そ

の
代
表
者
の
全
員
及
び
業
務
を
執
行
す
る
役
員
の
三
分
の
二
以
上
が
日
本
国
の
国
民
で
あ
る
も
の
に
よ
り
、
船

舶
が
所
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。

十
八

分
野

計
量
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
四
一

商
品
検
査
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
五

計
量
証
明
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
章
、
第
五
章
、
第
六
章
及
び
第
八
章

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に

関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
二
号
）

概
要
（
注
）

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
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一
〇
九
三

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
皮
革
製
造
業

及
び
皮
革
製
品
製
造
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
日
本
経
済
の
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
事
態

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
概
要
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
の
項
、
十
二
の
項
、
十
三
の
項
、
十

五
の
項
、
三
十
七
の
項
、
四
十
三
の
項
、
四
十
四
の
項
、
五
十
二
の
項
及
び
五
十
四
の
項
に
規
定
す
る

「
国
の
安
全
」
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
第
一
・
五
条
の
規
定
が
当
該
審
査
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
又
は
日
本
国
が
当
該
審
査
を
正
当
化
す
る
た
め
に
同
条
の
規
定
を
援
用
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

十
七

分
野

船
舶
の
国
籍
に
関
す
る
事
項

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
一
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
を
旗
国
と
す
る
船
舶
を
運
航
す
る
登
録
会
社
の
設
立
を
通
じ
て
国
際
海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
（
旅
客
及

び
貨
物
の
運
送
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
を
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
国
籍
要
件
を
適
用
す
る
。

２

「
国
籍
要
件
」
と
は
、
日
本
国
の
国
民
又
は
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
っ
て
、
そ

の
代
表
者
の
全
員
及
び
業
務
を
執
行
す
る
役
員
の
三
分
の
二
以
上
が
日
本
国
の
国
民
で
あ
る
も
の
に
よ
り
、
船

舶
が
所
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
い
う
。

十
八

分
野

計
量
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
四
一

商
品
検
査
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
五

計
量
証
明
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
章
、
第
五
章
、
第
六
章
及
び
第
八
章

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に

関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
二
号
）

概
要
（
注
）

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
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一
〇
九
四

１

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人
を
設
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
当
該
定
期
検
査
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
場
所
が
特
定
市
町
村

の
区
域
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
市
町
村
の
長
）
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
計
量
器
の
検
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

計
量
証
明
事
業
（
特
定
計
量
証
明
事
業
を
含
む
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
業
所
を
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

計
量
証
明
に
使
用
す
る
特
定
計
量
器
の
検
査
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人

を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
検
査
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

特
定
計
量
証
明
事
業
者
に
対
す
る
認
定
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

計
量
器
の
校
正
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、

「
計
量
器
」
と
は
、
計
量
を
す
る
た
め
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置
を
い
う
。

(a)

「
特
定
計
量
器
」
と
は
、
取
引
若
し
く
は
証
明
に
お
け
る
計
量
に
使
用
さ
れ
、
又
は
主
と
し
て
一
般
消
費

(b)
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
計
量
器
の
う
ち
、
適
正
な
計
量
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
構
造
又
は
器

差
に
係
る
基
準
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３
に
規
定
す
る
要
件
が
適
用
さ
れ
る
「
計
量
証
明
事
業
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
い
、
そ
の
登
録
に
つ
い

(c)
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
業
の
区
分
に
従
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又

は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で

あ
っ
て
当
該
計
量
証
明
事
業
を
適
正
に
行
う
能
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
当
該
計
量

証
明
事
業
を
行
う
場
合
及
び
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
計
量
証
明
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
登
録
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
計
量
証
明
事
業
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

運
送
、
寄
託
又
は
売
買
の
目
的
た
る
貨
物
の
積
卸
し
又
は
入
出
庫
に
際
し
て
行
う
そ
の
貨
物
の
長
さ
、

(i)
質
量
、
面
積
、
体
積
又
は
熱
量
の
計
量
証
明
（
船
積
貨
物
の
積
込
み
又
は
陸
揚
げ
に
際
し
て
行
う
そ
の
貨

物
の
質
量
又
は
体
積
の
計
量
証
明
を
除
く
。
）
の
事
業

濃
度
、
音
圧
レ
ベ
ル
そ
の
他
の
物
象
の
状
態
の
量
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
計
量
証
明
の
事
業

(ii)
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

(i)
「
特
定
計
量
証
明
事
業
」
と
は
、

に
規
定
す
る
物
象
の
状
態
の
量
で
あ
っ
て
極
め
て
微
量
の
も
の
の

(d)

(c)
(ii)

計
量
証
明
を
行
う
た
め
に
高
度
の
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
を
い
う
。

十
九

分
野

医
療
及
び
福
祉

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
五
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
社
会
保
険
・
社
会
福
祉
・
介
護
事
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府
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一
〇
九
五

１

特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人
を
設
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
当
該
定
期
検
査
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
場
所
が
特
定
市
町
村

の
区
域
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
市
町
村
の
長
）
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

特
定
計
量
器
の
検
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

計
量
証
明
事
業
（
特
定
計
量
証
明
事
業
を
含
む
。
）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
業
所
を
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

４

計
量
証
明
に
使
用
す
る
特
定
計
量
器
の
検
査
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人

を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
該
検
査
を
行
お
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

特
定
計
量
証
明
事
業
者
に
対
す
る
認
定
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

計
量
器
の
校
正
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
経
済
産
業
大
臣
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、

「
計
量
器
」
と
は
、
計
量
を
す
る
た
め
の
器
具
、
機
械
又
は
装
置
を
い
う
。

(a)

「
特
定
計
量
器
」
と
は
、
取
引
若
し
く
は
証
明
に
お
け
る
計
量
に
使
用
さ
れ
、
又
は
主
と
し
て
一
般
消
費

(b)
者
の
生
活
の
用
に
供
さ
れ
る
計
量
器
の
う
ち
、
適
正
な
計
量
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
構
造
又
は
器

差
に
係
る
基
準
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

３
に
規
定
す
る
要
件
が
適
用
さ
れ
る
「
計
量
証
明
事
業
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
い
、
そ
の
登
録
に
つ
い

(c)
て
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
業
の
区
分
に
従
っ
て
行
う
。
た
だ
し
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
又

は
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で

あ
っ
て
当
該
計
量
証
明
事
業
を
適
正
に
行
う
能
力
を
有
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
が
当
該
計
量

証
明
事
業
を
行
う
場
合
及
び
政
令
で
定
め
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
計
量
証
明
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ

い
て
登
録
、
指
定
そ
の
他
の
処
分
を
受
け
た
者
が
当
該
計
量
証
明
事
業
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

運
送
、
寄
託
又
は
売
買
の
目
的
た
る
貨
物
の
積
卸
し
又
は
入
出
庫
に
際
し
て
行
う
そ
の
貨
物
の
長
さ
、

(i)
質
量
、
面
積
、
体
積
又
は
熱
量
の
計
量
証
明
（
船
積
貨
物
の
積
込
み
又
は
陸
揚
げ
に
際
し
て
行
う
そ
の
貨

物
の
質
量
又
は
体
積
の
計
量
証
明
を
除
く
。
）
の
事
業

濃
度
、
音
圧
レ
ベ
ル
そ
の
他
の
物
象
の
状
態
の
量
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
計
量
証
明
の
事
業

(ii)
（

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

(i)
「
特
定
計
量
証
明
事
業
」
と
は
、

に
規
定
す
る
物
象
の
状
態
の
量
で
あ
っ
て
極
め
て
微
量
の
も
の
の

(d)

(c)
(ii)

計
量
証
明
を
行
う
た
め
に
高
度
の
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
事
業
を
い
う
。

十
九

分
野

医
療
及
び
福
祉

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
五
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
社
会
保
険
・
社
会
福
祉
・
介
護
事
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府
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一
〇
九
六

措
置

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
四
章

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
得
た
事
業
主
の
団
体
又
は
そ
の
連
合
団
体
の
み
が
、
事

業
主
の
委
託
を
受
け
て
労
働
保
険
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
当
該
労
働
保
険
業
務
を

行
お
う
と
す
る
団
体
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十

分
野

鉱
業
及
び
鉱
業
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
国
民
又
は
日
本
国
の
企
業
の
み
が
、
鉱
業
権
又
は
租
鉱
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
注
）

注

鉱
業
権
又
は
租
鉱
権
を
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
本
国
の
国
民
又
は
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
企
業
が
鉱
業
法
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
に
従
っ
て
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
一

分
野

石
油
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五
三

原
油
・
天
然
ガ
ス
鉱
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
一
一

石
油
精
製
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
二
一

潤
滑
油
・
グ
リ
ー
ス
製
造
業
（
石
油
精
製
業
に
よ
ら
な
い
も
の
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
四
一
＊
１

舗
装
材
料
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
九
九
＊
１

そ
の
他
の
石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
七
一
一
＊
１

倉
庫
業
（
冷
蔵
倉
庫
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
七
二
一
＊
１

冷
蔵
倉
庫
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
三
三
一

石
油
卸
売
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
〇
五
一

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
〇
五
二
＊
１

燃
料
小
売
業
（
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
九
九
＊
２

他
に
分
類
さ
れ
な
い
そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
１
（
＊
１
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保

の
対
象
と
な
る
活
動
が
石
油
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た

星
印
２
（
＊
２
）
は
、
こ
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
が
液
化
石
油
ガ
ス

産
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）
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一
〇
九
七

措
置

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
四
章

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
得
た
事
業
主
の
団
体
又
は
そ
の
連
合
団
体
の
み
が
、
事

業
主
の
委
託
を
受
け
て
労
働
保
険
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
当
該
労
働
保
険
業
務
を

行
お
う
と
す
る
団
体
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十

分
野

鉱
業
及
び
鉱
業
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五

鉱
業
、
採
石
業
、
砂
利
採
取
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

鉱
業
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
国
民
又
は
日
本
国
の
企
業
の
み
が
、
鉱
業
権
又
は
租
鉱
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
注
）

注

鉱
業
権
又
は
租
鉱
権
を
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
本
国
の
国
民
又
は
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
設
立
さ

れ
た
企
業
が
鉱
業
法
第
二
章
及
び
第
三
章
の
規
定
に
従
っ
て
供
給
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
一

分
野

石
油
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五
三

原
油
・
天
然
ガ
ス
鉱
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
一
一

石
油
精
製
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
二
一

潤
滑
油
・
グ
リ
ー
ス
製
造
業
（
石
油
精
製
業
に
よ
ら
な
い
も
の
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
四
一
＊
１

舗
装
材
料
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
七
九
九
＊
１

そ
の
他
の
石
油
製
品
・
石
炭
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
七
一
一
＊
１

倉
庫
業
（
冷
蔵
倉
庫
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
七
二
一
＊
１

冷
蔵
倉
庫
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
三
三
一

石
油
卸
売
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
〇
五
一

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
〇
五
二
＊
１

燃
料
小
売
業
（
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
九
九
＊
２

他
に
分
類
さ
れ
な
い
そ
の
他
の
事
業
サ
ー
ビ
ス
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
１
（
＊
１
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保

の
対
象
と
な
る
活
動
が
石
油
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た

星
印
２
（
＊
２
）
は
、
こ
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
が
液
化
石
油
ガ
ス

産
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）
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一
〇
九
八

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
石
油
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
日
本
経
済
の
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
事
態

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
概
要
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
の
項
、
十
二
の
項
、
十
三
の
項
、
十

五
の
項
、
三
十
七
の
項
、
四
十
三
の
項
、
四
十
四
の
項
、
五
十
二
の
項
及
び
五
十
四
の
項
に
規
定
す
る

「
国
の
安
全
」
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
第
一
・
五
条
の
規
定
が
当
該
審
査
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
又
は
日
本
国
が
当
該
審
査
を
正
当
化
す
る
た
め
に
同
条
の
規
定
を
援
用
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

エ
チ
レ
ン
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
、
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
そ
の
他
の
全
て
の
有
機
化
学
工
業
製
品
は
、
石

油
業
の
範
囲
外
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び

外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

二
十
二

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
一
一

法
律
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
及
び
第
九
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

法
律
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
弁
護
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
律
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
弁
護
士
法
人
を
設
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二
十
三

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
一
一

法
律
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二

章
、
第
四
章
及
び
第
五
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

外
国
法
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
外
国
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一
〇
九
九

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
石
油
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
日
本
経
済
の
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
事
態

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
概
要
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
の
項
、
十
二
の
項
、
十
三
の
項
、
十

五
の
項
、
三
十
七
の
項
、
四
十
三
の
項
、
四
十
四
の
項
、
五
十
二
の
項
及
び
五
十
四
の
項
に
規
定
す
る

「
国
の
安
全
」
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
第
一
・
五
条
の
規
定
が
当
該
審
査
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
又
は
日
本
国
が
当
該
審
査
を
正
当
化
す
る
た
め
に
同
条
の
規
定
を
援
用
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

エ
チ
レ
ン
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
、
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
そ
の
他
の
全
て
の
有
機
化
学
工
業
製
品
は
、
石

油
業
の
範
囲
外
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び

外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

二
十
二

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
一
一

法
律
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
及
び
第
九
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

法
律
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
弁
護
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
律
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
弁
護
士
法
人
を
設
立
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

二
十
三

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
一
一

法
律
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
第
二

章
、
第
四
章
及
び
第
五
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

外
国
法
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
外
国
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一
一
〇
〇

法
事
務
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
弁
護
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を

設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
一
年
の
う
ち
百
八
十
日
以
上
日
本
国
内
に
滞
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

外
国
法
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
外
国

法
事
務
弁
護
士
法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
四

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
一
二

特
許
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
章
、
第
六
章
及
び
第
八
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

弁
理
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
弁
理
士
と
し
て
の
資
格
を
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

弁
理
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
特
許
業
務
法
人
を
設
立
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
五

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
二
一

公
証
人
役
場
、
司
法
書
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
の
国
民
の
み
が
、
日
本
国
に
お
い
て
公
証
人
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
証
人
は
、
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
六

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
二
一

公
証
人
役
場
、
司
法
書
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
、
第
七
章
及
び
第
十
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

司
法
書
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
司
法
書
士
と
し
て
の
資
格

を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
司
法
書
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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一
一
〇
一

法
事
務
弁
護
士
と
し
て
の
資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
弁
護
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を

設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
一
年
の
う
ち
百
八
十
日
以
上
日
本
国
内
に
滞
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

外
国
法
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
外
国

法
事
務
弁
護
士
法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
四

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
一
二

特
許
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
三
章
、
第
六
章
及
び
第
八
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

弁
理
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
弁
理
士
と
し
て
の
資
格
を
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

弁
理
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
特
許
業
務
法
人
を
設
立
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
五

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
二
一

公
証
人
役
場
、
司
法
書
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
の
国
民
の
み
が
、
日
本
国
に
お
い
て
公
証
人
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
証
人
は
、
法
務
大
臣
が
指
定
す
る
地
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
六

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
二
一

公
証
人
役
場
、
司
法
書
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

司
法
書
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
七
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
、
第
七
章
及
び
第
十
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

司
法
書
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
司
法
書
士
と
し
て
の
資
格

を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
司
法
書
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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一
一
〇
二

２

司
法
書
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
司
法
書
士
法
人
を
設
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
七

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
四
一

公
認
会
計
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
章
、
第
五
章
の
二
及
び
第
七
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

公
認
会
計
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
公
認
会
計
士
と
し
て
の

資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
認
会
計
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
監
査
法
人
を
設
立
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
八

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
四
二

税
理
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
三
章
、
第
四
章
及
び
第
五
章
の
二
か
ら
第
七
章
ま
で

税
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

税
理
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
税
理
士
と
し
て
の
資
格
を
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
税
理
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

税
理
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
税
理
士
法
人
を
設
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
九

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
三
一

行
政
書
士
事
務
所

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
四

不
動
産
鑑
定
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
二
一

建
築
設
計
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
一
章
、
第
二
章
及
び
第
六
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
資
格
を
有
す
る
建
築
士
又
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者
が
、
他
人
の
求
め
に
応
じ
報
酬
を

得
て
、
設
計
、
工
事
監
理
、
建
築
工
事
契
約
に
関
す
る
事
務
、
建
築
工
事
の
指
導
監
督
、
建
築
物
に
関
す
る
調
査
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一
一
〇
三

２

司
法
書
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
司
法
書
士
法
人
を
設
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
七

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
四
一

公
認
会
計
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

公
認
会
計
士
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
章
、
第
五
章
の
二
及
び
第
七
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

公
認
会
計
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
公
認
会
計
士
と
し
て
の

資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
認
会
計
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
監
査
法
人
を
設
立
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
八

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
四
二

税
理
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
三
章
、
第
四
章
及
び
第
五
章
の
二
か
ら
第
七
章
ま
で

税
理
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
五
十
五
号
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

税
理
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
税
理
士
と
し
て
の
資
格
を
有

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
税
理
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

税
理
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
税
理
士
法
人
を
設
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

二
十
九

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
三
一

行
政
書
士
事
務
所

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
四

不
動
産
鑑
定
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
二
一

建
築
設
計
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
一
章
、
第
二
章
及
び
第
六
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
資
格
を
有
す
る
建
築
士
又
は
こ
れ
を
使
用
す
る
者
が
、
他
人
の
求
め
に
応
じ
報
酬
を

得
て
、
設
計
、
工
事
監
理
、
建
築
工
事
契
約
に
関
す
る
事
務
、
建
築
工
事
の
指
導
監
督
、
建
築
物
に
関
す
る
調
査
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一
一
〇
四

若
し
く
は
鑑
定
又
は
建
築
に
関
す
る
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
手
続
の
代
理
を
行
う
こ
と
を
業
と
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
五
一

社
会
保
険
労
務
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
章
の
二
及
び
第
四
章
の
二
か
ら
第
五
章
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

社
会
保
険
労
務
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
社
会
保
険
労
務
士

と
し
て
の
資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

社
会
保
険
労
務
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
社
会
保
険
労
務
士

法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
一

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
三
一

行
政
書
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
及
び
第
八
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

行
政
書
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
行
政
書
士
と
し
て
の
資
格

を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
行
政
書
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

行
政
書
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
書
士
法
人
を
設
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
二

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

海
事
代
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
十
七
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

海
事
代
理
士
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
海
事
代
理
士
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
自
然
人
が
提
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
三

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野
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一
一
〇
五

若
し
く
は
鑑
定
又
は
建
築
に
関
す
る
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
手
続
の
代
理
を
行
う
こ
と
を
業
と
し
よ
う
と
す
る

場
合
に
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
五
一

社
会
保
険
労
務
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

社
会
保
険
労
務
士
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
二
章
の
二
及
び
第
四
章
の
二
か
ら
第
五
章
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

社
会
保
険
労
務
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
社
会
保
険
労
務
士

と
し
て
の
資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

社
会
保
険
労
務
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
社
会
保
険
労
務
士

法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
一

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
三
一

行
政
書
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
及
び
第
八
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

行
政
書
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
行
政
書
士
と
し
て
の
資
格

を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
行
政
書
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

行
政
書
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
行
政
書
士
法
人
を
設
立
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
二

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

海
事
代
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
十
七
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

海
事
代
理
士
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
海
事
代
理
士
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
自
然
人
が
提
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
三

分
野

自
由
職
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野
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一
一
〇
六

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
二
二

土
地
家
屋
調
査
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
、
第
七
章
及
び
第
十

章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

土
地
家
屋
調
査
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
土
地
家
屋
調
査
士

と
し
て
の
資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
土
地
家
屋
調
査
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
地
家
屋
調
査
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
土
地
家
屋
調
査
士

法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
四

分
野

不
動
産
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
八
一
一

建
物
売
買
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
八
一
二

土
地
売
買
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
八
二
一

不
動
産
代
理
業
・
仲
介
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
九
四
一

不
動
産
管
理
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
二
章

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第
七
章
ま
で

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

宅
地
建
物
取
引
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交
通

大
臣
又
は
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
主
務

大
臣
若
し
く
は
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
若
し
く
は
登
録
を
受
け
、
又
は
主

務
大
臣
に
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交

通
省
に
備
え
る
登
録
簿
に
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
五

分
野

不
動
産
鑑
定
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
四

不
動
産
鑑
定
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
三
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

不
動
産
鑑
定
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交
通
省
又
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一
一
〇
七

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
二
二

土
地
家
屋
調
査
士
事
務
所

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

土
地
家
屋
調
査
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
、
第
七
章
及
び
第
十

章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

土
地
家
屋
調
査
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
自
然
人
は
、
日
本
国
の
法
令
に
よ
り
土
地
家
屋
調
査
士

と
し
て
の
資
格
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
所
属
す
る
土
地
家
屋
調
査
士
会
の
地
域
内
に
事
務
所
を
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

土
地
家
屋
調
査
士
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
土
地
家
屋
調
査
士

法
人
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
四

分
野

不
動
産
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
八
一
一

建
物
売
買
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
八
一
二

土
地
売
買
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
八
二
一

不
動
産
代
理
業
・
仲
介
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

六
九
四
一

不
動
産
管
理
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
二
章

不
動
産
特
定
共
同
事
業
法
（
平
成
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第
七
章
ま
で

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

宅
地
建
物
取
引
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交
通

大
臣
又
は
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

不
動
産
特
定
共
同
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
主
務

大
臣
若
し
く
は
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
許
可
若
し
く
は
登
録
を
受
け
、
又
は
主

務
大
臣
に
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交

通
省
に
備
え
る
登
録
簿
に
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
五

分
野

不
動
産
鑑
定
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
四

不
動
産
鑑
定
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
三
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

不
動
産
鑑
定
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交
通
省
又
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一
一
〇
八

は
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
に
備
え
る
登
録
簿
に
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
六

分
野

船
員

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三
一

海
面
漁
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
一

外
航
海
運
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
二

沿
海
海
運
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
四
章

運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
船
員
部
長
通
達
（
平
成
二
年
第
百
十
五
号
）

運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
船
員
部
長
通
達
（
平
成
二
年
第
三
百
二
十
七
号
）

国
土
交
通
省
海
事
局
長
通
達
（
平
成
十
六
年
第
百
五
十
三
号
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
企
業
に
よ
り
雇
用
さ
れ
た
外
国
人
は
、
関
連
の
通
達
に
掲
げ
る
船
員
を
除
く
ほ
か
、
日
本
国
を
旗
国

と
す
る
船
舶
に
お
い
て
働
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

三
十
七

分
野

警
備
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
三

警
備
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
警
備
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

三
十
八

分
野

職
業
上
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
四
一

商
品
検
査
業
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一
一
〇
九

は
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
に
備
え
る
登
録
簿
に
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
六

分
野

船
員

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三
一

海
面
漁
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
一

外
航
海
運
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
二

沿
海
海
運
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

船
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
号
）
第
四
章

運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
船
員
部
長
通
達
（
平
成
二
年
第
百
十
五
号
）

運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
船
員
部
長
通
達
（
平
成
二
年
第
三
百
二
十
七
号
）

国
土
交
通
省
海
事
局
長
通
達
（
平
成
十
六
年
第
百
五
十
三
号
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
企
業
に
よ
り
雇
用
さ
れ
た
外
国
人
は
、
関
連
の
通
達
に
掲
げ
る
船
員
を
除
く
ほ
か
、
日
本
国
を
旗
国

と
す
る
船
舶
に
お
い
て
働
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

三
十
七

分
野

警
備
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
三

警
備
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
警
備
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

三
十
八

分
野

職
業
上
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
二
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
専
門
サ
ー
ビ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
四
一

商
品
検
査
業
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一
一
一
〇

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
五
二

環
境
計
量
証
明
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
二
二
二

職
業
訓
練
施
設

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
章
及
び
第
八
章

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令

第
四
十
四
号
）

作
業
環
境
測
定
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

作
業
機
械
の
検
査
及
び
検
定
の
サ
ー
ビ
ス
、
職
業
上
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
連
す
る
技
能
講
習
等
の
サ
ー
ビ
ス

又
は
作
業
環
境
測
定
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
居
住
し
、
又
は
事
務
所
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
九

分
野

測
量
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
二
二

測
量
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
六
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

測
量
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十

分
野

事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
航
空
機
の
登
録

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

次
の
自
然
人
又
は
団
体
が
所
有
す
る
航
空
機
の
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
登
録
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上

(a)

(c)

が

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
保
有
さ
れ
る
法
人

(a)

(c)
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一
一
一
一

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
五
二

環
境
計
量
証
明
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
二
二
二

職
業
訓
練
施
設

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
章
及
び
第
八
章

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令

第
四
十
四
号
）

作
業
環
境
測
定
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
二
章
及
び
第
三
章

作
業
環
境
測
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

作
業
機
械
の
検
査
及
び
検
定
の
サ
ー
ビ
ス
、
職
業
上
の
安
全
及
び
衛
生
に
関
連
す
る
技
能
講
習
等
の
サ
ー
ビ
ス

又
は
作
業
環
境
測
定
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
居
住
し
、
又
は
事
務
所
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
局
長
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
十
九

分
野

測
量
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

七
四
二
二

測
量
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
六
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

測
量
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交
通
大
臣
の
登
録

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十

分
野

事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
航
空
機
の
登
録

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
二
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

次
の
自
然
人
又
は
団
体
が
所
有
す
る
航
空
機
の
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
登
録
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上

(a)

(c)

が

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
保
有
さ
れ
る
法
人

(a)

(c)
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一
一
一
二

２

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
の
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
登
録
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

四
十
一

分
野

運
輸
業

小
分
野

通
関
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
運
輸
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

通
関
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
財
務
大
臣
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十
二

分
野

運
輸
業

小
分
野

貨
物
利
用
運
送
事
業
（
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
除
く
。
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
四
一

集
配
利
用
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
二
一

利
用
運
送
業
（
集
配
利
用
運
送
業
を
除
く
。
）

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

次
の
自
然
人
又
は
団
体
は
、
外
航
海
運
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
む
た
め
に
は
、
国
土
交
通
大

臣
の
登
録
、
許
可
又
は
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
登
録
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、

ま
た
、
こ
の
許
可
又
は
認
可
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上

(a)

(c)

が

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
保
有
さ
れ
る
法
人

(a)

(c)

２

貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交

通
大
臣
の
登
録
、
許
可
又
は
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十
三

分
野

運
輸
業

小
分
野

鉄
道
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
二
一

鉄
道
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
五
一

鉄
道
施
設
提
供
業
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一
一
一
三

２

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
航
空
機
の
航
空
機
登
録
原
簿
へ
の
登
録
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。

四
十
一

分
野

運
輸
業

小
分
野

通
関
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
九
九

他
に
分
類
さ
れ
な
い
運
輸
に
附
帯
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

通
関
業
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
二
章

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

通
関
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
財
務
大
臣
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十
二

分
野

運
輸
業

小
分
野

貨
物
利
用
運
送
事
業
（
航
空
運
送
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
除
く
。
）

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
四
一

集
配
利
用
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
二
一

利
用
運
送
業
（
集
配
利
用
運
送
業
を
除
く
。
）

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で

貨
物
利
用
運
送
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
号
）
第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

次
の
自
然
人
又
は
団
体
は
、
外
航
海
運
を
利
用
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
む
た
め
に
は
、
国
土
交
通
大

臣
の
登
録
、
許
可
又
は
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
登
録
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、

ま
た
、
こ
の
許
可
又
は
認
可
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
い
て
与
え
ら
れ
る
。

日
本
国
の
国
籍
を
有
し
な
い
自
然
人

(a)

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

(b)

外
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
法
人
そ
の
他
の
団
体

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
法
人
、
役
員
の
三
分
の
一
以
上
が

(d)

(a)

(c)

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
法
人
又
は
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上

(a)

(c)

が

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
自
然
人
若
し
く
は
団
体
に
よ
り
保
有
さ
れ
る
法
人

(a)

(c)

２

貨
物
利
用
運
送
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
事
務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
土
交

通
大
臣
の
登
録
、
許
可
又
は
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十
三

分
野

運
輸
業

小
分
野

鉄
道
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
二
一

鉄
道
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
五
一

鉄
道
施
設
提
供
業
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一
一
一
四

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
鉄
道
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

鉄
道
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両
の
全
部
又
は
一
部
及
び
部
品
の
製
造
は
、
鉄
道
業
に
含
ま
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届

出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

四
十
四

分
野

運
輸
業

小
分
野

道
路
旅
客
運
送
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
一
一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
一
般
乗
合
旅

客
自
動
車
運
送
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両
の
全
部
又
は
一
部
及
び
部
品
の
製
造
は
、
一
般
乗
合

旅
客
自
動
車
運
送
業
に
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外

国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

四
十
五

分
野

運
輸
業
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一
一
一
五

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
鉄
道
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

鉄
道
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両
の
全
部
又
は
一
部
及
び
部
品
の
製
造
は
、
鉄
道
業
に
含
ま
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届

出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

四
十
四

分
野

運
輸
業

小
分
野

道
路
旅
客
運
送
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
一
一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
一
般
乗
合
旅

客
自
動
車
運
送
業
へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業
の
用
に
供
さ
れ
る
車
両
の
全
部
又
は
一
部
及
び
部
品
の
製
造
は
、
一
般
乗
合

旅
客
自
動
車
運
送
業
に
含
ま
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
品
の
製
造
に
対
す
る
投
資
に
つ
い
て
、
外

国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
適
用
さ
れ
な
い
。

四
十
五

分
野

運
輸
業
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一
一
一
六

小
分
野

道
路
運
送
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
二

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
三

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
九
一

特
定
旅
客
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
一

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
二

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
三

貨
物
軽
自
動
車
運
送
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
章

特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
章
及
び
第
七
章
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
律
」
と
い

う
。
）

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

道
路
旅
客
運
送
事
業
又
は
道
路
貨
物
運
送
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
、
又
は
同
大
臣
に
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業
に
関
し
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
自
ら
が
「
特
定
地
域
」
と
し
て
指
定
し

た
地
域
及
び
「
準
特
定
地
域
」
と
し
て
指
定
し
た
地
域
に
お
い
て
当
該
運
送
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
許
可
を

与
え
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
運
送
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
「
準
特

定
地
域
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業
の
供
給
輸
送
力
が
輸
送
需
要
量

を
超
え
な
い
場
合
等
法
律
に
基
づ
く
基
準
を
満
た
す
場
合
に
は
、
当
該
許
可
が
与
え
ら
れ
、
又
は
当
該
事
業
計

画
の
変
更
が
認
可
さ
れ
る
。
そ
の
指
定
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業
の
供
給
輸
送

力
が
輸
送
の
安
全
及
び
旅
客
の
利
便
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
程
度
に
ま
で
輸
送
需
要
量
に
対
し
て
過

剰
と
な
っ
て
い
る
場
合
又
は
過
剰
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
行
わ
れ
る
。

３

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
業
又
は
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
業
に
関
し
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
自
ら
が
「
緊

急
調
整
地
域
」
と
し
て
指
定
し
た
地
域
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
運
送
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
許
可
を
与
え
て
は

な
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
運
送
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
指
定
は
、
当
該
地

域
に
お
け
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
業
又
は
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
業
の
供
給
輸
送
力
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
実

施
が
困
難
と
な
る
程
度
に
ま
で
輸
送
需
要
量
に
対
し
て
著
し
く
過
剰
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
行
わ
れ

る
。

四
十
六

分
野

運
輸
業

小
分
野

運
輸
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
五
二

道
路
運
送
固
定
施
設
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
章
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一
一
一
七

小
分
野

道
路
運
送
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
一

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
二

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
三

一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
三
九
一

特
定
旅
客
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
一

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
二

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
四
三

貨
物
軽
自
動
車
運
送
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
二
章

特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
章
及
び
第
七
章
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
律
」
と
い

う
。
）

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

道
路
旅
客
運
送
事
業
又
は
道
路
貨
物
運
送
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
設
置
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
、
又
は
同
大
臣
に
届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業
に
関
し
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
自
ら
が
「
特
定
地
域
」
と
し
て
指
定
し

た
地
域
及
び
「
準
特
定
地
域
」
と
し
て
指
定
し
た
地
域
に
お
い
て
当
該
運
送
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
許
可
を

与
え
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
当
該
運
送
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
「
準
特

定
地
域
」
に
つ
い
て
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業
の
供
給
輸
送
力
が
輸
送
需
要
量

を
超
え
な
い
場
合
等
法
律
に
基
づ
く
基
準
を
満
た
す
場
合
に
は
、
当
該
許
可
が
与
え
ら
れ
、
又
は
当
該
事
業
計

画
の
変
更
が
認
可
さ
れ
る
。
そ
の
指
定
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
業
の
供
給
輸
送

力
が
輸
送
の
安
全
及
び
旅
客
の
利
便
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
程
度
に
ま
で
輸
送
需
要
量
に
対
し
て
過

剰
と
な
っ
て
い
る
場
合
又
は
過
剰
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
行
わ
れ
る
。

３

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
業
又
は
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
業
に
関
し
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
自
ら
が
「
緊

急
調
整
地
域
」
と
し
て
指
定
し
た
地
域
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
運
送
業
を
営
も
う
と
す
る
者
に
許
可
を
与
え
て
は

な
ら
ず
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
運
送
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
指
定
は
、
当
該
地

域
に
お
け
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
業
又
は
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
業
の
供
給
輸
送
力
が
こ
れ
ら
の
事
業
の
実

施
が
困
難
と
な
る
程
度
に
ま
で
輸
送
需
要
量
に
対
し
て
著
し
く
過
剰
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
る
場
合
に
行
わ
れ

る
。

四
十
六

分
野

運
輸
業

小
分
野

運
輸
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
八
五
二

道
路
運
送
固
定
施
設
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
章
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一
一
一
八

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

自
動
車
道
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
免
許
の
発
給

は
、
該
当
す
る
一
般
自
動
車
道
の
規
模
が
、
該
当
す
る
地
区
に
お
け
る
交
通
需
要
の
量
及
び
性
質
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
経
済
上
の
需
要
の
考
慮
に
従
う
。

四
十
七

分
野

運
輸
業

小
分
野

運
輸
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

水
先
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
の
国
民
の
み
が
、
日
本
国
に
お
い
て
水
先
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

同
一
の
水
先
区
に
お
い
て
船
舶
を
誘
導
す
る
水
先
人
は
、
水
先
人
会
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十
八

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
一

外
航
海
運
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
十
七
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

英
国
に
よ
り
日
本
国
の
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
が
差
別
的
な
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
英
国
の
外
航

船
舶
運
航
事
業
者
は
、
日
本
国
内
の
港
へ
の
寄
港
及
び
日
本
国
に
お
け
る
貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
制
限
さ

れ
、
又
は
禁
止
さ
れ
る
。

四
十
九

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
三

内
陸
水
運
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
四
二

内
航
船
舶
貸
渡
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
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一
一
一
九

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

自
動
車
道
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
免
許
の
発
給

は
、
該
当
す
る
一
般
自
動
車
道
の
規
模
が
、
該
当
す
る
地
区
に
お
け
る
交
通
需
要
の
量
及
び
性
質
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
経
済
上
の
需
要
の
考
慮
に
従
う
。

四
十
七

分
野

運
輸
業

小
分
野

運
輸
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

水
先
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
の
国
民
の
み
が
、
日
本
国
に
お
い
て
水
先
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

同
一
の
水
先
区
に
お
い
て
船
舶
を
誘
導
す
る
水
先
人
は
、
水
先
人
会
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
十
八

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
一

外
航
海
運
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
十
七
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
等
に
よ
る
本
邦
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

英
国
に
よ
り
日
本
国
の
外
航
船
舶
運
航
事
業
者
が
差
別
的
な
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
英
国
の
外
航

船
舶
運
航
事
業
者
は
、
日
本
国
内
の
港
へ
の
寄
港
及
び
日
本
国
に
お
け
る
貨
物
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
を
制
限
さ

れ
、
又
は
禁
止
さ
れ
る
。

四
十
九

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
三

内
陸
水
運
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

四
五
四
二

内
航
船
舶
貸
渡
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
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一
一
二
〇

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
水
運
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
日
本
経
済
の
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
事
態

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
概
要
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
の
項
、
十
二
の
項
、
十
三
の
項
、
十

五
の
項
、
三
十
七
の
項
、
四
十
三
の
項
、
四
十
四
の
項
、
五
十
二
の
項
及
び
五
十
四
の
項
に
規
定
す
る

「
国
の
安
全
」
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
第
一
・
五
条
の
規
定
が
当
該
審
査
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
又
は
日
本
国
が
当
該
審
査
を
正
当
化
す
る
た
め
に
同
条
の
規
定
を
援
用
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

「
水
運
業
」
と
は
、
外
航
海
運
業
、
沿
海
海
運
業
（
日
本
国
内
の
港
の
間
の
海
上
運
送
）
、
内
陸
水
運
業
及

び
船
舶
貸
渡
業
を
い
う
。
た
だ
し
、
外
航
海
運
業
及
び
船
舶
貸
渡
業
（
内
航
船
舶
貸
渡
業
を
除
く
。
）
は
、
外

国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

五
十

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
法
令
又
は
日
本
国
が
締
結
し
て
い
る
国
際
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
日
本
国

を
旗
国
と
し
な
い
船
舶
は
、
日
本
国
内
の
不
開
港
場
へ
の
寄
港
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
日
本
国
内
の
港
の
間
の
貨

物
又
は
旅
客
の
運
送
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

五
十
一

分
野

技
能
検
定

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
五
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

営
利
を
目
的
と
し
な
い
一
部
の
特
定
の
団
体
（
事
業
主
の
団
体
、
そ
の
連
合
団
体
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財

団
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
）
は
、
技
能
検
定
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
者
の
技
能
検
定
試
験
に
関
す
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
当
該
団
体
は
、
日
本
国
内
に
事

務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
一
二
一

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
水
運
業
へ
の

投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
日
本
経
済
の
円
滑
な
運
営
に
著
し
い
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
事
態

を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
概
要
に
お
い
て
、
こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
留
保
の
十
の
項
、
十
二
の
項
、
十
三
の
項
、
十

五
の
項
、
三
十
七
の
項
、
四
十
三
の
項
、
四
十
四
の
項
、
五
十
二
の
項
及
び
五
十
四
の
項
に
規
定
す
る

「
国
の
安
全
」
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
第
一
・
五
条
の
規
定
が
当
該
審
査
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
な

い
こ
と
又
は
日
本
国
が
当
該
審
査
を
正
当
化
す
る
た
め
に
同
条
の
規
定
を
援
用
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

「
水
運
業
」
と
は
、
外
航
海
運
業
、
沿
海
海
運
業
（
日
本
国
内
の
港
の
間
の
海
上
運
送
）
、
内
陸
水
運
業
及

び
船
舶
貸
渡
業
を
い
う
。
た
だ
し
、
外
航
海
運
業
及
び
船
舶
貸
渡
業
（
内
航
船
舶
貸
渡
業
を
除
く
。
）
は
、
外

国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

五
十

分
野

運
輸
業

小
分
野

水
運
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

船
舶
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
の
法
令
又
は
日
本
国
が
締
結
し
て
い
る
国
際
協
定
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
日
本
国

を
旗
国
と
し
な
い
船
舶
は
、
日
本
国
内
の
不
開
港
場
へ
の
寄
港
を
行
っ
て
は
な
ら
ず
、
日
本
国
内
の
港
の
間
の
貨

物
又
は
旅
客
の
運
送
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

五
十
一

分
野

技
能
検
定

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

職
業
能
力
開
発
促
進
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
五
章

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

営
利
を
目
的
と
し
な
い
一
部
の
特
定
の
団
体
（
事
業
主
の
団
体
、
そ
の
連
合
団
体
、
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財

団
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
）
は
、
技
能
検
定
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
者
の
技
能
検
定
試
験
に
関
す
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
当
該
団
体
は
、
日
本
国
内
に
事

務
所
を
設
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
一
二
二

五
十
二

分
野

上
水
道
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
六
一
一

上
水
道
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
上
水
道
業
へ

の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

五
十
三

分
野

卸
売
業
及
び
小
売
業

小
分
野

家
畜

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
二
一
九

そ
の
他
の
農
畜
産
物
・
水
産
物
卸
売
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
三
条

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

家
畜
の
取
引
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
住
所
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
家
畜
の
取
引
」
と
は
、
家
畜
の
売
買
若
し
く

は
交
換
又
は
そ
の
あ
っ
せ
ん
を
い
う
。

五
十
四

分
野

航
空
宇
宙
産
業

小
分
野

航
空
機
製
造
修
理
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
＊

化
学
工
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
八
＊

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
製
造
業
（
別
掲
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
九
＊

ゴ
ム
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
一
＊

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
三
＊

非
鉄
金
属
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
四
＊

金
属
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
五
＊

は
ん
用
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
七
＊

業
務
用
機
械
器
具
製
造
業
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一
一
二
三

五
十
二

分
野

上
水
道
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
六
一
一

上
水
道
業

関
連
す
る
義
務

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
の
定
義

は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

概
要

投
資
の
自
由
化

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
上
水
道
業
へ

の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

五
十
三

分
野

卸
売
業
及
び
小
売
業

小
分
野

家
畜

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

五
二
一
九

そ
の
他
の
農
畜
産
物
・
水
産
物
卸
売
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
三
条

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

家
畜
の
取
引
の
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
住
所
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
の
免
許
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
家
畜
の
取
引
」
と
は
、
家
畜
の
売
買
若
し
く

は
交
換
又
は
そ
の
あ
っ
せ
ん
を
い
う
。

五
十
四

分
野

航
空
宇
宙
産
業

小
分
野

航
空
機
製
造
修
理
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
六
＊

化
学
工
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
八
＊

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品
製
造
業
（
別
掲
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

一
九
＊

ゴ
ム
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
一
＊

窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
三
＊

非
鉄
金
属
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
四
＊

金
属
製
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
五
＊

は
ん
用
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
七
＊

業
務
用
機
械
器
具
製
造
業
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一
一
二
四

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
＊

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
＊

電
気
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
〇
＊

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
＊

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
＊

情
報
サ
ー
ビ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
〇
＊

機
械
等
修
理
業
（
別
掲
を
除
く
。
）

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
（
＊
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対

象
と
な
る
活
動
が
航
空
宇
宙
産
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三

十
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
及
び

「
特
定
取
得
」
の
定
義
は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

航
空
機
製
造
事
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
航
空
機
産
業

へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

居
住
者
と
非
居
住
者
と
の
間
の
航
空
機
産
業
に
関
す
る
技
術
導
入
契
約
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に

基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
に
従
う
。

５

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
技
術
導
入
契
約
の
締
結
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又

は
公
衆
の
安
全
の
保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観

点
か
ら
実
施
す
る
。

６

居
住
者
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
技
術
導
入
契
約
の
条
項
の
変
更
又
は
当
該
契
約
の
締
結
の
中
止

を
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

７

こ
の
分
野
に
お
け
る
製
造
業
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
付
与
す
る
許
可
の
数
は
、
制
限
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

８

航
空
機
を
製
造
し
、
又
は
修
理
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
航

空
機
の
製
造
又
は
修
理
に
関
連
す
る
工
場
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
一
二
五

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
＊

電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
＊

電
気
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
〇
＊

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
＊

輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
九
＊

情
報
サ
ー
ビ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
〇
＊

機
械
等
修
理
業
（
別
掲
を
除
く
。
）

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
（
＊
）
は
、
こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対

象
と
な
る
活
動
が
航
空
宇
宙
産
業
に
関
連
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

政
府
の
段
階

中
央
政
府

措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三

十
条
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
第
二
十
六
条
に
定
め
る
「
対
内
直
接
投
資
」
及
び

「
特
定
取
得
」
の
定
義
は
、
こ
の
留
保
の
解
釈
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

航
空
機
製
造
事
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に
基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
は
、
日
本
国
内
の
航
空
機
産
業

へ
の
投
資
を
行
お
う
と
す
る
外
国
投
資
家
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
投
資
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又
は
公
衆
の
安
全
の

保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
実
施
す

る
。

３

投
資
家
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
投
資
の
内
容
の
変
更
又
は
投
資
に
係
る
手
続
の
中
止
を
要
求
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。

４

居
住
者
と
非
居
住
者
と
の
間
の
航
空
機
産
業
に
関
す
る
技
術
導
入
契
約
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
に

基
づ
く
事
前
届
出
の
要
件
及
び
審
査
の
手
続
に
従
う
。

５

審
査
に
つ
い
て
は
、
当
該
技
術
導
入
契
約
の
締
結
が
国
の
安
全
を
損
な
い
、
公
の
秩
序
の
維
持
を
妨
げ
、
又

は
公
衆
の
安
全
の
保
護
に
支
障
を
来
す
こ
と
に
な
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観

点
か
ら
実
施
す
る
。

６

居
住
者
は
、
当
該
審
査
の
結
果
に
基
づ
き
、
技
術
導
入
契
約
の
条
項
の
変
更
又
は
当
該
契
約
の
締
結
の
中
止

を
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

７

こ
の
分
野
に
お
け
る
製
造
業
者
及
び
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
付
与
す
る
許
可
の
数
は
、
制
限
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

８

航
空
機
を
製
造
し
、
又
は
修
理
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
企
業
は
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
航

空
機
の
製
造
又
は
修
理
に
関
連
す
る
工
場
を
設
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
一
二
六

附
属
書
Ⅱ

将
来
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
留
保

（
こ
の
附
属
書
中
英
国
の
表
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

日
本
国
の
表

頭
注

１

こ
の
表
は
、
日
本
国
が
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
に
適
合
し
な
い
現
行
の
措
置
を
維
持
し
、
又
は
新

た
な
若
し
く
は
一
層
制
限
的
な
措
置
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
の
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
に
関
す
る
留
保
に
つ
い

て
、
第
八
・
十
二
条
、
第
八
・
十
八
条
及
び
第
八
・
二
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
注
）

注

透
明
性
の
観
点
か
ら
、
こ
の
表
の
留
保
に
は
、
第
一
・
五
条
及
び
第
八
・
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
が
と
る
措
置
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。

第
八
・
七
条
又
は
第
八
・
十
五
条

(a)

第
八
・
八
条
又
は
第
八
・
十
六
条

(b)

第
八
・
九
条
又
は
第
八
・
十
七
条

(c)

第
八
・
十
条

(d)

第
八
・
十
一
条

(e)
２

留
保
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

分
野
。
「
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
一
般
的
な
分
野
を
示
す
。

(a)

小
分
野
。
「
小
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
個
別
の
分
野
を
示
す
。

(b)

産
業
分
類
。
「
産
業
分
類
」
に
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
で
あ
っ
て
、
該
当
す
る
国
内
産
業

(c)
分
類
又
は
国
際
産
業
分
類
の
下
で
行
わ
れ
る
も
の
を
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
の
み
示
す
。

関
連
す
る
義
務
。
「
関
連
す
る
義
務
」
に
は
、
１
に
規
定
す
る
義
務
で
あ
っ
て
留
保
の
対
象
と
な
る
も
の
を
特
定
す

(d)
る
。概

要
。
「
概
要
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
の
範
囲
を
記
載
す
る
。

(e)

現
行
の
措
置
。
「
現
行
の
措
置
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
に
つ
い
て
適
用
の
あ
る
現
行

(f)
の
措
置
を
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
明
示
す
る
。

３

留
保
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
「
概
要
」
の
事
項
は
、
他
の
全
て
の
事
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一
一
二
七

附
属
書
Ⅱ

将
来
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
留
保

（
こ
の
附
属
書
中
英
国
の
表
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

日
本
国
の
表

頭
注

１

こ
の
表
は
、
日
本
国
が
次
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
に
適
合
し
な
い
現
行
の
措
置
を
維
持
し
、
又
は
新

た
な
若
し
く
は
一
層
制
限
的
な
措
置
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
定
の
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
に
関
す
る
留
保
に
つ
い

て
、
第
八
・
十
二
条
、
第
八
・
十
八
条
及
び
第
八
・
二
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
記
載
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
注
）

注

透
明
性
の
観
点
か
ら
、
こ
の
表
の
留
保
に
は
、
第
一
・
五
条
及
び
第
八
・
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
が
と
る
措
置
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。

第
八
・
七
条
又
は
第
八
・
十
五
条

(a)

第
八
・
八
条
又
は
第
八
・
十
六
条

(b)

第
八
・
九
条
又
は
第
八
・
十
七
条

(c)

第
八
・
十
条

(d)

第
八
・
十
一
条

(e)
２

留
保
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
す
る
。

分
野
。
「
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
一
般
的
な
分
野
を
示
す
。

(a)

小
分
野
。
「
小
分
野
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
個
別
の
分
野
を
示
す
。

(b)

産
業
分
類
。
「
産
業
分
類
」
に
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
で
あ
っ
て
、
該
当
す
る
国
内
産
業

(c)
分
類
又
は
国
際
産
業
分
類
の
下
で
行
わ
れ
る
も
の
を
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
の
み
示
す
。

関
連
す
る
義
務
。
「
関
連
す
る
義
務
」
に
は
、
１
に
規
定
す
る
義
務
で
あ
っ
て
留
保
の
対
象
と
な
る
も
の
を
特
定
す

(d)
る
。概

要
。
「
概
要
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
の
範
囲
を
記
載
す
る
。

(e)

現
行
の
措
置
。
「
現
行
の
措
置
」
に
は
、
留
保
の
対
象
と
な
る
分
野
、
小
分
野
又
は
活
動
に
つ
い
て
適
用
の
あ
る
現
行

(f)
の
措
置
を
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
明
示
す
る
。

３

留
保
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
留
保
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
考
慮
す
る
。
「
概
要
」
の
事
項
は
、
他
の
全
て
の
事
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一
一
二
八

項
に
優
先
す
る
。

４

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、

日
本
国
は
、
第
八
・
六
十
五
条
の
文
脈
に
お
け
る
信
用
秩
序
の
維
持
を
理
由
と
し
て
、
業
務
上
の
拠
点
の
法
的
な
形
態

(a)
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
日
本
国
は
、
同
様
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
へ
の
進
出
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
（
こ
の
よ
う
な
信
用
秩
序
の
維
持
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
規
制
の
枠
組
み
に
合
致
す
る
も
の
）
を
課
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い

て
、
証
券
会
社
は
、
日
本
国
の
関
係
法
令
に
定
義
す
る
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
及
び
銀
行
は
、
当
該

関
係
法
令
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
積
極
的
な
勧
誘
を
行
う
こ
と
な
く
英
国
の
領
域
に
お
い
て
日
本
国
内
の
サ
ー
ビ
ス
消
費
者
に
提
供

(b)
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
八
・
二
条

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
認
め
る
。

(d)
(ii)

５

海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
内
航
海
運
に
係
る
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
は
、
第
八
・

六
条
２

の
規
定
に
よ
り
第
八
章
第
Ｂ
節
の
規
定
の
適
用
範
囲
か
ら
及
び
第
八
・
十
四
条
２

の
規
定
に
よ
り
同
章
第
Ｃ
節

(a)

(a)

の
規
定
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

６

第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
周
波
数
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
利
用
可
能
性
に
関

す
る
日
本
国
の
法
令
は
、
特
定
の
約
束
に
係
る
表
へ
の
記
載
の
た
め
の
指
針
（
二
千
一
年
三
月
二
十
八
日
付
け
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
文

書
Ｓ
／
Ｌ
／
第
九
十
二
号
）
の
別
添
六
を
考
慮
し
て
、
こ
の
日
本
国
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

７

こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
規
定
の
適
用
上
、
「
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
総
務
省
が
作
成
し
、
二
千
十
三
年
十
月
三
十
日

に
改
定
し
た
日
本
標
準
産
業
分
類
を
い
う
。
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一
一
二
九

項
に
優
先
す
る
。

４

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、

日
本
国
は
、
第
八
・
六
十
五
条
の
文
脈
に
お
け
る
信
用
秩
序
の
維
持
を
理
由
と
し
て
、
業
務
上
の
拠
点
の
法
的
な
形
態

(a)
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
日
本
国
は
、
同
様
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
市
場
へ
の
進
出
に
対
す
る
差
別
的
で
な
い
制
限
（
こ
の
よ
う
な
信
用
秩
序
の
維
持
の
目
的
を
達

成
す
る
た
め
の
規
制
の
枠
組
み
に
合
致
す
る
も
の
）
を
課
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い

て
、
証
券
会
社
は
、
日
本
国
の
関
係
法
令
に
定
義
す
る
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
及
び
銀
行
は
、
当
該

関
係
法
令
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
有
価
証
券
を
取
り
扱
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
い
。

サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
積
極
的
な
勧
誘
を
行
う
こ
と
な
く
英
国
の
領
域
に
お
い
て
日
本
国
内
の
サ
ー
ビ
ス
消
費
者
に
提
供

(b)
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
第
八
・
二
条

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
と
認
め
る
。

(d)
(ii)

５

海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
海
上
運
送
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
内
航
海
運
に
係
る
も
の
に
影
響
を
及
ぼ
す
措
置
は
、
第
八
・

六
条
２

の
規
定
に
よ
り
第
八
章
第
Ｂ
節
の
規
定
の
適
用
範
囲
か
ら
及
び
第
八
・
十
四
条
２

の
規
定
に
よ
り
同
章
第
Ｃ
節

(a)

(a)

の
規
定
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

６

第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
周
波
数
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の
利
用
可
能
性
に
関

す
る
日
本
国
の
法
令
は
、
特
定
の
約
束
に
係
る
表
へ
の
記
載
の
た
め
の
指
針
（
二
千
一
年
三
月
二
十
八
日
付
け
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
文

書
Ｓ
／
Ｌ
／
第
九
十
二
号
）
の
別
添
六
を
考
慮
し
て
、
こ
の
日
本
国
の
表
に
は
含
ま
れ
な
い
。

７

こ
の
附
属
書
の
日
本
国
の
表
の
規
定
の
適
用
上
、
「
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
」
と
は
、
総
務
省
が
作
成
し
、
二
千
十
三
年
十
月
三
十
日

に
改
定
し
た
日
本
標
準
産
業
分
類
を
い
う
。
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一
一
三
〇

一

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化

１

日
本
国
は
、
公
的
企
業
又
は
政
府
機
関
の
持
分
又
は
資
産
を
移
転
し
、
又
は
処
分
す
る
場
合
に
は
、
次
の
こ

と
を
行
う
権
利
を
留
保
す
る
。

英
国
の
企
業
家
又
は
そ
の
投
資
財
産
が
当
該
持
分
又
は
資
産
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す

(a)
る
こ
と
。

英
国
の
企
業
家
又
は
そ
の
投
資
財
産
が
当
該
持
分
又
は
資
産
の
所
有
者
と
し
て
後
継
企
業
を
支
配
す
る
能

(b)
力
を
制
限
す
る
こ
と
。

後
継
企
業
の
役
員
、
理
事
又
は
取
締
役
の
国
籍
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
こ
と
。

(c)
２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
の
中
央
政
府
は
、
１
に
規
定
す
る
持
分
又
は
資
産
の
日
本
国
の
中
央
政

府
か
ら
英
国
の
企
業
家
又
は
そ
の
投
資
財
産
へ
の
最
初
の
移
転
の
後
に
、
新
た
な
法
令
に
よ
り
、
１
に
規
定
す

る
禁
止
、
制
限
又
は
措
置
を
採
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
（
注
）

注

日
本
国
の
中
央
政
府
は
、
最
初
の
移
転
の
際
に
採
用
し
、
又
は
維
持
し
た
当
該
禁
止
、
制
限
又
は
措
置

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
行
の
措
置

二

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
日
本
国
に
お
け
る
電
信
サ
ー
ビ
ス
、
公
営
競
技
等
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
、
た
ば
こ
の
製
造
、
日
本
銀

行
券
の
製
造
、
貨
幣
の
製
造
及
び
販
売
並
び
に
郵
便
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
郵
便
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
他
人
の
信
書
の
送
達
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
（
同
法
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
役
務
を
除

く
。
）
を
い
う
。
「
郵
便
サ
ー
ビ
ス
」
の
定
義
に
含
ま
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
は
、
小
包
、
包
装
物
、
物

品
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
メ
ー
ル
及
び
定
期
刊
行
物
の
送
達
が
挙
げ
ら
れ
る
。

現
行
の
措
置

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
五
条

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
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一
一
三
一

一

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化

１

日
本
国
は
、
公
的
企
業
又
は
政
府
機
関
の
持
分
又
は
資
産
を
移
転
し
、
又
は
処
分
す
る
場
合
に
は
、
次
の
こ

と
を
行
う
権
利
を
留
保
す
る
。

英
国
の
企
業
家
又
は
そ
の
投
資
財
産
が
当
該
持
分
又
は
資
産
を
所
有
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
又
は
制
限
す

(a)
る
こ
と
。

英
国
の
企
業
家
又
は
そ
の
投
資
財
産
が
当
該
持
分
又
は
資
産
の
所
有
者
と
し
て
後
継
企
業
を
支
配
す
る
能

(b)
力
を
制
限
す
る
こ
と
。

後
継
企
業
の
役
員
、
理
事
又
は
取
締
役
の
国
籍
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
こ
と
。

(c)
２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
の
中
央
政
府
は
、
１
に
規
定
す
る
持
分
又
は
資
産
の
日
本
国
の
中
央
政

府
か
ら
英
国
の
企
業
家
又
は
そ
の
投
資
財
産
へ
の
最
初
の
移
転
の
後
に
、
新
た
な
法
令
に
よ
り
、
１
に
規
定
す

る
禁
止
、
制
限
又
は
措
置
を
採
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。
（
注
）

注

日
本
国
の
中
央
政
府
は
、
最
初
の
移
転
の
際
に
採
用
し
、
又
は
維
持
し
た
当
該
禁
止
、
制
限
又
は
措
置

を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
行
の
措
置

二

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
日
本
国
に
お
け
る
電
信
サ
ー
ビ
ス
、
公
営
競
技
等
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
、
た
ば
こ
の
製
造
、
日
本
銀

行
券
の
製
造
、
貨
幣
の
製
造
及
び
販
売
並
び
に
郵
便
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
（
注
）

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
郵
便
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第

四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
他
人
の
信
書
の
送
達
及
び
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
に
規
定
す
る
信
書
便
の
役
務
（
同
法
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
役
務
を
除

く
。
）
を
い
う
。
「
郵
便
サ
ー
ビ
ス
」
の
定
義
に
含
ま
れ
な
い
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
は
、
小
包
、
包
装
物
、
物

品
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
メ
ー
ル
及
び
定
期
刊
行
物
の
送
達
が
挙
げ
ら
れ
る
。

現
行
の
措
置

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
五
条

郵
便
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条

民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
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一
一
三
二

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
一
条
の
二

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
二
条

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
一
条

小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
三
条

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
条

日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
四
条
及
び
第
十
条

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
三
条

三

分
野

全
て
の
分
野
（
認
識
さ
れ
て
い
な
い
か
又
は
技
術
的
に
提
供
可
能
で
な
い
サ
ー
ビ
ス
）

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
状
況
の
下
で
日
本
国
政
府
が
認
識
し
て
い
た
か
、
又
は
認
識
し

得
た
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
又
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
お
い
て
明
示
的
か
つ
具
体
的
な
記
述
に
よ
り
分
類

さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
同
日
に
日
本
国
政
府
が
認
識
し
得
た
も
の
と
す
る
。

３

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
は
技
術
的
に
提
供
可
能
で
な
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
態
様
で
の
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

四

分
野

航
空
宇
宙
産
業

小
分
野

宇
宙
開
発
産
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
宇
宙
開
発
産
業
へ
の
投
資
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

日
本
国
は
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
宇
宙
開
発
産
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、

又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

開
発
、
製
造
又
は
使
用
に
関
す
る
技
術
を
輸
入
す
る
た
め
の
技
術
導
入
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス

(a)

報
酬
を
受
け
て
、
又
は
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
製
造
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

(b)

修
理
及
び
保
守
の
サ
ー
ビ
ス

(c)

宇
宙
輸
送
サ
ー
ビ
ス

(d)

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
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一
一
三
三

競
馬
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
一
条
の
二

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
二
条

自
転
車
競
技
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
一
条

小
型
自
動
車
競
走
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
三
条

当
せ
ん
金
付
証
票
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
条

日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条

通
貨
の
単
位
及
び
貨
幣
の
発
行
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
四
条
及
び
第
十
条

ス
ポ
ー
ツ
振
興
投
票
の
実
施
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
三
条

三

分
野

全
て
の
分
野
（
認
識
さ
れ
て
い
な
い
か
又
は
技
術
的
に
提
供
可
能
で
な
い
サ
ー
ビ
ス
）

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
状
況
の
下
で
日
本
国
政
府
が
認
識
し
て
い
た
か
、
又
は
認
識
し

得
た
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
又
は
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
お
い
て
明
示
的
か
つ
具
体
的
な
記
述
に
よ
り
分
類

さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
同
日
に
日
本
国
政
府
が
認
識
し
得
た
も
の
と
す
る
。

３

日
本
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
は
技
術
的
に
提
供
可
能
で
な
か
っ
た
あ
ら
ゆ
る
態
様
で
の
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

四

分
野

航
空
宇
宙
産
業

小
分
野

宇
宙
開
発
産
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
宇
宙
開
発
産
業
へ
の
投
資
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

日
本
国
は
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
宇
宙
開
発
産
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、

又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

開
発
、
製
造
又
は
使
用
に
関
す
る
技
術
を
輸
入
す
る
た
め
の
技
術
導
入
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス

(a)

報
酬
を
受
け
て
、
又
は
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
製
造
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

(b)

修
理
及
び
保
守
の
サ
ー
ビ
ス

(c)

宇
宙
輸
送
サ
ー
ビ
ス

(d)

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三
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一
一
三
四

十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

五

分
野

武
器
・
火
薬
産
業

小
分
野

武
器
産
業

火
薬
類
製
造
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
武
器
産
業
及
び
火
薬
類
製
造
業
へ
の
投
資
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を

留
保
す
る
。

２

日
本
国
は
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
武
器
産
業
及
び
火
薬
類
製
造
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措

置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

開
発
、
製
造
又
は
使
用
に
関
す
る
技
術
を
輸
入
す
る
た
め
の
技
術
導
入
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス

(a)

報
酬
を
受
け
て
、
又
は
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
製
造
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

(b)

修
理
及
び
保
守
の
サ
ー
ビ
ス

(c)

現
行
の
措
置

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
五
条

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三

十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

六

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

放
送
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
〇

管
理
、
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
一

公
共
放
送
業
（
有
線
放
送
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
二

民
間
放
送
業
（
有
線
放
送
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
三

有
線
放
送
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
放
送
業
へ
の
投
資
又
は
放
送
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維

持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
放
送
」
と
は
、
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信

の
送
信
を
い
い
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号
）
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
・

サ
ー
ビ
ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
・
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
を
含
ま
な
い
。
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一
一
三
五

十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

五

分
野

武
器
・
火
薬
産
業

小
分
野

武
器
産
業

火
薬
類
製
造
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
武
器
産
業
及
び
火
薬
類
製
造
業
へ
の
投
資
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を

留
保
す
る
。

２

日
本
国
は
、
次
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
武
器
産
業
及
び
火
薬
類
製
造
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措

置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

開
発
、
製
造
又
は
使
用
に
関
す
る
技
術
を
輸
入
す
る
た
め
の
技
術
導
入
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス

(a)

報
酬
を
受
け
て
、
又
は
契
約
に
基
づ
い
て
行
う
製
造
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

(b)

修
理
及
び
保
守
の
サ
ー
ビ
ス

(c)

現
行
の
措
置

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
五
条

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三

十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

六

分
野

情
報
通
信
業

小
分
野

放
送
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
〇

管
理
、
補
助
的
経
済
活
動
を
行
う
事
業
所

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
一

公
共
放
送
業
（
有
線
放
送
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
二

民
間
放
送
業
（
有
線
放
送
業
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
八
三

有
線
放
送
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
放
送
業
へ
の
投
資
又
は
放
送
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維

持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
放
送
」
と
は
、
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
電
気
通
信

の
送
信
を
い
い
（
放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
第
一
号
）
、
オ
ン
デ
マ
ン
ド
・

サ
ー
ビ
ス
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
・
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）
を
含
ま
な
い
。
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一
一
三
六

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
章

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第
八
章
ま
で

七

分
野

教
育
及
び
学
習
支
援
業

小
分
野

初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
一

幼
稚
園

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
二

小
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
三

中
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
四

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
五

特
別
支
援
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
九

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
又
は
初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る

措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）

八

分
野

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業

小
分
野

電
気
業

ガ
ス
業

原
子
力
産
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五
一
九
＊
１

そ
の
他
の
金
属
鉱
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
三
九
一

核
燃
料
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
一
＊
２

電
子
デ
バ
イ
ス
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
二
＊
２

電
子
部
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
九
＊
２

そ
の
他
の
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
一
＊
２

発
電
用
・
送
電
用
・
配
電
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
二
＊
２

産
業
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
五
二
＊
２

一
次
電
池
（
乾
電
池
、
湿
電
池
）
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
六
＊
２

電
子
応
用
装
置
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
七
＊
２

電
気
計
測
器
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
九
＊
２

そ
の
他
の
電
気
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
〇
＊
２

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
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一
一
三
七

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
章

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第
八
章
ま
で

七

分
野

教
育
及
び
学
習
支
援
業

小
分
野

初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
一

幼
稚
園

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
二

小
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
三

中
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
四

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
五

特
別
支
援
学
校

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
一
九

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
又
は
初
等
及
び
中
等
教
育
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る

措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

教
育
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
六
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）

八

分
野

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業

小
分
野

電
気
業

ガ
ス
業

原
子
力
産
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
五
一
九
＊
１

そ
の
他
の
金
属
鉱
業

（
注
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
三
九
一

核
燃
料
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
一
＊
２

電
子
デ
バ
イ
ス
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
二
＊
２

電
子
部
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
八
九
＊
２

そ
の
他
の
電
子
部
品
・
デ
バ
イ
ス
・
電
子
回
路
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
一
＊
２

発
電
用
・
送
電
用
・
配
電
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
二
＊
２

産
業
用
電
気
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
五
二
＊
２

一
次
電
池
（
乾
電
池
、
湿
電
池
）
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
六
＊
２

電
子
応
用
装
置
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
七
＊
２

電
気
計
測
器
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

二
九
九
＊
２

そ
の
他
の
電
気
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
〇
＊
２

情
報
通
信
機
械
器
具
製
造
業
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一
一
三
八

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
三
＊
２

船
舶
製
造
・
修
理
業
、
舶
用
機
関
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
五
九
＊
２

そ
の
他
の
産
業
用
運
搬
車
両
・
同
部
分
品
・
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
九
九
＊
２

他
に
分
類
さ
れ
な
い
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
三

電
気
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
四

ガ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
八
九
九
＊
２

他
に
分
類
さ
れ
な
い
廃
棄
物
処
理
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
〇
一
一
＊
２

一
般
機
械
修
理
業
（
建
設
・
鉱
山
機
械
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
〇
二
＊
２

電
気
機
械
器
具
修
理
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
１
（
＊
１
）
は
、
こ
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対

象
と
な
る
活
動
が
核
物
質
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
２
（
＊
２
）
は
、

こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
が
原
子
力
産
業
に
関
連
す
る
も
の
に

限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）
（
注
）

注

第
八
・
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
に
関
し
、
こ
の
留
保
は
、
貿
易
に
関
連
す
る
投
資
措
置
に
関
す
る

協
定
に
基
づ
く
義
務
に
反
し
な
い
措
置
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
「
小
分
野
」
の
事
項
に
掲
げ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
へ
の
投
資
又
は
当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三

十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
章

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
章

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
章

九

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
を
除
く
。
）

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
第
八
・
二
条

に
定
義
す
る
提
供
の
態
様
に
よ
る
次
の

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス

(d)
(i)

(a)

(d)

及
び
同
条

に
定
義
す
る
提
供
の
態
様
に
よ
る
次
の

に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
ほ
か
、
銀
行
サ
ー
ビ
ス

(d)
(ii)

(e)

そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
国
境
を
越
え
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維

持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
（
注
）

注

か
ら

ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
は
、
英
国
の
国
境
を
越
え
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
及

(a)

(d)
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一
一
三
九

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
三
＊
２

船
舶
製
造
・
修
理
業
、
舶
用
機
関
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
五
九
＊
２

そ
の
他
の
産
業
用
運
搬
車
両
・
同
部
分
品
・
附
属
品
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
一
九
九
＊
２

他
に
分
類
さ
れ
な
い
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
三

電
気
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

三
四

ガ
ス
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
八
九
九
＊
２

他
に
分
類
さ
れ
な
い
廃
棄
物
処
理
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
〇
一
一
＊
２

一
般
機
械
修
理
業
（
建
設
・
鉱
山
機
械
を
除
く
。
）

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
〇
二
＊
２

電
気
機
械
器
具
修
理
業

注

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
１
（
＊
１
）
は
、
こ
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対

象
と
な
る
活
動
が
核
物
質
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。
Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
の
番
号
に
付
さ
れ
た
星
印
２
（
＊
２
）
は
、

こ
れ
ら
の
番
号
に
定
め
る
活
動
の
う
ち
、
こ
の
留
保
の
対
象
と
な
る
活
動
が
原
子
力
産
業
に
関
連
す
る
も
の
に

限
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
。

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）
（
注
）

注

第
八
・
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
に
関
し
、
こ
の
留
保
は
、
貿
易
に
関
連
す
る
投
資
措
置
に
関
す
る

協
定
に
基
づ
く
義
務
に
反
し
な
い
措
置
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
「
小
分
野
」
の
事
項
に
掲
げ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
へ
の
投
資
又
は
当
該
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
に
係
る

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
及
び
第
三

十
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
章

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
三
章

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
五
章

九

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
（
保
険
を
除
く
。
）

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
第
八
・
二
条

に
定
義
す
る
提
供
の
態
様
に
よ
る
次
の

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス

(d)
(i)

(a)

(d)

及
び
同
条

に
定
義
す
る
提
供
の
態
様
に
よ
る
次
の

に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
ほ
か
、
銀
行
サ
ー
ビ
ス

(d)
(ii)

(e)

そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
国
境
を
越
え
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維

持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
（
注
）

注

か
ら

ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
は
、
英
国
の
国
境
を
越
え
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
者
及

(a)

(d)
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一
一
四
〇

び
金
融
商
品
の
登
録
又
は
承
認
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
国
内
の
金
融
機
関
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
日
本
国
の
関
係
法
令
に
定
め
る
も
の
を
相
手
方
と
す
る

(a)
証
券
関
連
の
取
引

投
資
信
託
の
受
益
証
券
及
び
投
資
証
券
の
日
本
国
内
の
証
券
会
社
を
通
じ
た
販
売
（
注
）

(b)

注

勧
誘
は
、
日
本
国
内
の
証
券
会
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

集
団
投
資
計
画
に
対
す
る
次
の
サ
ー
ビ
ス

(c)

投
資
助
言

(i)

資
産
運
用
サ
ー
ビ
ス
（
次
の
も
の
を
除
く
。
）

(ii)

信
託
サ
ー
ビ
ス

(A)

集
団
投
資
計
画
（
注
）
の
運
用
に
関
係
し
な
い
保
管
及
び
執
行
サ
ー
ビ
ス

(B)

注

こ
の
項
に
お
い
て
「
集
団
投
資
計
画
」
と
は
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

十
五
号
）
に
基
づ
き
、
投
資
運
用
業
務
に
従
事
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
と
解
さ
れ
る
。

第
八
・
五
十
九
条

に
規
定
す
る
金
融
情
報
の
提
供
及
び
移
転
並
び
に
金
融
デ
ー
タ
の
処
理
並
び
に

(d)

(a)
(ii)
(K)

同
条

に
規
定
す
る
銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
助
言
そ
の
他
の
補
助
的
な

(a)
(ii)
(L)

金
融
サ
ー
ビ
ス
（
仲
介
を
除
く
。
）

第
八
・
五
十
九
条

に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス

(e)

(a)
(ii)

現
行
の
措
置

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
及
び
第
六
十
一
条

十

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
英
国
の
領
域
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
英
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
提
供
す
る
第
八
・
二
条

及
び

に
定
義
す
る
提
供
の
態
様
に
よ
る
次
の
サ
ー
ビ
ス
（
本
人
と
し
て
、
仲
介
に
よ
り
、
又
は
仲
介
者
と

(d)
(i)

(ii)

し
て
提
供
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。
）
を
除
く
ほ
か
、
保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
国
境
を

越
え
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
（
注
）

注

保
険
仲
介
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
本
国
に
お
い
て
提
供
が
認
め
ら
れ
て
い
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
の
み
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

次
の
事
項
に
関
連
す
る
危
険
に
対
す
る
保
険

（a）

海
上
運
送
、
商
業
航
空
並
び
に
宇
宙
空
間
へ
の
打
上
げ
及
び
運
送
貨
物
（
衛
星
を
含
む
。
）
。
当
該
保

(i)
険
は
、
運
送
さ
れ
る
物
品
及
び
物
品
を
運
送
す
る
手
段
並
び
に
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
の
い
ず

れ
か
又
は
全
て
を
対
象
と
す
る
。

国
際
間
の
運
送
中
の
物
品

(ii)
再
保
険
、
再
再
保
険
及
び
第
八
・
五
十
九
条

に
規
定
す
る
保
険
の
補
助
的
な
サ
ー
ビ
ス

（b）

(a)
(i)
(D)

現
行
の
措
置

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
二
百
七
十
五
条
か
ら
第
二
百
七

十
七
条
ま
で
、
第
二
百
八
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
十
九
条
及
び
第
三
十
九
条
の
二

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
百
十
六
条
及
び
第
二
百
十
二
条
の
六
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一
一
四
一

び
金
融
商
品
の
登
録
又
は
承
認
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
国
内
の
金
融
機
関
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
日
本
国
の
関
係
法
令
に
定
め
る
も
の
を
相
手
方
と
す
る

(a)
証
券
関
連
の
取
引

投
資
信
託
の
受
益
証
券
及
び
投
資
証
券
の
日
本
国
内
の
証
券
会
社
を
通
じ
た
販
売
（
注
）

(b)

注

勧
誘
は
、
日
本
国
内
の
証
券
会
社
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

集
団
投
資
計
画
に
対
す
る
次
の
サ
ー
ビ
ス

(c)

投
資
助
言

(i)

資
産
運
用
サ
ー
ビ
ス
（
次
の
も
の
を
除
く
。
）

(ii)

信
託
サ
ー
ビ
ス

(A)

集
団
投
資
計
画
（
注
）
の
運
用
に
関
係
し
な
い
保
管
及
び
執
行
サ
ー
ビ
ス

(B)

注

こ
の
項
に
お
い
て
「
集
団
投
資
計
画
」
と
は
、
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

十
五
号
）
に
基
づ
き
、
投
資
運
用
業
務
に
従
事
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
と
解
さ
れ
る
。

第
八
・
五
十
九
条

に
規
定
す
る
金
融
情
報
の
提
供
及
び
移
転
並
び
に
金
融
デ
ー
タ
の
処
理
並
び
に

(d)

(a)
(ii)
(K)

同
条

に
規
定
す
る
銀
行
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
助
言
そ
の
他
の
補
助
的
な

(a)
(ii)
(L)

金
融
サ
ー
ビ
ス
（
仲
介
を
除
く
。
）

第
八
・
五
十
九
条

に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス

(e)

(a)
(ii)

現
行
の
措
置

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
十
九
条
、
第
二
十
九
条
の
二
及
び
第
六
十
一
条

十

分
野

金
融
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

概
要

国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
英
国
の
領
域
に
お
い
て
設
立
さ
れ
た
英
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
提
供
す
る
第
八
・
二
条

及
び

に
定
義
す
る
提
供
の
態
様
に
よ
る
次
の
サ
ー
ビ
ス
（
本
人
と
し
て
、
仲
介
に
よ
り
、
又
は
仲
介
者
と

(d)
(i)

(ii)

し
て
提
供
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。
）
を
除
く
ほ
か
、
保
険
及
び
保
険
関
連
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
て
国
境
を

越
え
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
（
注
）

注

保
険
仲
介
サ
ー
ビ
ス
は
、
日
本
国
に
お
い
て
提
供
が
認
め
ら
れ
て
い
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
の
み
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

次
の
事
項
に
関
連
す
る
危
険
に
対
す
る
保
険

（a）

海
上
運
送
、
商
業
航
空
並
び
に
宇
宙
空
間
へ
の
打
上
げ
及
び
運
送
貨
物
（
衛
星
を
含
む
。
）
。
当
該
保

(i)
険
は
、
運
送
さ
れ
る
物
品
及
び
物
品
を
運
送
す
る
手
段
並
び
に
こ
れ
ら
の
も
の
か
ら
生
ず
る
責
任
の
い
ず

れ
か
又
は
全
て
を
対
象
と
す
る
。

国
際
間
の
運
送
中
の
物
品

(ii)
再
保
険
、
再
再
保
険
及
び
第
八
・
五
十
九
条

に
規
定
す
る
保
険
の
補
助
的
な
サ
ー
ビ
ス

（b）

(a)
(i)
(D)

現
行
の
措
置

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五
条
、
第
百
八
十
六
条
、
第
二
百
七
十
五
条
か
ら
第
二
百
七

十
七
条
ま
で
、
第
二
百
八
十
六
条
及
び
第
二
百
八
十
七
条

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
十
九
条
及
び
第
三
十
九
条
の
二

保
険
業
法
施
行
規
則
（
平
成
八
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
百
十
六
条
及
び
第
二
百
十
二
条
の
六
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一
一
四
二

十
一

分
野

漁
業
及
び
漁
業
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三
一

海
面
漁
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三
二

内
水
面
漁
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四
一

海
面
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四
二

内
水
面
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
〇
九
三

遊
漁
船
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
自
国
の
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら

の
漁
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
漁
業
」
と
は
、
水
産
資
源
の
採
取
及
び
養
殖
の
事
業
を
い
い
、
漁
業
に
関
連
す
る

次
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。

水
産
資
源
の
採
取
を
伴
わ
な
い
調
査

(a)

集
魚

(b)

漁
獲
物
の
保
蔵
及
び
加
工

(c)

漁
獲
物
及
び
そ
の
製
品
の
輸
送

(d)

漁
業
に
使
用
さ
れ
る
他
の
船
舶
へ
の
補
給

(e)

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十

六
号
）
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条

十
二

分
野

土
地
取
引
に
関
す
る
事
項

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

政
令
に
よ
り
、
日
本
国
に
お
け
る
外
国
人
又
は
外
国
の
法
人
に
よ
る
土
地
の
取
得
又
は
賃
貸
借
を
禁
止
し
、

又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
日
本
国
の
国
民
又
は
法
人
が
、
そ
の
外
国
に
お
い
て
、
同
一
又
は

類
似
の
禁
止
又
は
制
限
を
課
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。

２

日
本
国
は
、
日
本
国
に
お
け
る
農
地
の
取
得
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
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一
一
四
三

十
一

分
野

漁
業
及
び
漁
業
に
付
随
す
る
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三
一

海
面
漁
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
三
二

内
水
面
漁
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四
一

海
面
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
四
二

内
水
面
養
殖
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

八
〇
九
三

遊
漁
船
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
自
国
の
領
海
、
内
水
、
排
他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
お
け
る
漁
業
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら

の
漁
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

２

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
漁
業
」
と
は
、
水
産
資
源
の
採
取
及
び
養
殖
の
事
業
を
い
い
、
漁
業
に
関
連
す
る

次
の
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。

水
産
資
源
の
採
取
を
伴
わ
な
い
調
査

(a)

集
魚

(b)

漁
獲
物
の
保
蔵
及
び
加
工

(c)

漁
獲
物
及
び
そ
の
製
品
の
輸
送

(d)

漁
業
に
使
用
さ
れ
る
他
の
船
舶
へ
の
補
給

(e)

現
行
の
措
置

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
二
十
七
条

対
内
直
接
投
資
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
五
十
五
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
三
条

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
条
、
第
四
条
及
び
第
六
条

排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十

六
号
）
第
四
条
、
第
五
条
、
第
七
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
第
十
四
条

十
二

分
野

土
地
取
引
に
関
す
る
事
項

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

政
令
に
よ
り
、
日
本
国
に
お
け
る
外
国
人
又
は
外
国
の
法
人
に
よ
る
土
地
の
取
得
又
は
賃
貸
借
を
禁
止
し
、

又
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
日
本
国
の
国
民
又
は
法
人
が
、
そ
の
外
国
に
お
い
て
、
同
一
又
は

類
似
の
禁
止
又
は
制
限
を
課
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。

２

日
本
国
は
、
日
本
国
に
お
け
る
農
地
の
取
得
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
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一
一
四
四

る
。
（
注
）

注

こ
の
項
に
お
い
て
、
第
八
・
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
は
、
日
本
国
に
お
け
る
農
地
の
取
得
に
関
す

る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
日
本
国

に
お
け
る
農
地
の
取
得
に
関
し
て
は
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
に
適
合
し
な
い
措
置
の
み
を
課
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

現
行
の
措
置

外
国
人
土
地
法
（
大
正
十
四
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
一
条

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
二
条
、
第
三
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条

十
三

分
野

法
の
執
行
及
び
矯
正
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
法
の
執
行
及
び
矯
正
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
関
す
る
措
置
並
び
に
公
共
の
目
的
の
た
め
に
創
設
さ
れ
、
若
し
く
は
維
持
さ
れ
る
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス

（
所
得
に
関
す
る
保
障
又
は
保
険
、
社
会
保
障
又
は
社
会
保
険
、
社
会
福
祉
、
公
衆
の
た
め
の
訓
練
、
保
健
、
保

育
及
び
公
営
住
宅
）
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、

又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

十
四

分
野

警
備
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
三

警
備
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
警
備
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
条
及
び
第
五
条

十
五

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
（
注
１
）
を
除
く
全
て
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定
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一
一
四
五

る
。
（
注
）

注

こ
の
項
に
お
い
て
、
第
八
・
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
は
、
日
本
国
に
お
け
る
農
地
の
取
得
に
関
す

る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
て
記
載
さ
れ
る
。
日
本
国

に
お
け
る
農
地
の
取
得
に
関
し
て
は
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
義
務
に
適
合
し
な
い
措
置
の
み
を
課
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

現
行
の
措
置

外
国
人
土
地
法
（
大
正
十
四
年
法
律
第
四
十
二
号
）
第
一
条

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
二
条
、
第
三
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条

十
三

分
野

法
の
執
行
及
び
矯
正
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
八
条
及
び
第
八
・
十
六
条
）

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

経
営
幹
部
及
び
取
締
役
会
（
第
八
・
十
条
）

特
定
措
置
の
履
行
要
求
の
禁
止
（
第
八
・
十
一
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
法
の
執
行
及
び
矯
正
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
に
関
す
る
措
置
並
び
に
公
共
の
目
的
の
た
め
に
創
設
さ
れ
、
若
し
く
は
維
持
さ
れ
る
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス

（
所
得
に
関
す
る
保
障
又
は
保
険
、
社
会
保
障
又
は
社
会
保
険
、
社
会
福
祉
、
公
衆
の
た
め
の
訓
練
、
保
健
、
保

育
及
び
公
営
住
宅
）
へ
の
投
資
又
は
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、

又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

十
四

分
野

警
備
業

小
分
野

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

九
二
三

警
備
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
及
び
第
八
・
十
五
条
）

内
国
民
待
遇
（
第
八
・
十
六
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
警
備
業
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す

る
。

現
行
の
措
置

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
条
及
び
第
五
条

十
五

分
野

全
て
の
分
野

小
分
野

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

１

日
本
国
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
（
注
１
）
を
除
く
全
て
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定
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一
一
四
六

の
効
力
発
生
の
日
に
お
い
て
効
力
を
有
し
、
又
は
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
前
に
署
名
さ
れ
た
も
の
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
を
「
既
存
の
協
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
第

三
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
企
業
又
は
企
業
家
に
対
し
て
何
ら
か
の
待
遇
を
与
え
る
義
務
を
負
う

場
合
に
は
、
英
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業
家
に
対
し
、
当
該
第
三
国
の
サ
ー

ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
企
業
又
は
企
業
家
に
与
え
る
待
遇
よ
り
も
不
利
な
待
遇
（
程
度
の
い
か
ん
を
問
わ

な
い
。
）
を
与
え
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
（
注
２
）

注
１

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
」
と
は
、
二
千
十
六
年
二
月
四
日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
作
成

さ
れ
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
又
は
二
千
十
八
年
三
月
八
日
に
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で
作
成
さ

れ
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
を
い
う
。

注
２

こ
の
留
保
の
対
象
に
は
、
既
存
の
協
定
の
枠
組
み
の
下
に
お
け
る
そ
の
後
の
見
直
し
、
改
正
又
は

自
由
化
の
結
果
と
し
て
当
該
既
存
の
協
定
に
基
づ
く
第
三
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
企
業

又
は
企
業
家
に
対
す
る
何
ら
か
の
待
遇
が
新
た
に
与
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
見
直
し
、
改
正
又
は

自
由
化
を
含
ま
な
い
。

２

日
本
国
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
従
っ
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
締
約
国
（
注
）
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
企
業

又
は
企
業
家
に
与
え
る
待
遇
に
関
し
、
英
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業
家
に
対

し
、
本
協
定
の
最
恵
国
待
遇
の
義
務
に
従
っ
て
当
該
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
与
え
る
。
第
一
文
の
規

定
は
、
日
本
国
が
、
既
存
の
協
定
に
基
づ
き
第
三
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業

家
に
与
え
る
何
ら
か
の
特
恵
的
な
待
遇
で
あ
っ
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
最
恵
国
待
遇
の
義
務
に
従
っ
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協

定
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業
家
に
与
え
る
こ
と
が
あ
る
も
の
を
、
英
国

の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業
家
に
与
え
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
と
解
し
て
は

な
ら
な
い
。

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
締
約
国
」
と
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
が
効
力
を
有
す
る
国
又
は
独
立

の
関
税
地
域
を
い
う
。

３

日
本
国
は
、
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
（
既
存
の
協
定
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
を
除
く
。
）
に
基
づ
き
各
国

に
対
し
て
異
な
る
待
遇
を
与
え
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
事
項
に
関
係
す
る
も
の
を
採
用
し
、
又

は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

漁
業

(a)

海
事
（
海
難
救
助
を
含
む
。
）

(b)

現
行
の
措
置

十
六

分
野

農
業

小
分
野

酪
農
業

肉
用
牛
生
産
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
一
二
一

酪
農
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
一
二
二

肉
用
牛
生
産
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化

日
本
国
は
、
酪
農
業
及
び
肉
用
牛
生
産
業
へ
の
投
資
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保

す
る
。

現
行
の
措
置

酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
条
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一
一
四
七

の
効
力
発
生
の
日
に
お
い
て
効
力
を
有
し
、
又
は
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
前
に
署
名
さ
れ
た
も
の
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
を
「
既
存
の
協
定
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
第

三
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
企
業
又
は
企
業
家
に
対
し
て
何
ら
か
の
待
遇
を
与
え
る
義
務
を
負
う

場
合
に
は
、
英
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業
家
に
対
し
、
当
該
第
三
国
の
サ
ー

ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
企
業
又
は
企
業
家
に
与
え
る
待
遇
よ
り
も
不
利
な
待
遇
（
程
度
の
い
か
ん
を
問
わ

な
い
。
）
を
与
え
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。
（
注
２
）

注
１

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
」
と
は
、
二
千
十
六
年
二
月
四
日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で
作
成

さ
れ
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
又
は
二
千
十
八
年
三
月
八
日
に
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
で
作
成
さ

れ
た
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
を
い
う
。

注
２

こ
の
留
保
の
対
象
に
は
、
既
存
の
協
定
の
枠
組
み
の
下
に
お
け
る
そ
の
後
の
見
直
し
、
改
正
又
は

自
由
化
の
結
果
と
し
て
当
該
既
存
の
協
定
に
基
づ
く
第
三
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
企
業

又
は
企
業
家
に
対
す
る
何
ら
か
の
待
遇
が
新
た
に
与
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
見
直
し
、
改
正
又
は

自
由
化
を
含
ま
な
い
。

２

日
本
国
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
従
っ
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
締
約
国
（
注
）
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
企
業

又
は
企
業
家
に
与
え
る
待
遇
に
関
し
、
英
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業
家
に
対

し
、
本
協
定
の
最
恵
国
待
遇
の
義
務
に
従
っ
て
当
該
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
与
え
る
。
第
一
文
の
規

定
は
、
日
本
国
が
、
既
存
の
協
定
に
基
づ
き
第
三
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業

家
に
与
え
る
何
ら
か
の
特
恵
的
な
待
遇
で
あ
っ
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
最
恵
国
待
遇
の
義
務
に
従
っ
て
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協

定
締
約
国
の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業
家
に
与
え
る
こ
と
が
あ
る
も
の
を
、
英
国

の
サ
ー
ビ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
、
対
象
企
業
又
は
企
業
家
に
与
え
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
も
の
と
解
し
て
は

な
ら
な
い
。

注

こ
の
留
保
の
適
用
上
、
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
締
約
国
」
と
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
が
効
力
を
有
す
る
国
又
は
独
立

の
関
税
地
域
を
い
う
。

３

日
本
国
は
、
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
（
既
存
の
協
定
及
び
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
を
除
く
。
）
に
基
づ
き
各
国

に
対
し
て
異
な
る
待
遇
を
与
え
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
事
項
に
関
係
す
る
も
の
を
採
用
し
、
又

は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

漁
業

(a)

海
事
（
海
難
救
助
を
含
む
。
）

(b)

現
行
の
措
置

十
六

分
野

農
業

小
分
野

酪
農
業

肉
用
牛
生
産
業

産
業
分
類

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
一
二
一

酪
農
業

Ｊ
Ｓ
Ｉ
Ｃ

〇
一
二
二

肉
用
牛
生
産
業

関
連
す
る
義
務

市
場
ア
ク
セ
ス
（
第
八
・
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化

日
本
国
は
、
酪
農
業
及
び
肉
用
牛
生
産
業
へ
の
投
資
に
関
す
る
措
置
を
採
用
し
、
又
は
維
持
す
る
権
利
を
留
保

す
る
。

現
行
の
措
置

酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
条

和文【本文】附属書（２）.indd   1147 2020/10/26   8:15:45



一
一
四
八

十
七

分
野

運
輸
業
・
事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

航
空
運
輸
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
航
空
に
関
係
す
る
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
に
基
づ
く
措
置
で
あ
っ
て
、
第
八
・
六
条
２
(b)

か
ら

ま
で
及
び
第
八
・
十
四
条
２

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
も
の
を
採
用
し
、
又

(i)

(iv)

(b)
(i)

(iv)

は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

附
属
書
Ⅲ

設
立
を
目
的
と
し
た
商
用
訪
問
者
、
企
業
内
転
勤
者
、
投
資
家
及
び
短
期
の
商
用
訪
問
者

（
こ
の
附
属
書
中
英
国
の
表
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

日
本
国
の
表

設
立
を
目
的
と
し
た
商
用
訪
問
者

１

英
国
の
設
立
を
目
的
と
し
た
商
用
訪
問
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
九
十
日
を
限
度
と
す
る
。

２

英
国
の
設
立
を
目
的
と
し
た
商
用
訪
問
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
二
国
間
の
査
証
免
除
措
置
に

基
づ
き
日
本
国
に
よ
っ
て
英
国
の
国
民
又
は
市
民
に
許
可
さ
れ
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

企
業
内
転
勤
者

３

英
国
の
企
業
内
転
勤
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
五
年
を
限
度
と
す
る
。

投
資
家

４

英
国
の
投
資
家
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
五
年
を
限
度
と
す
る
。
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一
一
四
九

十
七

分
野

運
輸
業
・
事
業
サ
ー
ビ
ス

小
分
野

航
空
運
輸
業

産
業
分
類

関
連
す
る
義
務

最
恵
国
待
遇
（
第
八
・
九
条
及
び
第
八
・
十
七
条
）

概
要

投
資
の
自
由
化
及
び
国
境
を
越
え
る
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易

日
本
国
は
、
航
空
に
関
係
す
る
二
国
間
又
は
多
数
国
間
の
協
定
に
基
づ
く
措
置
で
あ
っ
て
、
第
八
・
六
条
２
(b)

か
ら

ま
で
及
び
第
八
・
十
四
条
２

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
も
の
を
採
用
し
、
又

(i)

(iv)

(b)
(i)

(iv)

は
維
持
す
る
権
利
を
留
保
す
る
。

現
行
の
措
置

附
属
書
Ⅲ

設
立
を
目
的
と
し
た
商
用
訪
問
者
、
企
業
内
転
勤
者
、
投
資
家
及
び
短
期
の
商
用
訪
問
者

（
こ
の
附
属
書
中
英
国
の
表
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

日
本
国
の
表

設
立
を
目
的
と
し
た
商
用
訪
問
者

１

英
国
の
設
立
を
目
的
と
し
た
商
用
訪
問
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
九
十
日
を
限
度
と
す
る
。

２

英
国
の
設
立
を
目
的
と
し
た
商
用
訪
問
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
二
国
間
の
査
証
免
除
措
置
に

基
づ
き
日
本
国
に
よ
っ
て
英
国
の
国
民
又
は
市
民
に
許
可
さ
れ
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

企
業
内
転
勤
者

３

英
国
の
企
業
内
転
勤
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
五
年
を
限
度
と
す
る
。

投
資
家

４

英
国
の
投
資
家
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
五
年
を
限
度
と
す
る
。
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一
一
五
〇

短
期
の
商
用
訪
問
者

５

英
国
の
短
期
の
商
用
訪
問
者
は
、
日
本
国
に
お
い
て
一
時
的
に
滞
在
す
る
間
、
第
八
・
二
十
七
条
に
定
め
る
条
件
に
適
合

す
る
業
務
連
絡
（
物
品
の
販
売
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
の
交
渉
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
活
動
に
参
加

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

６

英
国
の
短
期
の
商
用
訪
問
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
九
十
日
を
限
度
と
す
る
。

７

英
国
の
短
期
の
商
用
訪
問
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
二
国
間
の
査
証
免
除
措
置
に
基
づ
き
日
本

国
に
よ
っ
て
英
国
の
国
民
又
は
市
民
に
許
可
さ
れ
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

同
行
す
る
配
偶
者
及
び
子

８

３
又
は
４
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
さ
れ
た
英
国
の
自
然
人

に
同
行
す
る
配
偶
者
及
び
子
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
当
該
自
然
人
に
許
可
さ
れ
た
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
期

間
と
同
一
の
期
間
、
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
配
偶
者
及

び
子
が
、
当
該
自
然
人
か
ら
扶
養
を
受
け
、
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

に
定
め
る
「
家
族
滞
在
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
日
常
的
な
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

９

８
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
た
配
偶
者
に
つ
い
て
は
、

申
請
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
従
っ
て
日
本
国
政
府
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
在

留
資
格
を
就
労
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
表
の
規
定
の
適
用
上
、
「
配
偶
者
」
又
は
「
子
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
配
偶
者
又
は
子
を

10
い
う
。
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一
一
五
一

短
期
の
商
用
訪
問
者

５

英
国
の
短
期
の
商
用
訪
問
者
は
、
日
本
国
に
お
い
て
一
時
的
に
滞
在
す
る
間
、
第
八
・
二
十
七
条
に
定
め
る
条
件
に
適
合

す
る
業
務
連
絡
（
物
品
の
販
売
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
た
め
の
交
渉
を
含
む
。
）
そ
の
他
こ
れ
に
類
似
す
る
活
動
に
参
加

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

６

英
国
の
短
期
の
商
用
訪
問
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
九
十
日
を
限
度
と
す
る
。

７

英
国
の
短
期
の
商
用
訪
問
者
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
二
国
間
の
査
証
免
除
措
置
に
基
づ
き
日
本

国
に
よ
っ
て
英
国
の
国
民
又
は
市
民
に
許
可
さ
れ
る
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

同
行
す
る
配
偶
者
及
び
子

８

３
又
は
４
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
さ
れ
た
英
国
の
自
然
人

に
同
行
す
る
配
偶
者
及
び
子
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
当
該
自
然
人
に
許
可
さ
れ
た
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
期

間
と
同
一
の
期
間
、
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
配
偶
者
及

び
子
が
、
当
該
自
然
人
か
ら
扶
養
を
受
け
、
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）

に
定
め
る
「
家
族
滞
在
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
日
常
的
な
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

９

８
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
た
配
偶
者
に
つ
い
て
は
、

申
請
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
従
っ
て
日
本
国
政
府
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
在

留
資
格
を
就
労
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
表
の
規
定
の
適
用
上
、
「
配
偶
者
」
又
は
「
子
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
配
偶
者
又
は
子
を

10
い
う
。
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一
一
五
二

附
属
書
Ⅳ

契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家

（
こ
の
附
属
書
中
英
国
の
表
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

日
本
国
の
表

契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家

１

英
国
の
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家
は
、
日
本
国
に
お
い
て
一
時
的
に
滞
在
す
る
間
、

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
業
務
活
動
で
あ
っ
て
次
の
活
動
に
該
当
す
る
も
の
に
従
事
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

物
理
学
、
工
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
若
し
く
は
法
律
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
会
計
学
そ
の
他
の
人
文
科
学
に
関
す
る

(a)
高
度
の
水
準
の
技
術
若
し
く
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
又
は
日
本
国
以
外
の
国
の
文
化
に
基
盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く

は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
に

定
め
る
「
技
術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の

日
本
国
に
あ
る
大
学
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
教
育
機
関
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
研
究
、
研
究
の
指
導
又
は
教

(b)
育
を
行
う
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
定
め
る
「
教
授
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る

も
の日

本
国
の
法
令
に
基
づ
く
資
格
を
有
す
る
次
の
自
然
人
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(c)

「
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
護
士

(i)

「
弁
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
理
士

(ii)

「
海
事
代
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
海
事
代
理
士

(iii)

「
司
法
書
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
司
法
書
士

(iv)

「
行
政
書
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
行
政
書
士

(v)

「
社
会
保
険
労
務
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
社
会
保
険
労
務
士

(vi)

「
土
地
家
屋
調
査
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
土
地
家
屋
調
査
士

(vii)
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
「
外
国
法
事
務
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
弁
護
士
と
し
て
の

(d)
資
格
を
有
す
る
管
轄
地
の
法
律
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
「
公
認
会
計
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
会
計
士
が
提
供
す
る
会
計
、
監
査
及
び
簿
記
の

(e)
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一
一
五
三

附
属
書
Ⅳ

契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家

（
こ
の
附
属
書
中
英
国
の
表
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

日
本
国
の
表

契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家

１

英
国
の
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家
は
、
日
本
国
に
お
い
て
一
時
的
に
滞
在
す
る
間
、

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
係
る
業
務
活
動
で
あ
っ
て
次
の
活
動
に
該
当
す
る
も
の
に
従
事
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

物
理
学
、
工
学
そ
の
他
の
自
然
科
学
若
し
く
は
法
律
学
、
経
済
学
、
経
営
学
、
会
計
学
そ
の
他
の
人
文
科
学
に
関
す
る

(a)
高
度
の
水
準
の
技
術
若
し
く
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
又
は
日
本
国
以
外
の
国
の
文
化
に
基
盤
を
有
す
る
思
考
若
し
く

は
感
受
性
を
必
要
と
す
る
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
に

定
め
る
「
技
術
・
人
文
知
識
・
国
際
業
務
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の

日
本
国
に
あ
る
大
学
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
教
育
機
関
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
研
究
、
研
究
の
指
導
又
は
教

(b)
育
を
行
う
活
動
で
あ
っ
て
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
定
め
る
「
教
授
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る

も
の日

本
国
の
法
令
に
基
づ
く
資
格
を
有
す
る
次
の
自
然
人
が
提
供
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

(c)

「
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
護
士

(i)

「
弁
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
弁
理
士

(ii)

「
海
事
代
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
海
事
代
理
士

(iii)

「
司
法
書
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
司
法
書
士

(iv)

「
行
政
書
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
行
政
書
士

(v)

「
社
会
保
険
労
務
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
社
会
保
険
労
務
士

(vi)

「
土
地
家
屋
調
査
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
土
地
家
屋
調
査
士

(vii)
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
「
外
国
法
事
務
弁
護
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が
弁
護
士
と
し
て
の

(d)
資
格
を
有
す
る
管
轄
地
の
法
律
に
関
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
「
公
認
会
計
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
会
計
士
が
提
供
す
る
会
計
、
監
査
及
び
簿
記
の

(e)
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一
一
五
四

サ
ー
ビ
ス

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
「
税
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
税
理
士
が
提
供
す
る
税
務
サ
ー
ビ
ス

(f)
２

１

に
定
め
る
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
と
は
、
自
然
人

(a)

が
、
原
則
と
し
て
大
学
教
育
（
学
士
若
し
く
は
短
期
大
学
を
卒
業
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
る
短
期
大
学
士
又
は
こ
れ

ら
と
同
等
の
も
の
）
又
は
そ
れ
以
上
の
教
育
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
の
専
門
的
な
技
術

又
は
知
識
を
用
い
な
け
れ
ば
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
活
動
を
い
う
。

３

１
に
規
定
す
る
業
務
活
動
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
付
録
Ⅳ
に
定
め
る
。

４

英
国
の
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
五

年
を
限
度
と
す
る
。

同
行
す
る
配
偶
者
及
び
子

５

１
か
ら
４
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
さ
れ
た
英
国
の
自

然
人
に
同
行
す
る
配
偶
者
及
び
子
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
当
該
自
然
人
に
許
可
さ
れ
た
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞

在
期
間
と
同
一
の
期
間
、
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
配
偶

者
及
び
子
が
、
当
該
自
然
人
か
ら
扶
養
を
受
け
、
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
定
め
る
「
家
族
滞
在
」
の
在
留
資

格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
日
常
的
な
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

６

５
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
た
配
偶
者
に
つ
い
て
は
、

申
請
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
従
っ
て
日
本
国
政
府
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
在

留
資
格
を
就
労
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

こ
の
表
の
規
定
の
適
用
上
、
「
配
偶
者
」
又
は
「
子
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
配
偶
者
又
は
子
を

い
う
。
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一
一
五
五

サ
ー
ビ
ス

日
本
国
の
法
令
に
基
づ
く
「
税
理
士
」
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
税
理
士
が
提
供
す
る
税
務
サ
ー
ビ
ス

(f)
２

１

に
定
め
る
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
に
関
す
る
高
度
の
水
準
の
技
術
又
は
知
識
を
必
要
と
す
る
活
動
と
は
、
自
然
人

(a)

が
、
原
則
と
し
て
大
学
教
育
（
学
士
若
し
く
は
短
期
大
学
を
卒
業
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
授
与
さ
れ
る
短
期
大
学
士
又
は
こ
れ

ら
と
同
等
の
も
の
）
又
は
そ
れ
以
上
の
教
育
を
修
了
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
自
然
科
学
又
は
人
文
科
学
の
専
門
的
な
技
術

又
は
知
識
を
用
い
な
け
れ
ば
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
活
動
を
い
う
。

３

１
に
規
定
す
る
業
務
活
動
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
付
録
Ⅳ
に
定
め
る
。

４

英
国
の
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家
に
認
め
ら
れ
る
日
本
国
に
お
け
る
滞
在
期
間
は
、
五

年
を
限
度
と
す
る
。

同
行
す
る
配
偶
者
及
び
子

５

１
か
ら
４
ま
で
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
を
許
可
さ
れ
た
英
国
の
自

然
人
に
同
行
す
る
配
偶
者
及
び
子
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
当
該
自
然
人
に
許
可
さ
れ
た
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞

在
期
間
と
同
一
の
期
間
、
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
配
偶

者
及
び
子
が
、
当
該
自
然
人
か
ら
扶
養
を
受
け
、
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
定
め
る
「
家
族
滞
在
」
の
在
留
資

格
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
日
常
的
な
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

６

５
の
規
定
に
基
づ
い
て
日
本
国
へ
の
入
国
及
び
日
本
国
に
お
け
る
一
時
的
な
滞
在
が
許
可
さ
れ
た
配
偶
者
に
つ
い
て
は
、

申
請
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
従
っ
て
日
本
国
政
府
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
在

留
資
格
を
就
労
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

こ
の
表
の
規
定
の
適
用
上
、
「
配
偶
者
」
又
は
「
子
」
と
は
、
日
本
国
の
法
令
に
従
っ
て
認
め
ら
れ
る
配
偶
者
又
は
子
を

い
う
。
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一
一
五
六

付
録
Ⅳ

日
本
国
に
お
け
る
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家
の
業
務
活
動
の
制
限

（
注
）

注

分
野
又
は
小
分
野
ご
と
に
記
載
す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
及
び
括
弧
内
の
番
号
は
、
サ
ー
ビ
ス
分
野
分
類
表
（
千
九
百
九
十
一
年
七
月
十
日
付
け
の
Ｗ
Ｔ

Ｏ
文
書
Ｍ
Ｔ
Ｎ
・
Ｇ
Ｎ
Ｓ
／
Ｗ
／
一
二
〇
）
及
び
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
及
び
番
号
に
よ
る
分
類
は
、
特
定
の
約
束
の
記
述
の
明

確
性
を
高
め
る
た
め
に
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
約
束
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
個
別
の
Ｃ
Ｐ
Ｃ
番
号
に
付
さ
れ
た

「
＊
＊
」
は
、
当
該
番
号
に
係
る
特
定
の
約
束
が
当
該
番
号
の
対
象
と
な
る
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
に
は
及
ば
な
い
こ
と
を
表
す
。
こ
の
分
野
又
は
小
分
野
に

係
る
表
は
、
日
本
国
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
に
お
け
る
在
留
資
格
の
区
分
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

分
野
又
は
小
分
野

制
限

附
属
書
Ⅳ
の
日
本
国
の
表
１

に
規
定
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

(c)

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
一
＊
＊
）

附
属
書
Ⅳ
の
日
本
国
の
表
１

に
規
定
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

(d)

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
一
＊
＊
）

附
属
書
Ⅳ
の
日
本
国
の
表
１

に
規
定
す
る
会
計
、
監
査
及
び
簿
記
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

(e)

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
二
＊
＊
）

附
属
書
Ⅳ
の
日
本
国
の
表
１

に
規
定
す
る
税
務
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

(f)

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
三
＊
＊
）

建
築
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
一
）

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
二
）

総
合
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
三
）

都
市
計
画
サ
ー
ビ
ス
及
び
景
観
設
計
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
四
）
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一
一
五
七

付
録
Ⅳ

日
本
国
に
お
け
る
契
約
に
基
づ
く
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
及
び
独
立
の
自
由
職
業
家
の
業
務
活
動
の
制
限

（
注
）

注

分
野
又
は
小
分
野
ご
と
に
記
載
す
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
及
び
括
弧
内
の
番
号
は
、
サ
ー
ビ
ス
分
野
分
類
表
（
千
九
百
九
十
一
年
七
月
十
日
付
け
の
Ｗ
Ｔ

Ｏ
文
書
Ｍ
Ｔ
Ｎ
・
Ｇ
Ｎ
Ｓ
／
Ｗ
／
一
二
〇
）
及
び
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
る
。
こ
れ
ら
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
及
び
番
号
に
よ
る
分
類
は
、
特
定
の
約
束
の
記
述
の
明

確
性
を
高
め
る
た
め
に
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
約
束
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
個
別
の
Ｃ
Ｐ
Ｃ
番
号
に
付
さ
れ
た

「
＊
＊
」
は
、
当
該
番
号
に
係
る
特
定
の
約
束
が
当
該
番
号
の
対
象
と
な
る
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
に
は
及
ば
な
い
こ
と
を
表
す
。
こ
の
分
野
又
は
小
分
野
に

係
る
表
は
、
日
本
国
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
に
お
け
る
在
留
資
格
の
区
分
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

分
野
又
は
小
分
野

制
限

附
属
書
Ⅳ
の
日
本
国
の
表
１

に
規
定
す
る
法
律
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

(c)

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
一
＊
＊
）

附
属
書
Ⅳ
の
日
本
国
の
表
１

に
規
定
す
る
法
的
な
助
言
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

(d)

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
一
＊
＊
）

附
属
書
Ⅳ
の
日
本
国
の
表
１

に
規
定
す
る
会
計
、
監
査
及
び
簿
記
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

(e)

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
二
＊
＊
）

附
属
書
Ⅳ
の
日
本
国
の
表
１

に
規
定
す
る
税
務
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

(f)

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
三
＊
＊
）

建
築
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
一
）

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
二
）

総
合
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
三
）

都
市
計
画
サ
ー
ビ
ス
及
び
景
観
設
計
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
四
）
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一
一
五
八

電
子
計
算
機
サ
ー
ビ
ス
及
び
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
四
）

自
然
科
学
及
び
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
研
究
及
び
実
験
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
五
一
〇
）

社
会
科
学
及
び
人
文
科
学
の
研
究
及
び
実
験
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
五
二
〇
）

学
際
的
な
研
究
及
び
実
験
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
五
三
〇
）

広
告
を
掲
載
す
る
場
所
又
は
広
告
す
る
時
間
の
販
売
又
は
賃
貸
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
一
一
）

広
告
の
計
画
、
制
作
及
び
掲
載
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
一
二
）

そ
の
他
の
広
告
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
一
九
）

市
場
調
査
及
び
世
論
調
査
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
四
〇
）

経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
五
〇
）

経
営
相
談
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
六
〇
）

技
術
試
験
及
び
分
析
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
六
）

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
関
連
す
る
科
学
及
び
技
術
に
係
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
五
）

機
器
（
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
の
運
送
機
器
を
除
く
。
）
の
保
守
及
び
修
理

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
六
三
三
、
八
八
六
一

－

八
八
六
六
）

貿
易
見
本
市
及
び
展
覧
会
の
開
催
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

和文【本文】附属書（２）.indd   1158 2020/10/26   8:15:48



一
一
五
九

電
子
計
算
機
サ
ー
ビ
ス
及
び
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
四
）

自
然
科
学
及
び
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
研
究
及
び
実
験
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
五
一
〇
）

社
会
科
学
及
び
人
文
科
学
の
研
究
及
び
実
験
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
五
二
〇
）

学
際
的
な
研
究
及
び
実
験
開
発
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
五
三
〇
）

広
告
を
掲
載
す
る
場
所
又
は
広
告
す
る
時
間
の
販
売
又
は
賃
貸
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
一
一
）

広
告
の
計
画
、
制
作
及
び
掲
載
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
一
二
）

そ
の
他
の
広
告
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
一
九
）

市
場
調
査
及
び
世
論
調
査
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
四
〇
）

経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
五
〇
）

経
営
相
談
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
六
〇
）

技
術
試
験
及
び
分
析
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
六
）

エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
に
関
連
す
る
科
学
及
び
技
術
に
係
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
六
七
五
）

機
器
（
船
舶
、
航
空
機
そ
の
他
の
運
送
機
器
を
除
く
。
）
の
保
守
及
び
修
理

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
六
三
三
、
八
八
六
一

－

八
八
六
六
）

貿
易
見
本
市
及
び
展
覧
会
の
開
催
に
係
る
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。
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一
一
六
〇

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
九
〇
九
＊
＊
）

翻
訳
及
び
通
訳
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
九
〇
五
）

専
門
デ
ザ
イ
ン
・
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
九
〇
七
）

ラ
ジ
オ
及
び
テ
レ
ビ
の
放
送
サ
ー
ビ
ス

「
興
行
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
五
二
四
＊
＊
）

ら
れ
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
含
ま
な
い
。

建
築
物
に
係
る
総
合
建
設
工
事

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
二
）

土
木
に
係
る
総
合
建
設
工
事

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
三
）

設
置
及
び
組
立
工
事

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
四
、
五
一
六
）

建
築
物
の
仕
上
工
事

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
七
）

そ
の
他
の
建
設
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

建
設
用
地
に
お
け
る
建
設
の
準
備
の
た
め
の
作
業

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
一
）

特
殊
な
建
設
工
事

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
五
）

建
築
物
の
建
設
若
し
く
は
解
体
の
た
め
の
設
備
又
は
土
木
工
事
の
た
め
の
設
備
の
賃
貸

サ
ー
ビ
ス
（
運
転
者
を
伴
う
も
の
）

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
八
）

成
人
教
育
サ
ー
ビ
ス

民
間
企
業
に
お
け
る
語
学
指
導
教
育
に
限

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
二
四
＊
＊
）

る
。

そ
の
他
の
教
育
サ
ー
ビ
ス

民
間
企
業
に
お
け
る
語
学
指
導
教
育
に
限

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
二
九
＊
＊
）

る
。

汚
水
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
一
）
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一
一
六
一

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
九
〇
九
＊
＊
）

翻
訳
及
び
通
訳
の
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
九
〇
五
）

専
門
デ
ザ
イ
ン
・
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
八
七
九
〇
七
）

ラ
ジ
オ
及
び
テ
レ
ビ
の
放
送
サ
ー
ビ
ス

「
興
行
」
の
在
留
資
格
に
基
づ
い
て
認
め

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
五
二
四
＊
＊
）

ら
れ
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
含
ま
な
い
。

建
築
物
に
係
る
総
合
建
設
工
事

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
二
）

土
木
に
係
る
総
合
建
設
工
事

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
三
）

設
置
及
び
組
立
工
事

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
四
、
五
一
六
）

建
築
物
の
仕
上
工
事

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
七
）

そ
の
他
の
建
設
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

建
設
用
地
に
お
け
る
建
設
の
準
備
の
た
め
の
作
業

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
一
）

特
殊
な
建
設
工
事

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
五
）

建
築
物
の
建
設
若
し
く
は
解
体
の
た
め
の
設
備
又
は
土
木
工
事
の
た
め
の
設
備
の
賃
貸

サ
ー
ビ
ス
（
運
転
者
を
伴
う
も
の
）

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
八
）

成
人
教
育
サ
ー
ビ
ス

民
間
企
業
に
お
け
る
語
学
指
導
教
育
に
限

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
二
四
＊
＊
）

る
。

そ
の
他
の
教
育
サ
ー
ビ
ス

民
間
企
業
に
お
け
る
語
学
指
導
教
育
に
限

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
二
九
＊
＊
）

る
。

汚
水
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
一
）
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一
一
六
二

廃
棄
物
処
理
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
二
）

排
気
ガ
ス
処
理
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
四
）

騒
音
除
去
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
五
）

自
然
及
び
景
観
の
保
護
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
六
）

そ
の
他
の
環
境
保
護
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
九
）

旅
行
業
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
四
七
一
）

観
光
客
の
案
内
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
四
七
二
）

和文【本文】附属書（２）.indd   1162 2020/10/26   8:15:49



一
一
六
三

廃
棄
物
処
理
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
二
）

排
気
ガ
ス
処
理
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
四
）

騒
音
除
去
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
五
）

自
然
及
び
景
観
の
保
護
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
六
）

そ
の
他
の
環
境
保
護
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
九
四
〇
九
）

旅
行
業
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
四
七
一
）

観
光
客
の
案
内
サ
ー
ビ
ス

制
限
し
な
い
。

（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
七
四
七
二
）
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一
一
六
四

附
属
書
八

－

Ｃ

自
然
人
の
商
用
目
的
で
の
移
動
に
関
す
る
了
解

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
手
続
上
の
約
束

１

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
約
束
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
た
め
の
申
請
の
処
理
が
行

政
上
の
良
い
慣
行
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
、

両
締
約
国
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
た
め
の
申
請
の
処
理
に
つ
い
て
徴
収
す
る
手
数
料

(a)
が
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
物
品
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
又
は
設
立
若
し
く
は
運
営
を
不
当
に
妨
げ
、
又
は
遅
ら
せ
な

い
こ
と
を
確
保
す
る
。

短
期
の
訪
問
者
の
商
用
目
的
で
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
（
注
）

の
許
可
を
申
請
す
る
た
め
に
申
請
者
に
要
求
さ
れ

(b)
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
収
集
さ
れ
る
目
的
に
応
じ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
権
限
の
あ
る
当
局
の
裁
量
に
従

う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

注

英
国
は
、
第
八
・
二
十
七
条
に
規
定
す
る
短
期
の
商
用
訪
問
者
に
つ
い
て
は
約
束
し
な
い
。

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
許
可
の
た
め
の
不
備
の
な
い
申
請
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
処
理
す
る
。

(c)

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
者
か
ら
の
妥
当
な
要
請
に
応
じ
て
、
申
請
の
処
理
状
況
に
関
す
る
情
報
を
不
当

(d)
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
。

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
処
理
す
る
た
め
に
申
請
者
か
ら
追
加
の
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

(e)
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
て
必
要
と
な
る
追
加
の
情
報
に
つ
い
て
不
当
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
。

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
者
に
対
し
、
申
請
の
結
果
を
そ
の
決
定
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
通
知
す
る
。
締

(f)
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
承
認
す
る
場
合
に
は
、
申
請
者
に
対
し
て
滞
在
期
間
そ
の
他
の
関
連
す
る
条
件
を

通
知
す
る
。
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
要
請
に
応
じ
、
又
は
自
己
の
発
意
に
よ

り
、
利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
審
査
又
は
上
訴
の
手
続
に
関
す
る
情
報
を
申
請
者
が
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。

両
締
約
国
は
、
電
子
的
な
手
段
に
よ
り
申
請
を
受
理
し
、
処
理
す
る
よ
う
努
め
る
。

(g)
企
業
内
転
勤
者
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
手
続
上
の
追
加
的
な
約
束

２

英
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
、
自
国
の
関
係
法
令
に
基
づ
く
通
知
の
た
め
の
手
続
に
従
い
、
で

き
る
限
り
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
不
備
の
な
い
申
請
が
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
企
業
内
転
勤
者
の
入
国
及
び

一
時
的
な
滞
在
又
は
そ
の
更
新
の
申
請
に
関
す
る
決
定
を
行
い
、
申
請
者
に
対
し
て
そ
の
決
定
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。
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一
一
六
五

附
属
書
八

－

Ｃ

自
然
人
の
商
用
目
的
で
の
移
動
に
関
す
る
了
解

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
手
続
上
の
約
束

１

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
約
束
に
基
づ
く
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
た
め
の
申
請
の
処
理
が
行

政
上
の
良
い
慣
行
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
、

両
締
約
国
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
た
め
の
申
請
の
処
理
に
つ
い
て
徴
収
す
る
手
数
料

(a)
が
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
物
品
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
の
貿
易
又
は
設
立
若
し
く
は
運
営
を
不
当
に
妨
げ
、
又
は
遅
ら
せ
な

い
こ
と
を
確
保
す
る
。

短
期
の
訪
問
者
の
商
用
目
的
で
の
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
（
注
）

の
許
可
を
申
請
す
る
た
め
に
申
請
者
に
要
求
さ
れ

(b)
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
収
集
さ
れ
る
目
的
に
応
じ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
権
限
の
あ
る
当
局
の
裁
量
に
従

う
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

注

英
国
は
、
第
八
・
二
十
七
条
に
規
定
す
る
短
期
の
商
用
訪
問
者
に
つ
い
て
は
約
束
し
な
い
。

入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
の
許
可
の
た
め
の
不
備
の
な
い
申
請
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
処
理
す
る
。

(c)

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
者
か
ら
の
妥
当
な
要
請
に
応
じ
て
、
申
請
の
処
理
状
況
に
関
す
る
情
報
を
不
当

(d)
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
提
供
す
る
よ
う
努
め
る
。

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
処
理
す
る
た
め
に
申
請
者
か
ら
追
加
の
情
報
を
得
る
必
要
が
あ
る
場
合
に

(e)
は
、
当
該
申
請
者
に
対
し
て
必
要
と
な
る
追
加
の
情
報
に
つ
い
て
不
当
に
遅
滞
す
る
こ
と
な
く
通
知
す
る
よ
う
努
め
る
。

締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
者
に
対
し
、
申
請
の
結
果
を
そ
の
決
定
を
行
っ
た
後
速
や
か
に
通
知
す
る
。
締

(f)
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
承
認
す
る
場
合
に
は
、
申
請
者
に
対
し
て
滞
在
期
間
そ
の
他
の
関
連
す
る
条
件
を

通
知
す
る
。
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
を
拒
否
す
る
場
合
に
は
、
要
請
に
応
じ
、
又
は
自
己
の
発
意
に
よ

り
、
利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
審
査
又
は
上
訴
の
手
続
に
関
す
る
情
報
を
申
請
者
が
入
手
可
能
な
も
の
と
す
る
。

両
締
約
国
は
、
電
子
的
な
手
段
に
よ
り
申
請
を
受
理
し
、
処
理
す
る
よ
う
努
め
る
。

(g)
企
業
内
転
勤
者
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
手
続
上
の
追
加
的
な
約
束

２

英
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
、
自
国
の
関
係
法
令
に
基
づ
く
通
知
の
た
め
の
手
続
に
従
い
、
で

き
る
限
り
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
不
備
の
な
い
申
請
が
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
、
企
業
内
転
勤
者
の
入
国
及
び

一
時
的
な
滞
在
又
は
そ
の
更
新
の
申
請
に
関
す
る
決
定
を
行
い
、
申
請
者
に
対
し
て
そ
の
決
定
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。
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一
一
六
六

英
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
当
該
決
定
を
九
十
日
以
内
に
行
う
こ
と
が
実
行
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
合
理
的

な
期
間
内
に
当
該
決
定
を
行
う
よ
う
努
め
る
。

３

日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
、
不
備
の
な
い
申
請
が
提
出
さ
れ
た
後
又
は
該
当
す
る
場
合
に

は
４
に
定
義
す
る
入
国
査
証
を
求
め
る
申
請
に
先
立
つ
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
申
請
（
不
備
の
な
い
も
の
に

限
る
。
）
が
提
出
さ
れ
た
後
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
内
に
、
企
業
内
転
勤
者
の
入
国
査
証
又
は
滞
在
期
間
の
延
長
許
可
の

申
請
に
関
す
る
決
定
を
行
い
、
申
請
者
に
対
し
て
そ
の
決
定
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、

当
該
決
定
を
九
十
日
以
内
に
行
う
こ
と
が
実
行
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
合
理
的
な
期
間
内
に
当
該
決
定
を
行
う

よ
う
努
め
る
。

４

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
「
入
国
査
証
を
求
め
る
申
請
に
先
立
つ
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
申
請
」

と
は
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
求
め
る
申
請
を
い
う
。
在
留
資
格
認
定
証
明
書
が
発
給
さ
れ
る
日
か
ら
申
請
者
が
入
国
査

証
を
求
め
る
日
ま
で
の
期
間
は
、
３
に
定
め
る
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
に
は
含
ま
れ
な
い
。

５

権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
の
た
め
の
情
報
又
は
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
者
に
対
し
て
必
要
と
な
る
追
加

の
情
報
に
つ
い
て
合
理
的
な
期
間
内
に
通
知
し
、
及
び
当
該
情
報
を
提
供
す
る
合
理
的
な
期
限
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
。
２

及
び
３
に
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
当
該
情
報
を
受
領
す
る
ま
で
停
止
す
る
。

送
還
及
び
再
入
国
に
関
す
る
協
力

６

両
締
約
国
は
、
１
か
ら
５
ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
自
然
人
の
移
動
に
よ
り
、
締
約
国
の
入
国
及
び
一
時
的
な

滞
在
に
関
す
る
規
則
に
違
反
し
て
当
該
締
約
国
に
滞
在
す
る
自
然
人
の
送
還
及
び
再
入
国
に
関
す
る
十
分
な
協
力
が
必
要
と

さ
れ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
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一
一
六
七

英
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
当
該
決
定
を
九
十
日
以
内
に
行
う
こ
と
が
実
行
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
合
理
的

な
期
間
内
に
当
該
決
定
を
行
う
よ
う
努
め
る
。

３

日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
実
行
可
能
な
範
囲
内
で
、
不
備
の
な
い
申
請
が
提
出
さ
れ
た
後
又
は
該
当
す
る
場
合
に

は
４
に
定
義
す
る
入
国
査
証
を
求
め
る
申
請
に
先
立
つ
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
申
請
（
不
備
の
な
い
も
の
に

限
る
。
）
が
提
出
さ
れ
た
後
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
内
に
、
企
業
内
転
勤
者
の
入
国
査
証
又
は
滞
在
期
間
の
延
長
許
可
の

申
請
に
関
す
る
決
定
を
行
い
、
申
請
者
に
対
し
て
そ
の
決
定
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
。
日
本
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、

当
該
決
定
を
九
十
日
以
内
に
行
う
こ
と
が
実
行
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
合
理
的
な
期
間
内
に
当
該
決
定
を
行
う

よ
う
努
め
る
。

４

こ
の
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、
「
入
国
査
証
を
求
め
る
申
請
に
先
立
つ
入
国
及
び
一
時
的
な
滞
在
に
関
連
す
る
申
請
」

と
は
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
求
め
る
申
請
を
い
う
。
在
留
資
格
認
定
証
明
書
が
発
給
さ
れ
る
日
か
ら
申
請
者
が
入
国
査

証
を
求
め
る
日
ま
で
の
期
間
は
、
３
に
定
め
る
九
十
日
を
超
え
な
い
期
間
に
は
含
ま
れ
な
い
。

５

権
限
の
あ
る
当
局
は
、
申
請
の
た
め
の
情
報
又
は
書
類
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
者
に
対
し
て
必
要
と
な
る
追
加

の
情
報
に
つ
い
て
合
理
的
な
期
間
内
に
通
知
し
、
及
び
当
該
情
報
を
提
供
す
る
合
理
的
な
期
限
を
定
め
る
よ
う
努
め
る
。
２

及
び
３
に
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
が
当
該
情
報
を
受
領
す
る
ま
で
停
止
す
る
。

送
還
及
び
再
入
国
に
関
す
る
協
力

６

両
締
約
国
は
、
１
か
ら
５
ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
自
然
人
の
移
動
に
よ
り
、
締
約
国
の
入
国
及
び
一
時
的
な

滞
在
に
関
す
る
規
則
に
違
反
し
て
当
該
締
約
国
に
滞
在
す
る
自
然
人
の
送
還
及
び
再
入
国
に
関
す
る
十
分
な
協
力
が
必
要
と

さ
れ
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
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一
一
六
八

附
属
書
十

政
府
調
達

第
一
編

第
十
・
二
条
に
規
定
す
る
政
府
調
達
協
定
の
関
連
規
定

第
一
条
（
定
義
）
の
規
定

第
二
条
（
適
用
範
囲
）
の
規
定

第
三
条
（
安
全
保
障
の
た
め
の
例
外
及
び
一
般
的
例
外
）
の
規
定

第
四
条
（
一
般
原
則
）
の
規
定

第
六
条
（
調
達
制
度
に
関
す
る
情
報
）
の
規
定

第
七
条
（
公
示
）
の
規
定

第
八
条
（
参
加
の
た
め
の
条
件
）
の
規
定

第
九
条
（
供
給
者
の
資
格
の
審
査
）
の
規
定

第
十
条
（
技
術
仕
様
及
び
入
札
説
明
書
）
の
規
定

第
十
一
条
（
期
間
）
の
規
定

第
十
二
条
（
交
渉
）
の
規
定

第
十
三
条
（
限
定
入
札
）
の
規
定

第
十
四
条
（
電
子
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
）
の
規
定

第
十
五
条
（
入
札
書
の
取
扱
い
及
び
落
札
）
の
規
定

第
十
六
条
（
調
達
に
関
す
る
情
報
の
透
明
性
）
１
か
ら
３
ま
で
の
規
定

第
十
七
条
（
情
報
の
開
示
）
の
規
定

第
十
八
条
（
国
内
の
審
査
の
た
め
の
手
続
）
の
規
定

第
二
編

適
用
範
囲

（
第
Ａ
節
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

第
Ｂ
節

日
本
国

第
十
章
の
規
定
は
、
第
十
・
二
条
及
び
第
十
・
三
条
の
規
定
に
従
い
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
加
え
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
（
２
に
規
定
す
る
機
関
で
あ
っ
て
、
２
に
お
い
て
特

定
す
る
特
別
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
よ
る
調
達
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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一
一
六
九

附
属
書
十

政
府
調
達

第
一
編

第
十
・
二
条
に
規
定
す
る
政
府
調
達
協
定
の
関
連
規
定

第
一
条
（
定
義
）
の
規
定

第
二
条
（
適
用
範
囲
）
の
規
定

第
三
条
（
安
全
保
障
の
た
め
の
例
外
及
び
一
般
的
例
外
）
の
規
定

第
四
条
（
一
般
原
則
）
の
規
定

第
六
条
（
調
達
制
度
に
関
す
る
情
報
）
の
規
定

第
七
条
（
公
示
）
の
規
定

第
八
条
（
参
加
の
た
め
の
条
件
）
の
規
定

第
九
条
（
供
給
者
の
資
格
の
審
査
）
の
規
定

第
十
条
（
技
術
仕
様
及
び
入
札
説
明
書
）
の
規
定

第
十
一
条
（
期
間
）
の
規
定

第
十
二
条
（
交
渉
）
の
規
定

第
十
三
条
（
限
定
入
札
）
の
規
定

第
十
四
条
（
電
子
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
）
の
規
定

第
十
五
条
（
入
札
書
の
取
扱
い
及
び
落
札
）
の
規
定

第
十
六
条
（
調
達
に
関
す
る
情
報
の
透
明
性
）
１
か
ら
３
ま
で
の
規
定

第
十
七
条
（
情
報
の
開
示
）
の
規
定

第
十
八
条
（
国
内
の
審
査
の
た
め
の
手
続
）
の
規
定

第
二
編

適
用
範
囲

（
第
Ａ
節
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
さ
れ
、
こ
の
附
属
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。
）

第
Ｂ
節

日
本
国

第
十
章
の
規
定
は
、
第
十
・
二
条
及
び
第
十
・
三
条
の
規
定
に
従
い
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
加
え
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
（
２
に
規
定
す
る
機
関
で
あ
っ
て
、
２
に
お
い
て
特

定
す
る
特
別
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
よ
る
調
達
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
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一
一
七
〇

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
１
か
ら
付
表
７
ま
で
に
規
定
す
る
注
釈
は
、
こ
の
節
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

１

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
（
地
方
政
府
の
機
関
）
に
関
連
す
る
調
達

第
十
章
の
規
定
は
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
加
え
、
次
の
調
達
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
４
か
ら
付
表
６
ま
で
に
お
い
て
特
定
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
熊
本
市

(a)
に
よ
る
調
達
。
当
該
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、
同
附
属
書
の
日
本
国
の
付
表
２
に
定
め
る
基
準
額
と
す
る
。

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
４
か
ら
付
表
６
ま
で
に
お
い
て
特
定
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
地
方
独

(b)
立
行
政
法
人
に
よ
る
調
達
。
当
該
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、
同
附
属
書
の
日
本
国
の
付
表
２
に
定
め
る
基
準
額
と
す

る
。の

規
定
に
関
す
る
注
釈

(b)
日
本
国
政
府
は
、
こ
の

の
地
方
独
立
行
政
法
人
に
よ
る
約
束
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し

(b)

て
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
措
置
を
と
る
。

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
「
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

(b)

号
）
の
適
用
を
受
け
る
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
掲
げ
る
一
の

機
関
又
は
熊
本
市
が
同
法
に
基
づ
い
て
設
立
し
た
も
の
を
い
う
。

こ
の

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
、
二
千
十
八
年
二
月
一
日
の
時
点
の
も
の
の
表
を
、

(b)

参
考
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
。

地
方
独
立
行
政
法
人
北
海
道
立
総
合
研
究
機
構

(1)

北
海
道
公
立
大
学
法
人
札
幌
医
科
大
学

(2)

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

(3)

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学

(4)

地
方
独
立
行
政
法
人
岩
手
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

(5)

公
立
大
学
法
人
岩
手
県
立
大
学

(6)

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

(7)

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構

(8)
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一
一
七
一

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
１
か
ら
付
表
７
ま
で
に
規
定
す
る
注
釈
は
、
こ
の
節
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場

合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
節
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
。

１

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
（
地
方
政
府
の
機
関
）
に
関
連
す
る
調
達

第
十
章
の
規
定
は
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
加
え
、
次
の
調
達
に

つ
い
て
適
用
す
る
。

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
４
か
ら
付
表
６
ま
で
に
お
い
て
特
定
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
熊
本
市

(a)
に
よ
る
調
達
。
当
該
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、
同
附
属
書
の
日
本
国
の
付
表
２
に
定
め
る
基
準
額
と
す
る
。

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
４
か
ら
付
表
６
ま
で
に
お
い
て
特
定
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
地
方
独

(b)
立
行
政
法
人
に
よ
る
調
達
。
当
該
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、
同
附
属
書
の
日
本
国
の
付
表
２
に
定
め
る
基
準
額
と
す

る
。の

規
定
に
関
す
る
注
釈

(b)
日
本
国
政
府
は
、
こ
の

の
地
方
独
立
行
政
法
人
に
よ
る
約
束
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し

(b)

て
、
日
本
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
措
置
を
と
る
。

こ
の

の
規
定
の
適
用
上
、
「
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八

(b)

号
）
の
適
用
を
受
け
る
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
掲
げ
る
一
の

機
関
又
は
熊
本
市
が
同
法
に
基
づ
い
て
設
立
し
た
も
の
を
い
う
。

こ
の

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
地
方
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て
、
二
千
十
八
年
二
月
一
日
の
時
点
の
も
の
の
表
を
、

(b)

参
考
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
。

地
方
独
立
行
政
法
人
北
海
道
立
総
合
研
究
機
構

(1)

北
海
道
公
立
大
学
法
人
札
幌
医
科
大
学

(2)

地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

(3)

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学

(4)

地
方
独
立
行
政
法
人
岩
手
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

(5)

公
立
大
学
法
人
岩
手
県
立
大
学

(6)

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
こ
ど
も
病
院

(7)

地
方
独
立
行
政
法
人
宮
城
県
立
病
院
機
構

(8)
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一
一
七
二

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

(9)

公
立
大
学
法
人
国
際
教
養
大
学

(10)

地
方
独
立
行
政
法
人
秋
田
県
立
療
育
機
構

(11)

地
方
独
立
行
政
法
人
秋
田
県
立
病
院
機
構

(12)

公
立
大
学
法
人
秋
田
県
立
大
学

(13)

山
形
県
公
立
大
学
法
人

(14)

公
立
大
学
法
人
山
形
県
立
保
健
医
療
大
学

(15)

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

(16)

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

(17)

地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー

(18)

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学

(19)

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー

(20)

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

(21)

公
立
大
学
法
人
首
都
大
学
東
京

(22)

地
方
独
立
行
政
法
人
神
奈
川
県
立
産
業
技
術
総
合
研
究
所

(23)

地
方
独
立
行
政
法
人
神
奈
川
県
立
病
院
機
構

(24)

公
立
大
学
法
人
新
潟
県
立
看
護
大
学

(25)

公
立
大
学
法
人
新
潟
県
立
大
学

(26)

公
立
大
学
法
人
富
山
県
立
大
学

(27)

石
川
県
公
立
大
学
法
人

(28)

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学

(29)

地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構

(30)

公
立
大
学
法
人
山
梨
県
立
大
学

(31)

地
方
独
立
行
政
法
人
長
野
県
立
病
院
機
構

(32)

公
立
大
学
法
人
岐
阜
県
立
看
護
大
学

(33)

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

(34)
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一
一
七
三

公
立
大
学
法
人
宮
城
大
学

(9)

公
立
大
学
法
人
国
際
教
養
大
学

(10)

地
方
独
立
行
政
法
人
秋
田
県
立
療
育
機
構

(11)

地
方
独
立
行
政
法
人
秋
田
県
立
病
院
機
構

(12)

公
立
大
学
法
人
秋
田
県
立
大
学

(13)

山
形
県
公
立
大
学
法
人

(14)

公
立
大
学
法
人
山
形
県
立
保
健
医
療
大
学

(15)

公
立
大
学
法
人
福
島
県
立
医
科
大
学

(16)

公
立
大
学
法
人
会
津
大
学

(17)

地
方
独
立
行
政
法
人
栃
木
県
立
が
ん
セ
ン
タ
ー

(18)

公
立
大
学
法
人
埼
玉
県
立
大
学

(19)

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
健
康
長
寿
医
療
セ
ン
タ
ー

(20)

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

(21)

公
立
大
学
法
人
首
都
大
学
東
京

(22)

地
方
独
立
行
政
法
人
神
奈
川
県
立
産
業
技
術
総
合
研
究
所

(23)

地
方
独
立
行
政
法
人
神
奈
川
県
立
病
院
機
構

(24)

公
立
大
学
法
人
新
潟
県
立
看
護
大
学

(25)

公
立
大
学
法
人
新
潟
県
立
大
学

(26)

公
立
大
学
法
人
富
山
県
立
大
学

(27)

石
川
県
公
立
大
学
法
人

(28)

公
立
大
学
法
人
福
井
県
立
大
学

(29)

地
方
独
立
行
政
法
人
山
梨
県
立
病
院
機
構

(30)

公
立
大
学
法
人
山
梨
県
立
大
学

(31)

地
方
独
立
行
政
法
人
長
野
県
立
病
院
機
構

(32)

公
立
大
学
法
人
岐
阜
県
立
看
護
大
学

(33)

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

(34)
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一
一
七
四

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院

(35)

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

(36)

地
方
独
立
行
政
法
人
静
岡
県
立
病
院
機
構

(37)

静
岡
県
公
立
大
学
法
人

(38)

公
立
大
学
法
人
静
岡
文
化
芸
術
大
学

(39)

愛
知
県
公
立
大
学
法
人

(40)

公
立
大
学
法
人
三
重
県
立
看
護
大
学

(41)

地
方
独
立
行
政
法
人
三
重
県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

(42)

公
立
大
学
法
人
滋
賀
県
立
大
学

(43)

京
都
府
公
立
大
学
法
人

(44)

地
方
独
立
行
政
法
人
大
阪
府
立
病
院
機
構

(45)

公
立
大
学
法
人
大
阪
府
立
大
学

(46)

地
方
独
立
行
政
法
人
大
阪
府
立
環
境
農
林
水
産
総
合
研
究
所

(47)

公
立
大
学
法
人
兵
庫
県
立
大
学

(48)

公
立
大
学
法
人
奈
良
県
立
医
科
大
学

(49)

地
方
独
立
行
政
法
人
奈
良
県
立
病
院
機
構

(50)

公
立
大
学
法
人
奈
良
県
立
大
学

(51)

公
立
大
学
法
人
和
歌
山
県
立
医
科
大
学

(52)

地
方
独
立
行
政
法
人
鳥
取
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

(53)

公
立
大
学
法
人
島
根
県
立
大
学

(54)

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学

(55)

地
方
独
立
行
政
法
人
岡
山
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー

(56)

公
立
大
学
法
人
県
立
広
島
大
学

(57)

地
方
独
立
行
政
法
人
山
口
県
立
病
院
機
構

(58)

地
方
独
立
行
政
法
人
山
口
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

(59)

公
立
大
学
法
人
山
口
県
立
大
学

(60)
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一
一
七
五

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
立
下
呂
温
泉
病
院

(35)

地
方
独
立
行
政
法
人
岐
阜
県
立
多
治
見
病
院

(36)

地
方
独
立
行
政
法
人
静
岡
県
立
病
院
機
構

(37)

静
岡
県
公
立
大
学
法
人

(38)

公
立
大
学
法
人
静
岡
文
化
芸
術
大
学

(39)

愛
知
県
公
立
大
学
法
人

(40)

公
立
大
学
法
人
三
重
県
立
看
護
大
学

(41)

地
方
独
立
行
政
法
人
三
重
県
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

(42)

公
立
大
学
法
人
滋
賀
県
立
大
学

(43)

京
都
府
公
立
大
学
法
人

(44)

地
方
独
立
行
政
法
人
大
阪
府
立
病
院
機
構

(45)

公
立
大
学
法
人
大
阪
府
立
大
学

(46)

地
方
独
立
行
政
法
人
大
阪
府
立
環
境
農
林
水
産
総
合
研
究
所

(47)

公
立
大
学
法
人
兵
庫
県
立
大
学

(48)

公
立
大
学
法
人
奈
良
県
立
医
科
大
学

(49)

地
方
独
立
行
政
法
人
奈
良
県
立
病
院
機
構

(50)

公
立
大
学
法
人
奈
良
県
立
大
学

(51)

公
立
大
学
法
人
和
歌
山
県
立
医
科
大
学

(52)

地
方
独
立
行
政
法
人
鳥
取
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

(53)

公
立
大
学
法
人
島
根
県
立
大
学

(54)

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学

(55)

地
方
独
立
行
政
法
人
岡
山
県
精
神
科
医
療
セ
ン
タ
ー

(56)

公
立
大
学
法
人
県
立
広
島
大
学

(57)

地
方
独
立
行
政
法
人
山
口
県
立
病
院
機
構

(58)

地
方
独
立
行
政
法
人
山
口
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

(59)

公
立
大
学
法
人
山
口
県
立
大
学

(60)
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一
一
七
六

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

(61)

公
立
大
学
法
人
愛
媛
県
立
医
療
技
術
大
学

(62)

高
知
県
公
立
大
学
法
人

(63)

公
立
大
学
法
人
福
岡
県
立
大
学

(64)

公
立
大
学
法
人
福
岡
女
子
大
学

(65)

公
立
大
学
法
人
九
州
歯
科
大
学

(66)

地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
医
療
セ
ン
タ
ー
好
生
館

(67)

長
崎
県
公
立
大
学
法
人

(68)

公
立
大
学
法
人
熊
本
県
立
大
学

(69)

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学

(70)

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
看
護
科
学
大
学

(71)

公
立
大
学
法
人
宮
崎
県
立
看
護
大
学

(72)

地
方
独
立
行
政
法
人
大
阪
市
民
病
院
機
構

(73)

公
立
大
学
法
人
大
阪
市
立
大
学

(74)

公
立
大
学
法
人
名
古
屋
市
立
大
学

(75)

地
方
独
立
行
政
法
人
京
都
市
立
病
院
機
構

(76)

公
立
大
学
法
人
京
都
市
立
芸
術
大
学

(77)

地
方
独
立
行
政
法
人
京
都
市
産
業
技
術
研
究
所

(78)

公
立
大
学
法
人
横
浜
市
立
大
学

(79)

地
方
独
立
行
政
法
人
神
戸
市
民
病
院
機
構

(80)

公
立
大
学
法
人
神
戸
市
外
国
語
大
学

(81)

公
立
大
学
法
人
北
九
州
市
立
大
学

(82)

公
立
大
学
法
人
札
幌
市
立
大
学

(83)

地
方
独
立
行
政
法
人
福
岡
市
立
病
院
機
構

(84)

地
方
独
立
行
政
法
人
広
島
市
立
病
院
機
構

(85)

公
立
大
学
法
人
広
島
市
立
大
学

(86)
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一
一
七
七

地
方
独
立
行
政
法
人
徳
島
県
鳴
門
病
院

(61)

公
立
大
学
法
人
愛
媛
県
立
医
療
技
術
大
学

(62)

高
知
県
公
立
大
学
法
人

(63)

公
立
大
学
法
人
福
岡
県
立
大
学

(64)

公
立
大
学
法
人
福
岡
女
子
大
学

(65)

公
立
大
学
法
人
九
州
歯
科
大
学

(66)

地
方
独
立
行
政
法
人
佐
賀
県
医
療
セ
ン
タ
ー
好
生
館

(67)

長
崎
県
公
立
大
学
法
人

(68)

公
立
大
学
法
人
熊
本
県
立
大
学

(69)

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
芸
術
文
化
短
期
大
学

(70)

公
立
大
学
法
人
大
分
県
立
看
護
科
学
大
学

(71)

公
立
大
学
法
人
宮
崎
県
立
看
護
大
学

(72)

地
方
独
立
行
政
法
人
大
阪
市
民
病
院
機
構

(73)

公
立
大
学
法
人
大
阪
市
立
大
学

(74)

公
立
大
学
法
人
名
古
屋
市
立
大
学

(75)

地
方
独
立
行
政
法
人
京
都
市
立
病
院
機
構

(76)

公
立
大
学
法
人
京
都
市
立
芸
術
大
学

(77)

地
方
独
立
行
政
法
人
京
都
市
産
業
技
術
研
究
所

(78)

公
立
大
学
法
人
横
浜
市
立
大
学

(79)

地
方
独
立
行
政
法
人
神
戸
市
民
病
院
機
構

(80)

公
立
大
学
法
人
神
戸
市
外
国
語
大
学

(81)

公
立
大
学
法
人
北
九
州
市
立
大
学

(82)

公
立
大
学
法
人
札
幌
市
立
大
学

(83)

地
方
独
立
行
政
法
人
福
岡
市
立
病
院
機
構

(84)

地
方
独
立
行
政
法
人
広
島
市
立
病
院
機
構

(85)

公
立
大
学
法
人
広
島
市
立
大
学

(86)
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一
一
七
八

地
方
独
立
行
政
法
人
静
岡
市
立
静
岡
病
院

(87)

地
方
独
立
行
政
法
人
堺
市
立
病
院
機
構

(88)

地
方
独
立
行
政
法
人
岡
山
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

(89)政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
関
す
る
注
釈
５
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
電
、
送
電
又
は
配
電
に

(c)
関
連
す
る
調
達
で
あ
っ
て
、
同
付
表
に
掲
げ
る
地
方
政
府
の
機
関
又
は
熊
本
市
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
章
の
規
定

を
適
用
す
る
。
当
該
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、
同
付
表
に
定
め
る
基
準
額
と
す
る
。

発
電
、
送
電
又
は
配
電
を
行
う
地
方
政
府
の
機
関
で
あ
っ
て
、
二
千
十
八
年
二
月
一
日
の
時
点
の
も
の
の
表
を
、
参
考

の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
。

北
海
道

(1)

岩
手
県

(2)

秋
田
県

(3)

山
形
県

(4)

栃
木
県

(5)

群
馬
県

(6)

東
京
都

(7)

神
奈
川
県

(8)

新
潟
県

(9)

富
山
県

(10)

山
梨
県

(11)

長
野
県

(12)

三
重
県

(13)

京
都
府

(14)

兵
庫
県

(15)

鳥
取
県

(16)

島
根
県

(17)

岡
山
県

(18)
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一
一
七
九

地
方
独
立
行
政
法
人
静
岡
市
立
静
岡
病
院

(87)

地
方
独
立
行
政
法
人
堺
市
立
病
院
機
構

(88)

地
方
独
立
行
政
法
人
岡
山
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

(89)政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
関
す
る
注
釈
５
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
発
電
、
送
電
又
は
配
電
に

(c)
関
連
す
る
調
達
で
あ
っ
て
、
同
付
表
に
掲
げ
る
地
方
政
府
の
機
関
又
は
熊
本
市
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
、
第
十
章
の
規
定

を
適
用
す
る
。
当
該
調
達
に
つ
い
て
の
基
準
額
は
、
同
付
表
に
定
め
る
基
準
額
と
す
る
。

発
電
、
送
電
又
は
配
電
を
行
う
地
方
政
府
の
機
関
で
あ
っ
て
、
二
千
十
八
年
二
月
一
日
の
時
点
の
も
の
の
表
を
、
参
考

の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
。

北
海
道

(1)

岩
手
県

(2)

秋
田
県

(3)

山
形
県

(4)

栃
木
県

(5)

群
馬
県

(6)

東
京
都

(7)

神
奈
川
県

(8)

新
潟
県

(9)

富
山
県

(10)

山
梨
県

(11)

長
野
県

(12)

三
重
県

(13)

京
都
府

(14)

兵
庫
県

(15)

鳥
取
県

(16)

島
根
県

(17)

岡
山
県

(18)
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一
一
八
〇

山
口
県

(19)

徳
島
県

(20)

愛
媛
県

(21)

高
知
県

(22)

福
岡
県

(23)

熊
本
県

(24)

大
分
県

(25)

宮
崎
県

(26)

横
浜
市

(27)

北
九
州
市

(28)
１
の
規
定
に
関
す
る
注
釈

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
及
び
こ
の
１
の
規
定
は
、
二
千
十
八
年
二
月
一
日
の
時
点
の
日
本
国
の
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
全
て
の
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
関
連
す
る
。

２

中
核
市
に
よ
る
調
達

日
本
国
の
中
核
市
に
よ
る
公
開
入
札
を
用
い
た
調
達
に
関
し
、
英
国
の
供
給
者
は
、
現
地
で
設
立
さ
れ
た
供
給
者
に
与
え

ら
れ
る
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
（
現
地
で
設
立
さ
れ
た
供
給
者
に
利
用
可
能
な
審
査
の
た
め
の
手
続
が
存
在
す
る
場

合
に
は
、
当
該
手
続
へ
の
参
加
を
含
む
。
）
を
与
え
ら
れ
る
。
第
十
章
に
定
め
る
い
か
な
る
義
務
も
、
日
本
国
の
中
核
市
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
２
に
定
め
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
の
規
定
に
関
す
る
注
釈

「
中
核
市
」
と
は
、
日
本
国
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一

(a)
項
に
規
定
す
る
市
を
い
う
。

こ
の
２
の
規
定
の
適
用
上
、
「
現
地
で
設
立
さ
れ
た
供
給
者
」
と
は
、
日
本
国
の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

(b)
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
の
二
の
規
定
に
従
っ
て
事
業
所
の
所
在
地
に
関
し
て
資
格
を
有
す
る
供
給
者
を

い
う
。

こ
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
は
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
（
同
付
表
に
関

(c)
す
る
注
釈
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
機
関
に
つ
い
て
の
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
基
準
額
及
び
適
用
範
囲
と
同
一
の
も
の
を
適
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一
一
八
一

山
口
県

(19)

徳
島
県

(20)

愛
媛
県

(21)

高
知
県

(22)

福
岡
県

(23)

熊
本
県

(24)

大
分
県

(25)

宮
崎
県

(26)

横
浜
市

(27)

北
九
州
市

(28)
１
の
規
定
に
関
す
る
注
釈

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
及
び
こ
の
１
の
規
定
は
、
二
千
十
八
年
二
月
一
日
の
時
点
の
日
本
国
の
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
全
て
の
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
に
関
連
す
る
。

２

中
核
市
に
よ
る
調
達

日
本
国
の
中
核
市
に
よ
る
公
開
入
札
を
用
い
た
調
達
に
関
し
、
英
国
の
供
給
者
は
、
現
地
で
設
立
さ
れ
た
供
給
者
に
与
え

ら
れ
る
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
（
現
地
で
設
立
さ
れ
た
供
給
者
に
利
用
可
能
な
審
査
の
た
め
の
手
続
が
存
在
す
る
場

合
に
は
、
当
該
手
続
へ
の
参
加
を
含
む
。
）
を
与
え
ら
れ
る
。
第
十
章
に
定
め
る
い
か
な
る
義
務
も
、
日
本
国
の
中
核
市
に

つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
２
に
定
め
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
の
規
定
に
関
す
る
注
釈

「
中
核
市
」
と
は
、
日
本
国
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一

(a)
項
に
規
定
す
る
市
を
い
う
。

こ
の
２
の
規
定
の
適
用
上
、
「
現
地
で
設
立
さ
れ
た
供
給
者
」
と
は
、
日
本
国
の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二

(b)
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
の
二
の
規
定
に
従
っ
て
事
業
所
の
所
在
地
に
関
し
て
資
格
を
有
す
る
供
給
者
を

い
う
。

こ
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
は
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
（
同
付
表
に
関

(c)
す
る
注
釈
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
機
関
に
つ
い
て
の
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
基
準
額
及
び
適
用
範
囲
と
同
一
の
も
の
を
適
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一
一
八
二

用
す
る
。
た
だ
し
、
運
送
に
お
け
る
運
転
上
の
安
全
に
関
連
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
供

給
者
に
開
放
さ
れ
る
。

こ
の
２
の
規
定
は
、
建
設
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
）
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

(d)

こ
の
２
の
規
定
の
適
用
上
、
「
英
国
の
供
給
者
」
と
は
、
法
人
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
法
人
を
い
う
。
供
給
者
が
第
三

(e)
国
又
は
日
本
国
の
自
然
人
又
は
法
人
が
所
有
し
、
又
は
支
配
し
て
い
る
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
こ
の

２
の
規
定
に
よ
っ
て
実
質
的
な
利
益
を
得
、
か
つ
、
第
十
章
の
規
定
の
目
的
の
達
成
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

日
本
国
は
、
当
該
供
給
者
に
対
し
、
こ
の
２
の
規
定
に
よ
る
利
益
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
２
の
規
定
の
適
用

上
、
第
八
・
二
条

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
定
義
を
適
用
す
る
。

(l)

(n)

こ
の
２
の
規
定
は
、
日
本
国
の
中
核
市
が
現
地
の
中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の
参
加
を
奨
励
す
る
た
め
の
政
策
上

(f)
の
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

３

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
３
（
そ
の
他
の
機
関
）
に
関
連
す
る
調
達

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
３
の
Ｂ
群
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
に
つ
い

(a)
て
、
次
の
基
準
額
を
適
用
す
る
。

物
品
に
つ
い
て
は
、
十
万
特
別
引
出
権

(i)

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
５
に
お
い
て
特
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
建
設
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
建
築

(ii)
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
十

万
特
別
引
出
権

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
３
の
Ｂ
群
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
加
え
、
同
附
属
書
の
日
本
国
の

(b)
付
表
４
か
ら
付
表
６
ま
で
に
お
い
て
特
定
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
も
の

に
つ
い
て
、
第
十
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金

(1)

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

(2)

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構

(3)

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構

(4)

独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構

(5)

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

(6)
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一
一
八
三

用
す
る
。
た
だ
し
、
運
送
に
お
け
る
運
転
上
の
安
全
に
関
連
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
供

給
者
に
開
放
さ
れ
る
。

こ
の
２
の
規
定
は
、
建
設
サ
ー
ビ
ス
（
Ｃ
Ｐ
Ｃ
五
一
）
の
調
達
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

(d)

こ
の
２
の
規
定
の
適
用
上
、
「
英
国
の
供
給
者
」
と
は
、
法
人
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
法
人
を
い
う
。
供
給
者
が
第
三

(e)
国
又
は
日
本
国
の
自
然
人
又
は
法
人
が
所
有
し
、
又
は
支
配
し
て
い
る
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
こ
の

２
の
規
定
に
よ
っ
て
実
質
的
な
利
益
を
得
、
か
つ
、
第
十
章
の
規
定
の
目
的
の
達
成
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

日
本
国
は
、
当
該
供
給
者
に
対
し
、
こ
の
２
の
規
定
に
よ
る
利
益
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
２
の
規
定
の
適
用

上
、
第
八
・
二
条

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
定
義
を
適
用
す
る
。

(l)

(n)

こ
の
２
の
規
定
は
、
日
本
国
の
中
核
市
が
現
地
の
中
小
企
業
に
よ
る
調
達
手
続
へ
の
参
加
を
奨
励
す
る
た
め
の
政
策
上

(f)
の
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

３

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
３
（
そ
の
他
の
機
関
）
に
関
連
す
る
調
達

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
３
の
Ｂ
群
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
に
つ
い

(a)
て
、
次
の
基
準
額
を
適
用
す
る
。

物
品
に
つ
い
て
は
、
十
万
特
別
引
出
権

(i)

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
５
に
お
い
て
特
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
（
建
設
サ
ー
ビ
ス
に
関
連
す
る
建
築

(ii)
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
十

万
特
別
引
出
権

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
３
の
Ｂ
群
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
加
え
、
同
附
属
書
の
日
本
国
の

(b)
付
表
４
か
ら
付
表
６
ま
で
に
お
い
て
特
定
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
も
の

に
つ
い
て
、
第
十
章
の
規
定
を
適
用
す
る
。

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金

(1)

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構

(2)

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構

(3)

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構

(4)

独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構

(5)

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

(6)
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一
一
八
四

３
の
規
定
に
関
す
る
注
釈

に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
に
つ
い
て
、

に
定
め
る
基
準
額
を
適
用
す
る
。

(b)

(a)

４

運
送
に
お
け
る
運
転
上
の
安
全
に
関
連
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達

運
送
に
お
け
る
運
転
上
の
安
全
に
関
連
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
に
関
し
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国

の
付
表
２
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
で
あ
っ
て
、
同
付
表
に
関
す
る
注
釈
４
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
及
び
同
附
属

書
の
日
本
国
の
付
表
３
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
で
あ
っ
て
、
同
付
表
に
関
す
る
注
釈
３
の
注
ａ
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
（
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機

構
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
）
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
供
給
者
に
開
放
さ
れ
る
。

こ
の
４
の
規
定
の
適
用
上
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
の
基

準
額
は
、
同
付
表
に
定
め
る
基
準
額
と
し
、
第
一
文
に
規
定
す
る
五
の
機
関
に
よ
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
（
建
設
サ
ー
ビ
ス

及
び
建
築
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
の
調
達
に
つ

い
て
の
基
準
額
は
、
四
十
万
特
別
引
出
権
と
す
る
。

５

サ
ー
ビ
ス

第
十
章
の
規
定
は
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
５
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
っ
て
特

定
さ
れ
る
次
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
１
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス

(a)

七
五
四

電
気
通
信
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

八
一
二

保
険
（
再
保
険
を
含
む
。
）
及
び
年
金
基
金
サ
ー
ビ
ス
（
強
制
加
入
の
社
会

保
障
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

八
七
二
〇
一

管
理
職
あ
っ
せ
ん
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
二

事
務
補
助
従
事
者
そ
の
他
の
労
働
者
あ
っ
せ
ん
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
四

家
事
手
伝
い
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
五

そ
の
他
の
商
業
又
は
工
業
労
働
者
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
六

看
護
師
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
九

そ
の
他
の
人
材
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
一

肖
像
写
真
サ
ー
ビ
ス
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一
一
八
五

３
の
規
定
に
関
す
る
注
釈

に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
に
つ
い
て
、

に
定
め
る
基
準
額
を
適
用
す
る
。

(b)

(a)

４

運
送
に
お
け
る
運
転
上
の
安
全
に
関
連
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達

運
送
に
お
け
る
運
転
上
の
安
全
に
関
連
す
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
調
達
に
関
し
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国

の
付
表
２
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
で
あ
っ
て
、
同
付
表
に
関
す
る
注
釈
４
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
及
び
同
附
属

書
の
日
本
国
の
付
表
３
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
で
あ
っ
て
、
同
付
表
に
関
す
る
注
釈
３
の
注
ａ
の
規
定
の
適
用
を
受
け

る
も
の
（
北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
、
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
、
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機

構
、
四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
東
京
地
下
鉄
株
式
会
社
）
に
つ
い
て
は
、
英
国
の
供
給
者
に
開
放
さ
れ
る
。

こ
の
４
の
規
定
の
適
用
上
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
の
基

準
額
は
、
同
付
表
に
定
め
る
基
準
額
と
し
、
第
一
文
に
規
定
す
る
五
の
機
関
に
よ
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
（
建
設
サ
ー
ビ
ス

及
び
建
築
の
た
め
の
サ
ー
ビ
ス
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
の
調
達
に
つ

い
て
の
基
準
額
は
、
四
十
万
特
別
引
出
権
と
す
る
。

５

サ
ー
ビ
ス

第
十
章
の
規
定
は
、
政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
５
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
加
え
、
Ｃ
Ｐ
Ｃ
に
よ
っ
て
特

定
さ
れ
る
次
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
１
に
掲
げ
る
機
関
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス

(a)

七
五
四

電
気
通
信
に
関
連
す
る
サ
ー
ビ
ス

八
一
二

保
険
（
再
保
険
を
含
む
。
）
及
び
年
金
基
金
サ
ー
ビ
ス
（
強
制
加
入
の
社
会

保
障
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）

八
七
二
〇
一

管
理
職
あ
っ
せ
ん
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
二

事
務
補
助
従
事
者
そ
の
他
の
労
働
者
あ
っ
せ
ん
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
四

家
事
手
伝
い
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
五

そ
の
他
の
商
業
又
は
工
業
労
働
者
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
六

看
護
師
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
七
二
〇
九

そ
の
他
の
人
材
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
一

肖
像
写
真
サ
ー
ビ
ス
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一
一
八
六

八
七
五
〇
二

広
告
及
び
関
連
す
る
写
真
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
三

行
事
の
写
真
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
五

写
真
加
工
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
六

映
像
加
工
サ
ー
ビ
ス
（
映
画
及
び
テ
レ
ビ
産
業
に
関
連
し
な
い
も
の
）

八
七
五
〇
七

写
真
の
修
復
、
複
写
及
び
修
正
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
九

そ
の
他
の
写
真
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
一

信
用
調
査
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
二

回
収
代
行
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
三

電
話
対
応
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
五

翻
訳
及
び
通
訳
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
六

郵
送
リ
ス
ト
作
成
及
び
郵
送
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
七

専
門
デ
ザ
イ
ン
・
サ
ー
ビ
ス

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
掲
げ
る
機
関
及
び
熊
本
市
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

(b)
サ
ー
ビ
ス

六
四
三

飲
料
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
三
一
〇
六
か
ら
八
三
一
〇
八
ま
で

農
業
用
機
器
（
運
転
者
を
伴
わ
な
い
も
の
）
の
賃
貸
サ
ー
ビ
ス

八
三
二
〇
三

家
具
そ
の
他
家
庭
用
の
器
具
の
賃
貸
サ
ー
ビ
ス

八
三
二
〇
四

娯
楽
用
品
の
賃
貸
サ
ー
ビ
ス

八
三
二
〇
九

そ
の
他
の
個
人
用
品
又
は
家
庭
用
品
の
賃
貸
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
一

一
般
経
営
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
二

財
務
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
事
業
税
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

八
六
五
〇
三

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
四

人
材
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
五

生
産
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
九

そ
の
他
の
経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス
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一
一
八
七

八
七
五
〇
二

広
告
及
び
関
連
す
る
写
真
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
三

行
事
の
写
真
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
五

写
真
加
工
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
六

映
像
加
工
サ
ー
ビ
ス
（
映
画
及
び
テ
レ
ビ
産
業
に
関
連
し
な
い
も
の
）

八
七
五
〇
七

写
真
の
修
復
、
複
写
及
び
修
正
サ
ー
ビ
ス

八
七
五
〇
九

そ
の
他
の
写
真
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
一

信
用
調
査
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
二

回
収
代
行
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
三

電
話
対
応
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
五

翻
訳
及
び
通
訳
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
六

郵
送
リ
ス
ト
作
成
及
び
郵
送
サ
ー
ビ
ス

八
七
九
〇
七

専
門
デ
ザ
イ
ン
・
サ
ー
ビ
ス

政
府
調
達
協
定
附
属
書
Ｉ
の
日
本
国
の
付
表
２
に
掲
げ
る
機
関
及
び
熊
本
市
に
よ
る
調
達
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る

(b)
サ
ー
ビ
ス

六
四
三

飲
料
提
供
サ
ー
ビ
ス

八
三
一
〇
六
か
ら
八
三
一
〇
八
ま
で

農
業
用
機
器
（
運
転
者
を
伴
わ
な
い
も
の
）
の
賃
貸
サ
ー
ビ
ス

八
三
二
〇
三

家
具
そ
の
他
家
庭
用
の
器
具
の
賃
貸
サ
ー
ビ
ス

八
三
二
〇
四

娯
楽
用
品
の
賃
貸
サ
ー
ビ
ス

八
三
二
〇
九

そ
の
他
の
個
人
用
品
又
は
家
庭
用
品
の
賃
貸
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
一

一
般
経
営
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
二

財
務
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス
（
事
業
税
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）

八
六
五
〇
三

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
四

人
材
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
五

生
産
管
理
に
関
す
る
相
談
サ
ー
ビ
ス

八
六
五
〇
九

そ
の
他
の
経
営
相
談
サ
ー
ビ
ス
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一
一
八
八

附
属
書
十
四－

Ａ

地
理
的
表
示
に
関
す
る
両
締
約
国
の
法
令

第
一
編

英
国
の
法
令

二
千
十
四
年
二
月
二
十
六
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
二
五
一
・
二
〇
一
四
号
（
香
味
付
け
ぶ
ど

う
酒
産
品
の
定
義
、
説
明
、
提
示
、
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
及
び
地
理
的
表
示
の
保
護
に
関
す
る
規
則
で
あ
っ
て
、
閣
僚
理
事

会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
一
六
〇
一
・
九
一
号
を
廃
止
す
る
も
の
）

二
千
十
三
年
十
二
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二
〇
一
三
号
（
農
産
品
に

つ
い
て
の
市
場
の
共
通
体
系
に
つ
い
て
定
め
、
並
び
に
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
九
二
二
・
七
二
号
、
閣
僚
理
事
会
規

則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
二
三
四
・
七
九
号
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
〇
三
七
・
二
〇
〇
一
号
及
び
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ

Ｃ
）
第
一
二
三
四
・
二
〇
〇
七
号
を
廃
止
す
る
も
の
）

二
千
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
一
五
一
・
二
〇
一
二
号
（
農
産
品
及

び
食
料
品
の
品
質
に
係
る
制
度
に
関
す
る
も
の
）

二
千
十
九
年
四
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
二
〇
一
九
・
七
八
七
号
（
蒸
留
酒
飲
料
の
定

義
、
説
明
、
提
示
及
び
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
、
そ
の
他
の
食
料
品
の
提
示
及
び
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
に
お
け
る
蒸
留
酒
飲

料
の
名
称
の
使
用
、
蒸
留
酒
飲
料
の
地
理
的
表
示
の
保
護
並
び
に
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
お
け
る
農
産
品
由
来
の
エ
チ
ル
ア
ル

コ
ー
ル
及
び
蒸
留
液
の
使
用
に
関
す
る
規
則
で
あ
っ
て
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
一
〇
・
二
〇
〇
八
号
を
廃
止
す
る

も
の
）

第
二
編

日
本
国
の
法
令

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た
酒

類
の
地
理
的
表
示
に
関
す
る
表
示
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
七
年
国
税
庁
告
示
第
十
九
号
）

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
）
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一
一
八
九

附
属
書
十
四－

Ａ

地
理
的
表
示
に
関
す
る
両
締
約
国
の
法
令

第
一
編

英
国
の
法
令

二
千
十
四
年
二
月
二
十
六
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
二
五
一
・
二
〇
一
四
号
（
香
味
付
け
ぶ
ど

う
酒
産
品
の
定
義
、
説
明
、
提
示
、
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
及
び
地
理
的
表
示
の
保
護
に
関
す
る
規
則
で
あ
っ
て
、
閣
僚
理
事

会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
一
六
〇
一
・
九
一
号
を
廃
止
す
る
も
の
）

二
千
十
三
年
十
二
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二
〇
一
三
号
（
農
産
品
に

つ
い
て
の
市
場
の
共
通
体
系
に
つ
い
て
定
め
、
並
び
に
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
九
二
二
・
七
二
号
、
閣
僚
理
事
会
規

則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
二
三
四
・
七
九
号
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
〇
三
七
・
二
〇
〇
一
号
及
び
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ

Ｃ
）
第
一
二
三
四
・
二
〇
〇
七
号
を
廃
止
す
る
も
の
）

二
千
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
一
五
一
・
二
〇
一
二
号
（
農
産
品
及

び
食
料
品
の
品
質
に
係
る
制
度
に
関
す
る
も
の
）

二
千
十
九
年
四
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
二
〇
一
九
・
七
八
七
号
（
蒸
留
酒
飲
料
の
定

義
、
説
明
、
提
示
及
び
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
、
そ
の
他
の
食
料
品
の
提
示
及
び
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
に
お
け
る
蒸
留
酒
飲

料
の
名
称
の
使
用
、
蒸
留
酒
飲
料
の
地
理
的
表
示
の
保
護
並
び
に
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
お
け
る
農
産
品
由
来
の
エ
チ
ル
ア
ル

コ
ー
ル
及
び
蒸
留
液
の
使
用
に
関
す
る
規
則
で
あ
っ
て
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
一
〇
・
二
〇
〇
八
号
を
廃
止
す
る

も
の
）

第
二
編

日
本
国
の
法
令

酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た
酒

類
の
地
理
的
表
示
に
関
す
る
表
示
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
七
年
国
税
庁
告
示
第
十
九
号
）

特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
）
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一
一
九
〇

附
属
書
十
四－

Ｂ

地
理
的
表
示
の
表
（
注
１
、
注
２
）

注
１

地
理
的
表
示
が
「Irish

W
hiskey

/
U
isce

Beatha
Eireannach

/
Irish

W
hisky

」
の
よ
う
に
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
名
称
が
共
に

又
は
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
が
単
独
で
使
用
さ
れ
得
る
。

注
２

一
方
の
締
約
国
に
お
け
る
こ
の
附
属
書
に
掲
げ
る
他
方
の
締
約
国
の
地
理
的
表
示
の
保
護
は
、
一
方
の
締
約
国
の
国
内
手
続
の
完
了
を
条
件
と
す

る
。
両
締
約
国
は
、
両
締
約
国
の
国
内
手
続
が
完
了
し
、
並
び
に
各
締
約
国
が
他
方
の
締
約
国
か
ら
他
方
の
締
約
国
の
国
内
手
続
が
完
了
し
、
及
び
第

十
四
章
第
Ｂ
節
第
三
款
の
規
定
に
従
っ
て
地
理
的
表
示
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
の
通
報
を
受
領
す
る
ま
で
、
他
方
の
締
約
国
の
地
理
的
表
示
を

保
護
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
こ
の
注
の
規
定
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
時
点
で
こ
の
附
属
書
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
地
理
的
表
示
に
つ
い
て

の
み
適
用
す
る
。

第
一
編

農
産
品
の
地
理
的
表
示

第
Ａ
節

英
国
（
注
）

注

こ
の
節
に
掲
げ
る
農
産
品
は
、
二
千
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
一
五
一
・
二
〇
一
二
号
（
農
産

品
及
び
食
料
品
の
品
質
に
係
る
制
度
に
関
す
る
も
の
）
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

保
護
さ
れ
る
名
称

日
本
語
表
記
（
参
考
情
報
）

商
品
の
分
類
及
び
概
要
［
角
括
弧
内
は
参
考
情
報
］

Scottish
Farm

ed
Salm

on

ス
コ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
フ
ァ
ー
ム
ド
・
サ
ー

生
鮮
の
魚
、
軟
体
動
物
及
び
甲
殻
類
並
び
に
こ
れ
ら
を
原

モ
ン

料
と
す
る
産
品
［
さ
け
］

W
est

Country
farm

house
Cheddar

cheese

ウ
エ
ス
ト
・
カ
ン
ト
リ
ー
・
フ
ァ
ー
ム
ハ

チ
ー
ズ
［
牛
乳
の
ハ
ー
ド
チ
ー
ズ
］

（
注
）

ウ
ス
・
チ
ェ
ダ
ー
・
チ
ー
ズ

W
hite

Stilton
cheese

/Blue
Stilton

cheese

ホ
ワ
イ
ト
・
ス
テ
ィ
ル
ト
ン
・
チ
ー
ズ
／

チ
ー
ズ
［
牛
乳
の
チ
ー
ズ
］

ブ
ル
ー
・
ス
テ
ィ
ル
ト
ン
・
チ
ー
ズ

注

複
数
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
地
理
的
表
示
「W

estCountry
farm

house
Cheddarcheese

」
の
個
別
の
要
素
「cheddar

」
の
保
護
は
、
求
め
ら
れ
な

い
。

第
Ｂ
節

日
本
国
（
注
）

注

こ
の
節
に
掲
げ
る
農
産
品
は
、
日
本
国
の
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
従
っ
て
分
類

さ
れ
て
い
る
。
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一
一
九
一

附
属
書
十
四－

Ｂ

地
理
的
表
示
の
表
（
注
１
、
注
２
）

注
１

地
理
的
表
示
が
「Irish

W
hiskey

/
U
isce

Beatha
Eireannach

/
Irish

W
hisky

」
の
よ
う
に
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
名
称
が
共
に

又
は
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
が
単
独
で
使
用
さ
れ
得
る
。

注
２

一
方
の
締
約
国
に
お
け
る
こ
の
附
属
書
に
掲
げ
る
他
方
の
締
約
国
の
地
理
的
表
示
の
保
護
は
、
一
方
の
締
約
国
の
国
内
手
続
の
完
了
を
条
件
と
す

る
。
両
締
約
国
は
、
両
締
約
国
の
国
内
手
続
が
完
了
し
、
並
び
に
各
締
約
国
が
他
方
の
締
約
国
か
ら
他
方
の
締
約
国
の
国
内
手
続
が
完
了
し
、
及
び
第

十
四
章
第
Ｂ
節
第
三
款
の
規
定
に
従
っ
て
地
理
的
表
示
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
の
通
報
を
受
領
す
る
ま
で
、
他
方
の
締
約
国
の
地
理
的
表
示
を

保
護
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
こ
の
注
の
規
定
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
時
点
で
こ
の
附
属
書
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
地
理
的
表
示
に
つ
い
て

の
み
適
用
す
る
。

第
一
編

農
産
品
の
地
理
的
表
示

第
Ａ
節

英
国
（
注
）

注

こ
の
節
に
掲
げ
る
農
産
品
は
、
二
千
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
一
五
一
・
二
〇
一
二
号
（
農
産

品
及
び
食
料
品
の
品
質
に
係
る
制
度
に
関
す
る
も
の
）
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

保
護
さ
れ
る
名
称

日
本
語
表
記
（
参
考
情
報
）

商
品
の
分
類
及
び
概
要
［
角
括
弧
内
は
参
考
情
報
］

Scottish
Farm

ed
Salm

on

ス
コ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
フ
ァ
ー
ム
ド
・
サ
ー

生
鮮
の
魚
、
軟
体
動
物
及
び
甲
殻
類
並
び
に
こ
れ
ら
を
原

モ
ン

料
と
す
る
産
品
［
さ
け
］

W
est

Country
farm

house
Cheddar

cheese

ウ
エ
ス
ト
・
カ
ン
ト
リ
ー
・
フ
ァ
ー
ム
ハ

チ
ー
ズ
［
牛
乳
の
ハ
ー
ド
チ
ー
ズ
］

（
注
）

ウ
ス
・
チ
ェ
ダ
ー
・
チ
ー
ズ

W
hite

Stilton
cheese

/Blue
Stilton

cheese

ホ
ワ
イ
ト
・
ス
テ
ィ
ル
ト
ン
・
チ
ー
ズ
／

チ
ー
ズ
［
牛
乳
の
チ
ー
ズ
］

ブ
ル
ー
・
ス
テ
ィ
ル
ト
ン
・
チ
ー
ズ

注

複
数
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
地
理
的
表
示
「W

estCountry
farm

house
Cheddarcheese

」
の
個
別
の
要
素
「cheddar

」
の
保
護
は
、
求
め
ら
れ
な

い
。

第
Ｂ
節

日
本
国
（
注
）

注

こ
の
節
に
掲
げ
る
農
産
品
は
、
日
本
国
の
特
定
農
林
水
産
物
等
の
名
称
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
四
号
）
に
従
っ
て
分
類

さ
れ
て
い
る
。
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一
一
九
二

保
護
さ
れ
る
名
称

ロ
ー
マ
字
表
記
（
参
考
情
報
）

商
品
の
分
類
及
び
概
要
［
角
括
弧
内
は
参
考
情
報
］

あ
お
も
り
カ
シ
ス

A
om
oriCassis

農
産
物
類
［
果
実
類
（
す
ぐ
り
類
）
］

但
馬
牛
／
但
馬
ビ
ー
フ

Tajim
a
G
yu
/Tajim

a
Beef

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

神
戸
ビ
ー
フ
／
神
戸
肉
／
神
戸
牛
／

K
obe

Beef/K
obe

N
iku

/K
obe

G
yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

K
O
BE

BEEF

夕
張
メ
ロ
ン
／Y

U
BA
RIM

ELO
N

Y
ubariM

elon

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
メ
ロ
ン
）
］

八
女
伝
統
本
玉
露
／Traditional

Y
am
e
D
entou

H
ongyokuro

農
産
加
工
品
類
［
酒
類
以
外
の
飲
料
等
類
（
茶
葉
）
］

A
uthentic

Y
A
M
E
G
Y
O
K
U
RO

鹿
児
島
の
壺
造
り
黒
酢

K
agoshim

a
no
TsubozukuriK

urozu

調
味
料
類
［
食
酢
（
米
黒
酢
）
］

く
ま
も
と
県
産
い
草
／

K
um
am
oto

K
ensan

Igusa

工
芸
農
作
物
類
［
繊
維
用
作
物
（
い
ぐ
さ
）
］

K
U
M
A
M
O
TO
-IG
U
SA

／

K
U
M
A
M
O
TO
-RU

SH

鳥
取
砂
丘
ら
っ
き
ょ
う
／
ふ
く
べ
砂
丘

Tottori
Sakyu

Rakkyo
/
Fukube

Sakyu

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
ら
っ
き
ょ
う
）
］

ら
っ
き
ょ
う

Rakkyo

三
輪
素
麺

M
iw
a
Som

en

農
産
加
工
品
類
［
穀
物
類
加
工
品
類
（
調
理
し
て
い
な
い

そ
う
め
ん
）
］

市
田
柿
／ICH

ID
A
G
A
K
I

Ichida
G
aki

農
産
加
工
品
類
［
果
実
加
工
品
類
（
干
柿
）
］

加
賀
丸
い
も
／K

A
G
A
M
A
RU
IM
O

K
aga

M
aruim

o

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
や
ま
の
い
も
）
］

三
島
馬
鈴
薯
／M

ISH
IM
A
BA
REISH

O
M
ishim

a
Bareisho

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
馬
鈴
し
ょ
）
］

下
関
ふ
く
／Shim

onosekiFuku
Shim

onosekiFuku

水
産
物
類
［
魚
類
（
ふ
ぐ
）
］

能
登
志
賀
こ
ろ
柿
／N

O
TO
-SH

IK
A

N
oto

Shika
K
orogaki

農
産
加
工
品
類
［
果
実
加
工
品
類
（
干
柿
）
］

K
O
RO
G
A
K
I

十
勝
川
西
長
い
も
／TO

K
A
CH
I

TokachiK
aw
anishiN

agaim
o

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
や
ま
の
い
も
）
］

K
A
W
A
N
ISH

IN
A
G
A
IM
O
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一
一
九
三

保
護
さ
れ
る
名
称

ロ
ー
マ
字
表
記
（
参
考
情
報
）

商
品
の
分
類
及
び
概
要
［
角
括
弧
内
は
参
考
情
報
］

あ
お
も
り
カ
シ
ス

A
om
oriCassis

農
産
物
類
［
果
実
類
（
す
ぐ
り
類
）
］

但
馬
牛
／
但
馬
ビ
ー
フ

Tajim
a
G
yu
/Tajim

a
Beef

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

神
戸
ビ
ー
フ
／
神
戸
肉
／
神
戸
牛
／

K
obe

Beef/K
obe

N
iku

/K
obe

G
yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

K
O
BE

BEEF

夕
張
メ
ロ
ン
／Y

U
BA
RIM

ELO
N

Y
ubariM

elon

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
メ
ロ
ン
）
］

八
女
伝
統
本
玉
露
／Traditional

Y
am
e
D
entou

H
ongyokuro

農
産
加
工
品
類
［
酒
類
以
外
の
飲
料
等
類
（
茶
葉
）
］

A
uthentic

Y
A
M
E
G
Y
O
K
U
RO

鹿
児
島
の
壺
造
り
黒
酢

K
agoshim

a
no
TsubozukuriK

urozu

調
味
料
類
［
食
酢
（
米
黒
酢
）
］

く
ま
も
と
県
産
い
草
／

K
um
am
oto

K
ensan

Igusa

工
芸
農
作
物
類
［
繊
維
用
作
物
（
い
ぐ
さ
）
］

K
U
M
A
M
O
TO
-IG
U
SA

／

K
U
M
A
M
O
TO
-RU

SH

鳥
取
砂
丘
ら
っ
き
ょ
う
／
ふ
く
べ
砂
丘

Tottori
Sakyu

Rakkyo
/
Fukube

Sakyu

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
ら
っ
き
ょ
う
）
］

ら
っ
き
ょ
う

Rakkyo

三
輪
素
麺

M
iw
a
Som

en

農
産
加
工
品
類
［
穀
物
類
加
工
品
類
（
調
理
し
て
い
な
い

そ
う
め
ん
）
］

市
田
柿
／ICH

ID
A
G
A
K
I

Ichida
G
aki

農
産
加
工
品
類
［
果
実
加
工
品
類
（
干
柿
）
］

加
賀
丸
い
も
／K

A
G
A
M
A
RU
IM
O

K
aga

M
aruim

o

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
や
ま
の
い
も
）
］

三
島
馬
鈴
薯
／M

ISH
IM
A
BA
REISH

O
M
ishim

a
Bareisho

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
馬
鈴
し
ょ
）
］

下
関
ふ
く
／Shim

onosekiFuku
Shim

onosekiFuku

水
産
物
類
［
魚
類
（
ふ
ぐ
）
］

能
登
志
賀
こ
ろ
柿
／N

O
TO
-SH

IK
A

N
oto

Shika
K
orogaki

農
産
加
工
品
類
［
果
実
加
工
品
類
（
干
柿
）
］

K
O
RO
G
A
K
I

十
勝
川
西
長
い
も
／TO

K
A
CH
I

TokachiK
aw
anishiN

agaim
o

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
や
ま
の
い
も
）
］

K
A
W
A
N
ISH

IN
A
G
A
IM
O
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一
一
九
四

十
三
湖
産
大
和
し
じ
み
／Jusankosan

Jusankosan
Y
am
ato
Shijim

i

水
産
物
類
［
貝
類
（
し
じ
み
）
］

Y
am
ato
Shijim

i

連
島
ご
ぼ
う
／TU

RA
JIM

A
G
O
BO
U

Tsurajim
a
G
obou

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
ご
ぼ
う
）
］

特
産
松
阪
牛
／TO

K
U
SA
N

Tokusan
M
atsusaka

U
shi

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

M
A
TSU

SA
K
A
U
SH
I

米
沢
牛
／Y

O
N
EZA

W
A
G
Y
U

Y
onezaw

a
G
yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

前
沢
牛
／M

A
ESA

W
A
BEEF

M
aesaw

a
G
yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

く
ろ
さ
き
茶
豆

K
urosakiCham

am
e

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
え
だ
ま
め
）
］

東
根
さ
く
ら
ん
ぼ
／H

IG
A
SH
IN
E

H
igashine

Sakuranbo

農
産
物
類
［
果
実
類
（
お
う
と
う
）
］

CH
ERRY

み
や
ぎ
サ
ー
モ
ン
／M

IY
A
G
ISA

LM
O
N

M
iyagiSalm

on

水
産
物
類
［
魚
類
（
ぎ
ん
ざ
け
）
］

大
館
と
ん
ぶ
り

O
date

Tonburi

農
産
加
工
品
類
［
野
菜
加
工
品
類
（
加
工
し
た
ほ
う
き
ぎ

の
種
子
）
］

大
分
か
ぼ
す

O
ita
K
abosu

農
産
物
類
［
果
実
類
（
か
ぼ
す
（
か
ん
き
つ
類
）
）
］

す
ん
き

Sunki

農
産
加
工
品
類
［
野
菜
加
工
品
類
（
赤
か
ぶ
の
葉
の
漬

物
）
］

田
子
の
浦
し
ら
す

Tagonoura
Shirasu

水
産
物
類
［
魚
類
（
し
ら
す
）
］

万
願
寺
甘
と
う

M
anganjiA

m
atou

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
と
う
が
ら
し
（
青
と
う
）
）
］

飯
沼
栗

Iinum
a
K
uri

農
産
物
類
［
果
実
類
（
く
り
）
］

紀
州
金
山
寺
味
噌

K
isyu

K
inzanjiM

iso

調
味
料
類
［
み
そ
］

美
東
ご
ぼ
う

M
itou

G
obou

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
ご
ほ
う
）
］

木
頭
ゆ
ず

K
itou

Y
uzu

農
産
物
類
［
果
実
類
（
ゆ
ず
（
か
ん
き
つ
類
）
）
］
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一
一
九
五

十
三
湖
産
大
和
し
じ
み
／Jusankosan

Jusankosan
Y
am
ato
Shijim

i

水
産
物
類
［
貝
類
（
し
じ
み
）
］

Y
am
ato
Shijim

i

連
島
ご
ぼ
う
／TU

RA
JIM

A
G
O
BO
U

Tsurajim
a
G
obou

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
ご
ぼ
う
）
］

特
産
松
阪
牛
／TO

K
U
SA
N

Tokusan
M
atsusaka

U
shi

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

M
A
TSU

SA
K
A
U
SH
I

米
沢
牛
／Y

O
N
EZA

W
A
G
Y
U

Y
onezaw

a
G
yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

前
沢
牛
／M

A
ESA

W
A
BEEF

M
aesaw

a
G
yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

く
ろ
さ
き
茶
豆

K
urosakiCham

am
e

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
え
だ
ま
め
）
］

東
根
さ
く
ら
ん
ぼ
／H

IG
A
SH
IN
E

H
igashine

Sakuranbo

農
産
物
類
［
果
実
類
（
お
う
と
う
）
］

CH
ERRY

み
や
ぎ
サ
ー
モ
ン
／M

IY
A
G
ISA

LM
O
N

M
iyagiSalm

on

水
産
物
類
［
魚
類
（
ぎ
ん
ざ
け
）
］

大
館
と
ん
ぶ
り

O
date

Tonburi

農
産
加
工
品
類
［
野
菜
加
工
品
類
（
加
工
し
た
ほ
う
き
ぎ

の
種
子
）
］

大
分
か
ぼ
す

O
ita
K
abosu

農
産
物
類
［
果
実
類
（
か
ぼ
す
（
か
ん
き
つ
類
）
）
］

す
ん
き

Sunki

農
産
加
工
品
類
［
野
菜
加
工
品
類
（
赤
か
ぶ
の
葉
の
漬

物
）
］

田
子
の
浦
し
ら
す

Tagonoura
Shirasu

水
産
物
類
［
魚
類
（
し
ら
す
）
］

万
願
寺
甘
と
う

M
anganjiA

m
atou

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
と
う
が
ら
し
（
青
と
う
）
）
］

飯
沼
栗

Iinum
a
K
uri

農
産
物
類
［
果
実
類
（
く
り
）
］

紀
州
金
山
寺
味
噌

K
isyu

K
inzanjiM

iso

調
味
料
類
［
み
そ
］

美
東
ご
ぼ
う

M
itou

G
obou

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
ご
ほ
う
）
］

木
頭
ゆ
ず

K
itou

Y
uzu

農
産
物
類
［
果
実
類
（
ゆ
ず
（
か
ん
き
つ
類
）
）
］
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一
一
九
六

上
庄
さ
と
い
も

K
am
isho

Satoim
o

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
さ
と
い
も
）
］

琉
球
も
ろ
み
酢

Ryukyu
M
orom

isu

農
産
加
工
品
類
［
酒
類
以
外
の
飲
料
等
類
（
も
ろ
み

酢
）
］

若
狭
小
浜
小
鯛
さ
さ
漬

W
akasaobam

a
K
odaiSasazuke

水
産
加
工
品
類
［
加
工
魚
介
類
（
た
い
の
さ
さ
漬
け
）
］

桜
島
小
み
か
ん

Sakurajim
a
K
om
ikan

農
産
物
類
［
果
実
類
（
み
か
ん
（
か
ん
き
つ
類
）
）
］

岩
手
野
田
村
荒
海
ホ
タ
テ

Iw
atenodam

ura
A
raum

iH
otate

水
産
物
類
［
貝
類
（
ほ
た
て
が
い
）
］

奥
飛
騨
山
之
村
寒
干
し
大
根

O
kuhida

Y
am
anom

ura
K
anboshi

農
産
加
工
品
類
［
野
菜
加
工
品
類
（
干
し
だ
い
こ
ん
）
］

D
aikon

八
丁
味

H
atcho

M
iso

調
味
料
類
［
み
そ
］

堂
上
蜂
屋
柿

D
ojo

H
achiya

G
aki

農
産
加
工
品
類
［
果
実
加
工
品
類
（
干
柿
）
］

小
川
原
湖
産
大
和
し
じ
み
／Lake

O
gaw

arako-san
Y
am
ato
Shijim

i

水
産
物
類
［
貝
類
（
し
じ
み
）
］

O
gaw

ara
Brackish

W
aterClam

入
善
ジ
ャ
ン
ボ
西
瓜
／N

Y
U
ZEN

N
yuzen

Jum
bo
Suika

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
す
い
か
）
］

JU
M
BO

W
A
TERM

ELO
N

香
川
小
原
紅
早
生
み
か
ん

K
agaw

a
O
bara

Beniw
ase

M
ikan

農
産
物
類
［
果
実
類
（
み
か
ん
（
か
ん
き
つ
類
）
）
］

宮
崎
牛
／M

iyazakiW
agyu

／M
iyazaki

M
iyazakiG

yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

Beef近
江
牛
／O

M
IBEEF

O
m
iG
yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

辺
塚
だ
い
だ
い

H
etsuka

D
aidai

農
産
物
類
［
果
実
類
（
か
ん
き
つ
類
）
］

鹿
児
島
黒
牛
／K

A
G
O
SH
IM
A
W
A
G
Y
U

K
agoshim

a
K
uroushi

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

第
二
編

ぶ
ど
う
酒
、
蒸
留
酒
そ
の
他
の
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
地
理
的
表
示

第
Ａ
節

英
国
（
注
）

注

こ
の
節
に
掲
げ
る
商
品
は
、
二
千
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
一
五
一
・
二
〇
一
二
号
（
農
産
品
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一
一
九
七

上
庄
さ
と
い
も

K
am
isho

Satoim
o

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
さ
と
い
も
）
］

琉
球
も
ろ
み
酢

Ryukyu
M
orom

isu

農
産
加
工
品
類
［
酒
類
以
外
の
飲
料
等
類
（
も
ろ
み

酢
）
］

若
狭
小
浜
小
鯛
さ
さ
漬

W
akasaobam

a
K
odaiSasazuke

水
産
加
工
品
類
［
加
工
魚
介
類
（
た
い
の
さ
さ
漬
け
）
］

桜
島
小
み
か
ん

Sakurajim
a
K
om
ikan

農
産
物
類
［
果
実
類
（
み
か
ん
（
か
ん
き
つ
類
）
）
］

岩
手
野
田
村
荒
海
ホ
タ
テ

Iw
atenodam

ura
A
raum

iH
otate

水
産
物
類
［
貝
類
（
ほ
た
て
が
い
）
］

奥
飛
騨
山
之
村
寒
干
し
大
根

O
kuhida

Y
am
anom

ura
K
anboshi

農
産
加
工
品
類
［
野
菜
加
工
品
類
（
干
し
だ
い
こ
ん
）
］

D
aikon

八
丁
味

H
atcho

M
iso

調
味
料
類
［
み
そ
］

堂
上
蜂
屋
柿

D
ojo

H
achiya

G
aki

農
産
加
工
品
類
［
果
実
加
工
品
類
（
干
柿
）
］

小
川
原
湖
産
大
和
し
じ
み
／Lake

O
gaw

arako-san
Y
am
ato
Shijim

i

水
産
物
類
［
貝
類
（
し
じ
み
）
］

O
gaw

ara
Brackish

W
aterClam

入
善
ジ
ャ
ン
ボ
西
瓜
／N

Y
U
ZEN

N
yuzen

Jum
bo
Suika

農
産
物
類
［
野
菜
類
（
す
い
か
）
］

JU
M
BO

W
A
TERM

ELO
N

香
川
小
原
紅
早
生
み
か
ん

K
agaw

a
O
bara

Beniw
ase

M
ikan

農
産
物
類
［
果
実
類
（
み
か
ん
（
か
ん
き
つ
類
）
）
］

宮
崎
牛
／M

iyazakiW
agyu

／M
iyazaki

M
iyazakiG

yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

Beef近
江
牛
／O

M
IBEEF

O
m
iG
yu

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

辺
塚
だ
い
だ
い

H
etsuka

D
aidai

農
産
物
類
［
果
実
類
（
か
ん
き
つ
類
）
］

鹿
児
島
黒
牛
／K

A
G
O
SH
IM
A
W
A
G
Y
U

K
agoshim

a
K
uroushi

生
鮮
肉
類
［
牛
肉
］

第
二
編

ぶ
ど
う
酒
、
蒸
留
酒
そ
の
他
の
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
の
地
理
的
表
示

第
Ａ
節

英
国
（
注
）

注

こ
の
節
に
掲
げ
る
商
品
は
、
二
千
十
二
年
十
一
月
二
十
一
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
一
五
一
・
二
〇
一
二
号
（
農
産
品
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一
一
九
八

及
び
食
料
品
の
品
質
に
係
る
制
度
に
関
す
る
も
の
）
、
二
千
十
三
年
十
二
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二

〇
一
三
号
（
農
産
品
に
つ
い
て
の
市
場
の
共
通
体
系
に
つ
い
て
定
め
、
並
び
に
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
九
二
二
・
七
二
号
、
閣
僚
理
事
会
規
則

（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
二
三
四
・
七
九
号
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
〇
三
七
・
二
〇
〇
一
号
及
び
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
二
三
四
・
二
〇
〇

七
号
を
廃
止
す
る
も
の
）
、
二
千
十
九
年
四
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
二
〇
一
九
・
七
八
七
号
（
蒸
留
酒
飲
料
の
定

義
、
説
明
、
提
示
及
び
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
、
そ
の
他
の
食
料
品
の
提
示
及
び
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
に
お
け
る
蒸
留
酒
飲
料
の
名
称
の
使
用
、
蒸
留

酒
飲
料
の
地
理
的
表
示
の
保
護
並
び
に
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
お
け
る
農
産
品
由
来
の
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
蒸
留
液
の
使
用
に
関
す
る
規
則
で
あ
っ

て
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
一
〇
・
二
〇
〇
八
号
を
廃
止
す
る
も
の
）
及
び
二
千
十
四
年
二
月
二
十
六
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規

則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
二
五
一
・
二
〇
一
四
号
（
香
味
付
け
ぶ
ど
う
酒
産
品
の
定
義
、
説
明
、
提
示
、
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
及
び
地
理
的
表
示
の
保
護
に
関
す

る
規
則
で
あ
っ
て
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
一
六
〇
一
・
九
一
号
を
廃
止
す
る
も
の
）
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

保
護
さ
れ
る
名
称

日
本
語
表
記
（
参
考
情
報
）

商
品
の
分
類
及
び
概
要
［
角
括
弧
内
は
参
考
情
報
］

Scotch
W
hisky

ス
コ
ッ
チ
・
ウ
ィ
ス
キ
ー

蒸
留
酒

Irish
Cream

（
注
１
）

ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ク
リ
ー
ム

蒸
留
酒

Irish
W
hiskey

/U
isce

Beatha

ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ウ
ィ
ス
キ
ー
／
イ
シ
ュ

蒸
留
酒

Eireannach
/Irish

W
hisky

（
注
２
）

ケ
・
バ
ハ
ー
・
エ
ー
ル
ナ
ッ
ク
／
ア
イ

リ
ッ
シ
ュ
・
ウ
ィ
ス
キ
ー

注
１

地
理
的
表
示
「Irish

Cream

」
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
含
む
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
島
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
対
応
す
る
リ
キ
ュ
ー
ル
を
対
象
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

注
２

地
理
的
表
示
「Irish

W
hiskey

/U
isce

Beatha
Eireannach

/Irish
W
hisky

」
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
含
む
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
島
に
お
い
て
生
産
さ

れ
た
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
Ｂ
節

日
本
国
（
注
）

注

こ
の
節
に
掲
げ
る
商
品
は
、
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た

酒
類
の
地
理
的
表
示
に
関
す
る
表
示
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
七
年
国
税
庁
告
示
第
十
九
号
）
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

保
護
さ
れ
る
名
称

ロ
ー
マ
字
表
記
（
参
考
情
報
）

商
品
の
分
類
及
び
概
要
［
角
括
弧
内
は
参
考
情
報
］
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一
一
九
九

及
び
食
料
品
の
品
質
に
係
る
制
度
に
関
す
る
も
の
）
、
二
千
十
三
年
十
二
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二

〇
一
三
号
（
農
産
品
に
つ
い
て
の
市
場
の
共
通
体
系
に
つ
い
て
定
め
、
並
び
に
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
九
二
二
・
七
二
号
、
閣
僚
理
事
会
規
則

（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
二
三
四
・
七
九
号
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
〇
三
七
・
二
〇
〇
一
号
及
び
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
二
三
四
・
二
〇
〇

七
号
を
廃
止
す
る
も
の
）
、
二
千
十
九
年
四
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
二
〇
一
九
・
七
八
七
号
（
蒸
留
酒
飲
料
の
定

義
、
説
明
、
提
示
及
び
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
、
そ
の
他
の
食
料
品
の
提
示
及
び
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
に
お
け
る
蒸
留
酒
飲
料
の
名
称
の
使
用
、
蒸
留

酒
飲
料
の
地
理
的
表
示
の
保
護
並
び
に
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
お
け
る
農
産
品
由
来
の
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
蒸
留
液
の
使
用
に
関
す
る
規
則
で
あ
っ

て
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
一
〇
・
二
〇
〇
八
号
を
廃
止
す
る
も
の
）
及
び
二
千
十
四
年
二
月
二
十
六
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規

則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
二
五
一
・
二
〇
一
四
号
（
香
味
付
け
ぶ
ど
う
酒
産
品
の
定
義
、
説
明
、
提
示
、
ラ
ベ
ル
等
に
よ
る
表
示
及
び
地
理
的
表
示
の
保
護
に
関
す

る
規
則
で
あ
っ
て
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
一
六
〇
一
・
九
一
号
を
廃
止
す
る
も
の
）
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

保
護
さ
れ
る
名
称

日
本
語
表
記
（
参
考
情
報
）

商
品
の
分
類
及
び
概
要
［
角
括
弧
内
は
参
考
情
報
］

Scotch
W
hisky

ス
コ
ッ
チ
・
ウ
ィ
ス
キ
ー

蒸
留
酒

Irish
Cream

（
注
１
）

ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ク
リ
ー
ム

蒸
留
酒

Irish
W
hiskey

/U
isce

Beatha

ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ウ
ィ
ス
キ
ー
／
イ
シ
ュ

蒸
留
酒

Eireannach
/Irish

W
hisky

（
注
２
）

ケ
・
バ
ハ
ー
・
エ
ー
ル
ナ
ッ
ク
／
ア
イ

リ
ッ
シ
ュ
・
ウ
ィ
ス
キ
ー

注
１

地
理
的
表
示
「Irish

Cream

」
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
含
む
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
島
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
対
応
す
る
リ
キ
ュ
ー
ル
を
対
象
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

注
２

地
理
的
表
示
「Irish

W
hiskey

/U
isce

Beatha
Eireannach

/Irish
W
hisky

」
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
含
む
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
島
に
お
い
て
生
産
さ

れ
た
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
Ｂ
節

日
本
国
（
注
）

注

こ
の
節
に
掲
げ
る
商
品
は
、
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）
及
び
同
法
に
基
づ
い
て
告
示
さ
れ
た

酒
類
の
地
理
的
表
示
に
関
す
る
表
示
基
準
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
七
年
国
税
庁
告
示
第
十
九
号
）
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

保
護
さ
れ
る
名
称

ロ
ー
マ
字
表
記
（
参
考
情
報
）

商
品
の
分
類
及
び
概
要
［
角
括
弧
内
は
参
考
情
報
］
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一
二
〇
〇

壱
岐

Iki

蒸
留
酒

球
磨

K
um
a

蒸
留
酒

琉
球

Ryukyu

蒸
留
酒

薩
摩

Satsum
a

蒸
留
酒

白
山

H
akusan

清
酒

山
梨

Y
am
anashi

ぶ
ど
う
酒

日
本
酒

N
ihonshu

清
酒

（
英
語
へ
の
翻
訳
：Japanese
Sake

）

山
形

Y
am
agata

清
酒

相
互
承
認
に
関
す
る
議
定
書

両
締
約
国
は
、
次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

１

こ
の
議
定
書
の
適
用
上
、

「
適
合
性
評
価
手
続
」
と
は
、
製
品
又
は
工
程
が
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
当
該
関
係
法
令
の
運
用
の
た
め
の
規
則

(a)
（
以
下
「
運
用
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
関
連
の
技
術
上
の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
直
接
又
は
間
接

に
決
定
す
る
た
め
の
手
続
を
い
う
。

「
適
合
性
評
価
機
関
」
と
は
、
適
合
性
評
価
手
続
を
実
施
す
る
機
関
を
い
う
。
「
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
」

(b)
と
は
、
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
を
い
う
。

「
指
定
」
と
は
、
締
約
国
の
指
定
当
局
が
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
行
う
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定

(c)
を
い
う
。

「
指
定
当
局
」
と
は
、
一
方
の
締
約
国
の
当
局
で
あ
っ
て
、
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
要

(d)
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一
二
〇
一

壱
岐

Iki

蒸
留
酒

球
磨

K
um
a

蒸
留
酒

琉
球

Ryukyu

蒸
留
酒

薩
摩

Satsum
a

蒸
留
酒

白
山

H
akusan

清
酒

山
梨

Y
am
anashi

ぶ
ど
う
酒

日
本
酒

N
ihonshu

清
酒

（
英
語
へ
の
翻
訳
：Japanese

Sake

）

山
形

Y
am
agata

清
酒

相
互
承
認
に
関
す
る
議
定
書

両
締
約
国
は
、
次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
条

１

こ
の
議
定
書
の
適
用
上
、

「
適
合
性
評
価
手
続
」
と
は
、
製
品
又
は
工
程
が
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
当
該
関
係
法
令
の
運
用
の
た
め
の
規
則

(a)
（
以
下
「
運
用
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
関
連
の
技
術
上
の
要
件
を
満
た
す
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
直
接
又
は
間
接

に
決
定
す
る
た
め
の
手
続
を
い
う
。

「
適
合
性
評
価
機
関
」
と
は
、
適
合
性
評
価
手
続
を
実
施
す
る
機
関
を
い
う
。
「
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
」

(b)
と
は
、
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
を
い
う
。

「
指
定
」
と
は
、
締
約
国
の
指
定
当
局
が
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
行
う
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定

(c)
を
い
う
。

「
指
定
当
局
」
と
は
、
一
方
の
締
約
国
の
当
局
で
あ
っ
て
、
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
要

(d)
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一
二
〇
二

件
に
基
づ
く
適
合
性
評
価
手
続
を
実
施
し
、
並
び
に
一
方
の
締
約
国
の
領
域
に
所
在
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
、
監

視
、
指
定
の
取
消
し
、
指
定
の
効
力
の
停
止
及
び
指
定
の
効
力
の
停
止
の
解
除
を
行
う
権
限
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

「
指
定
基
準
」
と
は
、
一
方
の
締
約
国
の
指
定
当
局
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
た
め
に
一
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機

(e)
関
が
満
た
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
基
準
及
び
一
方
の
締
約
国
の
指
定
を
受
け
た
一
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
当

該
指
定
の
後
に
継
続
し
て
満
た
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
他
の
関
連
す
る
条
件
で
あ
っ
て
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定

す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

「
確
認
」
と
は
、
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
、
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
い
、
製
造
施
設
又
は
試
験

(f)
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
が
確
認
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。

「
権
限
の
あ
る
当
局
」
と
は
、
締
約
国
の
当
局
で
あ
っ
て
、
自
国
の
領
域
に
所
在
す
る
施
設
が
自
国
の
関
係
法
令
及
び

(g)
運
用
規
則
に
定
め
る
確
認
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
た
め
に
、
当
該
施
設
に
対
す
る
検
査
又
は
試
験
の

監
査
を
実
施
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

「
確
認
基
準
」
と
は
、
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
る
確
認
を
受
け
る
た
め
に
当
該
締
約
国
の
施
設
が
継
続
し
て

(h)
満
た
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
基
準
で
あ
っ
て
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
当
該
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用

規
則
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

「
検
証
」
と
は
、
監
査
、
検
査
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
適
合
性
評
価
機
関
が
指
定
基
準
を
、
施
設
が
確
認
基
準
を
そ

(i)
れ
ぞ
れ
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
検
証
す
る
行
為
を
い
う
。

「
日
Ｅ
Ｃ
相
互
承
認
協
定
」
と
は
、
二
千
一
年
四
月
四
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
作
成
さ
れ
た
相
互
承
認
に
関
す
る
日
本

(j)
国
と
欧
州
共
同
体
と
の
間
の
協
定
及
び
そ
の
全
て
の
改
正
（
同
協
定
が
英
国
に
つ
い
て
効
力
を
有
し
て
い
た
時
に
効
力
を

生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

２

こ
の
条
に
別
段
の
定
義
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
議
定
書
に
お
け
る
い
ず
れ
の
用
語
も
、
国
際
標
準
化
機
構
・
国

際
電
気
標
準
会
議
一
七
〇
〇
〇
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
・
Ｉ
Ｅ
Ｃ
一
七
〇
〇
〇
）
の
二
千
二
十
年
版
（
「
適
合
性
評
価
に
関
す
る
用
語
及

び
一
般
原
則
」
）
及
び
国
際
標
準
化
機
構
・
国
際
電
気
標
準
会
議
指
針
書
第
二
巻
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
・
Ｉ
Ｅ
Ｃ
ガ
イ
ド
２
）
の
二
千

四
年
版
（
「
標
準
化
及
び
関
連
す
る
活
動
に
関
す
る
一
般
的
用
語
」
）
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
を
有
す
る
。

第
二
条

１

一
方
の
締
約
国
は
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
適
合

性
評
価
手
続
で
あ
っ
て
、
他
方
の
締
約
国
の
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
も
の
の
結
果
（
適
合
性
に
つ
い
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一
二
〇
三

件
に
基
づ
く
適
合
性
評
価
手
続
を
実
施
し
、
並
び
に
一
方
の
締
約
国
の
領
域
に
所
在
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
、
監

視
、
指
定
の
取
消
し
、
指
定
の
効
力
の
停
止
及
び
指
定
の
効
力
の
停
止
の
解
除
を
行
う
権
限
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

「
指
定
基
準
」
と
は
、
一
方
の
締
約
国
の
指
定
当
局
に
よ
る
指
定
を
受
け
る
た
め
に
一
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機

(e)
関
が
満
た
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
基
準
及
び
一
方
の
締
約
国
の
指
定
を
受
け
た
一
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
当

該
指
定
の
後
に
継
続
し
て
満
た
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
他
の
関
連
す
る
条
件
で
あ
っ
て
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定

す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

「
確
認
」
と
は
、
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
、
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
い
、
製
造
施
設
又
は
試
験

(f)
施
設
（
以
下
「
施
設
」
と
い
う
。
）
が
確
認
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。

「
権
限
の
あ
る
当
局
」
と
は
、
締
約
国
の
当
局
で
あ
っ
て
、
自
国
の
領
域
に
所
在
す
る
施
設
が
自
国
の
関
係
法
令
及
び

(g)
運
用
規
則
に
定
め
る
確
認
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
た
め
に
、
当
該
施
設
に
対
す
る
検
査
又
は
試
験
の

監
査
を
実
施
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

「
確
認
基
準
」
と
は
、
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
る
確
認
を
受
け
る
た
め
に
当
該
締
約
国
の
施
設
が
継
続
し
て

(h)
満
た
す
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
基
準
で
あ
っ
て
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
当
該
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用

規
則
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。

「
検
証
」
と
は
、
監
査
、
検
査
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
適
合
性
評
価
機
関
が
指
定
基
準
を
、
施
設
が
確
認
基
準
を
そ

(i)
れ
ぞ
れ
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
締
約
国
の
領
域
に
お
い
て
検
証
す
る
行
為
を
い
う
。

「
日
Ｅ
Ｃ
相
互
承
認
協
定
」
と
は
、
二
千
一
年
四
月
四
日
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
作
成
さ
れ
た
相
互
承
認
に
関
す
る
日
本

(j)
国
と
欧
州
共
同
体
と
の
間
の
協
定
及
び
そ
の
全
て
の
改
正
（
同
協
定
が
英
国
に
つ
い
て
効
力
を
有
し
て
い
た
時
に
効
力
を

生
じ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

２

こ
の
条
に
別
段
の
定
義
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
議
定
書
に
お
け
る
い
ず
れ
の
用
語
も
、
国
際
標
準
化
機
構
・
国

際
電
気
標
準
会
議
一
七
〇
〇
〇
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
・
Ｉ
Ｅ
Ｃ
一
七
〇
〇
〇
）
の
二
千
二
十
年
版
（
「
適
合
性
評
価
に
関
す
る
用
語
及

び
一
般
原
則
」
）
及
び
国
際
標
準
化
機
構
・
国
際
電
気
標
準
会
議
指
針
書
第
二
巻
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
・
Ｉ
Ｅ
Ｃ
ガ
イ
ド
２
）
の
二
千

四
年
版
（
「
標
準
化
及
び
関
連
す
る
活
動
に
関
す
る
一
般
的
用
語
」
）
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
を
有
す
る
。

第
二
条

１

一
方
の
締
約
国
は
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
適
合

性
評
価
手
続
で
あ
っ
て
、
他
方
の
締
約
国
の
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
も
の
の
結
果
（
適
合
性
に
つ
い
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一
二
〇
四

て
の
結
果
の
証
明
書
及
び
表
示
を
含
む
。
）
を
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
に
従
っ
て
受
け
入
れ
る
。

２

各
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
に
従
っ
て
次
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
。

検
証
の
結
果
に
基
づ
き
、
か
つ
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に

(a)
定
め
る
確
認
基
準
に
従
い
、
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
行
う
施
設
の
確
認

他
方
の
締
約
国
の
確
認
を
受
け
た
施
設
が
作
成
す
る
デ
ー
タ

(b)

第
三
条

１

こ
の
議
定
書
の
規
定
は
、
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
及
び
製
品
又
は
工
程
の
適
合
性
評
価
手
続
並
び
に
施
設
の
確
認
及
び

施
設
が
作
成
す
る
デ
ー
タ
で
あ
っ
て
、
分
野
別
附
属
書
の
規
定
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
分
野
別
附
属
書

の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
Ａ
部
及
び
第
Ｂ
部
か
ら
成
る
。

２

分
野
別
附
属
書
第
Ａ
部
は
、
特
に
、
対
象
範
囲
に
関
す
る
規
定
を
含
む
。

３

分
野
別
附
属
書
第
Ｂ
部
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
。

対
象
範
囲
に
関
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

(a)

こ
の
議
定
書
の
規
定
の
対
象
と
な
る
技
術
上
の
要
件
及
び
当
該
要
件
を
満
た
す
た
め
の
全
て
の
適
合
性
評
価
手
続
で

(b)
あ
っ
て
こ
の
議
定
書
の
規
定
の
対
象
と
な
る
も
の
並
び
に
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
各
締
約
国
の

関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
又
は
施
設
の
確
認
基
準
で
あ
っ
て
こ
の
議
定
書
の
規
定
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る

各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

指
定
当
局
又
は
権
限
の
あ
る
当
局
の
一
覧
表

(c)

第
四
条

１

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
指
定
当
局
が
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用

規
則
に
定
め
る
要
件
に
基
づ
く
適
合
性
評
価
手
続
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
、
検
証
そ
の
他
の
監
視
、
指
定
の

取
消
し
、
指
定
の
効
力
の
停
止
及
び
指
定
の
効
力
の
停
止
の
解
除
を
行
う
た
め
に
必
要
な
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す

る
。

２

各
締
約
国
は
、
自
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に

定
め
る
確
認
基
準
を
施
設
が
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
た
め
の
施
設
の
検
証
を
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

に
従
っ
て
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
五
条
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一
二
〇
五

て
の
結
果
の
証
明
書
及
び
表
示
を
含
む
。
）
を
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
に
従
っ
て
受
け
入
れ
る
。

２

各
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
に
従
っ
て
次
の
も
の
を
受
け
入
れ
る
。

検
証
の
結
果
に
基
づ
き
、
か
つ
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に

(a)
定
め
る
確
認
基
準
に
従
い
、
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
行
う
施
設
の
確
認

他
方
の
締
約
国
の
確
認
を
受
け
た
施
設
が
作
成
す
る
デ
ー
タ

(b)

第
三
条

１

こ
の
議
定
書
の
規
定
は
、
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
及
び
製
品
又
は
工
程
の
適
合
性
評
価
手
続
並
び
に
施
設
の
確
認
及
び

施
設
が
作
成
す
る
デ
ー
タ
で
あ
っ
て
、
分
野
別
附
属
書
の
規
定
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
分
野
別
附
属
書

の
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
Ａ
部
及
び
第
Ｂ
部
か
ら
成
る
。

２

分
野
別
附
属
書
第
Ａ
部
は
、
特
に
、
対
象
範
囲
に
関
す
る
規
定
を
含
む
。

３

分
野
別
附
属
書
第
Ｂ
部
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
。

対
象
範
囲
に
関
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

(a)

こ
の
議
定
書
の
規
定
の
対
象
と
な
る
技
術
上
の
要
件
及
び
当
該
要
件
を
満
た
す
た
め
の
全
て
の
適
合
性
評
価
手
続
で

(b)
あ
っ
て
こ
の
議
定
書
の
規
定
の
対
象
と
な
る
も
の
並
び
に
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
各
締
約
国
の

関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
又
は
施
設
の
確
認
基
準
で
あ
っ
て
こ
の
議
定
書
の
規
定
の
対
象
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
定
め
る

各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

指
定
当
局
又
は
権
限
の
あ
る
当
局
の
一
覧
表

(c)

第
四
条

１

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
指
定
当
局
が
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用

規
則
に
定
め
る
要
件
に
基
づ
く
適
合
性
評
価
手
続
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
、
検
証
そ
の
他
の
監
視
、
指
定
の

取
消
し
、
指
定
の
効
力
の
停
止
及
び
指
定
の
効
力
の
停
止
の
解
除
を
行
う
た
め
に
必
要
な
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す

る
。

２

各
締
約
国
は
、
自
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に

定
め
る
確
認
基
準
を
施
設
が
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
た
め
の
施
設
の
検
証
を
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

に
従
っ
て
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

第
五
条
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一
二
〇
六

１

一
方
の
締
約
国
は
、
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法

令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
、
監
査
、
検
査
、
監
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
を
通
じ
て
確
保
す

る
。
一
方
の
締
約
国
の
指
定
当
局
は
、
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
基
準
を
適
用
す
る
に
当
た
り
、
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法

令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
要
件
に
関
連
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
理
解
及
び
経
験
に
つ
い
て
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

２

各
締
約
国
は
、
確
認
を
受
け
た
施
設
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る

確
認
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
、
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
い
、
か
つ
、
試
験
の
監
査
、
検
査
、
監
視
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
を
通
じ
て
確
保
す
る
。

３

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
又
は
確
認
を
受
け
た
施
設
が
関
連
の
分

野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
又
は
確
認
基
準
を
そ
れ
ぞ
れ
満
た
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
理
由
を
示
し
た
疑
義
を
書
面
に
よ
り
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関
又
は
当
該
施
設
に
対

す
る
検
証
を
他
方
の
締
約
国
の
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
実
施
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
の
検
証
手
続
に
つ
い
て
の
一
方
の
締
約
国
の
継
続
的
な

理
解
を
維
持
す
る
た
め
に
、
他
方
の
締
約
国
の
指
定
当
局
が
行
う
適
合
性
評
価
機
関
の
検
証
又
は
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の

あ
る
当
局
が
行
う
施
設
の
検
証
に
当
該
適
合
性
評
価
機
関
又
は
当
該
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
前
の
同
意
を
得
て
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

両
締
約
国
は
、
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
を
行
う
た
め
に
使
用
し
、
及
び
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
指
定
基
準

を
満
た
す
こ
と
を
確
保
す
る
方
法
（
第
三
者
の
与
え
る
保
証
に
よ
る
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報
並
び
に
確
認
を
受
け

た
施
設
が
確
認
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
確
保
す
る
方
法
に
関
す
る
情
報
を
、
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
相
互

承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
決
定
す
る
手
続
に
従
っ
て
交
換
す
る
。

６

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
他
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
と
協
力
す
る
よ
う

奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。

第
六
条

１

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
指
定
当
局
が
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
の
効
力
を
停
止
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
旨
を
直
ち
に
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
通
報
す
る
。
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
に
つ

い
て
は
、
そ
の
通
報
を
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
共
同
議
長
が
受
領
し
た
日
か
ら
、
そ

の
効
力
を
停
止
す
る
。
他
方
の
締
約
国
は
、
効
力
が
停
止
さ
れ
た
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
し
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一
二
〇
七

１

一
方
の
締
約
国
は
、
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法

令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
、
監
査
、
検
査
、
監
視
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
を
通
じ
て
確
保
す

る
。
一
方
の
締
約
国
の
指
定
当
局
は
、
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
基
準
を
適
用
す
る
に
当
た
り
、
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法

令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
要
件
に
関
連
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
理
解
及
び
経
験
に
つ
い
て
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

２

各
締
約
国
は
、
確
認
を
受
け
た
施
設
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る

確
認
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
、
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
い
、
か
つ
、
試
験
の
監
査
、
検
査
、
監
視
そ
の
他
の

適
切
な
方
法
を
通
じ
て
確
保
す
る
。

３

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
又
は
確
認
を
受
け
た
施
設
が
関
連
の
分

野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
又
は
確
認
基
準
を
そ
れ
ぞ
れ
満
た
し
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
理
由
を
示
し
た
疑
義
を
書
面
に
よ
り
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関
又
は
当
該
施
設
に
対

す
る
検
証
を
他
方
の
締
約
国
の
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
実
施
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
の
検
証
手
続
に
つ
い
て
の
一
方
の
締
約
国
の
継
続
的
な

理
解
を
維
持
す
る
た
め
に
、
他
方
の
締
約
国
の
指
定
当
局
が
行
う
適
合
性
評
価
機
関
の
検
証
又
は
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の

あ
る
当
局
が
行
う
施
設
の
検
証
に
当
該
適
合
性
評
価
機
関
又
は
当
該
施
設
の
そ
れ
ぞ
れ
の
事
前
の
同
意
を
得
て
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

両
締
約
国
は
、
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
を
行
う
た
め
に
使
用
し
、
及
び
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
指
定
基
準

を
満
た
す
こ
と
を
確
保
す
る
方
法
（
第
三
者
の
与
え
る
保
証
に
よ
る
方
法
を
含
む
。
）
に
関
す
る
情
報
並
び
に
確
認
を
受
け

た
施
設
が
確
認
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
確
保
す
る
方
法
に
関
す
る
情
報
を
、
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
相
互

承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
決
定
す
る
手
続
に
従
っ
て
交
換
す
る
。

６

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
他
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
と
協
力
す
る
よ
う

奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。

第
六
条

１

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
指
定
当
局
が
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
の
効
力
を
停
止
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
旨
を
直
ち
に
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
通
報
す
る
。
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
に
つ

い
て
は
、
そ
の
通
報
を
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
共
同
議
長
が
受
領
し
た
日
か
ら
、
そ

の
効
力
を
停
止
す
る
。
他
方
の
締
約
国
は
、
効
力
が
停
止
さ
れ
た
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
し
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一
二
〇
八

た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。

２

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
指
定
当
局
が
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
の
効
力
の
停
止
を
解
除
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
通
報
す
る
。
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登

録
の
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
そ
の
通
報
を
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
共
同
議
長
が

受
領
し
た
日
か
ら
解
除
さ
れ
る
。
他
方
の
締
約
国
は
、
登
録
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
日
以
降
に
お
い
て
当
該
適
合
性

評
価
機
関
が
実
施
し
た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。

第
七
条

１

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
又
は
他
方
の
締
約
国
の
確
認
を
受
け
た
施
設
が

関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
又
は
確
認
基
準
を
そ
れ
ぞ
れ
満
た
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
の
理
由
に

関
す
る
客
観
的
な
説
明
を
付
し
て
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
及
び
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す

る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
そ
の
通
報
が
行
わ
れ
た
日
の
後
二
十
日
以
内
に
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
討
議
す

る
。

２

両
締
約
国
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
合
同
検
証
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、
異
議
の
申
立

て
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
を
指
定
し
た
指
定
当
局
の
参
加
及
び
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
事
前
の
同
意
を
得

て
、
適
時
に
合
同
検
証
を
行
う
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、

当
該
合
同
検
証
の
結
果
に
つ
い
て
討
議
す
る
。

３

異
議
の
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
の
通
報
が
行
わ
れ
た
日
の
後
十

五
日
目
の
日
又
は
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
登
録
の
効
力
の
停
止
を
決
定
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
方
の
日

か
ら
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
の
効
力
の
停
止
の
解
除
を
決
定
す
る
時
ま
で
の

間
、
そ
の
効
力
を
停
止
す
る
。
登
録
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
異
議
の
申
立
て
を
行
っ
た
締
約
国
は
、
登

録
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
し
た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入

れ
る
。

４

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
施
設
に
つ
い
て
の
異
議
の
申
立
て
に
関
す
る
問
題
を
で
き
る
限
り
速
や
か
に
解
決

す
る
た
め
、
締
約
国
又
は
両
締
約
国
が
と
る
措
置
に
つ
い
て
決
定
す
る
。

５

４
に
規
定
す
る
異
議
の
申
立
て
を
行
っ
た
一
方
の
締
約
国
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
お
け
る
他
方
の
締
約
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一
二
〇
九

た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。

２

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
指
定
当
局
が
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
の
効
力
の
停
止
を
解
除
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
通
報
す
る
。
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登

録
の
効
力
の
停
止
に
つ
い
て
は
、
そ
の
通
報
を
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
共
同
議
長
が

受
領
し
た
日
か
ら
解
除
さ
れ
る
。
他
方
の
締
約
国
は
、
登
録
の
効
力
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
日
以
降
に
お
い
て
当
該
適
合
性

評
価
機
関
が
実
施
し
た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。

第
七
条

１

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
又
は
他
方
の
締
約
国
の
確
認
を
受
け
た
施
設
が

関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
又
は
確
認
基
準
を
そ
れ
ぞ
れ
満
た
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
異
議
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
の
理
由
に

関
す
る
客
観
的
な
説
明
を
付
し
て
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
及
び
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す

る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
そ
の
通
報
が
行
わ
れ
た
日
の
後
二
十
日
以
内
に
当
該
申
立
て
に
つ
い
て
討
議
す

る
。

２

両
締
約
国
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
合
同
検
証
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
に
は
、
異
議
の
申
立

て
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
を
指
定
し
た
指
定
当
局
の
参
加
及
び
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
事
前
の
同
意
を
得

て
、
適
時
に
合
同
検
証
を
行
う
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、

当
該
合
同
検
証
の
結
果
に
つ
い
て
討
議
す
る
。

３

異
議
の
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
立
て
の
通
報
が
行
わ
れ
た
日
の
後
十

五
日
目
の
日
又
は
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
登
録
の
効
力
の
停
止
を
決
定
す
る
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
方
の
日

か
ら
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
の
効
力
の
停
止
の
解
除
を
決
定
す
る
時
ま
で
の

間
、
そ
の
効
力
を
停
止
す
る
。
登
録
の
効
力
が
停
止
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
異
議
の
申
立
て
を
行
っ
た
締
約
国
は
、
登

録
の
効
力
を
停
止
さ
れ
た
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
し
た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入

れ
る
。

４

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
施
設
に
つ
い
て
の
異
議
の
申
立
て
に
関
す
る
問
題
を
で
き
る
限
り
速
や
か
に
解
決

す
る
た
め
、
締
約
国
又
は
両
締
約
国
が
と
る
措
置
に
つ
い
て
決
定
す
る
。

５

４
に
規
定
す
る
異
議
の
申
立
て
を
行
っ
た
一
方
の
締
約
国
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
お
け
る
他
方
の
締
約
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一
二
一
〇

国
の
共
同
議
長
が
１
に
規
定
す
る
通
報
を
受
領
し
た
日
か
ら
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
別
段
の
決
定
を
行
う
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
は
、
当
該
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
施
設
の
確
認
の
受
入
れ
及
び
当
該
施
設
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
の
受
入

れ
を
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
八
条

１

こ
の
議
定
書
の
規
定
の
効
果
的
な
運
用
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
機
関
と
し
て
、
両
締
約
国
の
代
表
か
ら
成
る
相
互
承
認
に

関
す
る
合
同
委
員
会
を
こ
の
議
定
書
の
適
用
の
日
に
設
置
す
る
。

２

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
り
決
定
を
行
い
、
及
び
勧
告
を
採
択
す
る
。
相
互
承
認

に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
要
請
に
よ
り
、
両
締
約
国
の
共
同
議
長
の
下
で
会
合
す
る
。
相
互
承
認

に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
小
委
員
会
を
設
置
し
、
及
び
当
該
小
委
員
会
に
対
し
て
特
定
の
任
務
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
そ
の
手
続
規
則
を
採
択
す
る
。

３

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
の
運
用
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
特
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
、
及
び
決
定
す
る
。

適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
、
登
録
の
効
力
の
停
止
、
登
録
の
効
力
の
停
止
の
解
除
及
び
登
録
の
取
消
し

(a)

登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
及
び
確
認
を
受
け
た
施
設
の
一
覧
表
を
分
野
ご
と
に
作
成
し
、
別
段
の
決
定
を
行
う

(b)
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
。

こ
の
議
定
書
に
定
め
る
情
報
の
交
換
を
行
う
た
め
の
適
切
な
方
法
の
確
立

(c)

前
条
２
及
び
次
条
１

に
規
定
す
る
合
同
検
証
を
実
施
す
る
た
め
の
各
締
約
国
の
専
門
家
の
任
命

(d)

(c)

４

両
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
お
い
て
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同

委
員
会
を
通
じ
て
友
好
的
な
解
決
を
図
る
よ
う
努
め
る
。

５

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
新
た
な
分
野
別
附
属
書
に
つ
い
て
の
交
渉
の
調
整
及
び
促
進
に
つ
い
て
責
任
を
負

う
。

６

一
方
の
締
約
国
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
、
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
対
し
、
確
認
を
受
け

た
施
設
の
一
覧
表
を
提
供
す
る
。

７

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
行
う
決
定
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
各
締
約
国
に
速
や
か
に
通
報
す
る
。

８

両
締
約
国
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
を
通
じ
て
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
う
ち
、
こ
の
議
定
書
に
関
連
す
る
条
項
又
は
附
属
書
を
特
定

(a)
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一
二
一
一

国
の
共
同
議
長
が
１
に
規
定
す
る
通
報
を
受
領
し
た
日
か
ら
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
別
段
の
決
定
を
行
う
日
ま

で
の
間
に
お
い
て
は
、
当
該
申
立
て
の
対
象
と
な
っ
た
施
設
の
確
認
の
受
入
れ
及
び
当
該
施
設
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
の
受
入

れ
を
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
八
条

１

こ
の
議
定
書
の
規
定
の
効
果
的
な
運
用
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
機
関
と
し
て
、
両
締
約
国
の
代
表
か
ら
成
る
相
互
承
認
に

関
す
る
合
同
委
員
会
を
こ
の
議
定
書
の
適
用
の
日
に
設
置
す
る
。

２

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
り
決
定
を
行
い
、
及
び
勧
告
を
採
択
す
る
。
相
互
承
認

に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
要
請
に
よ
り
、
両
締
約
国
の
共
同
議
長
の
下
で
会
合
す
る
。
相
互
承
認

に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
小
委
員
会
を
設
置
し
、
及
び
当
該
小
委
員
会
に
対
し
て
特
定
の
任
務
を
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
そ
の
手
続
規
則
を
採
択
す
る
。

３

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
の
運
用
に
関
す
る
全
て
の
事
項
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
特
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
責
任
を
負
い
、
及
び
決
定
す
る
。

適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
、
登
録
の
効
力
の
停
止
、
登
録
の
効
力
の
停
止
の
解
除
及
び
登
録
の
取
消
し

(a)

登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
及
び
確
認
を
受
け
た
施
設
の
一
覧
表
を
分
野
ご
と
に
作
成
し
、
別
段
の
決
定
を
行
う

(b)
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
。

こ
の
議
定
書
に
定
め
る
情
報
の
交
換
を
行
う
た
め
の
適
切
な
方
法
の
確
立

(c)

前
条
２
及
び
次
条
１

に
規
定
す
る
合
同
検
証
を
実
施
す
る
た
め
の
各
締
約
国
の
専
門
家
の
任
命

(d)

(c)

４

両
締
約
国
は
、
こ
の
議
定
書
の
規
定
の
解
釈
又
は
適
用
に
お
い
て
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同

委
員
会
を
通
じ
て
友
好
的
な
解
決
を
図
る
よ
う
努
め
る
。

５

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
新
た
な
分
野
別
附
属
書
に
つ
い
て
の
交
渉
の
調
整
及
び
促
進
に
つ
い
て
責
任
を
負

う
。

６

一
方
の
締
約
国
は
、
少
な
く
と
も
毎
年
、
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
対
し
、
確
認
を
受
け

た
施
設
の
一
覧
表
を
提
供
す
る
。

７

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
行
う
決
定
に
つ
い
て
は
、
書
面
に
よ
り
各
締
約
国
に
速
や
か
に
通
報
す
る
。

８

両
締
約
国
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
を
通
じ
て
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
う
ち
、
こ
の
議
定
書
に
関
連
す
る
条
項
又
は
附
属
書
を
特
定

(a)
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一
二
一
二

し
、
相
互
に
通
報
す
る
こ
と
。

分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
。

(b)

こ
の
議
定
書
に
関
連
す
る
法
令
及
び
運
用
規
則
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
る
変
更
を
、
当
該
変
更
の
効
力
発
生
の
前
に
相
互

(c)
に
通
報
す
る
こ
と
。

指
定
当
局
、
権
限
の
あ
る
当
局
、
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
及
び
確
認
を
受
け
た
施
設
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
る

(d)
変
更
を
相
互
に
通
報
す
る
こ
と
。

９

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
１
か
ら
８
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
議
定
書
の
適
用
の
日

に
、
日
Ｅ
Ｃ
相
互
承
認
協
定
に
関
し
て
日
本
国
及
び
欧
州
共
同
体
又
は
欧
州
共
同
体
を
承
継
す
る
機
関
が
作
成
し
た
文
書

（
共
同
宣
言
、
交
換
公
文
及
び
日
Ｅ
Ｃ
相
互
承
認
協
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
合
同
委
員
会
の
決
定
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
両
締
約
国
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
、
必
要
な
変
更
を
加
え
た
上
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

第
九
条

１

適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
に
は
、
次
の
手
続
を
適
用
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
指
定
当
局
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
自
国
の
適
合
性
評
価
機
関
を
こ
の
議
定
書
の
規
定
に

(a)
従
っ
て
登
録
す
る
こ
と
を
、
必
要
な
書
類
を
付
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に

関
す
る
合
同
委
員
会
に
提
案
す
る
。

他
方
の
締
約
国
は
、
提
案
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法

(b)
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
並
び
に
当
該
適
合
性
評
価
機
関

の
登
録
に
つ
い
て
の
自
国
の
立
場
を

の
規
定
に
よ
る
提
案
の
受
領
か
ら
九
十
日
以
内
に
表
明
す
る
。
他
方
の
締
約
国

(a)

は
、
当
該
提
案
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
が
当
該
指
定
基
準
を
満
た
し
て
い
る
旨
の
推
定
の
下
に
こ
の
検
討
を

行
う
べ
き
で
あ
る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
当
該
提
案
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
を
登
録
す
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
当
該
提
案
の
受
領
か
ら
九
十
日
以
内
に
決
定
す
る
。

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
提
案
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

(c)
い
場
合
に
は
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
事
前
の
同
意
を
得
て
当
該
適
合
性
評
価
機
関
に
対
す
る
合
同
検
証
を
実
施
す
る

こ
と
又
は
当
該
提
案
を
行
っ
た
一
方
の
締
約
国
が
当
該
適
合
性
評
価
機
関
に
対
す
る
検
証
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ

と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
当
該
合
同
検
証
又
は
当
該
検
証
が
終
了
し
た

後
、
当
該
提
案
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
二
一
三

し
、
相
互
に
通
報
す
る
こ
と
。

分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
実
施
に
関
す
る
情
報
を
交
換
す
る
こ
と
。

(b)

こ
の
議
定
書
に
関
連
す
る
法
令
及
び
運
用
規
則
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
る
変
更
を
、
当
該
変
更
の
効
力
発
生
の
前
に
相
互

(c)
に
通
報
す
る
こ
と
。

指
定
当
局
、
権
限
の
あ
る
当
局
、
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
及
び
確
認
を
受
け
た
施
設
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
る

(d)
変
更
を
相
互
に
通
報
す
る
こ
と
。

９

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
１
か
ら
８
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
議
定
書
の
適
用
の
日

に
、
日
Ｅ
Ｃ
相
互
承
認
協
定
に
関
し
て
日
本
国
及
び
欧
州
共
同
体
又
は
欧
州
共
同
体
を
承
継
す
る
機
関
が
作
成
し
た
文
書

（
共
同
宣
言
、
交
換
公
文
及
び
日
Ｅ
Ｃ
相
互
承
認
協
定
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
合
同
委
員
会
の
決
定
を
含
む
。
）
で
あ
っ

て
両
締
約
国
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
、
必
要
な
変
更
を
加
え
た
上
で
受
け
入
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

第
九
条

１

適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
に
は
、
次
の
手
続
を
適
用
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
指
定
当
局
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
自
国
の
適
合
性
評
価
機
関
を
こ
の
議
定
書
の
規
定
に

(a)
従
っ
て
登
録
す
る
こ
と
を
、
必
要
な
書
類
を
付
し
た
書
面
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に

関
す
る
合
同
委
員
会
に
提
案
す
る
。

他
方
の
締
約
国
は
、
提
案
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法

(b)
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
並
び
に
当
該
適
合
性
評
価
機
関

の
登
録
に
つ
い
て
の
自
国
の
立
場
を

の
規
定
に
よ
る
提
案
の
受
領
か
ら
九
十
日
以
内
に
表
明
す
る
。
他
方
の
締
約
国

(a)

は
、
当
該
提
案
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
が
当
該
指
定
基
準
を
満
た
し
て
い
る
旨
の
推
定
の
下
に
こ
の
検
討
を

行
う
べ
き
で
あ
る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
当
該
提
案
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
を
登
録
す
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
当
該
提
案
の
受
領
か
ら
九
十
日
以
内
に
決
定
す
る
。

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
提
案
の
対
象
と
な
っ
た
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

(c)
い
場
合
に
は
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
事
前
の
同
意
を
得
て
当
該
適
合
性
評
価
機
関
に
対
す
る
合
同
検
証
を
実
施
す
る

こ
と
又
は
当
該
提
案
を
行
っ
た
一
方
の
締
約
国
が
当
該
適
合
性
評
価
機
関
に
対
す
る
検
証
を
実
施
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ

と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
当
該
合
同
検
証
又
は
当
該
検
証
が
終
了
し
た

後
、
当
該
提
案
を
再
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一
二
一
四

２

適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
の
提
案
を
行
う
締
約
国
は
、
そ
の
提
案
に
お
い
て
次
の
情
報
を
提
供
し
、
常
に
こ
れ
を
最
新
の

も
の
と
す
る
。

当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
名
称
及
び
住
所

(a)

当
該
適
合
性
評
価
機
関
に
よ
る
評
価
の
対
象
で
あ
る
製
品
又
は
工
程

(b)

当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
適
合
性
評
価
手
続

(c)

当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
指
定
基
準
を
満
た
す
旨
の
決
定
に
際
し
て
用
い
た
指
定
手
続
及
び
必
要
と
し
た
情
報

(d)
３

１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
日
Ｅ
Ｃ
相
互
承
認
協
定
に
従
っ
て
適
合
性
評

価
機
関
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
両
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
で
あ
っ
て
両
締
約
国
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
、
こ
の
議

定
書
の
適
用
の
日
に
、
適
合
性
評
価
機
関
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の

関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
自
国
の
指
定
当
局
が
認
め
る
場
合
に
は
、
自
国
の

指
定
当
局
が
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
を
確
保
す
る
。

５

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び

運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
一
方
の
締
約
国
が
認
め
る
場
合
又
は
自
国
の
指
定
当
局
が
自
国
の

適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
の
取
消
し
を
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同

委
員
会
及
び
他
方
の
締
約
国
に
提
案
す
る
。
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
別
段

の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
共
同
議
長
が
そ
の
提
案

を
受
領
し
た
時
に
取
り
消
さ
れ
る
。

６

一
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
新
た
に
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
は
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関

が
登
録
を
受
け
た
日
以
降
に
実
施
し
た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。
一
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
の

登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
方
の
締
約
国
は
、
第
六
条
１
及
び
第
七
条
３
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と

な
く
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
し
た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受

け
入
れ
る
。

第
十
条

１

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
が
健
康
若
し
く
は
安
全
の
保
護
、
環
境
の
保
全
又
は
詐
欺
的
な
行
為
の
防
止

の
た
め
に
適
当
と
認
め
る
措
置
を
と
る
権
限
を
制
限
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
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一
二
一
五

２

適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
の
提
案
を
行
う
締
約
国
は
、
そ
の
提
案
に
お
い
て
次
の
情
報
を
提
供
し
、
常
に
こ
れ
を
最
新
の

も
の
と
す
る
。

当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
名
称
及
び
住
所

(a)

当
該
適
合
性
評
価
機
関
に
よ
る
評
価
の
対
象
で
あ
る
製
品
又
は
工
程

(b)

当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
適
合
性
評
価
手
続

(c)

当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
指
定
基
準
を
満
た
す
旨
の
決
定
に
際
し
て
用
い
た
指
定
手
続
及
び
必
要
と
し
た
情
報

(d)
３

１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
日
Ｅ
Ｃ
相
互
承
認
協
定
に
従
っ
て
適
合
性
評

価
機
関
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
た
両
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
で
あ
っ
て
両
締
約
国
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
、
こ
の
議

定
書
の
適
用
の
日
に
、
適
合
性
評
価
機
関
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
登
録
を
受
け
た
適
合
性
評
価
機
関
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の

関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
自
国
の
指
定
当
局
が
認
め
る
場
合
に
は
、
自
国
の

指
定
当
局
が
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
を
確
保
す
る
。

５

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
関
連
の
分
野
別
附
属
書
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び

運
用
規
則
に
定
め
る
指
定
基
準
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
一
方
の
締
約
国
が
認
め
る
場
合
又
は
自
国
の
指
定
当
局
が
自
国
の

適
合
性
評
価
機
関
の
指
定
を
取
り
消
す
場
合
に
は
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
の
取
消
し
を
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同

委
員
会
及
び
他
方
の
締
約
国
に
提
案
す
る
。
当
該
適
合
性
評
価
機
関
の
登
録
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
別
段

の
決
定
を
行
う
場
合
を
除
く
ほ
か
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
お
け
る
他
方
の
締
約
国
の
共
同
議
長
が
そ
の
提
案

を
受
領
し
た
時
に
取
り
消
さ
れ
る
。

６

一
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
が
新
た
に
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
他
方
の
締
約
国
は
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関

が
登
録
を
受
け
た
日
以
降
に
実
施
し
た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
。
一
方
の
締
約
国
の
適
合
性
評
価
機
関
の

登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
方
の
締
約
国
は
、
第
六
条
１
及
び
第
七
条
３
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と

な
く
、
当
該
適
合
性
評
価
機
関
が
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
時
ま
で
の
間
に
お
い
て
実
施
し
た
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受

け
入
れ
る
。

第
十
条

１

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
締
約
国
が
健
康
若
し
く
は
安
全
の
保
護
、
環
境
の
保
全
又
は
詐
欺
的
な
行
為
の
防
止

の
た
め
に
適
当
と
認
め
る
措
置
を
と
る
権
限
を
制
限
す
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
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一
二
一
六

２

一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、

の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
緊
急
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、

(a)

(b)

他
方
の
締
約
国
の
製
造
施
設
の
確
認
及
び
当
該
製
造
施
設
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
引
き
続
き
第
二
条
２
の
規
定
に
よ
り
受

け
入
れ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
、
他
方
の
締
約
国
及
び
当
該
製
造
施
設
の
同
意
を
得
る
こ
と
並
び
に
他
方
の
締
約

国
の
求
め
が
あ
る
と
き
は
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
職
員
が
同
行
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
製
造
施

設
を
訪
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
訪
問
は
、
他
方
の
締
約
国
の
法
令
に
反
し
な
い
態
様
で
、
か
つ
、

の
規
定
に
よ

(b)

り
決
定
さ
れ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
当
該
訪
問
に
関
連
し
て
入
手

し
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
こ
の

に
規
定
す
る
目
的
に
限
っ
て
こ
れ
を
使
用
す
る
。

(a)

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
準
備
作
業
と
し
て
、

に

(b)

(a)

規
定
す
る
緊
急
の
必
要
性
の
定
義
及
び
訪
問
の
方
法
を
決
定
す
る
。

第
十
一
条

１

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
第
二
条
２
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
両
締
約
国
の
任
意
規
格
又
は
強
制

規
格
を
相
互
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。

２

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
第
三
国
の
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
義
務
を
締
約
国
に
課
す
る
も
の

と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
及
び
貿
易
関
連
知
的
所
有
権
協
定
を
含
む
世
界

貿
易
機
関
設
立
協
定
の
加
盟
国
と
し
て
各
締
約
国
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
十
二
条

締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
よ
り
開
示
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
議
定
書
の
下
で
秘
密
と
し
て
入
手
し

た
情
報
を
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

１

こ
の
議
定
書
の
規
定
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

第
一
・
五
条
及
び
第
一
・
六
条
の
規
定

(a)

第
十
七
章
の
規
定

(b)

第
二
十
・
三
条
の
規
定

(c)

第
二
十
二
章
の
規
定

(d)
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一
二
一
七

２

一
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、

の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
緊
急
の
必
要
性
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、

(a)

(b)

他
方
の
締
約
国
の
製
造
施
設
の
確
認
及
び
当
該
製
造
施
設
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
引
き
続
き
第
二
条
２
の
規
定
に
よ
り
受

け
入
れ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
、
他
方
の
締
約
国
及
び
当
該
製
造
施
設
の
同
意
を
得
る
こ
と
並
び
に
他
方
の
締
約

国
の
求
め
が
あ
る
と
き
は
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
職
員
が
同
行
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
製
造
施

設
を
訪
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
訪
問
は
、
他
方
の
締
約
国
の
法
令
に
反
し
な
い
態
様
で
、
か
つ
、

の
規
定
に
よ

(b)

り
決
定
さ
れ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
当
該
訪
問
に
関
連
し
て
入
手

し
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
こ
の

に
規
定
す
る
目
的
に
限
っ
て
こ
れ
を
使
用
す
る
。

(a)

相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
関
連
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
準
備
作
業
と
し
て
、

に

(b)

(a)

規
定
す
る
緊
急
の
必
要
性
の
定
義
及
び
訪
問
の
方
法
を
決
定
す
る
。

第
十
一
条

１

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
第
二
条
２
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
両
締
約
国
の
任
意
規
格
又
は
強
制

規
格
を
相
互
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。

２

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
第
三
国
の
適
合
性
評
価
手
続
の
結
果
を
受
け
入
れ
る
義
務
を
締
約
国
に
課
す
る
も
の

と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
貿
易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る
協
定
及
び
貿
易
関
連
知
的
所
有
権
協
定
を
含
む
世
界

貿
易
機
関
設
立
協
定
の
加
盟
国
と
し
て
各
締
約
国
が
有
す
る
権
利
及
び
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
十
二
条

締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
よ
り
開
示
が
義
務
付
け
ら
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
議
定
書
の
下
で
秘
密
と
し
て
入
手
し

た
情
報
を
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
三
条

１

こ
の
議
定
書
の
規
定
は
、
こ
の
協
定
の
規
定
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
の
対
象
と
な
ら
な
い
。

第
一
・
五
条
及
び
第
一
・
六
条
の
規
定

(a)

第
十
七
章
の
規
定

(b)

第
二
十
・
三
条
の
規
定

(c)

第
二
十
二
章
の
規
定

(d)
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一
二
一
八

第
二
十
三
章
の
規
定

(e)

第
二
十
四
・
二
条
の
規
定

(f)

附
属
書
二－

Ｃ
第
十
八
条
１
の
規
定

(g)
２

こ
の
議
定
書
の
規
定
と
こ
の
協
定
の
他
の
規
定
と
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
抵
触
の
限
度
に
お
い
て
、
こ
の
議
定
書

の
規
定
が
優
先
す
る
。

第
十
四
条

１

こ
の
議
定
書
の
分
野
別
附
属
書
は
、
こ
の
議
定
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

２

分
野
別
附
属
書
第
Ａ
部
の
規
定
と
こ
の
議
定
書
の
第
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
と
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
分
野
別
附

属
書
第
Ａ
部
の
規
定
が
優
先
す
る
。

３

各
分
野
別
附
属
書
第
Ａ
部
１
の
対
象
範
囲
に
関
す
る
規
定
は
、
両
締
約
国
が

の
第
一
文
の
規
定
に
従
っ
て
こ
の
議
定

(a)

(b)

書
を
改
正
す
る
こ
と
な
し
に
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
議
定
書
は
、
両
締
約
国
間
の
合
意
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
分
野
別
附
属
書
第
Ｂ
部
に
規

(b)
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
又
は
指
定
当
局
若
し
く
は
権
限
の
あ
る
当
局
の
変
更
の
み
に
係
る
改
正
に
つ
い
て
は
、

自
国
の
関
係
す
る
国
内
手
続
に
従
い
両
締
約
国
の
政
府
間
の
外
交
上
の
公
文
の
交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

４

締
約
国
は
、
同
一
の
対
象
製
品
に
関
係
す
る
新
た
な
又
は
追
加
的
な
適
合
性
評
価
手
続
で
あ
っ
て
、
関
連
の
分
野
別
附
属

書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
技
術
上
の
要
件
を
満
た
す
た
め
の
も
の
を
導
入
す
る
場
合
に
は
、
３
(b)

の
第
二
文
に
定
め
る
手
続
に
従
い
、
当
該
新
た
な
又
は
追
加
的
な
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用

規
則
を
規
定
す
る
た
め
に
当
該
分
野
別
附
属
書
の
第
Ｂ
部
を
改
正
す
る
。

第
十
五
条

第
二
十
四
・
三
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
両
締
約
国
の
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
前
に
い
つ
で

も
、
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
り
、
両
締
約
国
の
政
府
が
合
意
す
る
日
ま
で
こ
の
議
定
書
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
当
該
日
に
つ
い
て
は
、
両
締
約
国
の
政
府
間
の
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
っ
て
特
定
す
る
。

第
十
六
条

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
も
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
こ
の
議
定
書
の
適
用
を
終
止
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
通
告
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
議
定
書
は
、
両
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
他
方
の
締
約
国
に
よ
る
そ
の
通
告
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一
二
一
九

第
二
十
三
章
の
規
定

(e)

第
二
十
四
・
二
条
の
規
定

(f)

附
属
書
二－

Ｃ
第
十
八
条
１
の
規
定

(g)
２

こ
の
議
定
書
の
規
定
と
こ
の
協
定
の
他
の
規
定
と
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
抵
触
の
限
度
に
お
い
て
、
こ
の
議
定
書

の
規
定
が
優
先
す
る
。

第
十
四
条

１

こ
の
議
定
書
の
分
野
別
附
属
書
は
、
こ
の
議
定
書
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

２

分
野
別
附
属
書
第
Ａ
部
の
規
定
と
こ
の
議
定
書
の
第
一
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
と
が
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
分
野
別
附

属
書
第
Ａ
部
の
規
定
が
優
先
す
る
。

３

各
分
野
別
附
属
書
第
Ａ
部
１
の
対
象
範
囲
に
関
す
る
規
定
は
、
両
締
約
国
が

の
第
一
文
の
規
定
に
従
っ
て
こ
の
議
定

(a)

(b)

書
を
改
正
す
る
こ
と
な
し
に
変
更
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
議
定
書
は
、
両
締
約
国
間
の
合
意
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
分
野
別
附
属
書
第
Ｂ
部
に
規

(b)
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
又
は
指
定
当
局
若
し
く
は
権
限
の
あ
る
当
局
の
変
更
の
み
に
係
る
改
正
に
つ
い
て
は
、

自
国
の
関
係
す
る
国
内
手
続
に
従
い
両
締
約
国
の
政
府
間
の
外
交
上
の
公
文
の
交
換
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

４

締
約
国
は
、
同
一
の
対
象
製
品
に
関
係
す
る
新
た
な
又
は
追
加
的
な
適
合
性
評
価
手
続
で
あ
っ
て
、
関
連
の
分
野
別
附
属

書
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
技
術
上
の
要
件
を
満
た
す
た
め
の
も
の
を
導
入
す
る
場
合
に
は
、
３
(b)

の
第
二
文
に
定
め
る
手
続
に
従
い
、
当
該
新
た
な
又
は
追
加
的
な
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用

規
則
を
規
定
す
る
た
め
に
当
該
分
野
別
附
属
書
の
第
Ｂ
部
を
改
正
す
る
。

第
十
五
条

第
二
十
四
・
三
条
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
両
締
約
国
の
政
府
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
前
に
い
つ
で

も
、
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
り
、
両
締
約
国
の
政
府
が
合
意
す
る
日
ま
で
こ
の
議
定
書
を
適
用
し
な
い
こ
と
を
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
当
該
日
に
つ
い
て
は
、
両
締
約
国
の
政
府
間
の
外
交
上
の
公
文
の
交
換
に
よ
っ
て
特
定
す
る
。

第
十
六
条

い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
も
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
こ
の
議
定
書
の
適
用
を
終
止
す
る
意
思
を
書
面
に
よ
り
通
告
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
議
定
書
は
、
両
締
約
国
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
他
方
の
締
約
国
に
よ
る
そ
の
通
告
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一
二
二
〇

の
受
領
の
日
の
後
六
箇
月
で
適
用
さ
れ
な
く
な
る
。

通
信
端
末
機
器
及
び
無
線
機
器
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

対
象
範
囲

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
は
、
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
通
信
端

末
機
器
及
び
無
線
機
器
で
あ
っ
て
、
当
該
各
締
約
国
に
お
い
て
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
適
合
性
評
価
手
続
の
対
象
と

な
る
全
て
の
も
の
に
関
す
る
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
も
の
と
了
解
す
る
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

(a)
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
に
代
わ

(b)
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な

い
。締

約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は
運
用
規
則

(c)
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一
二
二
一

の
受
領
の
日
の
後
六
箇
月
で
適
用
さ
れ
な
く
な
る
。

通
信
端
末
機
器
及
び
無
線
機
器
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

対
象
範
囲

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
は
、
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
通
信
端

末
機
器
及
び
無
線
機
器
で
あ
っ
て
、
当
該
各
締
約
国
に
お
い
て
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
適
合
性
評
価
手
続
の
対
象
と

な
る
全
て
の
も
の
に
関
す
る
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
も
の
と
了
解
す
る
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

(a)
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
に
代
わ

(b)
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な

い
。締

約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は
運
用
規
則

(c)
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一
二
二
二

に
組
み
込
む
こ
と
。

第
Ｂ
部

第
一
節

通
信
端
末
機
器
及
び
無
線
機
器
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

一

二
千
十
七
年
無
線
機
器
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
七
・
一
二
〇
六
）
及
び

一

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
そ

そ
の
改
正

の
改
正

二

純
粋
有
線
通
信
端
末
機
器
に
関
し
、

二

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び

年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

そ
の
改
正

三

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

第
二
節

技
術
上
の
要
件
及
び
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

一

二
千
十
七
年
無
線
機
器
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
七
・
一
二
〇
六
）
及
び

一

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
そ

そ
の
改
正

の
改
正

二

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及

二

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
及
び

び
そ
の
改
正

そ
の
改
正

三

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六

年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

五

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八

号
）
及
び
そ
の
改
正

六

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

第
三
節

指
定
当
局

英
国

日
本
国

ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
戦
略
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

二
千
十
七
年
無
線
機
器
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
七
・
一
二
〇
六
）
及
び
そ

の
改
正
に
関
し
、

総
務
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局
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一
二
二
三

に
組
み
込
む
こ
と
。

第
Ｂ
部

第
一
節

通
信
端
末
機
器
及
び
無
線
機
器
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

一

二
千
十
七
年
無
線
機
器
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
七
・
一
二
〇
六
）
及
び

一

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
そ

そ
の
改
正

の
改
正

二

純
粋
有
線
通
信
端
末
機
器
に
関
し
、

二

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び

年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

そ
の
改
正

三

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

第
二
節

技
術
上
の
要
件
及
び
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

一

二
千
十
七
年
無
線
機
器
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
七
・
一
二
〇
六
）
及
び

一

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
そ

そ
の
改
正

の
改
正

二

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及

二

端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
及
び

び
そ
の
改
正

そ
の
改
正

三

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六

年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

五

無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八

号
）
及
び
そ
の
改
正

六

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

第
三
節

指
定
当
局

英
国

日
本
国

ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
戦
略
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

二
千
十
七
年
無
線
機
器
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
七
・
一
二
〇
六
）
及
び
そ

の
改
正
に
関
し
、

総
務
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局
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一
二
二
四

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び

そ
の
改
正
に
関
し
、

総
務
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

経
済
産
業
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

第
四
節

指
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
指

日
本
国
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関

定
に
お
い
て
日
本
国
が
適
用
す
る
基
準

の
指
定
に
お
い
て
英
国
が
適
用
す
る
基
準

一

二
千
十
七
年
無
線
機
器
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
七
・
一
二
〇
六
）
及
び

一

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
そ

そ
の
改
正

の
改
正

二

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及

二

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六

び
そ
の
改
正

年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

三

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

電
気
製
品
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

対
象
範
囲

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
は
、
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
電
気
製

品
で
あ
っ
て
、
当
該
各
締
約
国
に
お
い
て
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
適
合
性
評
価
手
続
の
対
象
と
な
る
全
て
の
も
の
に

関
す
る
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
も
の
と
了
解
す
る
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

(a)
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
に
代
わ

(b)
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な

い
。締

約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は
運
用
規
則

(c)
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一
二
二
五

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び

そ
の
改
正
に
関
し
、

総
務
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

経
済
産
業
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

第
四
節

指
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
指

日
本
国
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関

定
に
お
い
て
日
本
国
が
適
用
す
る
基
準

の
指
定
に
お
い
て
英
国
が
適
用
す
る
基
準

一

二
千
十
七
年
無
線
機
器
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
七
・
一
二
〇
六
）
及
び

一

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
及
び
そ

そ
の
改
正

の
改
正

二

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及

二

端
末
機
器
の
技
術
基
準
適
合
認
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
六

び
そ
の
改
正

年
総
務
省
令
第
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

三

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

電
気
製
品
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

対
象
範
囲

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
は
、
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
電
気
製

品
で
あ
っ
て
、
当
該
各
締
約
国
に
お
い
て
適
合
性
評
価
機
関
が
実
施
す
る
適
合
性
評
価
手
続
の
対
象
と
な
る
全
て
の
も
の
に

関
す
る
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
も
の
と
了
解
す
る
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に

(a)
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
に
代
わ

(b)
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な

い
。締

約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は
運
用
規
則

(c)

和文【本文】附属書（２）.indd   1225 2020/10/26   8:16:02



一
二
二
六

に
組
み
込
む
こ
と
。

第
Ｂ
部

第
一
節

電
気
製
品
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び
そ

一

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
及

の
改
正

び
そ
の
改
正

二

電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
四

号
）
及
び
そ
の
改
正

第
二
節

技
術
上
の
要
件
及
び
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び
そ

一

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
及

の
改
正

び
そ
の
改
正

二

電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第

八
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

三

電
気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
経

済
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

電
気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
解
釈
に
つ
い
て

（
二
〇
一
三
〇
六
〇
五
商
局
第
三
号
）
及
び
そ
の
改
正

第
三
節

指
定
当
局

英
国

日
本
国

ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
戦
略
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

経
済
産
業
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

第
四
節

指
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
指

日
本
国
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関

定
に
お
い
て
日
本
国
が
適
用
す
る
基
準

の
指
定
に
お
い
て
英
国
が
適
用
す
る
基
準

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び
そ

一

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
及

の
改
正

び
そ
の
改
正

二

電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
四

号
）
及
び
そ
の
改
正
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一
二
二
七

に
組
み
込
む
こ
と
。

第
Ｂ
部

第
一
節

電
気
製
品
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び
そ

一

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
及

の
改
正

び
そ
の
改
正

二

電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
四

号
）
及
び
そ
の
改
正

第
二
節

技
術
上
の
要
件
及
び
適
合
性
評
価
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び
そ

一

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
及

の
改
正

び
そ
の
改
正

二

電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第

八
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

三

電
気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
経

済
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

電
気
用
品
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
解
釈
に
つ
い
て

（
二
〇
一
三
〇
六
〇
五
商
局
第
三
号
）
及
び
そ
の
改
正

第
三
節

指
定
当
局

英
国

日
本
国

ビ
ジ
ネ
ス
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
戦
略
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

経
済
産
業
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

第
四
節

指
定
基
準
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関
の
指

日
本
国
の
要
件
に
即
し
て
適
合
性
評
価
を
実
施
す
る
適
合
性
評
価
機
関

定
に
お
い
て
日
本
国
が
適
用
す
る
基
準

の
指
定
に
お
い
て
英
国
が
適
用
す
る
基
準

二
千
十
六
年
電
磁
両
立
性
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
六
・
一
〇
九
一
）
及
び
そ

一

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
及

の
改
正

び
そ
の
改
正

二

電
気
用
品
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
四

号
）
及
び
そ
の
改
正

和文【本文】附属書（２）.indd   1227 2020/10/26   8:16:03



一
二
二
八

三

電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第

八
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

化
学
品
に
係
る
優
良
試
験
所
基
準
（
Ｇ
Ｌ
Ｐ
）
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
は
、
次
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
化
学
品
（
化
学
物
質
で
あ
る
か
製
剤
で

(a)
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
）
に
つ
い
て
行
う
試
験
に
関
す
る
優
良
試
験
所
基
準
（
以
下
「
Ｇ
Ｌ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
原
則
を
試

験
施
設
が
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認

確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
が
作
成
す
る
デ
ー
タ
の
受
入
れ

(b)
２

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、

(a)

「
確
認
基
準
」
と
は
、
第
Ｂ
部
第
三
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則

(i)
で
あ
っ
て
、
千
九
百
九
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
九
七
）
一
八
六
（
最
終
）
に

よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
八
十
一
年
五
月
十
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
八
一
）
三
〇
（
最
終
）
附
属

書
Ⅱ
に
合
致
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
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一
二
二
九

三

電
気
用
品
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
通
商
産
業
省
令
第

八
十
四
号
）
及
び
そ
の
改
正

化
学
品
に
係
る
優
良
試
験
所
基
準
（
Ｇ
Ｌ
Ｐ
）
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
は
、
次
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
化
学
品
（
化
学
物
質
で
あ
る
か
製
剤
で

(a)
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。
）
に
つ
い
て
行
う
試
験
に
関
す
る
優
良
試
験
所
基
準
（
以
下
「
Ｇ
Ｌ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
原
則
を
試

験
施
設
が
満
た
し
て
い
る
こ
と
の
確
認

確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
が
作
成
す
る
デ
ー
タ
の
受
入
れ

(b)
２

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、

(a)

「
確
認
基
準
」
と
は
、
第
Ｂ
部
第
三
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則

(i)
で
あ
っ
て
、
千
九
百
九
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
九
七
）
一
八
六
（
最
終
）
に

よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
八
十
一
年
五
月
十
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
八
一
）
三
〇
（
最
終
）
附
属

書
Ⅱ
に
合
致
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
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一
二
三
〇

「
検
証
」
と
は
、
第
Ｂ
部
第
三
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
試
験
の
監
査
、
検

(ii)
査
そ
の
他
の
手
続
で
あ
っ
て
、
千
九
百
九
十
五
年
三
月
九
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
九
五
）
八
（
最
終
）

に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）
八
七
（
最

終
）
（
特
に
そ
の
附
属
書
Ｉ
及
び
附
属
書
Ⅱ
）
に
合
致
し
て
い
る
も
の
に
よ
り
、
試
験
施
設
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
を
監
視
す
る
こ
と
を
い
う
。

こ
の
議
定
書
に
別
段
の
定
義
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
に
お
け
る
い
ず
れ
の
用
語
も
、

(b)
千
九
百
八
十
一
年
五
月
十
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
八
一
）
三
〇
（
最
終
）
附
属
書
Ⅱ
に
含
ま
れ
る
「
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
」
、
千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）
八
七
（
最

終
）
附
属
書
Ｉ
に
含
ま
れ
る
「
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
監
視
手
続
の
た
め
の
指
針
」
及
び
Ｇ
Ｌ
Ｐ
コ
ン
セ
ン
サ
ス
文
書
「
屋
外

試
験
へ
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
の
適
用
」
（
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
及
び
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
監
視
に
関
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
文
書
第
六
巻
）
並
び

に
こ
れ
ら
の
改
正
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
を
有
す
る
。

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
も
の
と
了
解
す
る
。

(c)

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

(i)
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
に
代

(ii)
わ
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ

な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は
運
用
規

(iii)
則
に
組
み
込
む
こ
と
。

３

両
締
約
国
は
、
第
Ｂ
部
第
三
節
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
を
改
正
す
る
に
当
た
っ
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
関
連
す

る
決
定
及
び
勧
告
と
の
整
合
性
を
維
持
す
る
必
要
性
に
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
第
二
条
２
の
規
定
に
関
し
、
千
九
百
九
十
五
年
三
月
九
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
九

五
）
八
（
最
終
）
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）

八
七
（
最
終
）
に
合
致
し
て
い
る
両
締
約
国
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
監
視
制
度
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、

他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
る
試
験
施
設
の
確
認
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設

が
特
定
の
試
験
項
目
に
関
し
て
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
、
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
与
え
た
自
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一
二
三
一

「
検
証
」
と
は
、
第
Ｂ
部
第
三
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
試
験
の
監
査
、
検

(ii)
査
そ
の
他
の
手
続
で
あ
っ
て
、
千
九
百
九
十
五
年
三
月
九
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
九
五
）
八
（
最
終
）

に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）
八
七
（
最

終
）
（
特
に
そ
の
附
属
書
Ｉ
及
び
附
属
書
Ⅱ
）
に
合
致
し
て
い
る
も
の
に
よ
り
、
試
験
施
設
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
を
監
視
す
る
こ
と
を
い
う
。

こ
の
議
定
書
に
別
段
の
定
義
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
に
お
け
る
い
ず
れ
の
用
語
も
、

(b)
千
九
百
八
十
一
年
五
月
十
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
八
一
）
三
〇
（
最
終
）
附
属
書
Ⅱ
に
含
ま
れ
る
「
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
」
、
千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）
八
七
（
最

終
）
附
属
書
Ｉ
に
含
ま
れ
る
「
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
監
視
手
続
の
た
め
の
指
針
」
及
び
Ｇ
Ｌ
Ｐ
コ
ン
セ
ン
サ
ス
文
書
「
屋
外

試
験
へ
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
の
適
用
」
（
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
及
び
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
監
視
に
関
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
文
書
第
六
巻
）
並
び

に
こ
れ
ら
の
改
正
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
を
有
す
る
。

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
も
の
と
了
解
す
る
。

(c)

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

(i)
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
に
代

(ii)
わ
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ

な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は
運
用
規

(iii)
則
に
組
み
込
む
こ
と
。

３

両
締
約
国
は
、
第
Ｂ
部
第
三
節
に
規
定
す
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
を
改
正
す
る
に
当
た
っ
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
関
連
す

る
決
定
及
び
勧
告
と
の
整
合
性
を
維
持
す
る
必
要
性
に
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
第
二
条
２
の
規
定
に
関
し
、
千
九
百
九
十
五
年
三
月
九
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
Ｃ
（
九

五
）
八
（
最
終
）
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）

八
七
（
最
終
）
に
合
致
し
て
い
る
両
締
約
国
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
監
視
制
度
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、

他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
る
試
験
施
設
の
確
認
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設

が
特
定
の
試
験
項
目
に
関
し
て
作
成
し
た
デ
ー
タ
を
、
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
を
与
え
た
自
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一
二
三
二

国
の
試
験
施
設
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
と
同
等
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
た
だ
し
、
次
の

及
び

の
要
件
を
満
た
す
こ

(a)

(b)

と
を
条
件
と
す
る
。

第
Ｂ
部
第
三
節
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当

(a)
局
が
発
行
し
た
試
験
施
設
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
に
関
す
る
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
文
書
が
、
デ
ー
タ
に
添
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

デ
ー
タ
の
作
成
が
行
わ
れ
た
試
験
が
、
両
締
約
国
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
い
、
Ｇ
Ｌ

(b)
Ｐ
原
則
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

５

第
八
条
３
及
び
６
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
の
一
覧
表
は
、
合
意
さ
れ
る
適
切
な
様
式
で
作
成
さ
れ
、
か

(a)
つ
、
次
の
情
報
を
含
む
も
の
と
す
る
。

試
験
施
設
の
名
称
及
び
住
所

(i)

検
証
又
は
確
認
の
日
付

(ii)

Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況

(iii)

千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）
八
七
（
最
終
）
附
属
書
Ⅲ
の
付
録

(iv)
の
４
に
掲
げ
る
専
門
分
野

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
理
由
を
示
し
た
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
に
関
す

(b)
る
追
加
的
な
情
報
を
、
可
能
な
限
り
に
お
い
て
他
方
の
締
約
国
に
提
供
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
当
該

(c)
試
験
施
設
に
係
る
証
明
書
の
取
消
し
に
関
す
る
情
報
を
、
遅
滞
な
く
他
方
の
締
約
国
に
伝
達
す
る
。

６

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
試
験
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
理
由
を

(a)
示
し
た
疑
義
を
書
面
に
よ
り
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
に
対
す
る
検
査
又
は
試
験
の
監
査
を
他

方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
更
に
実
施
す
る
よ
う
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

要
請
を
受
け
た
締
約
国
は
、
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
に
対
し
、
検
査
若
し
く
は
試
験
の
監
査
の
結
果
を
通
報
し
、
又
は

(b)
検
査
若
し
く
は
試
験
の
監
査
を
実
施
し
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
。

要
請
を
行
っ
た
締
約
国
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
日
か
ら
、
要
請
を
受
け
た
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
更
に
実
施

(c)
す
る
検
査
又
は
試
験
の
監
査
の
結
果
に
よ
り
試
験
施
設
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
ま

で
の
間
に
お
い
て
は
、
当
該
試
験
施
設
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
の
受
入
れ
を
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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一
二
三
三

国
の
試
験
施
設
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
と
同
等
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
。
た
だ
し
、
次
の

及
び

の
要
件
を
満
た
す
こ

(a)

(b)

と
を
条
件
と
す
る
。

第
Ｂ
部
第
三
節
に
規
定
す
る
他
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当

(a)
局
が
発
行
し
た
試
験
施
設
の
Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況
に
関
す
る
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
文
書
が
、
デ
ー
タ
に
添
付
さ
れ
て

い
る
こ
と
。

デ
ー
タ
の
作
成
が
行
わ
れ
た
試
験
が
、
両
締
約
国
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
い
、
Ｇ
Ｌ

(b)
Ｐ
原
則
の
適
用
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。

５

第
八
条
３
及
び
６
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
の
一
覧
表
は
、
合
意
さ
れ
る
適
切
な
様
式
で
作
成
さ
れ
、
か

(a)
つ
、
次
の
情
報
を
含
む
も
の
と
す
る
。

試
験
施
設
の
名
称
及
び
住
所

(i)

検
証
又
は
確
認
の
日
付

(ii)

Ｇ
Ｌ
Ｐ
遵
守
状
況

(iii)

千
九
百
八
十
九
年
十
月
二
日
付
け
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
理
事
会
決
定
・
勧
告
Ｃ
（
八
九
）
八
七
（
最
終
）
附
属
書
Ⅲ
の
付
録

(iv)
の
４
に
掲
げ
る
専
門
分
野

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
理
由
を
示
し
た
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
に
関
す

(b)
る
追
加
的
な
情
報
を
、
可
能
な
限
り
に
お
い
て
他
方
の
締
約
国
に
提
供
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は
、
当
該

(c)
試
験
施
設
に
係
る
証
明
書
の
取
消
し
に
関
す
る
情
報
を
、
遅
滞
な
く
他
方
の
締
約
国
に
伝
達
す
る
。

６

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
、
試
験
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
理
由
を

(a)
示
し
た
疑
義
を
書
面
に
よ
り
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
確
認
を
受
け
た
試
験
施
設
に
対
す
る
検
査
又
は
試
験
の
監
査
を
他

方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
更
に
実
施
す
る
よ
う
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

要
請
を
受
け
た
締
約
国
は
、
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
に
対
し
、
検
査
若
し
く
は
試
験
の
監
査
の
結
果
を
通
報
し
、
又
は

(b)
検
査
若
し
く
は
試
験
の
監
査
を
実
施
し
な
か
っ
た
理
由
を
説
明
す
る
。

要
請
を
行
っ
た
締
約
国
は
、
当
該
要
請
を
行
っ
た
日
か
ら
、
要
請
を
受
け
た
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
更
に
実
施

(c)
す
る
検
査
又
は
試
験
の
監
査
の
結
果
に
よ
り
試
験
施
設
が
Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
ま

で
の
間
に
お
い
て
は
、
当
該
試
験
施
設
が
作
成
し
た
デ
ー
タ
の
受
入
れ
を
義
務
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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一
二
三
四

例
外
的
な
状
況
に
お
い
て
、
疑
義
が
残
り
、
か
つ
、
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
が
特
定
の
懸
念
に
つ
い
て
そ
の
正
当
性
を

(d)
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
は
、
試
験
施
設
が
確
認
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ

き
、
第
七
条
の
規
定
に
従
っ
て
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｂ
部

第
一
節

Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
に
よ
る
試
験
の
対
象
と
な
る
化
学
品
の
範
囲
を
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

一

医
薬
品
に
関
し
、

一

医
薬
品
に
関
し
、

二
千
十
二
年
人
用
医
薬
品
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
二
・
一
九
一
六
）
及
び

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(a)

そ
の
改
正

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び

そ
の
改
正

二

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(b)

二
千
十
三
年
動
物
用
医
薬
品
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
三
・
二
〇
三
三
）
及

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一

び
そ
の
改
正

号
）
及
び
そ
の
改
正

三

植
物
防
疫
製
品
に
関
し
、

二

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

二
千
十
一
年
植
物
防
疫
製
品
規
則
及
び
そ
の
改
正

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(a)

(a)

二
千
十
一
年
植
物
防
疫
製
品
規
則
（
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
及
び
そ

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び

(b)

の
改
正

そ
の
改
正

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
（
平
成
十
六
年
農
林
水
産
省
令
第

(b)

四

バ
イ
オ
サ
イ
ド
に
関
し
、

百
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

化
学
品
（
健
康
及
び
安
全
）
及
び
遺
伝
子
改
変
生
物
（
拡
散
防
止
措
置

の
下
で
の
利
用
）
（
欧
州
連
合
離
脱
）
規
則
二
〇
一
九
及
び
そ
の
改
正

三

農
薬
に
関
し
、

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
及
び
そ
の

(a)

五

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

改
正

動
物
用
飼
料
に
使
用
さ
れ
る
添
加
物
に
関
す
る
二
千
三
年
九
月
二
十
二

特
定
試
験
成
績
及
び
そ
の
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
基
準
に
関

(b)

日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
八
三
一
・
二
〇

す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
六
号
）
及
び
そ

〇
三
号
及
び
英
国
法
に
よ
る
そ
の
改
正

の
改
正

六

新
規
及
び
既
存
の
化
学
品
に
関
し
、

四

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

化
学
品
（
健
康
及
び
安
全
）
及
び
遺
伝
子
改
変
生
物
（
拡
散
防
止
措
置

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭

(a)

の
下
で
の
利
用
）
（
欧
州
連
合
離
脱
）
規
則
二
〇
一
九
及
び
そ
の
改
正

和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

飼
料
添
加
物
の
評
価
基
準
の
制
定
に
つ
い
て
（
平
成
四
年
四
畜

(b)

七

食
品
添
加
物
に
関
し
、

Ａ
第
二
百
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

食
品
添
加
物
に
関
す
る
二
千
八
年
十
二
月
十
六
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣

僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
三
三
三
・
二
〇
〇
八
号
及
び
英
国
法
に

五

工
業
用
化
学
物
質
に
関
し
、

よ
る
そ
の
改
正

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

八

化
粧
品
に
関
し
、

化
粧
品
に
関
す
る
二
千
九
年
十
一
月
三
十
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理

六

労
働
者
の
健
康
保
護
の
た
め
に
規
制
の
対
象
と
す
る
化
学
物
質
に

事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
二
二
三
・
二
〇
〇
九
号
及
び
英
国
法
に
よ
る

関
し
、

そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び

(a)
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八

(b)
号
）
及
び
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二

(c)
号
）
及
び
そ
の
改
正
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一
二
三
五

例
外
的
な
状
況
に
お
い
て
、
疑
義
が
残
り
、
か
つ
、
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
が
特
定
の
懸
念
に
つ
い
て
そ
の
正
当
性
を

(d)
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
は
、
試
験
施
設
が
確
認
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ

き
、
第
七
条
の
規
定
に
従
っ
て
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｂ
部

第
一
節

Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
に
よ
る
試
験
の
対
象
と
な
る
化
学
品
の
範
囲
を
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

一

医
薬
品
に
関
し
、

一

医
薬
品
に
関
し
、

二
千
十
二
年
人
用
医
薬
品
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
二
・
一
九
一
六
）
及
び

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(a)

そ
の
改
正

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び

そ
の
改
正

二

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(b)

二
千
十
三
年
動
物
用
医
薬
品
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
三
・
二
〇
三
三
）
及

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一

び
そ
の
改
正

号
）
及
び
そ
の
改
正

三

植
物
防
疫
製
品
に
関
し
、

二

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

二
千
十
一
年
植
物
防
疫
製
品
規
則
及
び
そ
の
改
正

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(a)

(a)

二
千
十
一
年
植
物
防
疫
製
品
規
則
（
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
及
び
そ

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び

(b)

の
改
正

そ
の
改
正

動
物
用
医
薬
品
等
取
締
規
則
（
平
成
十
六
年
農
林
水
産
省
令
第

(b)

四

バ
イ
オ
サ
イ
ド
に
関
し
、

百
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

化
学
品
（
健
康
及
び
安
全
）
及
び
遺
伝
子
改
変
生
物
（
拡
散
防
止
措
置

の
下
で
の
利
用
）
（
欧
州
連
合
離
脱
）
規
則
二
〇
一
九
及
び
そ
の
改
正

三

農
薬
に
関
し
、

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
及
び
そ
の

(a)

五

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

改
正

動
物
用
飼
料
に
使
用
さ
れ
る
添
加
物
に
関
す
る
二
千
三
年
九
月
二
十
二

特
定
試
験
成
績
及
び
そ
の
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
基
準
に
関

(b)

日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
八
三
一
・
二
〇

す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
六
号
）
及
び
そ

〇
三
号
及
び
英
国
法
に
よ
る
そ
の
改
正

の
改
正

六

新
規
及
び
既
存
の
化
学
品
に
関
し
、

四

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

化
学
品
（
健
康
及
び
安
全
）
及
び
遺
伝
子
改
変
生
物
（
拡
散
防
止
措
置

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭

(a)

の
下
で
の
利
用
）
（
欧
州
連
合
離
脱
）
規
則
二
〇
一
九
及
び
そ
の
改
正

和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

飼
料
添
加
物
の
評
価
基
準
の
制
定
に
つ
い
て
（
平
成
四
年
四
畜

(b)

七

食
品
添
加
物
に
関
し
、

Ａ
第
二
百
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

食
品
添
加
物
に
関
す
る
二
千
八
年
十
二
月
十
六
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣

僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
三
三
三
・
二
〇
〇
八
号
及
び
英
国
法
に

五

工
業
用
化
学
物
質
に
関
し
、

よ
る
そ
の
改
正

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十

八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

八

化
粧
品
に
関
し
、

化
粧
品
に
関
す
る
二
千
九
年
十
一
月
三
十
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理

六

労
働
者
の
健
康
保
護
の
た
め
に
規
制
の
対
象
と
す
る
化
学
物
質
に

事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
二
二
三
・
二
〇
〇
九
号
及
び
英
国
法
に
よ
る

関
し
、

そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び

(a)
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八

(b)
号
）
及
び
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二

(c)
号
）
及
び
そ
の
改
正
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一
二
三
六

第
二
節

権
限
の
あ
る
当
局

英
国

日
本
国

全
て
に
関
し
、

医
薬
品
に
関
し
、

保
健
社
会
省
（
医
薬
品
医
療
製
品
規
制
庁
）
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当

厚
生
労
働
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

局

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

農
林
水
産
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

農
薬
に
関
し
、

農
林
水
産
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

農
林
水
産
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

工
業
用
化
学
物
質
に
関
し
、

厚
生
労
働
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

経
済
産
業
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

環
境
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

労
働
者
の
健
康
保
護
の
た
め
に
規
制
の
対
象
と
す
る
化
学
物
質
に
関

し
、厚

生
労
働
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

第
三
節

Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
、
検
証
及
び
確
認
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

千
九
百
九
十
九
年
優
良
試
験
所
基
準
規
則
（
Ｓ
Ｉ
一
九
九
九
・
三
一
〇

一

医
薬
品
に
関
し
、

六
）
及
び
そ
の
改
正

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(a)
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び

そ
の
改
正

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関

(b)
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
承
認

(c)
申
請
等
の
際
に
添
付
す
べ
き
医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療

等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
に
係
る
資
料
の
取
扱
い

等
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
六
年
薬
食
審
査
発
一
一
二
一
第
九
号
・

薬
食
機
参
発
一
一
二
一
第
十
三
号
）
及
び
そ
の
改
正

厚
生
労
働
省
が
実
施
す
る
医
薬
品
Ｇ
Ｌ
Ｐ
実
地
調
査
に
係
る
実

(d)
施
要
領
に
つ
い
て
（
平
成
十
七
年
薬
食
審
査
発
第
〇
八
〇
五
〇
〇

三
号
）
及
び
そ
の
改
正

二

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(a)
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び

そ
の
改
正

動
物
用
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基

(b)
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一
二
三
七

第
二
節

権
限
の
あ
る
当
局

英
国

日
本
国

全
て
に
関
し
、

医
薬
品
に
関
し
、

保
健
社
会
省
（
医
薬
品
医
療
製
品
規
制
庁
）
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当

厚
生
労
働
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

局

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

農
林
水
産
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

農
薬
に
関
し
、

農
林
水
産
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

農
林
水
産
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

工
業
用
化
学
物
質
に
関
し
、

厚
生
労
働
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

経
済
産
業
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

環
境
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

労
働
者
の
健
康
保
護
の
た
め
に
規
制
の
対
象
と
す
る
化
学
物
質
に
関

し
、厚

生
労
働
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

第
三
節

Ｇ
Ｌ
Ｐ
原
則
、
検
証
及
び
確
認
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則

英
国

日
本
国

千
九
百
九
十
九
年
優
良
試
験
所
基
準
規
則
（
Ｓ
Ｉ
一
九
九
九
・
三
一
〇

一

医
薬
品
に
関
し
、

六
）
及
び
そ
の
改
正

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(a)
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び

そ
の
改
正

医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基
準
に
関

(b)
す
る
省
令
（
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
二
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
承
認

(c)
申
請
等
の
際
に
添
付
す
べ
き
医
薬
品
、
医
療
機
器
及
び
再
生
医
療

等
製
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
に
係
る
資
料
の
取
扱
い

等
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
六
年
薬
食
審
査
発
一
一
二
一
第
九
号
・

薬
食
機
参
発
一
一
二
一
第
十
三
号
）
及
び
そ
の
改
正

厚
生
労
働
省
が
実
施
す
る
医
薬
品
Ｇ
Ｌ
Ｐ
実
地
調
査
に
係
る
実

(d)
施
要
領
に
つ
い
て
（
平
成
十
七
年
薬
食
審
査
発
第
〇
八
〇
五
〇
〇

三
号
）
及
び
そ
の
改
正

二

動
物
用
医
薬
品
に
関
し
、

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(a)
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び

そ
の
改
正

動
物
用
医
薬
品
の
安
全
性
に
関
す
る
非
臨
床
試
験
の
実
施
の
基

(b)
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一
二
三
八

準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
四
号
）
及

び
そ
の
改
正

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(c)
等
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
十
二
年

十
二
畜
Ａ
第
七
百
二
十
九
号
）
及
び
そ
の
改
正

三

農
薬
に
関
し
、

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
及
び
そ
の

(a)
改
正特

定
試
験
成
績
及
び
そ
の
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
基
準
に
関

(b)
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
六
号
）
及
び
そ

の
改
正

特
定
試
験
成
績
及
び
そ
の
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
基
準
に
関

(c)
す
る
省
令
第
五
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
の
確
認
及
び
そ
の
調
査
等
に
つ
い
て
（
平
成
三
十
年

三
十
消
安
第
四
千
二
百
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭

(a)
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

飼
料
添
加
物
の
動
物
試
験
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

(b)
（
昭
和
六
十
三
年
六
十
三
畜
Ａ
第
三
千
三
十
九
号
）
及
び
そ
の
改

正
飼
料
添
加
物
の
動
物
試
験
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
く
査

(c)
察
実
施
要
領
の
制
定
に
つ
い
て
（
平
成
二
年
元
畜
Ａ
第
三
千
四
百

四
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

五

工
業
用
化
学
物
質
に
関
し
、

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

(a)
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
並
び
に
優
先
評
価
化
学
物
質
及
び

(b)
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
省
令

（
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
三

号
）
及
び
そ
の
改
正

新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
並
び
に
優
先
評
価
化
学
物
質
及
び

(c)
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
省
令

第
一
条
第
二
項
、
第
三
条
及
び
第
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
別
に
定
め
る
試

験
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
告
示

第
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

新
規
化
学
物
質
等
に
係
る
試
験
を
実
施
す
る
試
験
施
設
に
関
す

(d)
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
三
年
薬
食
発
〇
三
三
一
第
八
号
・

平
成
二
三
・
〇
三･

二
九
製
局
第
六
号
・
環
保
企
発
第
一
一
〇
三

三
一
〇
一
〇
号
）
及
び
そ
の
改
正

新
規
化
学
物
質
の
審
査
等
に
際
し
て
判
定
の
資
料
と
す
る
試
験

(e)
成
績
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
三
年
薬
食
発
〇
三
三
一
第

九
号
・
平
成
二
三
・
〇
三･

二
九
製
局
第
七
号
・
環
保
企
発
第
一

一
〇
三
三
一
〇
一
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

六

労
働
者
の
健
康
保
護
の
た
め
に
規
制
の
対
象
と
す
る
化
学
物
質
に

関
し
、労

働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び

(a)
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二

(b)
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一
二
三
九

準
に
関
す
る
省
令
（
平
成
九
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
四
号
）
及

び
そ
の
改
正

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保

(c)
等
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
十
二
年

十
二
畜
Ａ
第
七
百
二
十
九
号
）
及
び
そ
の
改
正

三

農
薬
に
関
し
、

農
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
八
十
二
号
）
及
び
そ
の

(a)
改
正特

定
試
験
成
績
及
び
そ
の
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
基
準
に
関

(b)
す
る
省
令
（
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
令
第
七
十
六
号
）
及
び
そ

の
改
正

特
定
試
験
成
績
及
び
そ
の
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
基
準
に
関

(c)
す
る
省
令
第
五
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し

て
い
る
こ
と
の
確
認
及
び
そ
の
調
査
等
に
つ
い
て
（
平
成
三
十
年

三
十
消
安
第
四
千
二
百
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

四

飼
料
添
加
物
に
関
し
、

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭

(a)
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

飼
料
添
加
物
の
動
物
試
験
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て

(b)
（
昭
和
六
十
三
年
六
十
三
畜
Ａ
第
三
千
三
十
九
号
）
及
び
そ
の
改

正
飼
料
添
加
物
の
動
物
試
験
の
実
施
に
関
す
る
基
準
に
基
づ
く
査

(c)
察
実
施
要
領
の
制
定
に
つ
い
て
（
平
成
二
年
元
畜
Ａ
第
三
千
四
百

四
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

五

工
業
用
化
学
物
質
に
関
し
、

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

(a)
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
及
び
そ
の
改
正

新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
並
び
に
優
先
評
価
化
学
物
質
及
び

(b)
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
省
令

（
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
三

号
）
及
び
そ
の
改
正

新
規
化
学
物
質
に
係
る
試
験
並
び
に
優
先
評
価
化
学
物
質
及
び

(c)
監
視
化
学
物
質
に
係
る
有
害
性
の
調
査
の
項
目
等
を
定
め
る
省
令

第
一
条
第
二
項
、
第
三
条
及
び
第
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
厚

生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
別
に
定
め
る
試

験
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
告
示

第
五
号
）
及
び
そ
の
改
正

新
規
化
学
物
質
等
に
係
る
試
験
を
実
施
す
る
試
験
施
設
に
関
す

(d)
る
基
準
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
三
年
薬
食
発
〇
三
三
一
第
八
号
・

平
成
二
三
・
〇
三･

二
九
製
局
第
六
号
・
環
保
企
発
第
一
一
〇
三

三
一
〇
一
〇
号
）
及
び
そ
の
改
正

新
規
化
学
物
質
の
審
査
等
に
際
し
て
判
定
の
資
料
と
す
る
試
験

(e)
成
績
の
取
扱
い
に
つ
い
て
（
平
成
二
十
三
年
薬
食
発
〇
三
三
一
第

九
号
・
平
成
二
三
・
〇
三･

二
九
製
局
第
七
号
・
環
保
企
発
第
一

一
〇
三
三
一
〇
一
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

六

労
働
者
の
健
康
保
護
の
た
め
に
規
制
の
対
象
と
す
る
化
学
物
質
に

関
し
、労

働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
及
び

(a)
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二

(b)
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一
二
四
〇

号
）
及
び
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

(c)
き
試
験
施
設
等
が
具
備
す
べ
き
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告

示
第
七
十
六
号
）
及
び
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
、
ボ
イ
ラ
ー
及

(d)
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
及
び
有
機
溶
剤

中
毒
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
つ
い
て

（
昭
和
六
十
三
年
基
発
第
六
百
二
号
）
及
び
そ
の
改
正

試
験
施
設
等
に
関
す
る
安
衛
法
Ｇ
Ｌ
Ｐ
適
合
確
認
要
領
の
制
定

(e)
に
つ
い
て
（
平
成
元
年
基
発
第
百
二
十
三
号
）
及
び
そ
の
改
正

医
薬
品
に
係
る
優
良
製
造
所
基
準
（
Ｇ
Ｍ
Ｐ
）
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
は
、
次
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
両
締
約
国
の
優
良
製
造
所
基
準
（
以
下

(a)
「
Ｇ
Ｍ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
要
件
が
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
を
製
造
す
る
施
設
が
当
該
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
の

確
認確

認
を
受
け
た
製
造
施
設
が
作
成
す
る
デ
ー
タ
（
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
が
こ
の
第
Ａ
部
の
規
定
に
従
っ
て
発
行
す

(b)
る
証
明
書
を
い
う
。
）
の
受
入
れ

２

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、

(a)

「
確
認
基
準
」
と
は
、
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
い
う
。

(i)

「
Ｇ
Ｍ
Ｐ
」
と
は
、
品
質
保
証
の
一
部
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
を
、
そ
の
意
図
す
る
使
用
の
た
め
に
適
切
と
さ
れ
、
か

(ii)
つ
、
関
係
す
る
医
薬
品
の
販
売
に
つ
い
て
の
承
認
又
は
そ
の
仕
様
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
品
質
基
準
に
従
っ
て
一
貫
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一
二
四
一

号
）
及
び
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
三
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

(c)
き
試
験
施
設
等
が
具
備
す
べ
き
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告

示
第
七
十
六
号
）
及
び
そ
の
改
正

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
、
ボ
イ
ラ
ー
及

(d)
び
圧
力
容
器
安
全
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
及
び
有
機
溶
剤

中
毒
予
防
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
施
行
に
つ
い
て

（
昭
和
六
十
三
年
基
発
第
六
百
二
号
）
及
び
そ
の
改
正

試
験
施
設
等
に
関
す
る
安
衛
法
Ｇ
Ｌ
Ｐ
適
合
確
認
要
領
の
制
定

(e)
に
つ
い
て
（
平
成
元
年
基
発
第
百
二
十
三
号
）
及
び
そ
の
改
正

医
薬
品
に
係
る
優
良
製
造
所
基
準
（
Ｇ
Ｍ
Ｐ
）
に
関
す
る
分
野
別
附
属
書

第
Ａ
部

１

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
は
、
次
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
両
締
約
国
の
優
良
製
造
所
基
準
（
以
下

(a)
「
Ｇ
Ｍ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
要
件
が
適
用
さ
れ
る
医
薬
品
を
製
造
す
る
施
設
が
当
該
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
の

確
認確

認
を
受
け
た
製
造
施
設
が
作
成
す
る
デ
ー
タ
（
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
が
こ
の
第
Ａ
部
の
規
定
に
従
っ
て
発
行
す

(b)
る
証
明
書
を
い
う
。
）
の
受
入
れ

２

こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
の
適
用
上
、

(a)

「
確
認
基
準
」
と
は
、
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
い
う
。

(i)

「
Ｇ
Ｍ
Ｐ
」
と
は
、
品
質
保
証
の
一
部
で
あ
っ
て
、
医
薬
品
を
、
そ
の
意
図
す
る
使
用
の
た
め
に
適
切
と
さ
れ
、
か

(ii)
つ
、
関
係
す
る
医
薬
品
の
販
売
に
つ
い
て
の
承
認
又
は
そ
の
仕
様
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
品
質
基
準
に
従
っ
て
一
貫
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一
二
四
二

し
て
製
造
し
、
及
び
管
理
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
を
い
う
。

「
検
査
」
と
は
、
製
造
施
設
が
関
係
医
薬
品
の
販
売
に
つ
い
て
の
承
認
又
は
そ
の
仕
様
に
お
け
る
要
件
そ
の
他
の
Ｇ

(iii)
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
当
該
製
造
施
設
に
対
し
て
行
わ
れ
る
実
地
の

評
価
を
い
う
。
こ
の
検
査
は
、
第
Ｂ
部
第
二
節
に
規
定
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
、
同
部
第
一
節
に
規
定
す
る
関

係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
販
売
に
つ
い
て
の
承
認
前
に
行
う
検
査
で
あ
る
か
当
該
承

認
後
に
行
う
検
査
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。

「
医
薬
品
」
と
は
、
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
日
本
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
人
用
に
業
と
し
て

(iv)
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
並
び
に
同
節
に
規
定
す
る
英
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
人
用
に
業
と
し
て
製
造
さ

れ
る
医
薬
品
及
び
中
間
生
成
物
を
い
う
。

こ
の
「
医
薬
品
」
に
は
、
治
験
薬
、
有
効
成
分
、
化
学
的
及
び
生
物
学
的
医
薬
品
、
免
疫
学
的
製
剤
、
放
射
性
医
薬

品
、
人
の
血
液
又
は
血
漿
か
ら
生
成
さ
れ
る
安
定
的
な
医
薬
品
並
び
に
適
切
な
場
合
に
は
ビ
タ
ミ
ン
、
ミ
ネ
ラ
ル
及
び

し
よ
う

薬
草
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
も
の
と
了
解
す
る
。

(b)

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

(i)
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
に
代

(ii)
わ
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ

な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は
運
用
規

(iii)
則
に
組
み
込
む
こ
と
。

３

こ
の
議
定
書
の
規
定
は
、
日
本
国
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
検
定
及
び
英
国
の
二
千
十
二
年
人
用
医
薬
品
規
則
の
規

則
六
〇
Ａ
に
規
定
す
る
バ
ッ
チ
の
出
荷
管
理
に
つ
い
て
の
相
互
承
認
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
第
二
条
２
の
規
定
に
関
し
、
両
締
約
国
の
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
つ

つ
、
そ
の
販
売
に
つ
い
て
の
承
認
が
発
出
さ
れ
、
又
は
そ
の
仕
様
が
関
係
す
る
医
薬
品
に
つ
い
て
、
他
方
の
締
約
国
の
権
限

の
あ
る
当
局
に
よ
る
製
造
施
設
の
確
認
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
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一
二
四
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し
て
製
造
し
、
及
び
管
理
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
を
い
う
。

「
検
査
」
と
は
、
製
造
施
設
が
関
係
医
薬
品
の
販
売
に
つ
い
て
の
承
認
又
は
そ
の
仕
様
に
お
け
る
要
件
そ
の
他
の
Ｇ

(iii)
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
当
該
製
造
施
設
に
対
し
て
行
わ
れ
る
実
地
の

評
価
を
い
う
。
こ
の
検
査
は
、
第
Ｂ
部
第
二
節
に
規
定
す
る
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
、
同
部
第
一
節
に
規
定
す
る
関

係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
販
売
に
つ
い
て
の
承
認
前
に
行
う
検
査
で
あ
る
か
当
該
承

認
後
に
行
う
検
査
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
。

「
医
薬
品
」
と
は
、
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
日
本
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
人
用
に
業
と
し
て

(iv)
製
造
さ
れ
る
医
薬
品
並
び
に
同
節
に
規
定
す
る
英
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
定
め
る
人
用
に
業
と
し
て
製
造
さ

れ
る
医
薬
品
及
び
中
間
生
成
物
を
い
う
。

こ
の
「
医
薬
品
」
に
は
、
治
験
薬
、
有
効
成
分
、
化
学
的
及
び
生
物
学
的
医
薬
品
、
免
疫
学
的
製
剤
、
放
射
性
医
薬

品
、
人
の
血
液
又
は
血
漿
か
ら
生
成
さ
れ
る
安
定
的
な
医
薬
品
並
び
に
適
切
な
場
合
に
は
ビ
タ
ミ
ン
、
ミ
ネ
ラ
ル
及
び

し
よ
う

薬
草
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
Ｂ
部
に
い
う
「
改
正
」
に
は
、
次
の
こ
と
を
含
む
も
の
と
了
解
す
る
。

(b)

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合

(i)
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
を
廃
止
し
、
当
該
関
係
法
令
又
は
運
用
規
則
に
代

(ii)
わ
る
新
た
な
法
令
又
は
運
用
規
則
を
制
定
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
題
名
が
変
更
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ

な
い
。

締
約
国
が
第
Ｂ
部
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
の
全
部
又
は
関
連
部
分
を
他
の
法
令
又
は
運
用
規

(iii)
則
に
組
み
込
む
こ
と
。

３

こ
の
議
定
書
の
規
定
は
、
日
本
国
の
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
検
定
及
び
英
国
の
二
千
十
二
年
人
用
医
薬
品
規
則
の
規

則
六
〇
Ａ
に
規
定
す
る
バ
ッ
チ
の
出
荷
管
理
に
つ
い
て
の
相
互
承
認
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

４

一
方
の
締
約
国
は
、
第
二
条
２
の
規
定
に
関
し
、
両
締
約
国
の
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
つ

つ
、
そ
の
販
売
に
つ
い
て
の
承
認
が
発
出
さ
れ
、
又
は
そ
の
仕
様
が
関
係
す
る
医
薬
品
に
つ
い
て
、
他
方
の
締
約
国
の
権
限

の
あ
る
当
局
に
よ
る
製
造
施
設
の
確
認
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
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一
二
四
四

用
規
則
に
従
っ
て
、
医
薬
品
が
当
該
承
認
又
は
当
該
仕
様
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設

が
バ
ッ
チ
ご
と
に
発
行
す
る
証
明
書
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
輸
入
業
者
が
バ
ッ
チ
ご
と
に
行
う
試
験
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

か
ら

ま
で
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

(a)

(c)

当
該
証
明
書
が
、
当
該
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
に
よ
り
、
完
全
な
品
質
分
析
、
全
て
の
有
効
成
分
の
量
的
な
分
析
及

(a)
び
他
の
全
て
の
試
験
又
は
点
検
の
結
果
に
基
づ
い
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

当
該
医
薬
品
が
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
製
造
さ
れ
た
旨
の
申
告
を
当
該
証
明
書
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
。

(b)

当
該
証
明
書
の
対
象
で
あ
る
医
薬
品
に
関
し
て
、
両
締
約
国
が
同
等
の
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
。

(c)
５

確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
が
輸
出
用
医
薬
品
の
各
バ
ッ
チ
ご
と
に
発
行
す
る
４
に
規
定
す
る
証
明
書
に
お
い
て
は
、
第
Ｂ

部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
よ
り
当
該
医
薬
品
の
製
造
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
試
験

を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
当
該
バ
ッ
チ
が
輸
入
締
約
国
の
当
該
医
薬
品
の
製
造
に
つ
い
て
の
承
認
又
は
そ
の
仕
様
に
お
け
る

要
件
に
即
し
て
製
造
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

６

９
に
規
定
す
る
準
備
作
業
の
進
捗
状
況
及
び
こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
の
運
用
を
特
に
監
視
す
る
た
め
、
相
互
承
認
に

関
す
る
合
同
委
員
会
に
小
委
員
会
を
設
立
す
る
。
小
委
員
会
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
報
告
を
行
う
。

７

両
締
約
国
は
、
特
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
情
報
を
交
換
す
る
。

(a)

特
定
の
医
薬
品
又
は
医
薬
品
群
に
関
す
る
Ｇ
Ｍ
Ｐ

(i)

新
た
な
技
術
上
の
指
針
又
は
検
査
手
続

(ii)

品
質
上
の
欠
陥
、
バ
ッ
チ
の
回
収
、
偽
造
そ
の
他
の
品
質
に
関
す
る
問
題

(iii)

製
造
に
つ
い
て
の
承
認
の
効
力
の
停
止
又
は
そ
の
取
消
し

(iv)
両
締
約
国
は
、
こ
の
分
野
別
附
属
書
の
特
定
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
の
小
委
員

(b)
会
を
通
じ
、
詳
細
な
緊
急
通
報
手
続
に
合
意
す
る
。

特
定
の
医
薬
品
又
は
医
薬
品
群
に
関
す
る
Ｇ
Ｍ
Ｐ
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
相
互
承
認
に
関
す

(c)
る
合
同
委
員
会
の
小
委
員
会
が
作
成
す
る
手
続
に
従
っ
て
調
整
す
る
。

第
八
条
６
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
の
一
覧
表
を
、
相
互
承
認

(d)
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
決
定
す
る
頻
度
で
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
提
供
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
理
由
を
示
し
た
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
に
関
す

(e)
る
最
新
の
検
査
の
報
告
の
写
し
を
、
当
該
要
請
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
他
方
の
締
約
国
に
提
供
す
る
。
当
該
要
請
を
受
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一
二
四
五

用
規
則
に
従
っ
て
、
医
薬
品
が
当
該
承
認
又
は
当
該
仕
様
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設

が
バ
ッ
チ
ご
と
に
発
行
す
る
証
明
書
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
輸
入
業
者
が
バ
ッ
チ
ご
と
に
行
う
試
験
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。
た
だ
し
、
次
の

か
ら

ま
で
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

(a)

(c)

当
該
証
明
書
が
、
当
該
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
に
よ
り
、
完
全
な
品
質
分
析
、
全
て
の
有
効
成
分
の
量
的
な
分
析
及

(a)
び
他
の
全
て
の
試
験
又
は
点
検
の
結
果
に
基
づ
い
て
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

当
該
医
薬
品
が
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
製
造
さ
れ
た
旨
の
申
告
を
当
該
証
明
書
が
伴
っ
て
い
る
こ
と
。

(b)

当
該
証
明
書
の
対
象
で
あ
る
医
薬
品
に
関
し
て
、
両
締
約
国
が
同
等
の
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
。

(c)
５

確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
が
輸
出
用
医
薬
品
の
各
バ
ッ
チ
ご
と
に
発
行
す
る
４
に
規
定
す
る
証
明
書
に
お
い
て
は
、
第
Ｂ

部
第
一
節
に
規
定
す
る
各
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
よ
り
当
該
医
薬
品
の
製
造
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
試
験

を
実
施
し
、
そ
の
結
果
、
当
該
バ
ッ
チ
が
輸
入
締
約
国
の
当
該
医
薬
品
の
製
造
に
つ
い
て
の
承
認
又
は
そ
の
仕
様
に
お
け
る

要
件
に
即
し
て
製
造
さ
れ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
旨
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

６

９
に
規
定
す
る
準
備
作
業
の
進
捗
状
況
及
び
こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
の
運
用
を
特
に
監
視
す
る
た
め
、
相
互
承
認
に

関
す
る
合
同
委
員
会
に
小
委
員
会
を
設
立
す
る
。
小
委
員
会
は
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
報
告
を
行
う
。

７

両
締
約
国
は
、
特
に
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
情
報
を
交
換
す
る
。

(a)

特
定
の
医
薬
品
又
は
医
薬
品
群
に
関
す
る
Ｇ
Ｍ
Ｐ

(i)

新
た
な
技
術
上
の
指
針
又
は
検
査
手
続

(ii)

品
質
上
の
欠
陥
、
バ
ッ
チ
の
回
収
、
偽
造
そ
の
他
の
品
質
に
関
す
る
問
題

(iii)

製
造
に
つ
い
て
の
承
認
の
効
力
の
停
止
又
は
そ
の
取
消
し

(iv)
両
締
約
国
は
、
こ
の
分
野
別
附
属
書
の
特
定
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
の
小
委
員

(b)
会
を
通
じ
、
詳
細
な
緊
急
通
報
手
続
に
合
意
す
る
。

特
定
の
医
薬
品
又
は
医
薬
品
群
に
関
す
る
Ｇ
Ｍ
Ｐ
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
相
互
承
認
に
関
す

(c)
る
合
同
委
員
会
の
小
委
員
会
が
作
成
す
る
手
続
に
従
っ
て
調
整
す
る
。

第
八
条
６
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
の
一
覧
表
を
、
相
互
承
認

(d)
に
関
す
る
合
同
委
員
会
が
決
定
す
る
頻
度
で
他
方
の
締
約
国
及
び
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
に
提
供
す
る
。

一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
理
由
を
示
し
た
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
確
認
を
受
け
た
製
造
施
設
に
関
す

(e)
る
最
新
の
検
査
の
報
告
の
写
し
を
、
当
該
要
請
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
他
方
の
締
約
国
に
提
供
す
る
。
当
該
要
請
を
受
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一
二
四
六

け
た
締
約
国
は
、
追
加
的
な
検
査
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
当
該
追
加
的
な
検
査
の
報
告
の
写
し
を
、
当
該
要
請
の
日
か

ら
六
十
日
以
内
に
当
該
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
に
提
供
す
る
。
一
方
の
締
約
国
は
、
検
査
の
報
告
の
提
供
を
受
け
た
後
に

お
い
て
も
他
方
の
締
約
国
の
製
造
施
設
が
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
引
き
続
き
重
大
な
懸
念
を

有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
製
造
施
設
に
対
す
る
更
な
る
検
査
を
実
施
す
る
よ
う
他
方
の
締
約
国
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。一

方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
輸
出
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
要
請
が

(f)
あ
っ
た
場
合
に
は
、
一
方
の
締
約
国
の
領
域
に
所
在
す
る
製
造
施
設
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
一
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
医
薬
品
を
製
造
す
る
た
め
の
適

(i)
切
な
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
定
期
的
に
検
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

(ii)

一
方
の
締
約
国
の
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
で
あ
っ
て
、
両
締
約
国
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
満
た
し
て
い
る
こ

(iii)
と
。

８

輸
出
締
約
国
は
、
第
五
条
２
の
規
定
に
関
し
、
製
造
施
設
が
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規

則
に
定
め
る
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
製
造
施

設
に
対
し
定
期
的
に
検
査
を
実
施
す
る
。

９

Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
医
薬
品
に
関
し
、
第
二
条
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第

(a)
七
条
及
び
第
十
条
２

の
規
定
で
あ
っ
て
こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
に
関
連
す
る
も
の
並
び
に
こ
の
分
野
別
附
属
書
の

(a)

規
定
（
６
及
び
７

並
び
に
こ
の
９
の
規
定
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
両
締
約
国
が
準
備
作
業
を
完
了
し
た
こ
と
を
相

(b)

互
に
確
認
す
る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
ま
で
、
適
用
し
な
い
。

両
締
約
国
は
、

の
準
備
作
業
に
お
い
て
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
を
通
じ
、
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
が
相
互
に
同
等

(b)

(a)

で
あ
る
こ
と
及
び
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
実
施
す
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
こ
の
分

野
別
附
属
書
の
規
定
の
実
施
に
関
す
る
詳
細
な
手
続
を
決
定
す
る
。

第
Ｂ
部

第
一
節

医
薬
品
の
範
囲
、
医
薬
品
に
関
す
る
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
、
検
証
及
び
確
認
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運

用
規
則

英
国

日
本
国
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一
二
四
七

け
た
締
約
国
は
、
追
加
的
な
検
査
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
当
該
追
加
的
な
検
査
の
報
告
の
写
し
を
、
当
該
要
請
の
日
か

ら
六
十
日
以
内
に
当
該
要
請
を
行
っ
た
締
約
国
に
提
供
す
る
。
一
方
の
締
約
国
は
、
検
査
の
報
告
の
提
供
を
受
け
た
後
に

お
い
て
も
他
方
の
締
約
国
の
製
造
施
設
が
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
引
き
続
き
重
大
な
懸
念
を

有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
製
造
施
設
に
対
す
る
更
な
る
検
査
を
実
施
す
る
よ
う
他
方
の
締
約
国
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き

る
。一

方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
輸
出
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
他
方
の
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
要
請
が

(f)
あ
っ
た
場
合
に
は
、
一
方
の
締
約
国
の
領
域
に
所
在
す
る
製
造
施
設
に
つ
い
て
次
の
事
項
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
一
方
の
締
約
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
医
薬
品
を
製
造
す
る
た
め
の
適

(i)
切
な
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
定
期
的
に
検
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

(ii)

一
方
の
締
約
国
の
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
で
あ
っ
て
、
両
締
約
国
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
満
た
し
て
い
る
こ

(iii)
と
。

８

輸
出
締
約
国
は
、
第
五
条
２
の
規
定
に
関
し
、
製
造
施
設
が
第
Ｂ
部
第
一
節
に
規
定
す
る
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規

則
に
定
め
る
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
自
国
の
関
係
法
令
及
び
運
用
規
則
に
従
っ
て
製
造
施

設
に
対
し
定
期
的
に
検
査
を
実
施
す
る
。

９

Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
が
相
互
に
同
等
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
医
薬
品
に
関
し
、
第
二
条
、
第
四
条
、
第
五
条
、
第

(a)
七
条
及
び
第
十
条
２

の
規
定
で
あ
っ
て
こ
の
分
野
別
附
属
書
の
規
定
に
関
連
す
る
も
の
並
び
に
こ
の
分
野
別
附
属
書
の

(a)

規
定
（
６
及
び
７

並
び
に
こ
の
９
の
規
定
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
両
締
約
国
が
準
備
作
業
を
完
了
し
た
こ
と
を
相

(b)

互
に
確
認
す
る
外
交
上
の
公
文
を
交
換
し
た
日
の
後
三
十
日
目
の
日
ま
で
、
適
用
し
な
い
。

両
締
約
国
は
、

の
準
備
作
業
に
お
い
て
、
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
を
通
じ
、
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
が
相
互
に
同
等

(b)

(a)

で
あ
る
こ
と
及
び
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
を
実
施
す
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
。
相
互
承
認
に
関
す
る
合
同
委
員
会
は
、
こ
の
分

野
別
附
属
書
の
規
定
の
実
施
に
関
す
る
詳
細
な
手
続
を
決
定
す
る
。

第
Ｂ
部

第
一
節

医
薬
品
の
範
囲
、
医
薬
品
に
関
す
る
Ｇ
Ｍ
Ｐ
要
件
、
検
証
及
び
確
認
に
つ
い
て
定
め
る
関
係
法
令
及
び
運

用
規
則

英
国

日
本
国
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一
二
四
八

二
千
十
二
年
人
用
医
薬
品
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
二
・
一
九
一
六
）
及
び
そ

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

の
改
正

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び
そ
の

改
正

二

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
及
び
そ

の
改
正

三

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
及

び
そ
の
改
正

四

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び

に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
十
六
条
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
平
成
十
六
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

五

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
及

び
そ
の
改
正

六

医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に

関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
九
号
）
及
び

そ
の
改
正

第
二
節

権
限
の
あ
る
当
局

英
国

日
本
国

医
薬
品
医
療
製
品
規
制
庁
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

厚
生
労
働
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局
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一
二
四
九

二
千
十
二
年
人
用
医
薬
品
規
則
（
Ｓ
Ｉ
二
〇
一
二
・
一
九
一
六
）
及
び
そ

一

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

の
改
正

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
及
び
そ
の

改
正

二

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
十
一
号
）
及
び
そ

の
改
正

三

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
及

び
そ
の
改
正

四

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
七
号
並
び

に
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
十
六
条
第
六
号
及
び
第
七
号
の
規
定

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
（
平
成
十
六
年
厚
生

労
働
省
告
示
第
四
百
三
十
一
号
）
及
び
そ
の
改
正

五

薬
局
等
構
造
設
備
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
号
）
及

び
そ
の
改
正

六

医
薬
品
及
び
医
薬
部
外
品
の
製
造
管
理
及
び
品
質
管
理
の
基
準
に

関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
九
号
）
及
び

そ
の
改
正

第
二
節

権
限
の
あ
る
当
局

英
国

日
本
国

医
薬
品
医
療
製
品
規
制
庁
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局

厚
生
労
働
省
又
は
こ
れ
を
承
継
す
る
当
局
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